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H29 1

12_その他 一般市 山鹿市 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法施行規則第15条第
2項

地方自治法施行規則に
定める歳出予算節の義
務付けの規制緩和

地方自治体の歳出予算の節について定めた地方自治
法施行規則第15条第2項「節の区分は、別記のとおり定
めなければならない」の規定について、地方自治体に
おいて任意の節の設定が可能な制度とする。

現行、地方自治法施行規則において、歳出予算の執行科目（節）が義務付けられている。このため、地方自治体の財政状況を把握するために総務省が実施する地方財政状況調査（決算統計）その他予算・決算
関連事務において、当該執行科目を当該調査項目に応じて分析する必要がある。【決算統計上の分類（地方自治法上の節）：人件費（給料、職員手当等）、物件費（賃金、旅費、需用費等）、補助費等（報償費、
役務費のうち保険料、負担金等）、普通建設事業（給料、職員手当等、委託料、工事請負費等）】。
また、近年、財政のマネジメント強化のため、総務大臣から統一的な基準による地方公会計の整備促進、具体的には固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成、予算編成等への積極
的活用が要請されている。固定資産台帳や複式簿記の運用に当たっては、歳出予算の執行科目（節）を複式簿記上の収益的支出と資本的支出に分析する必要ある。
両事務とも、ＩＣＴを活用することで、分析の省力化が図られるものの、分析そのものの削減には至っておらず非効率的な面がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 2

12_その他 一般市 笠間市 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

公職選挙法第１３条第１項 市内における衆議院議
員小選挙区の区割りの
見直し

笠間市は、平成18年３月に旧笠間市、旧友部町、旧岩
間町の１市２町が合併し１つの自治体となったが、衆議
院議員小選挙区の区割りは、旧笠間市の区域が１区、
旧友部町と旧岩間町の区域が２区となっており、笠間市
に２つの選挙区が存在している。これを１つの選挙区と
なるよう区割りの見直しを要望する。

投票所及び開票所ともに、１区と２区に分けて設置及び開票を行わなければならず、選挙事務全般において、煩雑な事務となっている。
期日前投票では、選挙区ごとの投票所での投票を行わなければならず、旧笠間地区の市民が本庁舎（旧友部町）で投票をしようとしても、選挙区が違うため、投票できない。市民から見れば、同一市内でなぜ期日
前投票ができないのか、不満が出ている。
選挙人が市内で住所変更を行った際に、選挙区の変更が生じることがあり、混乱をきたすことがある。

―

H29 3

12_その他 都道府県 神奈川県 内閣府、総
務省

B　地方
に対する
規制緩
和

民間資金等の活用による公共
施設等の整備の促進に関する
法律第2条第6項、第16条
地方自治法第244条の2第1
項、第3項

公共施設等運営権制度
（コンセッション）の導入
に関して手続の見直し

公共施設等運営権制度（コンセッション）の導入に関し
て、手続の見直しにより、条例の簡潔化、事務の簡略化
がなされるよう見直しを求める。

公の施設に、財産の使用許可などを伴うコンセッション方式を導入する場合、利用許可権限の委任にあたり、PFI法による運営権の設定に加えて地方自治法による指定管理者の指定（指定管理者制度との重畳適
用）という、２つの法律に基づく手続を要するが、条例の規定が複雑であること、事務手続が煩雑であることから、速やかな導入が行えずにいる。

―

H29 4

03_医療・
福祉

都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準第11条

児童発達支援センター
における食事提供方法
について、施設内調理
以外の方法への緩和

保育所における外部搬入については５年以上前から特
区等の活用によって取り組まれてきており、児童発達支
援センターへの給食の外部搬入を認めてもらいたい。
外部搬入については、食育等に配慮しながらも、人口・
予算規模に鑑み、地域の実情に応じた運営がなされる
ように基準を緩和することにより、児童発達支援セン
ターの整備が促進され、障害児及びその保護者がより
身近な地域で専門性の高い療育を受けられるようにな
ることが求められる。

児童発達支援事業等には営利企業や特定非営利活動法人が多く参入しているなか、地域の中核的な児童福祉施設である児童発達支援センターの必要性は市町村においても高まっており、厚生労働省におい
ては人口10万人規模に１ヶ所以上を目安としているとおり、さらなる充実が求められている。
しかしながら、平成29年４月現在、本県所管域（指定都市及び児童相談所設置市を除く）の人口は約280万人であるところ、児童発達支援センターの設置数は14件にとどまっている。
整備が進まない理由のひとつとして、建物の構造や整備費用等の関係から調理室を設けることが困難であることが挙げられている。
実際に、管内のある自治体では、既存公有財産を活用し、必要性の高まっていた児童発達支援事業を実施することを検討した際、建物の構造や整備費用等の関係から設備改修により調理室を設けることが困難
であること等の事情から、当該地域の中核的な児童福祉施設である児童発達支援センターとしての設置を諦め、地域の民間事業者と同様にセンターではない児童発達支援事業所とした事例があった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 5

09_土木・
建築

都道府県 神奈川県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

建設業法第５条、第11条、第12
条、第27条の26、第27条の28、
第27条の29、第44条の４
建設業法施行規則第６条、第７
条の２、第８条、第11条、第19
条の６、第20条、第21条の２

建設業法において国土
交通大臣に提出する許
可申請書その他の書類
の都道府県の経由事務
の廃止

国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類に
ついて都道府県知事を経由しなければならないこととさ
れている建設業法第44条の４の規定を改正することに
より、都道府県の経由事務を廃止し、国土交通大臣へ
の許可申請書その他の書類の提出先を所管の地方整
備局等に一本化することを求める。

都道府県を経由して提出される国土交通大臣の許可申請書及び届出書が毎月数百件にも及び、書類管理や整理、発送事務の負担が生じている。
都道府県を経由して提出される国土交通大臣の経営事項審査申請書及び再申請書が毎月数十件（年間数百件）にも及び、書類管理や整理、発送事務の負担が生じている。
許可申請書及び届出書の提出先は都道府県、確認書類の提出先は地方整備局等に直接送付となっているが、申請者からは、窓口が一本化されておらず分かりにくいといった苦情がある。
国土交通大臣許可申請又は経営事項審査の申請にあっては登録免許税又は収入印紙を、都道府県知事許可又は経営事項審査にあっては県収入証紙を書類に貼り付けて提出することとされているが、窓口が
都道府県となっていることから申請者が混同し、国土交通大臣の申請書に誤って県の収入証紙を貼りつけて提出されたケースが発生している。
都道府県が申請書提出後の書類審査等の進捗状況について申請者から問い合わせを受けることがあり、地方整備局に問い合わせるよう案内をしても、都道府県が関知していないことについて理解が得られな
かったケースがあったなど申請者側が混同している事例がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 6

02_農業・
農地

都道府県 岡山県、中国地
方知事会

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

林業種苗法第24条 林業種苗法によるスギ苗
木の配布区域指定に係
る規制緩和

林業種苗法によるスギ苗木の配布区域指定に係る規制
緩和

林業種苗法により、スギ種苗の配布区域が指定され、広域での少花粉苗木の融通が制限されている。そのため、育苗が進まない地域で少花粉苗木による造林が進まないなど花粉発生源対策が滞っている。 ―

H29 7

03_医療・
福祉

一般市 小郡市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

高齢者の医療の確保に関する
法律施行令第23条第１号
介護保険法施行令第42条

後期高齢者医療保険料
の年金特別徴収の変更
希望制度導入

後期高齢者医療保険料の徴収について、被保険者の
希望により、普通徴収から年金特別徴収へ変更できる
ようにすることを求める。

後期高齢者医療保険料の徴収において、「介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額」が「年金受給額」の２分の１を超える者は、後期高齢者医療保険料の特別徴収の対象外とされている。
ここでいう「年金受給額」は、「年金保険者や年金種別により定められた優先順位が第１位の年金の受給額」であり、「優先順位が第２位以下の年金の受給額」の方が高額であっても考慮されない。
このような制度であることから、半年ごとに特別徴収と普通徴収の切り替えを繰り替えす事例もあり、特別徴収を希望する被保険者からの苦情が相次いでいるほか、納付し忘れによる滞納が発生している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 8

02_農業・
農地

都道府県 島根県、中国地
方知事会

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農業の有する多面的機能の発
揮の促進に関する法律（平成
26年法律第78号）

多面的機能支払交付金実施要
綱

日本型直接支払制度に
おける多面的機能支払
を推進するうえでの、支
援要件の緩和

日本型直接支払制度における多面的機能支払を推進
するうえでの、活動組織の合併に係る支援対象要件を
緩和していただきたい。

島根県の中山間地域においては､水路系統ごとに多面的機能支払の活動を行っていることが多く、県内における活動組織の３割が１０ｈa未満の活動組織となっている。
これらの小規模な活動組織においては、高齢化に伴い役員又は事務担当者を確保できず活動を取りやめる組織の発生が心配されるため、対応策の１つとして組織の合併を推進している。
現状では、広域化の前段階として、近隣組織との小規模な合併をまずは行うケースが多くなっている。一方で、小規模な合併でも合併に係る調整や会合に係る経費は広域合併と同様にかかっているが、現行制度
では、活動組織が大規模な合併をする際に助成を受けられる制度となっており、また多面的機能支払交付金実施要綱（別紙５）広域活動組織第３規模２において、「地域の状況において100ｈa以上200ｈa未満の
範囲で協定の対象と区域の規模を別に定めることができる」とされているため、島根県では「要綱基本方針」において、生産条件の不利な農用地等の要件を満たす場合は、広域協定の対象とする区域を下限の１０
０ｈaと定めているが、それでも組織の合併に際して、面積要件がクリアできていない状況である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html

H29 9

06_環境・
衛生

中核市 長崎市 環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行令第4条第1項第6
号

一般廃棄物（屎尿）の処
理手数料徴収を委託し
た場合における制限の
緩和

一般廃棄物（屎尿）の収集運搬等を委託する場合に、
収集作業に直接従事した者が手数料の徴収も行えるよ
うにすること。

一般廃棄物（屎尿）の収集業務を受託している民間業者においては、収集作業に直接従事する者が収集時に手数料を徴収することができない。このため、現在一部地区を除き徴収業務は委託せず市自らが納付
書を送付し払い込ませる方法で手数料を徴収しているが、収集から請求までの時間が空くこと、また利用者と請求者（市）が直接対面しないことで支払に対する義務感が薄くなりがちであり、このことが未収金発生
の要因のひとつになっている。
また、徴収業務を委託している地区においても、収集作業と徴収業務は別途人件費や交通費を積算する必要があり、経費が高くなる。
なお、収集時の手数料の徴収の禁止は、手数料の不正徴収を予防するためと承知しているが、現在、民間業者の中で屎尿回収の自動計量システムにより不正徴収できない仕組みの導入例があり、技術的に解決
できると考えられる。また、私人による公金の取扱いが拡大している中、直接徴収を禁止する必要性がないものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 10

01_土地利
用（農地除
く）

中核市 長崎市 警察庁、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

駐車場法施行令第７条第２項 駐車場法施行令第７条
第２項第１号の適用除外
項目の拡大

駐車場法施行令第７条に規定されている駐車場出入口
設置に係る基準について、第２項に規定されている適
用除外の項目を拡大すること。

駐車場の駐車面積が500㎡以上である路外駐車場においては、駐車場法施行令第７条第１項により、「安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前
後に十メートル以内の部分」及び「路面電車の停留場を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分」などについて出入口の設置が制限されている。
長崎市においては、市内中心部の商業地などにおいて、路面電車の停留場の間隔が狭く、また、路面電車停留場については、安全地帯と定義されていることから、軌道に面した多くの区域が、駐車場出入口を設
けることができない区域となっている。
長崎市中心部の思案橋電停付近において、建設当時は適法で整備されたが、電停の延長が行われた結果、現在、既存不適格建築物（駐車場として使用中）となっている路外駐車場がある。
当該駐車場においては、変更届けが必要な改良（駐車台数の変更等）又は再度路外駐車場として建替等が発生した場合、出入口に関する技術的基準の要件を満たさない。
本市の路面電車の停留所においては、道路の中央に設置しているものの、車両の進入を防ぐ防護柵等が設置されており、駐車場出入口が近辺にあったとしても、交通安全及び交通の円滑化については、確保で
きるものと考えている。
また、駐車場出入口を路面電車の停留所（安全地帯）の左側に設置する場合は、反対車線からの右折入庫ができず、入出庫は左折のみとなり、道路交通への影響は少ないと考えられる。
今後、建築物の更新を計画する時点で、路面電車の停留所が支障となり、駐車場法の技術的基準を満たす箇所がなく、駐車場の設置や計画自体が困難となるケースが想定される。
それぞれの地域の事情に柔軟に対応ができるよう、道路管理者及び交通管理者の意見を伺ったうえで、「安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ
前後に十メートル以内の部分」及び「路面電車の停留場を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分」についても、駐車場法施行令第７条第２項の適用除外の対象となるよう
制度の緩和が必要と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 11

05_教育・
文化

中核市 長崎市 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

学校施設環境改善交付金交付
要綱

長寿命化推進のための
補助対象範囲の拡大

公立学校施設の大規模改造（老朽）において、躯体の
長寿命化に影響する屋上防水事業等についても補助
対象となるよう、対象範囲を拡大すること。

【支障事例】
公立学校施設の大規模改造において、外壁改修工事、屋上防水事業等を行う場合には足場工が必要となるが、現在は外壁改修工事のみが補助対象となっている。
そのため、躯体の長寿命化に大きく影響する屋上防水事業等について、外壁改修工事と同時施工ができず、足場工に係る工事費がかさみ、非効率となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html

H29 12

01_土地利
用（農地除
く）

一般市 舞鶴市 国土交通省 A　権限
移譲

都市計画法第15条第1項第2号 区域区分に関する都市
計画の決定権限に係る
市町村への移譲

都市計画法第15条第1項第2号に規定の区域区分に関
する都市計画について、定める者を市町村とすること

①主体的なまちづくりと市民への説明責任
　区域区分の設定に関するまちづくりについて、意見をもった市民がいるとしても、区域区分の決定は京都府が行うため、市としては、そうした意見に限定的な回答しかできない場合もある。
②時間短縮による事務の簡素化と効率化
京都府に決定権限があるため、公聴会を経て市民意見を取り入れた原案を府の都市計画審議会に付議する前に、府の関係所管との事前協議や調整に多くの時間が必要とされる。
③地形的特性
舞鶴市の様に、一市一都計であり、隣接市町村と市街化区域が接していない場合、広域的な見地から区域区分の決定は必要ないと考える。

―

H29 13

03_医療・
福祉

一般市 豊川市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
（平成二十六年四月三十日厚
生労働省令第六十三号）
・「放課後児童支援員等研修事
業実施要綱」

放課後児童支援員の要
件の緩和

・児童福祉事業又は放課後児童健全育成事業に類似
する事業に従事した経験があり、放課後児童支援員と
なる場合に、高等学校卒業者等の要件の範囲を中学
校卒業者まで拡大する。
・中学校卒業者について放課後児童支援員認定資格
研修を受講可能とする。

○放課後児童健全育成事業においては、放課後児童支援員の配置が必要とされており、放課後児童支援員になるには、保育士等の基礎資格の保有者であり、かつ放課後児童支援員認定資格研修の受講を修
了しなければならない。
現行では、放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎資格を持たない無資格者は、①高等学校卒業者等であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの ②高等学校卒業者等であり、かつ、２年
以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの以外放課後児童認定資格研修の受講が認められていない。
○本市には、約10年間放課後児童クラブで勤務している者で中卒の者(男性、30代)がおり、その者の勤務日に子どもたちが放課後児童クラブに行きたいというほど、子供から慕われていて、リーダー的な業務も
行っている。
家庭の事情等で、高校を中退しており、素行が悪いわけではない。
高等学校の卒業資格を得るにも、放課後児童クラブの勤務がほぼ毎日あるため難しく、支援員としての資格がないため、長期間放課後児童クラブで働いたキャリアがあるのに、勤務を継続するモチベーションが下
がっている。
○保育士資格の場合、５年以上の実務経験があれば、中卒者であっても、保育士試験の受講資格を認められるため、同様に既存の2年間の実務経験に上乗せする等により、中学校卒業者にも支援員研修の受講
資格を認められないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 14

03_医療・
福祉

一般市 狛江市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関
する基準第63条

小規模多機能型居宅介
護の日中の通いサービ
スに係る従業者の員数
の基準の緩和

小規模多機能型居宅介護の日中の通いサービスに係
る従業者の員数の基準を緩和する。

当市にある小規模多機能型居宅介護事業所において、事業開始当初より職員を募集しているが、１年以上経った現在でも職員が足りないため、事業所が開始当初に想定していた体制で事業を行うことができず、
事業の実施に支障をきたしている。
また、現行の基準では採算性が良くないこともあり、利用したいという人のニーズに応えられないケースもある。
当市としては、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる仕組みの充実に向けて小規模多機能型居宅介護事業所の整備を進めていきたいが、介護人材の不足等によって、サービスを必要とする人へのサー
ビス提供がなかなか進まない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅴ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、食事の提供に関する規定については、以下のとおりとする。
・児童福祉施設における食事の提供（同省令11条）のうち、児童発達支援センター（43条）については、児童発達支援センターにおける食事の
外部搬入に関する構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の次回の評価結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【国土交通省】
（３）建設業法（昭24法100）
　二以上の都道府県の区域にわたる建設業の国土交通大臣に対する許可申請等に係る都道府県経由事務（44条の４）については、廃止する
方向で、地方公共団体及び事業者の意見を聴きつつ、申請手続の電子化に関する検討と併せて検討し、平成30年中を目途に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【国土交通省】
（２）建設業法（昭24法100）
二以上の都道府県の区域にわたる建設業の国土交通大臣に対する
許可申請等に係る都道府県経由事務（44条の４）については、廃止
する。その際、申請手続が電子化されるまでの間において、都道府県
が希望する場合には、都道府県を経由して国土交通大臣に提出する
ことも可能とする。

「二以上の都道府県の区域にわたる建設業の国土交通大臣に対する許可申請等に係る
都道府県経由事務（４４条の４）については、廃止する。その際、申請手続が電子化され
るまでの間において、都道府県が希望する場合には、都道府県を経由して国土交通大
臣に提出することも可能とする。」旨を閣議決定した。「地域の自主性及び自立性を高め
るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案（第９次地方分権一
括法案）」について第198回国会に提出、令和元年５月31日に成立した。令和２年４月１
日に施行した。

【国土交通省】国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経
由事務の廃止について（通知）（令和元年11月１日付け国土交通省土地・建設産
業局建設業課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_5

国土交通省不動産・建設経済局建
設業課

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【国土交通省】
（15）駐車場法（昭32法106）
道路のまがりかどから５ｍ以内の部分、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞ
れ前後に10ｍ以内の部分並びに路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10ｍ以内の部分における路外駐
車場の出入口の設置規制（施行令７条）については、安全対策を講ずること等により、道路の円滑かつ安全な交通が確保できると認められる場
合には、路外駐車場の出入口の設置を可能とし、平成30年中に必要な措置を講ずる。

― 【国土交通省】駐車場法施行令の一部を改正する政令（平成30年政令第354号） https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_10

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員の基礎資格等については、一定の実務経験があり、かつ、市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとし、平成29
年度中に省令を改正する。

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅱ）小規模多機能型居宅介護については、当該サービスの普及等を図る市町村の参考となるよう、安定的な事業の運営に向けた小規模多機
能型居宅介護事業所の取組事例を、市町村に平成29年度中に周知する。

― 【厚生労働省】安定的な事業の運営に向けた小規模多機能型居宅介護事業所
の取組事例について（平成30年３月30日付け厚生労働省老健局振興課事務連
絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_14
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H29 15

03_医療・
福祉

一般市 狛江市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

指定居宅サービス等の事業の
人員，設備及び運営に関する
基準第５条第４項
介護保険法施行規則等の一部
を改正する省令（平成27年厚
生労働省令第４号）附則第２条
第３号及び第４条第３号の規定
によりなおその効力を有するも
のとされた指定介護予防サービ
ス等の事業の人員、設備及び
運営並びに指定介護予防サー
ビス等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関す
る基準第５条第４項

訪問介護のサービス提
供責任者の人員に関す
る基準の緩和

訪問介護のサービス提供責任者について、介護予防・
日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の訪
問型サービスＡとの兼務が可能となるよう基準を緩和す
る。
※総合事業の現行の訪問介護相当のサービスについ
ても同様に訪問型サービスAとの兼務が可能となるよう
基準を緩和する。

指定訪問介護事業所が総合事業の訪問型サービスＡを実施する場合、訪問介護のサービス提供責任者（以下「責任者」という。）が訪問型サービスＡの責任者等と兼務できないため、訪問介護の責任者と訪問型
サービスＡの責任者をそれぞれ配置する必要があるが、「介護人材の不足により、責任者の確保は難しい」との声が事業者からあがっている。
本市としては、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援に向けて、訪問型サービスＡについても推進を図っているが、人材確保の面から訪問型サービスＡの実施に難色を示している事業所も多いため、対
応に苦慮している。
※総合事業の現行の訪問介護相当のサービスと通所型サービスＡを同一事業所で実施する場合についても同様の支障がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 16

03_医療・
福祉

一般市 狛江市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

「介護予防・日常生活支援総合
事業ガイドライン」についてのＱ
＆Ａ【平成27年８月19日版】問
12

通所介護のサービスと通
所型サービスＡを同一事
業所において実施する
場合における定員の基
準の緩和

通所介護を実施する事業所が介護予防・日常生活支
援総合事業（以下「総合事業」という。）の通所型サービ
スＡを実施する場合における定員の要件を緩和する。
※総合事業の現行の通所介護相当のサービスと通所
型サービスＡを同一事業所で実施する場合についても
同様に定員の基準を緩和する。

通所介護と通所型サービスＡを一体的に実施する場合、通所介護の利用定員と通所型サービスＡの利用定員は別に定めることとされている。そのため、それぞれのサービス利用者の状態が変化したことを受け、
もう一方のサービスに変更しようとした際に、受け入れる方のサービスにおいて利用者数が定員を満たしている場合、違う事業所の利用を促さざるを得ない。そうなった場合、利用者にとっては通いなれた事業所か
ら違う事業所に変更せざるを得ない。そういったことを避けるため、事業所によっては、定員に対する利用者数に余裕をもたせて受け入れを行っているところもある。
また、別々に定員を定めているため、サービス利用の変更の際の変更届の作成・提出・受理に係る事務が煩雑になっている。

※総合事業の現行の通所介護相当のサービスと通所型サービスＡを同一事業所で実施する場合についても同様の支障がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 17

03_医療・
福祉

施行時特
例市

茅ヶ崎市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童扶養手当法第４条
児童扶養手当法施行規則第11
条
『児童扶養手当及び特別児童
扶養手当関係法令上の疑義に
ついて』(厚生省児童家庭局企
画課長通知　昭和48年　児企
第28号)

児童扶養手当において
転出と同時に資格喪失
となる場合の資格喪失
手続きの規制緩和

転出と同時に児童扶養手当が資格喪失となる場合に
転出前の自治体で資格喪失手続きができるようにされ
たい。

児童扶養手当受給者が東京都で資格喪失届を提出せずに神奈川県茅ヶ崎市に転入し、転入と同時に事実婚関係が生じたため、神奈川県茅ヶ崎市では児童扶養手当の申請は行わなかった。その後、事実婚が
解消され、再び東京都の前住所地へ転入した際に児童扶養手当申請を行ったが、資格喪失届が東京都でも神奈川県茅ヶ崎市でも提出されていないため、児童扶養手当の再認定を行うことができなかった。
この場合、資格喪失届の提出先は事実婚状態の始期により判断すべき事例と考えられるが、東京都は転入後に事実婚状態となったと考え、神奈川県は事実婚状態となったことで転入したと考えており、いずれの
解釈も成り立つ事例であることから、自治体間で意見を調整することが困難であった。
自治体による事実確認が原則であると考えつつも、当該事例は自治体をまたがる問題で、自治体毎に対応が異なってしまうと国民に不利益をもたらすものであり、有権解釈権のある国としての解釈を、通知等によ
り明確にして頂きたい。
その上で、支給認定を行っていない自治体が資格喪失届出を受け付けることは不合理であり、システム処理にも多大な支障があるため、当該事例のように転居と資格喪失が同時の事例であって、二重の解釈が可
能である場合においては、一律に支給認定を行った旧住所地において資格喪失届出を受理すべきものと整理していただきたい（一都三県のうち、東京都以外の県では同様に処理している。）。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 18

12_その他 一般市 今治市 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用
等に関する法律
国民健康保険法施行規則

国民健康保険事務にお
ける申請・届出等へのマ
イナンバーの記入の見
直し

平成２７年９月29日付で改正された国民健康保険法施
行規則において、マイナンバーを記入することが定めら
れた申請・届出等には、マイナンバーの利活用が想定
されないものが含まれている。
そのため、情報連携によるマイナンバーの利活用が見
込まれる申請・届出等以外はマイナンバーの記入を義
務付ける部分を削除するよう求める。

【支障事例】
マイナンバー制度が導入されたことにより市役所窓口で住民が記入する各種申請等にマイナンバーの記入が義務付けられたが、制度の説明および記入に際し必要な本人確認等のため、制度導入前に比べ受付
にかかる時間が１件あたり平均約１分程度増大し、受付事務が煩雑化するとともに、市民の待ち時間が増え窓口が混雑するようになった。
当市の国民健康保険窓口では月500件以上の高額療養費の支給申請を受付しているため、500分の業務時間増である。
申請者がマイナンバーカードを持参していないなどの理由で記載できない場合は同意を得て住民基本台帳等により職員が確認・記入することも認められているが、その説明にも時間がかかる上、住民基本台帳シ
ステムの画面からマイナンバーを目視確認して手書きで記入するという余分な事務が生じる。
公平な負担と給付の実現および手続の簡素化等のためマイナンバーの活用は有効なものであるが、対象となる業務は国民健康保険の各種の給付や資格の申請・届出のみならず、被保険者証の再発行など軽微
な手続でも記入が必要とされており、住民に対し必要性を説明できない。
結果としてマイナンバー導入の目的である「行政の効率化」「国民の利便性の向上」を損なっている。
また記入済み申請書の保存にも十分な管理体制が求められるため、必要な空間や設備の確保に苦慮している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 19

03_医療・
福祉

中核市 豊田市 内閣府、総
務省、厚生
労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律第１９条
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律別表第二の
主務省令で定める事務及び情
報を定める命令第１３条第２号

予防接種法による給付
の支給又は実費の徴収
に関する事務において
情報連携により照会可
能な特定個人情報の追
加

行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律において、情報連携が必要な
事務について別表第２で整理がされている。
別表第２の項番１８に係る主務省令第１３条第２項に記
載されている事務を処理するために情報連携できる特
定個人情報は、道府県民税又は市町村民税に関する
情報及び住民票関係情報に限られている。
しかし、当該事務を処理するに当たっては、生活保護
関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報の
連携が必要となるため、これらの特定個人情報も利用
できるよう緩和をお願いする。

予防接種法第２８条では実費徴収が可能ではあるが、実費を徴収するか否か、さらに経済的理由によりその費用を負担が出来ないと認める要件も市町村の裁量にまかされている。しかしながら、経済的理由により
負担できない者（実費徴収をしない者）については、市町村民税に関する情報のみではなく、生活保護関係情報や中国残留邦人等支援給付等関係情報を鑑みながら、判断している事例が多いと考える。そのた
め、経済的理由により実費負担ができない者の資格確認ができないと、生活困窮者と考えられる者へさらに予防接種費用を負担させることになるため、接種率の低下が起こり、ひいては感染症の発生及びまん延
防止の効果が軽減すると考える。
なお、予防接種法の逐条解説においても、「経済的理由により負担できない者の数については、市町村民税の課税状況や生活保護世帯数等を勘案して、概ね全体の２割から３割程度が想定されている」と記載が
あるにもかかわらず、番号法で情報照会できないのは矛盾している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 20

03_医療・
福祉

中核市 豊田市 内閣府、総
務省、厚生
労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律第１９条
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律別表第二の
主務省令で定める事務及び情
報を定める命令第１２条の２

予防接種法による予防
接種の実施に関する事
務において情報連携に
より照会可能な特定個人
情報の追加

行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律において、情報連携が必要な
事務について別表第２で整理がされている。
別表第２の項番１６の２の項に係る主務省令第１２条の２
に記載されている事務を処理するために情報連携でき
る特定個人情報は、予防接種に関する記録に関する情
報がある。
しかし、予防接種の実施にあたり、予防接種法施行令
で定めるB類疾病の対象者のうち、６０歳以上６５歳未満
の対象者選定を行うに当たっては、身体障害者手帳の
交付に関する情報の連携が必要となるため、これらの
特定個人情報も利用できるよう緩和をお願いする。

予防接種法施行令では、B類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未満の者の対象者を定めているが、障害の程度を確認するためには身体障害者手帳の交付に関する情報を確認することが、対象者選定を行う
に当たっても適切であると考える。政令に記載されている資格要件を確認するために、毎度、身体障害者手帳を提示してもらうことは住民にとって負担である。
また、厚生労働省のホームページ「インフルエンザQ＆A」には、対象者要件の最後に「概ね、身体障害者障害程度等級１級に相当します」と記載されているにも関わらず、情報照会できないのは矛盾している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 21

09_土木・
建築

中核市 豊田市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

道路法施行規則第４条の５の５ 地方自治体の裁量により
健全性に応じた効率的
な橋梁点検を可能とする
点検手法・頻度等の弾
力化・事務の簡素化

初回点検を除く近接目視点検結果の健全性がⅠと診
断された橋梁（跨線橋、跨道橋を除く）については、健
全性に応じ地方自治体の裁量で適切なサイクルで点検
し、また小型無人機の新技術を活用した近接目視以外
の点検手法を導入し、効率的かつ安全性の高い橋梁
点検を可能とするよう、道路法施行規則第４条５の５に
おいて一律に定められている点検手法・頻度の弾力化
など事務の簡素化を求める。

点検は５年に１回の頻度で行うことを基本としているため、点検結果に関係なく恒久的に点検を実施していくことになる。点検における健全性診断の判定結果がⅢとなった場合には早期の補修が必要となるなど、
点検結果に応じた補修が必要になることに加え、長寿命化修繕計画に則った補修も実施しなければならないため、点検だけでなく補修にも人員が必要となる。また、点検にあたっては近接目視によることを基本と
されているため、橋梁の部材の構造上、点検車等からの目視が困難な場合、足場の設置やロープアクセスを実施することとなるが、設置や撤去に時間を要し、かつ転落事故等の危険性が高いことから、安全かつ
効率的な点検に支障を来す。
豊田市では、約1,200件の橋梁を管理しており、年間約240件の橋梁を点検しなければならず、また今後、老朽化が急速に進む中では、全ての橋梁に対し一律に同品質の点検・補修を行っていくことが困難であ
る。
以上のことから、橋梁の状態や健全性に関係なく、一律に、近接目視で５年に１回の点検を実施するのは非効率的であるため、地方自治体の判断により健全性に応じ点検手法・頻度を柔軟に設定できるよう弾力
化してほしい。
例えば、初回点検を除く近接目視点検結果で健全性がⅠと判定された橋梁（笹子トンネル天井板落下事故のように第三者被害を招くような跨線橋、跨道橋を除く橋梁であり、重要度が低い橋梁）については、自
然災害や地域的な気象条件など特別な事情がない場合に限り、橋梁点検全体の質が低下しない範囲内で、当該橋梁の健全性に応じて地方自治体の裁量で点検頻度を定められるようにし、点検手法についても
近接目視以外の方法（例えば、小型無人機等での映像確認等）を取り入れることが可能となるようにされたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 22

12_その他 中核市 豊田市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

水道法 水道法に基づく給水区
域の縮小に係る許可基
準の明確化

水道法において、区域内から給水申請の申し込みが
あった場合、地形等の諸条件から上水道管の新設また
は施設の増設に膨大な費用がかかることが想定されて
も、拒否することができないと定められている。そこで、
水道法に基づく給水区域縮小に係る許可基準の明確
化を求める。

山間部にある事業所から給水申請の申し込みがあり、現行の水道法では拒否することができないため、給水に使用する井戸の掘削に1,000万円程度の建設費が掛かった。更に近年、水質異常の兆候が見られる
ため水質浄化の簡易装置3,000万円（ランニングコストは別途）を新設する計画がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 23

10_運輸・
交通

施行時特
例市

上越市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

道路運送法第79条の４第１項
第６号
道路運送法施行規則第51条の
９
市町村運営有償運送の登録に
関する処理方針について（平
成１８年国自旅第１４１号）
自家用有償旅客運送について
よくあるご質問

市町村運営有償運送に
おける持ち込み車両の
使用を可能にする

市町村運営有償運送で使用する車両について、運行
委託先の企業等が用意する車両を使用することができ
ることとして頂きたい。

自家用有償運送（市町村運営有償運送（交通空白地）の実施にあたって、市町村は、運送に必要な自動車を自ら保有することとされているが、保有車両では対応できない突発的な事態も想定されるほか、これに
対応するための予備車両を保有することは効率的ではなく、また車検などにより定期的に運送に使用する自動車が使えなくなる期間もあるため、特に通常運行する車両の代替車両について、運行委託先の企業
等が用意する車両を用いることも可能として頂きたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 一般市 中津川市 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

総務省所管一般会計補助金等
に係る財産処分承認基準

総務省所管一般会計補
助金等に係る財産処分
承認基準における包括
承認事項の条件緩和

総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基
準において、包括承認事項に該当する条件として、第２
２（1）①において、経過年数が「10年以上」とあるところ
を、「概ね10年」への改正

当市では平成19～21年度に地域情報通信基盤整備推進交付金を活用して市全域に光ファイバ網を整備し、市民に対して民間業者からインターネットアクセスサービスを提供しているが、維持管理費が使用料を
上回り公費負担が重い状況であるため、初年度整備より10年を経過するタイミングで、引き続きサービス提供してもらうことを条件に、設備を現サービス提供会社に無償譲渡をする予定である。
しかし、総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準第２ ２（1）①において、包括承認事項に該当するには経過年数が「10年以上」との定めがあるため、3か年で市全域に整備した設備を10年経過し
た財産ごとに区分して譲渡しなければならず、財産の区分けや、その間の設備維持において市と譲渡先である民間業者の分担が困難となることから、整備施設全てが10年を経過するのを待って譲渡しなければな
らない。
ついては、総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準第２ ２（1）①において、経過年数が「10年以上」とあるのを、「補助金等適正化法第22条の規定に基づく各省各庁の長の承認について」のとお
り、「概ね10年」とし、一体の設備については10年に満たなくても包括承認事項に該当するものとしていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅲ）指定訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平11厚生省令37）５条２
項）等については、指定訪問介護の事業又は介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業（旧介護予防訪問介護に相当するサービス
に限る。）と介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業（主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基
準よりも緩和した基準による訪問サービス（訪問型サービスA）に限る。）が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、同一の人物
がサービス提供責任者の業務に従事することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

― 【厚生労働省】指定訪問介護と介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サー
ビスＡにおけるサービス提供責任者の兼務について（平成30年３月30日付け厚
生労働省老健局振興課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_15

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（20）児童扶養手当法（昭36法238）
（ⅱ）児童扶養手当に係る受給資格喪失の届出については、交際相手との同居等を理由に転出し、転出と同時に事実婚関係となった場合で、
児童扶養手当受給者より申出のあった事実婚関係の発生日と当該者に係る住民基本台帳上の転出日及び転入日が同日であった場合、施行
規則11条の規定に基づき、転出元の地方公共団体で資格喪失届を受理し、転出先の地方公共団体への異動等の確認をもって、転出元の地
方公共団体による資格喪失手続ができることについて、地方公共団体に平成30年中に通知する。

― 【厚生労働省】児童扶養手当資格喪失届の取扱いについて（平成30年3月23日
付け事務連絡）

―

６【内閣府（20）】【厚生労働省（32）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅰ）国民健康保険法施行規則（昭33厚生省令53）において、個人番号の記載を義務付けている事務手続については、国民健康保険事務全
体における個人番号を利用した事務処理に支障がない限りにおいて、住民の負担と地方公共団体の事務負担の軽減が図られるよう、地方公
共団体における運用実態等を踏まえ、個人番号の記載の義務付けの要否について関係府省が連携して検討し、平成30年中に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【内閣府（13）（ⅳ）】【厚生労働省（32）（ⅲ）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律（平25法27）
個人番号の記載を義務付けている以下の被保険者証等の再交付申
請手続については、2019 年中に省令を改正し、個人番号の提供を
受ける場合と同等の本人確認のための措置を講じた場合に限り、個
人番号の記載の省略を可能とする。
・国民健康保険法施行規則（昭33 厚生省令53）に規定する被保険者
証（同令７条１項）等

被保険者証等の再交付申請において、運転免許証等の書類により本人確認ができた場
合は、申請書への個人番号の記載を省略可能とした。

【厚生労働省】国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布につ
いて（令和元年９月30日付け老発0930第１号、保発0930第９号厚生労働省老健
局長、保険局長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_18

内閣府大臣官房番号制度担当室

厚生労働省保険局国民健康保険
課、高齢者医療課

６【内閣府（20）】【総務省（15）】【厚生労働省（32）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅱ）予防接種法(昭23法68)による予防接種の実施に関する事務(別表２の16の２)については、当該事務を処理するために必要な特定個人情
報に、障害者関係情報を追加し、その旨を地方公共団体に周知する。また、同法による実費の徴収に関する事務(別表２の18)については、当
該事務を処理するために必要な生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、
必要な措置を講ずるとともに、当該事務を処理するために必要な特定個人情報に、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係
情報を追加し、その旨を地方公共団体に周知する。

― 予防接種法に基づく実費の徴収に関する事務について、生活保護関係情報及び中国
残留邦人等支援給付等関係情報の情報連携を可能とした。

【内閣府】【総務省】令和元年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運
用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手
続の一覧及び省略可能な書類等について（令和元年10月24日付け府番第182
号、総官参第61号内閣府大臣官房番号制度担当室参事官、総務省大臣官房参
事官通知）
【厚生労働省】令和元年6月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対
象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の
一覧及び省略可能な書類等について（令和元年10月25日付け厚生労働省健康
局健康課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_19

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省大臣官房個人番号企画室

厚生労働省健康局健康課

６【内閣府】【総務省（15）】【厚生労働省（32）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅱ）予防接種法(昭23法68)による予防接種の実施に関する事務(別表２の16の２)については、当該事務を処理するために必要な特定個人情
報に、障害者関係情報を追加し、その旨を地方公共団体に周知する。また、同法による実費の徴収に関する事務(別表２の18)については、当
該事務を処理するために必要な生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、
必要な措置を講ずるとともに、当該事務を処理するために必要な特定個人情報に、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係
情報を追加し、その旨を地方公共団体に周知する。

― 予防接種法に基づく実費の徴収に関する事務について、障害者関係情報の情報連携
を可能とした。

【内閣府】【総務省】令和元年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運
用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手
続の一覧及び省略可能な書類等について（令和元年10月24日付け府番第182
号、総官参第61号内閣府大臣官房番号制度担当室参事官、総務省大臣官房参
事官通知）
【厚生労働省】令和元年6月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対
象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の
一覧及び省略可能な書類等について（令和元年10月25日付け厚生労働省健康
局健康課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_20

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省大臣官房個人番号企画室

厚生労働省健康局健康課

６【国土交通省】
（12）道路法（昭27法180）
（ⅱ）地方公共団体による橋梁等の点検については、以下のとおりとする。
・橋梁等の点検を支援する新技術については、その開発を促進するとともに、活用可能なものから随時現場への導入を図ることとし、新技術を
導入する際には、道路メンテナンス会議等を通じて、当該技術に関する地方公共団体への周知を図る。さらに、現在、導入を検討しているもの
については、早ければ平成30年度からの現場導入を目指し、技術検証を進める。
・橋梁等の点検に係る支援措置については、引き続き、技術面（地方公共団体等の職員に対する研修等）や財政面での支援を行うとともに、実
施体制面での支援として、地域一括発注の一層の活用促進を図る。
・点検の頻度（施行規則４条の５の５）を含む定期点検の在り方については、平成26年度から開始した５年に１度の定期点検の一巡目の実施状
況を踏まえ、平成29年中に専門家の意見の聴取を開始し、国民の安全確保を前提としつつ、地方公共団体が持続可能で、かつ、実効性ある
点検を実施することができるよう、地方の意見も聴きながら早期に結論を得るべく検討を進める。

＜平30＞
６【国土交通省】
（13）道路法（昭27 法180）
（ⅰ）地方公共団体による橋梁等の定期点検の在り方については、専
門家の意見を聴取した上で、地方公共団体が持続可能かつ実効性
ある点検を実施することが可能となるよう、点検の効率化や合理化を
図り、2018 年度中に定期点検の見直しを行う。

点検要領を改正し、特定の構造の橋梁については点検手法を効率化・合理化すること
ができること等を示した。

― ― 国土交通省道路局路政課

６【厚生労働省】
（18）水道法（昭32法177）
人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等の課題を踏まえた水道法の見直しに合わせて省令等を改正し、給水区域を縮小する
場合の手続及び許可基準を明確化するとともに、「水道事業等の認可の手引き」を改正するなどの方法により、具体的かつ詳細な手続及び許
可基準を地方公共団体等に周知する。

― 水道法に基づき給水区域を縮小する場合の手続及び許可基準を明確化した。 【厚生労働省】水道法施行規則の一部を改正する省令
【厚生労働省】水道事業等の認可等の手引き（令和元年９月）
【厚生労働省】改正水道法等の施行について（令和元年９月30日付け薬生水発
0930第1号厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_22

厚生労働省医薬・生活衛生局水道
課

６【国土交通省】
（８）道路運送法（昭26法183）
（ⅶ）自家用有償旅客運送（78条）に係る運行委託先の企業等や個人からの持込み車両の使用については、市町村が主体となる自家用有償
旅客運送において使用可能であることを地方公共団体に通知する。

［措置済み（平成29年８月31日付け国土交通省自動車局長通知）］
（ⅷ）自家用有償旅客運送に係る運行委託先の旅客自動車運送事業者の事業用車両については、本来の事業の用に供することを妨げない
範囲で持ち込むことが可能であること及びその場合の留意点を明確化し、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

― 【国土交通省】市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について（平成30
年3月30日付け国自旅第333号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_23

― ― ― ― ― ―
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H29 25

03_医療・
福祉

町 長洲町 文部科学
省、厚生労
働省

B　地方
に対する
規制緩
和

○児童福祉法
○放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
（平成26年４月30日厚生労働
省令第63号）
○放課後子ども教室推進事業
等実施要綱

放課後児童クラブと放課
後子供教室を一体実施
する際の職員配置基準
の緩和

放課後児童クラブと放課後子供教室を一体実施する際
の職員配置基準の緩和

本町では、保護者の就労状況に関わらず、子どもが放課後の遊びや活動に参加できるよう、定期的に放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に実施（共通のプログラムを実施）しているが、放課後児童クラ
ブの職員である放課後児童支援員は、保育士よりも処遇が低く、確保が困難な状況である。
また、放課後子供教室の職員である学習アドバイザーは、教職を目指す大学生や地域で活躍している様々な分野の方で、ボランティアのようなものであり、毎回人材の確保に苦慮している。
現在は月１回程度一体型として実施しているが、両事業の人材の確保が困難であることを背景として、限られた人員による事業運営を行っていることから、一体的に実施する回数を増やすことができない。
厚生労働省は、放課後子ども総合プランにおいて、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型を全国約１万か所以上で実施することとしているが、平成28年３月末時点で調査を行ったところ、一体型として実
施しているのは、3549か所であり、一体的な取組みを進める上での課題として、人材の確保が困難（都道府県：83.0％、市町村62.1％）であることが最も多く挙げられていることからも、一体的に実施する際の人員
配置基準を見直すことで、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施を推進することができると考える。
現行では、放課後子供教室の職員配置人数については、地域の実情や活動内容により実施主体が判断するものとされているが、放課後児童クラブの職員配置人数は、原則２人放課後児童支援員を配置すること
とされており、利用者20人未満の場合のみ、１人の放課後児童支援員を除き、同一敷地内にある他の事業所等の業務と兼務できることとされている。
よって、放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に実施し、利用者が20人以上の場合、放課後児童支援員２名（うち１人は補助員でも可）と安全管理員兼学習アドバイザー１名の最低３人の配置が必要であ
る。
放課後児童クラブを単独で運営する場合に、利用者が20人以上の場合、放課後児童支援員を２人（うち１人は補助員でも可）配置することとされていることから、同様に、放課後児童クラブと放課後子供教室を一
体的に実施する際にも、全員で創作活動を行う等プログラムを工夫することで、放課後児童支援員１人と安全管理員兼学習アドバイザー１人の計２人で実施することができると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 26

09_土木・
建築

市区長会 指定都市市長
会

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

住宅市街地総合整備事業制度
要綱第25第6項第1号イ及び第
7項第1号

小規模住宅地区等改良事業制
度要綱第2第2号、第5号、第6
号、第11及び第12第2項第4号

空き家住宅又は空き家
建築物の改修に関する
補助条件の緩和

空き家住宅又は空き家建築物の改修に関する補助に
ついて、「ただし、地域コミュニティ維持・再生の用途に
１０年以上活用されるものであること。」（小規模住宅地
区等改良事業制度要綱第12第2項第4号等）との条件
の廃止もしくは見直しを行うこと。

【岡山市の事例】
空き家住宅又は空き家建築物の改修に関する補助条件に地域コミュニティの維持再生に10年間活用することが付されている。この条件は、空き家の場所、地域性、町内会等の協力に大きく左右され、かつ改修後
10年間の利用計画を考慮する必要があり、所有者にとってハードルが非常に高い。結果、平成27、28年度の実績はなく、町内会等への働きかけを強化したとしても、補助事業の効果は限定的である。
一方、空き家の改修及び利活用は、特定空家の増加を防ぐ観点からも重要であり、単独事業として、1年以上の空き家に対して、地域コミュニティの維持再生の条件をはずし、耐震診断や改修後住宅として利活用
する等の一定の条件を付した上で、補助を行っている。
本事業についての利用件数は増加しており、補助申請者が当初見込みを超え、申請を見送ったケースが発生している。（平成２８年度補助実績１０件。申請を見送ったケース１１件）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html

H29 27

03_医療・
福祉

町 長洲町 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

○児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準
○特定教育・保育等に要する
費用の額の算定に関する基準
等の改正に伴う実施上の留意
事項について（平成28年８月23
日府子本第571号・28文科初第
727号・雇児発0823第１号）

保育所等における保育
士の配置基準の緩和

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23
年12月29日厚生省令第63号）により、従うべき基準とし
て、保育所等における児童の人数及び年齢に応じて定
められる保育士配置基準について、年度初日の前日と
なっている児童の年齢基準日を実年齢に応じることも
可能となるよう緩和を求める。

保育所における保育士の児童の年齢別配置基準については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定められており、また、児童の年齢基準日は、国の通知（特定教育・保育等に要する費用の額の算定
に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について（平成28年８月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第１号））で定められる年度の初日の前日と同様になっているため、例えば、年度途
中から児童の年齢が0歳から1歳になったとしても、0歳児の年齢別配置基準に基づき保育士を配置しなければならず、保育士確保が困難な現状及び出産後の早期就労などによる就労家庭の増加の中、実年齢
以上の保育士配置数が必要となり、年度途中の保育所途中入所にあっては、非常に厳しい状況となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 28

03_医療・
福祉

都道府県 宮崎県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・地域医療介護総合確保基金
管理運営要領
・地域における医療及び介護
の総合的な確保の促進に関す
る法律第4条「都道府県計画」

地域医療介護総合確保
基金の地域事情に応じ
た要件緩和

地域医療介護総合確保基金の介護予防の推進に資す
る指導者育成に係る事業において対象となる専門職の
要件緩和を求める

当該基金が目的とする医療提供体制の見直しや地域包括ケアシステムの構築を実現するためには、地域自らが、それぞれの地域の実情を踏まえた柔軟な発想による取組を進めることが重要であるが、現在、基
金の対象となる事業については、国が示す事業メニューに記載されたものに限られているため、地域の実情を踏まえた取り組みに支障をきたしている。
市町村が実施する地域ケア会議において、個別のケアマネジメント支援が重要であることから、その構成員として、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士に加え、管理栄養士や歯科衛生士なども参加しており、地
域課題への解決にはこれらの有資格者が必要不可欠であるが、介護予防の推進に資する指導者育成に係る事業の補助対象となる専門職の要件として管理栄養士、歯科衛生士が対象外となっているため、必要
な人材の確保に支障が生じている。
今後、ますます高齢者が増えていく状況を鑑みると、有資格者の確保の必要性が増していくと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html

H29 29

07_産業振
興

施行時特
例市

一宮市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

卸売市場法第2条第2項 小売活動等を含めた地
方卸売市場の運営に係
る法解釈の明確化等に
より、地方の特色を生か
した市場運営を可能とす
ること。

場内における小売活動等を含めた地方卸売市場の運
営に係る法解釈については、都道府県に委ねられてお
り、地方の実情を踏まえた弾力的な運用が可能であるこ
とを明確化していただきたい。

【提案の背景】
産地の集約化や流通インフラの発達により、市場取扱量が年々減少している。要因は人口の減少や市場外流通の増加もあるが、地方卸売市場はこれに加えて小売業が大規模化し、地方の一般小売店の減少や
大規模な取引が可能な中央卸売市場に代表される大規模市場への取引に集約化しているため、地方卸売市場の取引が減少する一方となっている。
買受人数が増加し市場内が活性化するため新たなサービス業等の潜在的な買受人へのＰＲを行う必要がある。中央卸売市場に比べ知名度に劣る地方卸売市場が地域に根付いたその存在の認識を得ることがＰ
Ｒに繋がる。
また、市民への地方卸売市場への理解度は知名度に比例し、中央卸売市場への理解度と大きく開きがあるため、中央卸売市場と同様なイベント等による一般開放では理解醸成も促進されていない。

【支障事例】
一宮地方総合卸売市場は、現在、市民向けの一般開放を月１回実施し、今年で２０年目を迎えており、市民からも好評を得ている。
一方で、本来の市場の利用者である買受人は減少し続け、平成１０年度と比較して半数以下になっており、このままの状況が続く場合、将来的には市場としての機能が果たせなくなる恐れがある。
そのような中で、地元JAが市場内に既存関連事業者を集約した新規仲卸棟を計画し、仲卸とともに市民向けの小売も行いたい意向を示したが、所管庁である愛知県へ相談した際に、卸売市場法第２条第２項の
規定により「卸売市場とは卸売のために開設される市場」とされており、仲卸業者等による恒常的な小売活動は都道府県毎に弾力的に運用が図れるものではない、との見解が愛知県より示されたため、計画が頓挫
している状況である。
本市としては、中央卸売市場に比べ、商品の量や施設規模も小さい地方卸売市場においては、例えば一般市民の入場時間帯や入場禁止箇所を設けることで安全面、衛生面等への懸念は解消されると考えてお
り、各都道府県で地方卸売市場における弾力的運用が可能であることが示されることにより、地方の特色を生かした市場運営が可能になると考えている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 30

03_医療・
福祉

一般市 中津川市 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
（平成二十六年四月三十日厚
生労働省令第六十三号）
・放課後児童支援員等研修事
業実施要綱

放課後児童クラブ開所
日数要件の緩和

放課後児童クラブの年間250日以上の開所日数要件を
見直し、運営実態に即した基準にする。

放課後児童健全育成事業の運営費は、子ども・子育て交付金より交付されており、その補助要件の中で放課後児童クラブの開所日数は250日以上であることが規定されている。しかしながら、平成28年度の平日
の日数は244日であり、平日だけの開所の場合、補助要件を満たすことができない。
本市では、土日に放課後児童クラブを利用する家庭が少なく、放課後児童クラブのニーズが低いため、平日（月～金）開所しているクラブが大半で、必要に応じて土曜日に保育を実施している。しかしながら、警報
やインフルエンザなどにより、やむを得ず休所扱いとなる日もあり、補助基準の250日以上を満たすために、ニーズの低い日にも無理に開所するといったことが生じている。また、現行の要件では、250日以上の開
所の場合と、200日～249日の開所の場合で、補助基準額に大きな差があり、200日開所の場合と249日開所の場合が同列に扱われている。

【参考】
2013年（平成25年）…土日祝121日／平日244日
2014年（平成26年）…土日祝123日／平日242日
2015年（平日27年）…土日祝123日／平日242日
2016年（平成28年）…土日祝122日／平日244日

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html

H29 31

03_医療・
福祉

都道府県 高知県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第6条の3第14項、
児童福祉法施行規則第1条の
32の4、子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポート・セン
ター事業）実施要綱

子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポート・
センター事業）の子ども
の預かり場所の見直し

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・セン
ター事業）の子どもの預かり場所について、自宅以外の
センターが借り上げた施設においても預かりを可能とす
ること

【支障事例】
ファミリー・サポート・センター事業は原則会員の自宅で預かりを行うものであり、センターが借り上げた施設で子どもの預かりを行う場合は対象外とされている。
しかしながら、当県では、多動性の発達障害があるなど、自宅での預かりが困難である特別な理由があり、センターが借り上げた施設の利用が必要な事例が生じている。
当該ケースでは、子どもが自宅にある物品を破損する可能性が高く、自宅での預かりができない。
【制度改正の必要性】
放課後子ども教室など複数の子どもを預かる他のサービスの場合、多動性の発達障害のある子どもは不穏状態になりやすいため、１：１でサービスを提供するファミリー・サポート・センター事業で預かりを行う必要
がある。また、当該自治体には他の受け入れ可能な預かり制度がない。預かりの時間の柔軟性といった観点からも、ファミリー・サポート・センター事業を利用できるようにする必要がある。
会員からは、自宅での預かりに抵抗や不安があるという声があり、地域に開かれた施設での預かりを可能とすることで、子どもの状態にあった場所で預かりを実施することができるとともに、会員の場所の確保の負
担が減ることから、ファミリー・サポート・センター事業による預かりを利用・提供しやすくなる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 32

02_農業・
農地

指定都市 神戸市
（共同提案）
大阪府、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

○農業振興地域の整備に関す
る法律第13条
○同法施行令第10条

農用地利用計画の変更
における「軽微な変更」
の見直し

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地利
用計画の変更において、農家住宅、農家後継者住宅
の設置に伴う変更については「軽微な変更」（政令第10
条第1項）としていただきたい。

農家住宅や農家後継者住宅の建築のための農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更（農業振興地域の整備に関する法律）については、都道府県知事との協議・同意や計画の案の縦覧が必要であり、
その後の農地転用手続き等を含めると、手続き完了までに１年近くの期間を要している。
本市では新規就農者が多い（年間50名程度）が、新規就農者が自分の農地の近くに住居を構えたい場合でも、上記の手続きに時間がかかるため、１年近くも遠方の市街化区域に居住しながら通い営農を強いら
れる状況である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【文部科学省】
（４）児童福祉法（昭22法164）
「放課後子ども総合プラン」（平26文部科学省生涯学習政策局、文部科学省大臣官房文教施設企画部、文部科学省初等中等教育局、厚生労
働省雇用均等・児童家庭局）に基づく、放課後子供教室と一体型の放課後児童クラブの実施については、地域の実情を踏まえた運用ができる
よう、児童の数が20名未満の場合における人員配置の考え方を検討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・「放課後子ども総合プラン」（平26文部科学省生涯学習政策局、文部科学省大臣官房文教施設企画部、文部科学省初等中等教育局、厚生
労働省雇用均等・児童家庭局）に基づく、放課後子供教室と一体型の放課後児童クラブの実施については、地域の実情を踏まえた運用がで
きるよう、児童の数が20名未満の場合における人員配置の考え方を検討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省（３）（ⅰ）】【文部科学省（２）】
児童福祉法（昭22 法164）
放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支援法
（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８の２第
２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を「参酌
すべき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児
童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

放課後児童クラブに係る「従うべき基準」を参酌化し、国の基準を十分参照した上で、地
域の実情に合った基準を条例で定めることを可能にした。

【厚生労働省】児童福祉法（令和元年６月26日号外法律第46号）
【厚生労働省】児童福祉法新旧対照表（令和元年６月７日法律第26号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_25

厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅰ）保育所における保育士の配置基準（児童福祉施」設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）33条）に係る子どもの年齢の基準
日を年度途中に変更し、保育士の配置基準が変わる場合の影響等については、児童の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平
成30年度中に地方公共団体・保育所等に調査を行い、その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れについて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支
援センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育士確保の取組を支援する。

６【内閣府（18）】【厚生労働省（29）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
（ⅰ）幼保連携型認定こども園における保育教諭の配置基準（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平
26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）５条３項）等に係る子どもの年齢の基準日を年度途中に変更し、保育教諭等の配置基準が変わる場
合の影響等については、園児の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平成30年度中に地方公共団体・認定こども園等に調査を
行い、その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れについて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支
援センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育教諭等確保の取組を支援する。

― 【厚生労働省】「平成29年の地方から提案等に関する対応針 」を踏まえた具体的
な留意事項等について（平成30年1月19日付け厚生労働省子ども家庭局保育課
長事務連絡）

― 厚生労働省子ども家庭局保育課

― ― ― ― ― ―

６【農林水産省】
（４）卸売市場法（昭46法35）
地方卸売市場の運用の在り方については、地方卸売市場内で小売活動を行うことを含め、都道府県知事が地域毎の実情を踏まえて判断して
差し支えないことを明確化するため、都道府県に改めて周知する。
［措置済み（平成29年９月28日付け農林水産省食料産業局食品流通課長通知）］

【農林水産省】小売活動等を含めた地方卸売市場の運用のあり方について（平
成29年9月28日付け農林水産省食料産業局食品流通課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_29

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（31）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）子ども・子育て支援交付金の交付事業のうち、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（59条12号及び児童福祉法
（昭22法164）６条の３第14項）の実施については、以下のとおりとする。
・子どもの預かりの場所については、自宅以外の施設等での預かりが可能であることを明確化し、かつ、原則として援助会員の自宅としている規
定を見直すため、「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）実施要綱」（平29厚生労働省雇用均等・児童家庭局）を平成
30年４月に改正する。

６【農林水産省】
（３）農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農業振興地域整備計画の変更（13条）については、事務手続の迅速化を図るため、以下に掲げる事項について、地方公共団体に平成29年度
中に周知する。
・市町村による農業振興地域整備計画の変更については、農業への新規参入の促進、後継者の確保等の農業政策上の観点から、農家住宅
の建設等の個別の需要に対応するために、随時、機動的に行うことが可能であること。
・農業振興地域整備計画の案の公告・縦覧（11条）については、その期間が「おおむね30日間」と定められており、市町村の判断により30日間
よりも短い期間を設定することが可能であること。
・都道府県は、農業振興地域整備計画の変更協議等に係る標準処理期間を定め、手続の迅速化に努めることが望ましいこと。
・農業振興地域整備計画の変更手続と農地転用許可（農地法（昭27法229）４条及び５条）の手続を並行して進めることにより、農地転用許可ま
での期間の短縮が可能であること。

― 【農林水産省】農業振興地域整備計画の変更に係る事務手続等の迅速化につ
いて（平成30年３月30日付け29農振第2589号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_32



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）

H29 33

03_医療・
福祉

一般市 雲南市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第21条の5の18第3
項
児童福祉法に基づく指定通所
支援の事業等の人員、設備及
び運営に関する基準
第5条（従業者の員数）
第10条（設備基準）

児童発達支援事業と放
課後等デイサービスの
合同実施

児童発達支援と放課後等デイサービスにおける人員配
置基準及び設備基準について、定員数が少数である
場合等には、両事業の指導員又は保育士の兼務及び
同一の施設での実施を認めていただきたい。

児童発達支援事業及び放課後等デイサービスの基準を同時に実施する場合、それぞれの基準について、基準を満たす人員及び設備を確保する必要があるが、市内の児童発達支援事業所においては、人員、
設備の制約から当該基準を同時に満たす人員を確保することは困難である。そのため、放課後等デイサービスを実施する間は、児童発達支援事業を実施できない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

一般市 雲南市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第21条の5の18第3
項
児童福祉法に基づく指定通所
支援の事業等の人員、設備及
び運営に関する基準
第5条（従業者の員数）

サテライト事業所におけ
る兼務可能な職員等の
明示、必要な制度の見
直し

人員等の資源が限られる中山間地域においても児童
発達支援事業を実施できるよう、サテライト事業所にお
ける兼務可能な職員等の明示、必要な制度の見直しを
求める。

市内の事業者は奥出雲町、飯南町に本体事業所のサテライト事業所を設置していたが中止することとなり、雲南市付近の奥出雲町、飯南町には、児童発達支援事業、放課後等デイサービスのサービス事業所が
なくなってしまった。児童発達支援の利用児童数が全国的に増加傾向にある中、当該地域においては、「身近な療育の場」たる児童発達支援事業が行われていないため、十分な障害児発達支援が行われていな
い現状。
その主たる要因としては、本体とサテライトの定員配置等の考え方が地域の実態に適合していなかったことから、事業者において効率的な運営ができなかったと聞いている。
具体的には、いかなるサテライト事業所においても、本体による支援を前提としたサテライトのサービス水準や効率的な運営のガイドラインが示されておらず、結果として本体事業所と同様の人員配置をせざるを得
ず、人材を確保することが困難であった。
また、児童発達支援事業の定員算定については、本体事業所の定員とサテライト事業所の定員の合計によることとされており、上記のように本体事業所と同様の人員配置となることで、本体事業所とサテライト事業
所はそれぞれの施設で児童発達支援事業を実施している状態であったことから、規模の利益が働かず、事業者にとっては厳しい算定となっている。
以上を踏まえ、奥出雲町、飯南町のような人員等の資源が限られる中山間地域においても児童発達支援事業を実施できるよう、
○ 本体事業所との連携により、サテライト事業において、一定の療育の質を担保しつつ、小規模な形態にあった運営が可能となるよう、兼務可能な職員等の明示
または、
○ 本体事業所とサテライト事業所の定員を合算することは不合理であるので、必要な制度の見直し
を求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 中核市 松山市 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

国勢調査調査区関係書類閲覧
事務取扱要領（平成18年6月6
日総務省統計局長決定）

国勢調査調査区要図閲覧事務
取扱要領（平成18年6月6日総
務省統計局長決定）

国勢調査調査世帯一覧閲覧事
務取扱要領（平成21年10月1日
総務省統計局長決定　最終改
正　平成23年6月17日）

国勢調査情報の利用で
調査世帯一覧の複写を
可能とする

現在、国勢調査情報の利用が可能な基幹統計調査で
は、担当する調査員の大半が、国勢調査で作成した調
査区地図、調査区要図及び調査世帯一覧を閲覧、転
記又は複写により調査区の確認をしている。
複写が禁止されている調査世帯一覧を、調査区地図及
び調査区要図と同様に複写可能としていただきたい。

調査世帯一覧を転記するためには、通常１時間程度の時間を要し、調査員に負担を掛けるばかりでなく、立ち会う職員も拘束される。さらに、来庁時間が重なった他の調査員を待たせることを避けるためには、閲
覧場所及び職員を複数確保する必要も生じるなど効率が悪い。
また、調査区に精通した調査員の高齢化による引退や、プライバシー意識の向上による調査実施の難化により新たな調査員の確保に苦慮している中で、確保した調査員は調査区に詳しくない場合も多く、転記誤
りにより訪問先を間違えるなど、トラブルが生じることがある。
現に、調査員からも、「他の書類は複写できるのに、世帯一覧のみ複写できないのはなぜか」、「調査後は処分するので複写できないか」、「調査員を信用してほしい」などの意見が寄せられるなど、調査員の理解
を得ることが困難な場合が多いのが実情である。
世帯一覧には個人情報が記載されているが、閲覧内容を記載した記録簿を作成していることや、調査員には守秘義務が課せられていることから、安全性は一定担保されていると考える。さらに、立ち会う職員によ
る必要最小範囲の部分の複写や、マニュアル等を作成し、複写した書類は返却を要すること、調査時には持ち出さないことなどを条件として定めることで、個人情報流失のリスクをより軽減できるものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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中核市 松山市 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

A　権限
移譲

就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進
に関する法律
第3条等、第7条、第8条、第29
条、第30条

幼保連携型以外の認定
こども園の認定事務・権
限の中核市への移譲

幼保連携型認定こども園の認可は中核市の権限となっ
ているが、それ以外の認定こども園の認定等事務につ
いて、中核市の所管とされたい。

本市は平成２６年度の提案募集で、認定こども園の全類型は、市町村による施設型給付の対象であるため、確認に関する事務は市町村が行っており、認定と確認に関する事務は共通する部分もあることから、一
体的に行う方が事業者、自治体の双方にとってメリットがあるという提案を行った。
なお、当時の事務処理特例制度を活用することとの回答を受け、愛媛県と協議を重ね、平成２８年度から権限移譲を受けたところである。
これにより、窓口が一本化されたことから、事業者の負担が減少したほか、本市にとっても、地域の実情に応じた効率的、効果的な供給体制の確保等につながった。
一方で、事務処理特例による移譲は、市町村が移譲を求める場合、県の合意を得る必要があり、その協議時には県側が優位に立ちやすいことから、県の考え方によっては、市の考え方が事務に反映されるとは限
らないため、法令によって明らかに中核市の固有の事務と位置付けられることで、より適切に反映できるようになることから、権限移譲を求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 村 鳴沢村、茨城県
笠間市、市川三
郷町、早川町、
身延町、南部
町、富士川町、
昭和町、道志
村、西桂町、忍
野村、山中湖
村、富士河口湖
町、小菅村、丹
波山村

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

公職選挙法第38条第1項、40
条、第48条の2第5項及び第6
項

期日前投票所におい
て、投票所を繰り上げて
閉じることを市町村選挙
管理委員会の判断で可
能とする。

期日前投票期間の投票所の繰り上げについて、市町村
選挙管理委員会の判断で可能にできるよう公職選挙法
の改正を要望する。

公職選挙法第40条及び第48条の2第6項に基づくと、本村は、期日前投票所が1か所であるため、同投票所を開く時刻は繰り上げることしかできず、閉じる時刻は繰り下げることしかできないことにより、投票時間を
短縮することができない。現在、仕事に就かれている方等は特に立会人を敬遠されることも多く、各自治会から選出される高齢者に立会人を務めもらっているが、1日11時間半の立会の負担が重いことから、その選
任に苦慮することもあり、投票時間の短縮を求める声が上がっている。
一方で期日前投票開始後の数日間や夜間の時間帯については、極めて投票者が少ない状況であるため、国政選挙等の期日前投票所の設置期間が長期間にわたる場合には、その設置期間の過半を越えない
範囲で投票所を繰り上げて閉じることができれば、立会人の負担の軽減につながると思われる。
多くの町村は、期日前投票所を１か所しか設置しておらず、全国的に人口減少に伴い有権者数は減少傾向にあるにもかかわらず、市町村ごとの現状に沿った期日前投票所の運営が行うことができない状況であ
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

待機児童発生時におけ
る保育室等の居室面積
基準の緩和

○児童福祉法第45条第２項
○児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準第32条
○地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関
する法律（平成23年法律第37
号）
○地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関
する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係政令等の整備
及び経過措置に関する政令
（平成23年９月14日政令第289
号）
○地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関
する法律附則第四条の基準を
定める省令
○地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関
する法律附則第四条の厚生労
働大臣が指定する地域(平成23
年９月２日厚生労働省告示第
314号)

B　地方
に対する
規制緩
和

内閣府、厚
生労働省

須坂市一般市03_医療・
福祉

38H29

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

子ども子育て新制度の施行により、保育所への入所基準が緩和され保育所への入所が容易になったことや共働き世帯の増加により、３歳未満児の受入れが増加している。
当市では将来を見越して全公立保育園の施設整備を完了したが、新築保育園においても床面積や保育士の不足により入所児童の増加に追いつかない状況となっており、また、他の市町村の保育所の活用も検
討しているが、周辺市町村においても保育需要の増加は著しく、他市町村の児童を受け入れる余裕はなく、活用は困難となっている。
仮に施設整備を進めたとしても、市の子ども子育て支援事業計画によると、少子化の進行により数年後には入所児童数は減少する見込みのため、新規施設整備を進めることは困難かつ不合理であり、待機児童
が今後発生する見込みである。　この待機児童の見込みに対して、保育士はなんとか確保できる見込みはあるものの、市内の施設における居室面積については僅かに不十分となるために、一時的に待機児童が
発生せざるを得ない状況になっている。
なお、第一次地方分権一括法及び関係政省令等により、要件を満たす都市部では床面積基準が緩和されたが、当市では要件となる地価も３大都市圏に及ばず、少子化により待機児童の発生数も限られているた
め、深刻な支障が生じているにもかかわらず、活用することは困難である。

第一次地方分権一括法等により、標準とされている保
育所に係る居室の床面積基準の要件を、都市部だけで
はなく、待機児童が発生している、または、発生の恐れ
のある地方都市においても一時的に適用できるよう省
令の改正を求める。



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅷ）児童発達支援（６条の２の２第２項）及び放課後等デイサービス（６条の２の２第４項）を合同で実施する場合については、多機能型事業所
の特例（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平24厚生労働省令15）80条から82条）により、双方
の事業の従業員が兼務可能であること、設備を共用することが可能であること等を、地方公共団体及び事業者に全国会議等を通じて平成29年
度中に周知する。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅸ）児童発達支援（６条の２の２第２項）については、利用児童が少数である地域における安定した事業運営の在り方について検討し、平成30
年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【総務省】
（14）統計法（平19法53）
国勢調査（５条２項）の調査世帯一覧については、必要最小限の範囲で複写を可能とする方向で、地方公共団体及び調査実施者からの現状
把握と意見聴取を行った上で、情報漏えいリスクなどを考慮した具体的な運用方法を検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【総務省】
（12）統計法（平19法53）
（ⅰ）国勢調査（５条２項）の調査世帯一覧の閲覧申請に係る取扱い
については、必要最小限の範囲で調査世帯一覧の複写が可能であ
ること及び具体的な運用方法を、地方公共団体に2019年中に周知す
る。

国勢調査の調査世帯一覧について、複写が可能となるよう事務取扱要領を改正し、その
旨を周知した。

【総務省】国勢調査の調査世帯一覧の閲覧に関する事務取扱要領について（令
和元年12月17日付け総統勢第159号総務省統計局統計調査部長通知）
【総務省】国勢調査調査世帯一覧閲覧事務取扱要領（最終改正：令和元年12月
17日）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_35

総務省統計局統計調査部国勢統
計課

５【内閣府（１）】【文部科学省（１）】【厚生労働省（５）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の受理（３条１項、３項及び８項並びに４条１項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査（３条５項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を認定する場合の協議（３条７項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理由の通知（３条９項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を認定した場合の申請書の写しの送付（３条10項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示（３条11項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示をした際の資料の提出（３条12項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその公表（７条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関への協議及び教育委員会との連携確保（８条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更の届出等（29条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の報告の徴収等（30条）

５【内閣府（２）】【文部科学省（２）】【厚生労働省（６）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。
・教育・保育施設の区分に応じ、それぞれ定められた基準の遵守義務（34条１項１号）
・教育・保育施設の確認の取消し等（40条１項２号）

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）保育所の居室の床面積に係る基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）32条）を、「従うべき基準」から「標
準」とする特例が適用される地域の基準（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附
則第四条の基準を定める省令（平23厚生労働省令112））については、市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）が保育の受け皿
整備のための土地確保施策を行ってもなお、当該市町村における土地確保が困難であり、その旨が当該市町村により明らかにされている場合
の公示地価要件の在り方について検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、本特例の適用期間（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に
伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令（平23政令289））の延長についても併せて検討し、平成29年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講じる。

６【内閣府（18）】【厚生労働省（29）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の居室の床面積に関する条例制定の基準については、13条２項の規定により、「従うべき基準」とされているが、
一部の区域に限り、一時的措置として「標準」とする。



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
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03_医療・
福祉

都道府県 栃木県 厚生労働省 A　権限
移譲

毒物及び劇物取締法
第4条第1項・第2項、第7条第3
項、第9条、第10条第1項、第17
条第1項、第19条第1項から第4
項まで、第21条第1項及び第23
条の3
同法施行令第36条の7

原体製造業者及び原体
輸入業者の登録等に係
る事務権限の移譲

毒物及び劇物取締法及び同施行令に基づく、原体の
製造を行う製造業者及び原体の輸入を行う輸入業者の
登録等に係る事務権限を都道府県に移譲すること。

毒物及び劇物取締法及び同施行令に基づき、毒物・劇物の製造業や輸入業に係る登録、登録更新、登録変更及び変更届出等が定められているが、申請する業務内容等により事務手続きが厚生労働大臣又は
都道府県知事に区分されている。

〔所管事務〕
○厚生労働省　※法第4条第1項
・原体の製造を行う製造業者
・原体の輸入を行う輸入業者
○都道府県知事　※施行令第36条の7
・製剤の製造（製剤の小分けを含む。）若しくは原体の小分けのみを行う製造業者
・製剤の輸入のみを行う輸入業者

一方で、厚生労働大臣が所管している事務については、都道府県が申請書受付、現地調査をするとともに、登録可否に係る副申を地方厚生局に行っている。
このため、都道府県と地方厚生局間の郵送等に時間を要し、都道府県知事が所管する事務と比べ処理期間が１か月程度多く要している。
また、これまでに各申請に対する登録可否等について、本県の副申内容と地方厚生局の審査が異なるなど、協議を行った事例等はなく、都道府県で処理できるものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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06_環境・
衛生

都道府県 栃木県 環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

土壌汚染対策法第４条第１項 土壌汚染のおそれがな
い土地の改変などに関
し、土壌汚染対策法第４
条第１項に基づく届出義
務の廃止

土壌汚染対策法第４条第１項の運用において、通常、
人が踏み入らない土地又は汚染のないことが明らかに
なっている土地における土地の形質変更など、人の健
康を保護する上で影響を及ぼすことのない行為は届出
不要とすること。
具体的には、法施行規則で定める届出不要な行為とし
て保安林内で行われる治山工事や、環境影響評価法
に基づく調査等で汚染のないことが明らかになっている
土地における工場の建設等に伴う土地の改変などは、
届出が不要な行為として支障ないと考える。

同項の規定に基づき、3,000㎡以上の土地の形質変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに都道府県知事への届出が義務づけられている。
同項の規定に基づく届出は、「農業を営むために通常行われている行為」「林業の用に供する作業用路網の整備」等の例外が規定されいる。
一方、例えば、保安林で行われる治山工事などは人が踏み入らない山間部の奥地であるため、そもそも土壌汚染のおそれが極めて低いと考えるが、現行制度では届出が必要となっており、治山工事の速やかな
実施の支障となっている。
また、環境影響評価法等に基づく調査が行われている場合、土壌汚染対策法施行前に土地取引等に基づき任意調査を実施している場合、土砂条例に基づき安全確認調査を行っている場合など、既存の知見に
より汚染のないことが確認されている土地についても届出は不要であると考えるが、工場の建設等による土地の改変にあたって届出が必要となっており、企業の事業活動の支障になっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

一般市 別府市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

「公費負担医療が行われる療
養に係る高額療養費の支払い
について」昭和４８年10月30日
保発第４２号・庁保発第２６号
各都道府県知事あて厚生省保
険局長・社会保険庁医療保険
部長連名通知

公費負担医療における
特例的な自己負担上限
額の算定式の廃止

公費負担医療の高額療養費に係る自己負担限度額に
ついては、通知に基づき、所得に関わらず一律の限度
額が適用されているが、この特例的な算定式を廃止し、
健康保険医療に係る高額療養費の自己負担限度額を
適用することを求める。

公費負担医療の高額療養費に係る自己負担限度額については、通知に基づき、所得に関わらず一律の限度額（80,100円＋（医療費－267,000円）×１％）が適用されている。
しかし、公費負担医療受給者に高所得者が多くないことから、健康保険医療に係る高額療養費の自己負担限度額（70歳未満の場合、５つの区分）と同じ算定式を適用した場合には公費負担を軽減することができ
る。
なお、公費負担医療のうち、指定難病特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費については、特例的な算定式ではなく、所得区分に応じた自己負担限度額が設定されている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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08_消防・
防災・安全

知事会 九州地方知事
会

内閣府、総
務省

B　地方
に対する
規制緩
和

災害対策基本法（昭和36年法
律第223号）第74条

大規模災害時において
都道府県と区域内市区
町村が一体となって被
災自治体への支援を行
うための法制の見直し

大規模災害発生時において、県域を越えた迅速かつ
円滑な広域応援が実施できるよう、災害対策基本法第
七十四条による応援職員の派遣要請を受けた都道府
県は、区域内市区町村に対し応援を求めることができる
旨、法的に明確化することを求める。

【支障事例】
　九州地方知事会では、平成28年熊本地震において、発災直後から、九州・山口９県災害時応援協定に基づく「カウンターパート方式」（被災市町村ごとに支援担当県を割り振る対口支援方式）により、広域応援
を実施し、熊本県及び同県内市町村の復旧・復興に向けた支援を行ってきた。
　各支援担当県は、当該県内市町村の積極的な協力を得て、多くの応援職員を派遣してきた（※）が、一方、災害対策基本法では、県から県への応援要請に係る規定（第七十四条）はあるものの、応援側の県と
同県内市町村の関係に係る規定はなく、県と市町村が一体となって支援を行う法的スキームが確立されていない状況。
　こうした枠組みは、九州・山口９県災害時応援協定でも同様であったため、一部の市町村からは「派遣の根拠はどこにあるのか」といった問合せが支援担当県へ寄せられるなど、迅速かつ円滑な職員派遣に支障
が生じた例があった。

※九州地方知事会からの職員派遣（短期）状況
延べ26,305人（うち市町村職員10,375人、39.4%）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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06_環境・
衛生

知事会 九州地方知事
会

環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

環境保全施設整備費補助金交
付要綱（平成9年7月4日環自計
第208号、環水規第241号）

動物収容・譲渡対策施
設の整備に係る補助金
交付対象の追加

環境保全施設整備費補助金のうち、動物収容・譲渡対
策施設整備事業に係る補助金交付対象に、県と市町
村の共同設置による整備事業を新たに追加することを
求める。

【支障事例】
　大分県では、大分県と大分市（中核市）が共同して動物収容・譲渡対策施設を整備している。
（計画概要）
　事業費は大分県、大分市が各々１／２を負担

・平成28年度　設計業者選定、測量
・平成29年度　地質調査、設計、建設
・平成30年度　建設、供用開始

　大分県及び大分市がそれぞれ独自の施設を整備することは非効率であるため、施設整備はもとより運営についても県と市が共同で行う方針である。
　この方針に基づき、施設については区分所有ではなく持分１／２ずつの共有とする計画であるが、環境省からは、共同設置者の双方が施設整備に係る補助を受けるためには、持分が「物理的」に区分されている
必要があり、不明確な場合は一方の自治体しか補助を受けられないとの指摘を受けている。
　現行要綱により、県のみが補助を受けることとなった場合は、市の負担金をその他の収入として事業費全体から控除する必要が生じ、補助対象経費が大幅に削減されることとなる。
　獣医師の確保等が課題となる中で、地方の創意工夫によりコスト低減を図る共同設置を案出したにも関わらず、単独設置の場合と比べて不利益を被りかねない状況となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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12_その他 知事会 九州地方知事
会

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

情報通信基盤整備推進補助金
交付要綱

情報通信基盤の整備に
係る補助対象要件の緩
和

情報通信基盤の整備に係る補助対象要件を緩和し、
自然災害等による大規模な修繕費等も含めることを求
める。

【支障事例】
　情報通信基盤の整備について、国の補助事業「情報通信基盤整備推進補助金」の補助対象は施設・設備の設置に要する経費に限られ、維持管理に当たっての自然災害等による修繕費等は対象外となってい
る。
　台風常襲地帯で離島を抱える鹿児島県においては、施設・設備の設置後に大規模な修繕費等の財政負担の発生が想定されることから、結果として本補助金を活用して基盤整備した市町村は県内で１町のみで
あり、県内の情報通信基盤の整備が進まない状況にある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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03_医療・
福祉

知事会 九州地方知事
会

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

地域医療介護総合確保基金管
理運営要領
地域における医療及び介護の
総合的な確保の促進に関する
法律第4条「都道府県計画」

地域医療介護総合確保
基金の事業対象の要件
緩和

地域医療介護総合確保基金の「介護予防の推進に資
する指導者育成に係る事業」の対象となる専門職に管
理栄養士及び歯科衛生士を追加することを求める。

【支障事例】
当該基金が目的とする医療提供体制の見直しや地域包括ケアシステムの構築を実現するためには、地域自らが、それぞれの地域の実情を踏まえた柔軟な発想による取組を進めることが重要であるが、現在、基
金の対象となる事業については、国が示す事業メニューに記載されたものに限られているため、地域の実情を踏まえた取組に支障をきたしている。
市町村が実施する地域ケア会議においては、個別のケアマネジメント支援が重要であることから、その構成員として、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士に加え、管理栄養士や歯科衛生士なども参加しており、
地域課題への解決にはこれらの有資格者が必要不可欠である。
しかし、介護予防の推進に資する指導者育成に係る事業の補助対象となる専門職の要件として、管理栄養士、歯科衛生士は対象外となっているため、必要な人材の確保に支障が生じている。
今後、ますます高齢者が増えていく状況に鑑みると、有資格者の確保の必要性が増していくと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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02_農業・
農地

知事会 九州地方知事
会

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農地法第５条、附則第２項第３
号

農地法の運用について（平成
21年12月11日21経営第4530
号・21農振第1598号）

４ha超の農地転用等に
係る大臣協議の簡素化

４ha超の農地転用等に係る大臣協議の簡素化を求め
る。具体的には、農地法第5条許可を要しない場合を規
定する農地法施行規則第53条にＪＡＸＡによる保安用
地取得を位置付けるなど、手続きの簡素化を求めるも
の。

【現状】
○鹿児島県種子島に所在するＪＡＸＡのロケット発射施設周辺の半径３キロメートル内の土地について、ロケット発射に伴う爆風等に対応する保安用地とするため、ＪＡＸＡは平成４年度から土地の買収を進めてい
る。
○全体の土地取得計画のうち、農地については約28.2haを取得する計画となっており、平成28年度末時点で15.6haを取得済み。

【支障事例】
○平成17年度以降は農地の累計取得面積が４haを超えたことから、それ以降に農地を新たに取得する場合、その面積の多寡に関わらず、取得する毎に大臣許可（平成28年度からは大臣への協議）を得ている状
況。
○当初の計画に基づく農地取得のため、国との協議についても事実上形骸化している。
○公共性が高く、かつ当初の保安用地取得計画に沿って土地取得を進めているにも関わらず、今後も計画区域内の全農地の取得が完了するまでの長期にわたり、協議を断続的に行っていく必要があると予想さ
れる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

知事会 九州地方知事
会

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

肝炎治療特別促進事業実施要
綱（平成20年３月31日 健疾発
第0331001号 厚生労働省健康
局長通知）
肝炎治療特別促進事業の実務
上の取扱い（平成20年３月31日
健疾発第0331003号）

肝炎治療特別促進事業
における核酸アナログ製
剤治療の認定に係る有
効期間の延長

肝炎治療特別促進事業における核酸アナログ製剤治
療の認定の有効期間は「１年以内」とされ、当該受給者
のほとんどが更新手続きを行っている状況にあることか
ら、認定の有効期間を延長することを求める。

【支障事例】
肝炎治療特別促進事業における核酸アナログ製剤治療の認定については、医師が治療を継続する必要があると認めた場合に更新の申請を行うことができるとされているが、核酸アナログ製剤治療は重症化予防
のため、10年以上継続することが大半である。
そのため、当該受給者のほとんどが毎年更新手続きを行わなければならず、受給者にとって負担となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

４【厚生労働省】
（２）毒物及び劇物取締法（昭25法303）
以下に掲げる事務・権限については、都道府県に移譲する。
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・毒物及び劇物の原体の製造（小分けを除く。以下同じ。）を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者に係る登録（４条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者による毒物劇物取扱責任者の届出（７条３項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者に係る登録の変更（９条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の氏名又は住所の変更等の届出（10条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の立入検査等（17条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の登録の取消等（19条１項から４項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の登録の取消に係る聴聞の期日及び場所の公示（20条２項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の登録が失効した場合等の措置（21条１項）

― 毒物及び劇物の原体の製造等の事務・権限について、都道府県に移譲した。 【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における毒
物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る事務・権限の委譲等に
ついて（平成30年10月17日付け薬生薬審発1017第２号）
【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律の施行等について（平成30年10月17日付け薬
生発1017第７号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_39

６【環境省】
（４）土壌汚染対策法（平14法53）
一定規模以上の土地の形質変更に係る届出（４条１項）については、汚染のおそれがある土地を効率的に調査する観点から、通常人が踏み入
らない保安林において行われる治山工事や、環境影響調査など既存の知見により汚染のないことが明らかで、一定の条件下で届出時点にお
いても汚染のおそれがないことが担保されている土地の形質変更など、客観的に汚染のおそれがないと判断できるものを当該届出の対象外と
すること、及び既存の知見により汚染のないことが明らかになっている場合など都道府県等が汚染のおそれがないと速やかに判断できるときは
当該都道府県等の判断で届出後30日を待たずに工事着手を認めることについて、都道府県等の実態把握や意向調査を行った上で検討し、
平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【環境省】
（９）土壌汚染対策法（平14 法53）
一定規模以上の土地の形質変更に係る届出（４条１項）に関し、都道
府県知事等が土壌汚染状況調査に準じた方法により調査した結果、
基準不適合土壌が存在するおそれがない又は土壌の汚染状態が全
ての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量
基準に適合するものと認められるものとして、都道府県知事等が指定
した土地において行われる土地の形質の変更については、当該届出
の対象外とするよう、2018 年度中に省令を改正する。
また、土壌の汚染のおそれがなく、調査命令を発出しないと都道府県
知事等が判断した区域については、土地の形質の変更予定日以前
に形質変更に着手しても差し支えないことを明確化するため、都道府
県等に2018 年度中に周知する。

一定規模以上の土地の形質変更に係る届出（４条１項）に関し、都道府県知事等が指定
した土地において行われる土地の形質の変更については、当該届出の対象外とした。
また、土壌の汚染のおそれがなく、調査命令を発出しないと都道府県知事等が判断した
区域については、土地の形質の変更予定日以前に形質変更に着手しても差し支えない
ことを明確化し、都道府県等に周知した。

【環境省】土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令（平成31年環境省令
第３号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_40

環境省水・大気環境局 土壌環境
課

６【厚生労働省】
（１）健康保険法（大11法70）
（ⅱ）公費負担医療における高額療養費の算定については、地方公共団体や保険者の事務負担や財政への影響を踏まえつつ、その見直しの
必要性について検討し、平成30年中を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【内閣府（12）】【総務省（11）】
災害対策基本法（昭36法223）
（ⅰ）都道府県と区域内の市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）の一体的な応援については、災害発生都道府県知事から応
援を求められた都道府県知事が、区域内の市町村長に対し災害発生市町村長が行う災害応急対策への応援を求めることができることを明確
化することとし、その旨を地方公共団体に周知する。

― 都道府県と区域内の市町村の一体的な応援について、災害発生都道府県知事から応
援を求められた都道府県知事が、区域内の市町村長に対し災害発生市町村長が行う災
害応急対策への応援を求めることができることを明確化し、地方公共団体に周知した。

【内閣府】【総務省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律による災害対策基本法の一部改正につい
て（平成30年６月27日付け府政防第812号消防災第118号総行公第82号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_42

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【農林水産省】
（２）農地法（昭27法229）
４haを超える農地転用に係る農林水産大臣との協議（附則２項）については、手続の簡素化を図るため、平成29年度中に「農地法関係事務処
理要領」（平21農林水産省経営局、農村振興局）を改正し、同一の事業目的のために複数回に分けて農地転用許可（４条及び５条）を行う場合
には、過去の協議において既に提出した添付資料等の提出を不要とする。

― 【農林水産省】「農地法関係事務処理要領の制定について」の一部改
正について（平成30年３月30日付け29農振第2991号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_46

６【厚生労働省】
（37）肝炎治療特別促進事業

核酸アナログ製剤治療の助成対象者の自己負担限度額の設定に係る所得状況の確認については、個人番号の活用が可能であることを、地
方公共団体に平成29年度中に周知する。

また、核酸アナログ製剤治療の更新認定に関して、今後も医師の診断書の提出を１年毎に求め、認定協議会を開催して認定を判断すること
の必要性の有無については、肝炎治療戦略会議等の有識者の意見も踏まえて検討し、平成30年中を目途に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（37）肝炎治療特別促進事業核酸アナログ製剤の認定の更新手続に
ついては、診断書又は検査内容が分かる資料を提出し認定された者
が行う、当該認定以降２回目までの更新手続において、当該資料を
省略することを可能とする。また、当該資料を省略した場合には、認
定協議会に意見を求めることを省略することを可能とする。
［措置済み（平成30年３月29日付け厚生労働省健康局がん・疾病対
策課肝炎対策推進室長通知）］

【厚生労働省】肝炎医療費助成におけるマイナンバーの活用 https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_47
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H29 48

03_医療・
福祉

知事会 九州地方知事
会

厚生労働省 A　権限
移譲

毒物及び劇物取締法
第4条第1項から第3号まで、第
7条第3項、第9条、第10条第1
項、第17条第1項、第19条第1
項から第4項まで、第21条第1
項及び第23条の3
同法施行令第36条の7

原体を製造（輸入）する
毒物劇物製造（輸入）業
登録等の事務の国から
都道府県への移譲

原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業登録等
の事務に係る権限を国から都道府県に移譲することを
求める。

【現状】
毒物及び劇物取締法及び同施行令に基づき、毒物劇物製造（輸入）業に係る登録、登録更新、登録変更及び変更届出等の事務については以下の区分で行うこととされている。
〔厚生労働大臣〕
・原体の製造（輸入）を行う業者
〔都道府県知事〕
・製剤の製造（製剤の小分けを含む。）又は原体の小分けのみを行う製造業者
・製剤の輸入のみを行う業者

なお、厚生労働大臣が行うこととされている事務については、都道府県知事が申請書受付、現地調査及び登録可否に係る副申を地方厚生局に行っている。

【支障事例】
・厚生労働大臣が行う事務については、都道府県と地方厚生局間の郵送等に時間を要するため、都道府県知事が行う事務と比べ１か月程度多くの時間がかかっている。
・原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業者からは、地方厚生局での登録票発行を急いでほしい旨の要請が寄せられている。
・なお、これまでに各申請に対する処分（登録可否等）について、福岡県の副申内容と地方厚生局の審査が異なる結果となり、協議を行った事例等はこれまで生じたことはない。したがって、国が行う事務を都道府
県で処理することは可能と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 49

03_医療・
福祉

知事会 九州地方知事
会

厚生労働省 A　権限
移譲

介護保険法§１１５の３２、§１１
５の３３、§１１５の３４

介護サービス事業者の
業務管理体制の整備に
関する届出受理等事務
の都道府県から中核市
への移譲

業務管理体制の整備に関する事項の届出先は都道府
県(地域密着型は市町村）とされており、中核市に業務
管理体制の整備に関する監督権限がないため、介護
サービス事業所の指定権限と一体的な運用が可能とな
るよう中核市への届出とする制度に改めることを求め
る。

【現状】
中核市に所在する介護サービス事業者の指定権限及び指導・監督権限は中核市が有しているが、中核市の監査により、取消相当事案が生じた場合は、その時点で山口県に対し、当該事業所を運営する法人の
業務管理体制の特別検査の要請がなされる。
特別検査の要請を受けた本県は、それまでの処分に関与していないことから、当該中核市から経緯を聴取することから対応を開始することとなり、事務に相当の時間がかかり、迅速な対応が困難になっている。

【支障事例】
当県において、不正請求等による指定取消処分に相当する可能性がある事案が発生した場合、県と中核市の間で情報共有や検査日の調整等に時間を要するほか、事業者負担に考慮して中核市による聴聞と県
による検査の日程を合わせるなどするため、検査の実施までに相当の時間がかかっている。
また、実際に当該処分を受けた事業所については、業務管理体制の特別検査によって法人の役員等の組織的な関与があったと認められた場合、連座制が適用され、別途、中核市による同一法人内の他事業所
への聴聞等が行われ、その結果によって処分する場合もあるが、そのための監査の実施に時間を要し、処分の決定までに時間がかかることで、多くのサービス利用者が不利益を被るといった支障が生じる場合もあ
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 50

03_医療・
福祉

知事会 九州地方知事
会

厚生労働省 A　権限
移譲

特別児童扶養手当認定事務等
に係る指定都市への権限移譲
について（平成26年10月31日
付け厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課手当係
事務連絡）

特別児童扶養手当に関
する監査権限の道府県
から指定都市への移譲

特別児童扶養手当に関する監査権限を道府県から指
定都市へ移譲することを求める。

【支障事例】
特別児童扶養手当認定事務については、平成27年4月１日に指定都市に権限が移譲されたが、指定都市（管内区役所、福祉事務所等含む。）への監査指導は事務連絡において道府県が行うこととされている。
熊本県では、認定事務を行っている区役所に対し監査指導を実施しているが、同様に指定都市本庁においても管内区役所等への積極的な指導・研修をすることとされており、二重指導が懸念されている。
また、道府県の場合、実際に認定業務を行う県の出先機関等に対し、道府県本庁が内部監査を行った上で、厚生労働省の指導監査を受ける取扱いであることから、同様に、指定都市においても、区役所に対し
指定都市本庁が内部監査を行う方が監査手続としての整合性が図られる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 51

03_医療・
福祉

知事会 九州地方知事
会

厚生労働省 A　権限
移譲

特別児童扶養手当等の支給に
関する法律第27条、特別児童
扶養手当認定事務等に係る指
定都市への権限移譲について
（平成26年10月31日付け厚生
労働省社会・援護局障害保健
福祉部企画課手当係事務連
絡）

特別児童扶養手当に関
する審査請求に係る裁
決権限の道府県から指
定都市への移譲

特別児童扶養手当に関する審査請求に係る裁決権限
を道府県から指定都市へ移譲することを求める。

【支障事例】
特別児童扶養手当認定事務については、平成27年4月1日に指定都市に権限が移譲されたが、指定都市が行った処分に対する審査請求先は事務連絡において道府県が行うこととされている。
処分庁（区役所）と当該処分に対する審査庁（道府県）が異なるため、受給者にとって分かりにくく、手続きが煩雑になっている。
また、熊本県では審査に必要な資料の収集等に相当の時間を要している。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律法第27条では、「都道府県知事のした特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当（以下「手当」という。）の支給に関する処分に不服がある者は、都道府
県知事に審査請求をすることができる。」と規定され、処分庁が審査請求先とされているところであるが、指定都市については、県と同様の認定事務を行っているにも関わらず、その取扱いが異なっている状況。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

知事会 九州地方知事
会

総務省、厚
生労働省

A　権限
移譲

生活保護法第64条、65条 生活保護の決定及び実
施に関する審査請求に
係る裁決権限の道府県
から指定都市への移譲

生活保護の決定及び実施に関する審査請求に係る裁
決権限を道府県から指定都市へ移譲することを求め
る。

【支障事例】
　道府県内の審査庁は１か所（知事）であり、審査に必要な資料の収集等、審査請求の事務処理に時間を要している。（生活保護法第65条に定める裁決すべき期間内での処理が困難な状況。）
　また、指定都市の処分に対する審査庁が道府県であることは、指定都市の受給者にとって分かりにくい。（熊本市には、生活保護に関する審査請求提出先の確認が年間数件寄せられていることである。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 53

12_その他 知事会 九州地方知事
会、九州・山口
各県の全市町村

内閣府、総
務省、厚生
労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成25年
法律第27号）第19条
・母子保健法（昭和40年法律第
141号)第20条、第21条の４
・未熟児養育医療費等の国庫
負担について（平成26年5月26
日厚生労働省発雇児0526第3
号厚生労働事務次官通知）

マイナンバー制度の活
用を図るための社会保
障制度における所得要
件の見直し（母子保健法
第二十条による養育医
療の給付）

母子保健法第二十条により養育医療の給付を行った場
合の費用の徴収基準額の基礎を、所得税額から市町
村民税所得割額に改めることを求める。

【支障事例】
　母子保健法第二十条により養育医療の給付を行った場合の費用の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
　当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、認定に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行っても必要な特定個人情報を
入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 知事会 九州地方知事
会

内閣府、総
務省、厚生
労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成25年
法律第27号）第19条
・児童福祉法 （昭和22年法律
第164号）第20条、第56条
・未熟児養育医療費等の国庫
負担について（平成26年5月26
日厚生労働省発雇児0526第3
号厚生労働事務次官通知）

マイナンバー制度の活
用を図るための社会保
障制度における所得要
件の見直し（児童福祉法
第二十条による療育の
給付）

児童福祉法第二十条により療育の給付を行った場合の
費用の徴収基準額の基礎を、所得税額から市町村民
税所得割額に改めることを求める。

【支障事例】
　児童福祉法第二十条により療育の給付を行った場合の費用の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
　当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、認定に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行っても必要な特定個人情報を
入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

マイナンバー制度の活
用を図るための社会保
障制度における所得要
件の見直し（児童福祉法
による児童入所施設措
置費及び障害児入所措
置費）

・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成25年
法律第27号）第19条
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律別表第二の
主務省令で定める事務及び情
報を定める命令 （平成26年内
閣府・総務省令第7号）第12条
・地方税法（昭和25年法律第
226号）第22条
・児童福祉法 （昭和22年法律
第164号）第27条、第56条
・児童福祉法による児童入所施
設措置費等国庫負担金につい
て（平成11年4月30日厚生省発
児第86号厚生事務次官通知）
・障害児入所給付費等国庫負
担金及び障害児入所医療費等
国庫負担金について（平成19
年12月18日厚生労働省発障第
1218002号厚生労働事務次官
通知）

B　地方
に対する
規制緩
和

内閣府、総
務省、厚生
労働省

九州地方知事
会

知事会12_その他

55H29

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

【支障事例】
　児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
　当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定
に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

（１）児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害
児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の基礎
を、所得税額から市町村民税所得割額に改めることを
求める。
（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税
関係情報を情報照会できるように以下の措置を求める。
①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携
の方策について検討を行う。
②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号
法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報の規
定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行
う。



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

４【厚生労働省】
（２）毒物及び劇物取締法（昭25法303）
以下に掲げる事務・権限については、都道府県に移譲する。
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・毒物及び劇物の原体の製造（小分けを除く。以下同じ。）を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者に係る登録（４条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者による毒物劇物取扱責任者の届出（７条３項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者に係る登録の変更（９条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の氏名又は住所の変更等の届出（10条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の立入検査等（17条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の登録の取消等（19条１項から４項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の登録の取消に係る聴聞の期日及び場所の公示（20条２項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の登録が失効した場合等の措置（21条１項）

― 毒物及び劇物の原体の製造等の事務・権限について、都道府県に移譲した。 【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における毒
物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る事務・権限の委譲等に
ついて（平成30年10月17日付け薬生薬審発1017第２ 号）
【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律の施行等について（平成30年10月17日付け薬
生発1017第７ 号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_48

５【厚生労働省】
（４）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介
護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の設置者の業務管理体制の整
備に関する事項の届出の受理等（115条の32から115条の34）に係る事務・権限については、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22
法67）252条の17の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。また、当該権
限を中核市に移譲することの必要性については、同制度の運用状況や中核市の意見等を踏まえつつ検討し、平成30年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

<平30>
５【厚生労働省】
（１）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予
防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老
人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者の業務管
理体制の整備に関する事項の届出の受理等（115 条の 32 から 115
条の 34）に係る事務・権限については、中核市に移譲する。

指定居宅サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事務・権限を中核市へ移
譲した。

【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第26号）
【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律新旧対照条文
【厚生労働省】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について
（令和元年6月14日老発0614第2号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_49

厚生労働省老健局総務課介護保
険指導室

５【厚生労働省】
（２）特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭39法134）
道府県が指定都市の区役所等に行う特別児童扶養手当に関する監査指導等に係る事務については、道府県と監査指導等の実施を希望する
指定都市の間で協議が整った場合、当該指定都市が行うこととし、その旨を平成29年度中に通知する。

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【内閣府（20）】【総務省（15）】【厚生労働省（32）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅲ）母子保健法(昭40法141)20条１項に基づく養育医療の給付を行った場合の費用の徴収に関する事務(別表２の70)については、当該事務
を処理するために必要な地方税関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体
に平成30年度中に周知する。

― 母子保健法に基づく養育医療の給付に係る費用徴収事務について、事務徴収基準額
の認定の基礎を所得税額から地方税額に改正した。

【厚生労働省】未熟児養育医療費等の国庫負担について（令和元年12月27日付
け厚生労働省発子1227第１号厚生労働事務次官通知）
【厚生労働省】【改正後全文】未熟児養育医療費等の国庫負担について

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_53

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省自治税務局市町村税課

厚生労働省子ども家庭局母子保健
課

６【内閣府（20）】【総務省（15）】【厚生労働省（32）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅳ）児童福祉法(昭22法164)20条１項に基づく療育の給付、同法22条１項に基づく助産の実施、同法23条１項に基づく母子保護の実施又は
同法33条の６第１項に基づく児童自立生活援助事業の実施を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務(別表２の16)につ
いては、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨
を地方公共団体に平成30年度中に周知する。

― 児童福祉法基づく療育の給付に係る事務等について、徴収基準額の認定の基礎を所
得税額から地方税額に改正した。

【厚生労働省】「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」
の一部改正について（令和元年10月18日付け厚生労働省発子1018第２号厚生
労働次官通知）
【厚生労働省】（改正後全文）児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負
担金について
【厚生労働省】未熟児養育医療費等の国庫負担について（令和元年12月27日付
け厚生労働省発子1227第１号厚生労働事務次官通知）
【厚生労働省】（改正後全文）未熟児養育医療費等の国庫負担について

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_54

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省自治税務局市町村税課

厚生労働省子ども家庭局母子保健
課

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省大臣官房個人番号企画室

厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部障害福祉課

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_55

【内閣府】【総務省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運
用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手
続の一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月２日付け内閣府大臣官房番号制度担当室参事官、総務省大臣官
房参事官（総務省大臣官房個人番号企画室長）通知）
【厚生労働省】障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫
負担金交付要綱の一部改正について（令和元年５月31日付け厚生労働事務次
官通知）
【厚生労働省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対
象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の
一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月６日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害
福祉課、精神・障害保健課事務連絡）

児童福祉法に基づく児童入所措置を行った場合及び障害児入所措置を行った場合の
負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務について、地方税関係情報の情報連携
を可能とし、その旨を都道府県に通知した。

―６【内閣府（５）】【総務省（５）】【厚生労働省（７）】
児童福祉法(昭22法164)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等の措置（同法21条の６）を行った場合、児童入所措置（同法27条１項３
号）を行った場合及び障害児入所措置（同法27条２項）を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法56条１項及び２
項）については、地方税法（昭25法226）22条の規定に基づく守秘義務を解除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、児童福祉
法に質問検査権等の規定を整備した上で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく情報連携に
よって地方税関係情報の提供を受け、各事務を処理することが可能となるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平26内閣府・総務省令７）を改正すること等必要な措置を講ずる。ま
た、その旨を地方公共団体に周知する。



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
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分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）

H29 58

12_その他 知事会 九州地方知事
会、九州・山口
各県の全市町村

内閣府、総
務省、厚生
労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成25年
法律第27号）第19条
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律別表第二の
主務省令で定める事務及び情
報を定める命令 （平成26年内
閣府・総務省令第7号）第33条
・地方税法（昭和25年法律第
226号）第22条
・老人福祉法（昭和38年法律第
133号）第11条、第28条
・老人福祉法第１１条の規定に
よる措置事務の実施に係る指
針について（平成18年1月24日
老発第0124001号厚生労働省
老健局長通知）

マイナンバー制度の活
用を図るための社会保
障制度における所得要
件の見直し（老人福祉法
第十一条による措置）

（１）老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴
収基準額の基礎を所得税額から市町村民税所得割額
に改めることを求める。
（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税
関係情報を情報照会できるように以下の措置を求める。
①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携
の方策について検討を行う。
②徴収基準額の認定に必要な特定個人情報の入手が
可能となるよう、番号法別表第二主務省令第三十三条
に地方税関係情報の規定を追加するとともにデータ標
準レイアウトの改訂を行う。

【支障事例】
　老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
　当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定
に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 59

12_その他 指定都市 岡山市 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

地域再生法第5条、13条、
同法施行令第９条、
同法施行規則第１条、第２条、
第10条、第11条、

地域再生計画認定申請マニュ
アル

地方創生推進交付金の取扱い

地方創生推進交付金に関する
Q&A

地方創生推進交付金の
認定スケジュール及び
申請手続等の見直し・簡
素化

○新規申請、継続申請を問わず、年度当初から執行が
可能となるよう、認定スケジュールを改めること。

○継続事業について、実施計画中の経費の内訳の部
分的な増減があるものの、新年度の総事業費が採択時
の総事業費と比較して、増減なし又は、２割以内の減額
など軽微な修正は、「（実施）計画の変更を伴わない継
続事業」として取扱うこと。（新規事業の追加を除く）

○申請に係る取扱い、Q&A等は、可能な限り早期に通
知すること。また、具体的な申請・認定スケジュールは
早期に示すとともに、申請様式の送付も速やかに行うこ
と。

○29年度事業を対象とする新規申請及び継続事業のうち、事業内容の変更を伴う場合の交付決定は、5月末頃の予定である。その結果、年度途中からの執行となり、事業を計画的に実施できない。
　特に、継続事業については、①実施計画の変更を伴わない部分と②実施計画の変更を伴う部分に分類され、それぞれ別に申請を行い、交付決定が行われることから、地方にとって事務の負担が極めて大きい。

○また、実施計画の経費の内訳が１つでも増額となる場合は、総事業費に変更がなくても、『事業費が増額する場合』と判定され、当該経費に係る事業については、年度当初から事業着手できないなど、事業の空
白期間が生じ、一体的かつ計画的・継続的な事業執行ができない。

○国から具体的な申請スケジュール及び申請様式が示されない中、旧年度の様式で29年度事業に係る実施計画を作成することを余儀なくされた。３月上旬になって、ようやく国から申請スケジュール、様式等に
ついて通知があったが、事前相談の受付期限まで実質４日、正式提出期限まで２週間しか期間がなかった上、その間、申請様式の修正もあり、資料作成のやり直しの事務作業は、大きな負担となった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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09_土木・
建築

一般市 掛川市、袋井市 総務省、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

公営住宅法第47条、地方自治
法第244条の２

公営住宅法第47条に規
定されている「管理代行
制度」の拡充

管理代行制度の対象が、現行法上では公営住宅法第
２条第２号に掲げる公営住宅又はその共同施設に限定
されている。
この条件について、改良住宅、従前居住者用賃貸住宅
（再開発住宅・住環境整備モデル住宅等）や、自治体
が独自に整備した住宅等についても、管理代行の適用
を受けることを可能とすること。

○国の要領や条例制定により、土地区画整理事業により建設した住宅及び、自治体が独自に整備した住宅は、公営住宅と同様の管理をしているにも関わらず、管理代行制度を活用できない。このため、管理を委
託するには指定管理者制度を用いる必要があるが、管理代行と指定管理の併用により、管理者が異なる可能性があるほか、同一管理者であっても委託の手続の違いにより委託時期にずれが生じる可能性があ
る。また、併用により協定書の作成等、二重に業務が発生するため業務が煩雑になる。
○条例等により同様に管理している住宅の委託先や、手続が異なることで郵送先等の案内が複数となり、混乱や間違いの原因になる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

マイナンバー制度の活
用を図るための社会保
障制度における所得要
件の見直し（身体障害者
福祉法第十八条第一項
若しくは第二項及び知
的障害者福祉法第十五
条の四若しくは第十六
条第一項第二号による
やむを得ない事由による
措置）

・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成25年
法律第27号）第19条
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律別表第二の
主務省令で定める事務及び情
報を定める命令 （平成26年内
閣府・総務省令第7号）第14
条、第27条
・地方税法（昭和25年法律第
226号）第22条
・身体障害者福祉法 （昭和24
年法律第283号）第18条、第38
条
・知的障害者福祉法 （昭和35
年法律第37号）第15条の４、第
16条、第27条
・やむを得ない事由による措置
を行った場合の単価等の取扱
いについて（平成18年11月17
日障障発第1117002号厚生労
働省障害福祉課長通知）

B　地方
に対する
規制緩
和

内閣府、総
務省、厚生
労働省

九州地方知事
会、九州・山口
各県の全市町村

知事会12_その他

57H29

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

【支障事例】
　身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第二十七条によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
　当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、地方税関係情報については別表第二の第四欄に規定がないため情報照会ができない。また、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワークシス
テムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入
手できず、添付書類の削減に繋がらない。

（１）身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二
項及び知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十
六条第一項第二号によりやむを得ない事由による措置
を行った場合の徴収基準額の基礎を、所得税額から市
町村民税所得割額に改めることを求める。
（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税
関係情報を情報照会できるように以下の措置を求める。
①番号法別表第二の第二十及び第五十三の項の第四
欄に地方税関係情報を新たに規定する。
②地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携
の方策について検討を行う。
③必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号
法別表第二主務省令第十四条及び第二十七条に地方
税関係情報の規定を追加するとともにデータ標準レイ
アウトの改訂を行う。

マイナンバー制度の活
用を図るための社会保
障制度における所得要
件の見直し（児童福祉法
第二十一条の六による
やむを得ない事由による
措置）

・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成25年
法律第27号）第19条
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律別表第二の
主務省令で定める事務及び情
報を定める命令 （平成26年内
閣府・総務省令第7号）第12条
・地方税法（昭和25年法律第
226号）第22条
・児童福祉法 （昭和22年法律
第164号）第21条の6、第56条
・やむを得ない事由による措置
（障害児通所支援）を行った場
合の単価等の取扱いについて
（平成24年6月25日障障発
0625第１号厚生労働省障害福
祉課長通知）
・やむを得ない事由による措置
を行った場合の単価等の取扱
いについて（平成18年11月17
日障障発第1117002号厚生労
働省障害福祉課長通知）

B　地方
に対する
規制緩
和

内閣府、総
務省、厚生
労働省

九州地方知事
会、九州・山口
各県の全市町村

知事会12_その他

56H29

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

【支障事例】
　児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
　当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定
に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

（１）児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事
由による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を、所
得税額から市町村民税所得割額に改めることを求め
る。
（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税
関係情報を情報照会できるように以下の措置を求める。
①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携
の方策について検討を行う。
②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号
法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報の規
定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行
う。



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【内閣府（13）】【総務省（12）】【厚生労働省（21）】
老人福祉法(昭38法133)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　老人福祉法に基づく老人ホームへの入所等の措置（同法11条）を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法28条１
項）については、地方税法（昭25法226）22条の規定に基づく守秘義務を解除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、老人福祉
法に質問検査権等の規定を整備した上で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく情報連携に
よって地方税関係情報の提供を受け、当該事務を処理することが可能となるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平26内閣府・総務省令７）を改正すること等必要な措置を講ずる。
また、その旨を地方公共団体に周知する。

― 老人福祉法に基づく老人ホームへの入所等の措置（同法11条）を行った場合の負担能
力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法28条１項）について、地方税関係情報の
情報連携を可能とし、その旨を都道府県に通知した。

【内閣府】【総務省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運
用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手
続の一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月２日付け内閣府大臣官房番号制度担当室参事官、総務省大臣官
房参事官（総務省大臣官房個人番号企画室長）通知）
【厚生労働省】令和元年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく
情報連携の運用開始日以降に情報連携が可能な事務手続及び省略可能な書
類並びに試行運用の対象とする事務手続の一覧、運用開始日等について（令和
元年６月13日付け厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興
課、老人保健課事務連絡）
【厚生労働省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対
象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の
一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月７日付厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、認知
症施策・地域介護推進課、老人保健課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_58

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省大臣官房個人番号企画室

厚生労働省老健局介護保険計画
課、高齢者支援課、認知症施策・
地域介護推進課、老人保健課

６【内閣府】
（22）地方創生推進交付金

地方創生推進交付金については、以下の措置を講ずる。
（ⅰ）新規事業及び継続事業について、年度当初からの着手が可能となるよう、申請等のスケジュールの前倒し及び申請に係る事務連絡等の
早期発出について検討する。
（ⅱ）地方公共団体の事務の負担軽減や円滑化等の観点から、申請に係る実施計画書について記載内容の簡素化を図るなど、引き続き運用
の改善を図る。
（ⅲ）事前相談や説明会等の機会を通じ、地方公共団体が行う事業内容の検討のために参考となる情報提供や助言等に引き続き努める。

６【総務省（３）】【国土交通省（１）】
地方自治法（昭22法67）及び公営住宅法（昭26法193）
（ⅰ）地方公共団体が法律又はこれに基づく命令に基づかずに設置し、公営住宅（公営住宅法２条２号）と同様の趣旨、目的において管理を行
う住宅（以下「独自住宅」という。）の管理については、指定管理者制度（地方自治法244条の２）に基づき公営住宅法第３章の規定による管理
業務（入居者決定（同法25条）、明渡請求（同法29条及び32条）及び収入状況の調査（同法34条）を含む。）と同様の管理業務を指定管理者に
行わせることが可能であることを明確化するため、地方公共団体に平成29年度中に通知する。
（ⅱ）独自住宅の建替えについては、地方公共団体における独自住宅の円滑な管理運営に資するよう、借地借家法（平３法90）の規定の適用
を受けない公営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求（公営住宅法38条）の考え方を踏まえ、地方公共団体が独自住宅に関して条例に同明渡
請求と同様の明渡請求に係る規定を設ける場合の借地借家法の規定との関係及び効果について、地方公共団体に平成29年度中に通知す
る。

― 【総務省】指定管理者制度により独自住宅を管理する場合の指定管理者に行わ
せることができる業務について（通知）（総行経第116 号、平成30年３月30日付け
総務省自治行政局市町村課行政経営支援室長）
【国土交通省】「指定管理者制度により独自住宅を管理する場合の指定管理者
に行わせることができる業務について（通知）」の通知等について（平成30年３月
30日付け国土交通省住宅局住宅総合整備課事務連絡）
【国土交通省】地方公共団体が独自住宅に関して条例に公営住宅建替事業の
施行に伴う明渡請求と同様の明渡請求に係る規定を設ける場合の留意j公につ
いて（通知）（国住備第483号、平成30年３月30日付け国土交通省住宅局住宅総
合整備課長）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_60

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省大臣官房個人番号企画室

厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部障害福祉課

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_57

【内閣府】【総務省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運
用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手
続の一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月２日付府番第211号、総官参第99号通知）
【厚生労働省】「やむを得ない事由による措置（障害児通所支援）を行った場合の
単価等の取扱いについて」の一部改正について（令和元年５月31日付け障障発
0531第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）
【厚生労働省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対
象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の
一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月６日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害福
祉課、精神・障害保健課事務連絡）

身体障害者福祉法に基づく障害福祉サービスの提供等の措置を行った場合又は障害
者支援施設への入所等の措置を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関す
る事務について、地方税関係情報の情報連携を可能とし、その旨を都道府県に通知し
た。
知的障害者福祉法に基づく障害福祉サービスの提供等の措置を行った場合又は障害
者支援施設への入所等の措置を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関す
る事務について、地方税関係情報の情報連携を可能とし、その旨を都道府県に通知し
た。

―６【内閣府（７）】【総務省（７）】【厚生労働省（12）】
身体障害者福祉法(昭24法283)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　身体障害者福祉法に基づく障害福祉サービスの提供等の措置（同法18条１項）を行った場合又は障害者支援施設への入所等の措置（同法
18条２項）を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法38条１項）については、地方税法（昭25法226）22条の規定に
基づく守秘義務を解除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、身体障害者福祉法に質問検査権等の規定を整備した上で、行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下この事項において「番号法」という。）に基づく情報連携によって
地方税関係情報の提供を受け、各事務を処理することが可能となるよう、当該事務を処理するために必要なものとして番号法に規定されている
特定個人情報に、地方税関係情報を追加すること等必要な措置を講ずる。また、その旨を地方公共団体に周知する。

６【内閣府（11）】【総務省（10）】【厚生労働省（19）】
知的障害者福祉法（昭35法37）及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　知的障害者福祉法に基づく障害福祉サービスの提供等の措置（同法15条の４）を行った場合又は障害者支援施設への入所等の措置（同法
16条１項２号）を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法27条）については、地方税法（昭25法226）22条の規定に
基づく守秘義務を解除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、知的障害者福祉法に質問検査権等の規定を整備した上で、行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下この事項において「番号法」という。）に基づく情報連携によって
地方税関係情報の提供を受け、各事務を処理することが可能となるよう、当該事務を処理するために必要なものとして番号法に規定されている
特定個人情報に、地方税関係情報を追加すること等必要な措置を講ずる。また、その旨を地方公共団体に周知する。

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省大臣官房個人番号企画室

厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部障害福祉課

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_56

【内閣府】【総務省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運
用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手
続の一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月２日付け内閣府大臣官房番号制度担当室参事官、総務省大臣官
房参事官（総務省大臣官房個人番号企画室長）通知）
【厚生労働省】「やむを得ない事由による措置（障害児通所支援）を行った場合の
単価等の取扱いについて」の一部改正について（令和元年５月31日付け厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）
【厚生労働省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対
象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の
一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月６日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害福
祉課、精神・障害保健課事務連絡）

児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等の措置を行った
場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務について、地方税関係情報の情
報連携を可能とし、その旨を都道府県に通知した。

―６【内閣府（５）】【総務省（５）】【厚生労働省（７）】
児童福祉法(昭22法164)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等の措置（同法21条の６）を行った場合、児童入所措置（同法27条１項３
号）を行った場合及び障害児入所措置（同法27条２項）を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法56条１項及び２
項）については、地方税法（昭25法226）22条の規定に基づく守秘義務を解除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、児童福祉
法に質問検査権等の規定を整備した上で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく情報連携に
よって地方税関係情報の提供を受け、各事務を処理することが可能となるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平26内閣府・総務省令７）を改正すること等必要な措置を講ずる。ま
た、その旨を地方公共団体に周知する。
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12_その他 都道府県 愛知県 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

・地方自治法第238条の４第１
項
・民間資金等の活用による公共
施設等の整備等の促進に関す
る法律（ＰＦＩ法）

PFI事業により将来の用
途廃止が確定している
行政財産（土地）に係る
売払い制限の緩和

ＰＦＩ事業契約が締結され、将来、公共又は公用に供さ
れないことが確定している行政財産（土地）について
は、現に建屋が存在し、行政サービスが提供されている
間においても、売払いを可能とすること。

本県では、運転免許試験場の建替整備（現地建替）をＰＦＩ事業として実施し、施設の集約化等により余剰地を生み出し活用することとしている。その際、地方自治法第238条の４第１項の規定により、行政財産につ
いては売払いができないとされていることから、施設の建替終了後に余剰地となることが確定している敷地についても、既存の建屋による行政サービスの提供が継続されている間における売払いが困難である。

【計画の時系列】
事業スケジュール（予定）
ア 事業契約の締結　平成29年10月　〔事業契約締結の相手方：PFI事業者〕
イ 施設の設計・建設期間（引き渡し）※この間における余剰地となることが決定している土地の県から第三者への売却が困難
（ア）四輪技能試験コース　平成30年12月末
（イ）二輪技能試験コース、二輪発着場、二輪車庫　平成31年２月末
（ウ）庁舎、四輪車庫　平成32年１月末
（エ）平面駐車場　平成32年10月末
（オ）立体駐車場、四輪発着場、外構　平成33年２月末

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 愛知県 内閣府、総
務省

B　地方
に対する
規制緩
和

・地方自治法
・民間資金等の活用による公共
施設等の整備等の促進に関す
る法律(ＰＦＩ法)

公共施設等運営権（コン
セッション）事業者に対
する施設利用許可権限
の付与

施設利用に許可を要する公の施設に公共施設等運営
権制度（コンセッション）を導入する場合、指定管理者
制度を重畳適用しなくても、コンセッション事業者が施
設の利用許可を行えるようにすること。

本県では、新設する国際展示場（施設利用に許可を要する公の施設。行政財産）にコンセッション方式を導入することとしている。PFI法による運営権の設定に加えて、地方自治法による指定管理者の指定(指定管
理者制度との重畳適用）という、２つの法律に基づく手続を要することから、以下の支障が生じている。
・ 条例の規定が複雑
・ 事務手続が煩雑
・ 運営事業者の地位及び権利関係（コンセッション事業者の行為がPFI法に基づく運営権によるものか、地方自治法に基づく指定管理権限によるものか）が分かりづらい

―
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02_農業・
農地

都道府県 愛知県 農林水産省 A　権限
移譲

・会計法第48条
・予算決算及び会計令第140条
第３項

農地集積・集約化等対
策費に係る繰越等の手
続きに関する事務の都
道府県知事への委任

農地集積・集約化等対策費のうち農地耕作条件改善
事業にかかる財政法第４３条第１項に規定する繰越の
手続き及び同法第４３条の３に規定する翌年度にわ
たって支出すべき債務の負担の手続きに関する事務に
ついて,都道府県知事へ委任していただきたい。

本県が実施している農林水産省の農業農村整備関係の補助事業にかかる繰越等の事務は、農地集積・集約化等対策費を除いて全て知事に委任されている。
農地集積・集約化等対策費については、委任がなされていないため、県と東海財務局が直接やりとりをすることができず、繰越事務を進めるにあたって当該事業のみ別途東海農政局に申請を行っている。
これによって、他の補助金と同様の繰越し手続きにも関わらず、申請先が東海財務局と東海農政局に分かれるなど、事務が煩雑になっている。また、農政局経由となることで、事務処理期間にもタイムラグが生じて
いる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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08_消防・
防災・安全

都道府県 愛知県 内閣府、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

・南海トラフ地震に係る地震防
災対策の推進に関する特別措
置法第16条
・同施行令第7条、第9条
・防災のための集団移転促進
事業に係る国の財政上の特別
措置等に関する法律第2条第2
項、第3条第2項
・同施行令第1条

津波浸水想定区域にあ
る要配慮者利用施設の
高台移転に係る国庫補
助要件の緩和

津波浸水想定区域内で、周囲に住宅がないものの、現
に居住者が存在する要配慮者利用施設が単独で存在
する場合、居住者数など当該施設の実態を踏まえ、集
団移転促進法の特例の対象とするよう、国庫補助の要
件緩和を求める。

県内の市町村には、周囲に住宅がない場所に高齢者施設が立地しているケースがある。
当該施設は、100名以上が現に居住しており、政令で定める移転対象である住居数（十戸を下らない範囲内で国交省令で定める）と同等以上の者が居住しているが、防災集団移転促進事業、津波避難対策緊急
事業などの国庫補助を活用できず、高台移転が滞っている。
津波浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設の高台移転については、周囲に住宅が無い場合においても当該施設の実態に応じ、国庫補助を活用できるよう、補助要件の緩和を求める。

―

H29 65

05_教育・
文化

都道府県 愛知県 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

・高等学校等就学支援金の支
給に関する法律第3条第2項第
2号
・高等学校等就学支援金の支
給に関する法律施行令第2条
・高等学校等就学支援金の支
給に関する法律施行規則第2
条

高等学校等就学支援金
に係る支給期間の要件
緩和

高等学校等就学支援金制度における支給期間は、36
月（定時制等の場合は48月）とされていることから、やむ
を得ない理由等により対象者が留年した場合には、同
制度による支援が受けられないため、個々の事情を斟
酌したうえで支給期間を延長することができるよう、要件
を緩和すること。

【制度改正の経緯】
　就学支援金の支給期間は、最大で36月である。（ただし、高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校高等課程・一般課程の夜間等学科・通信制学科に在籍する場合は最大で48
月。）このため、3年（定時制・通信制は4年）を超えて在学している生徒は対象外とされている。
【支障事例 】
　年度の途中から、長期療養などやむを得ない事由により休学した者について、留年後の1年間のうち、重ねて修学することとなる休学前の期間に相当する月数については就学支援金制度の対象から外れることと
なる。
　平成28年度末で、平成26年度の制度開始から36月経過しており、平成29年度に入り上記理由により留年した者の重ねて修学することとなる月数が、就学支援金制度の対象から外れる者が生じており、本県では
少なくとも２名が該当する。
【制度改正の必要性】
　長期療養等のやむを得ない理由により対象者が留年する場合も考えられるが、支給期間は最大で36月（定時制等の場合は48月）とされており、その事情を斟酌する制度となっていないことから、修業年限の制限
について早急に緩和する必要がある。

―
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07_産業振
興

都道府県 広島県、鳥取
県、島根県、山
口県、宮城県

総務省、財
務省、厚生
労働省、農
林水産省、
経済産業
省、国土交
通省、環境
省

A　権限
移譲

中小企業等経営強化法第13
条、第14条

経営力向上計画に係る
認定権限の都道府県知
事への移譲

中小企業等経営強化法に基づく，各主務大臣の経営
力向上計画に係る認定権限を都道府県知事に移譲す
る。

中小企業等経営強化法に定める中小企業等の事業計画の種類として、経営力向上計画と経営革新計画があるが、認定権限は前者が国、後者が都道府県（複数社共同の申請で２つ以上の都道府県に本社が所
在する場合の認定は除く）に分かれている。
両計画は別個の計画であるが、「経営力の強化」という観点では共通しており、内容についても、密接に関連している計画と言える。
両計画の内容や支援措置、事業者の考えている事業計画がどちらの計画に該当するかといった相談を国、都道府県のそれぞれにしなければならず、煩雑であり、都道府県に一元化してもよいのではないかという
経営革新等支援機関の意見もある。
また、経営力向上計画は国の出先機関に申請することになっていることから、遠方の申請者にとっては、移動や申請手続きが負担となっている。
都道府県にとっても、経営力向上計画の認定権限がないことから、地域の中小企業に対して、経営革新計画も含めた他の中小企業支援施策と一体的な支援が行えていない。

【参考】
■経営力向上計画

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資により、事業者の生産性を向上させるための計画（主に事業者の既存事業を対象とした計画）
■経営革新計画

事業者が新商品の開発や新たなサービスの提供等新たな取組によって事業活動を向上させるための計画

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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07_産業振
興

都道府県 広島県、中国地
方知事会、宮城
県

金融庁、経
済産業省

A　権限
移譲

中小企業等経営強化法第21
条、第22条、第23条

経営革新等支援機関に
係る認定権限の都道府
県知事への移譲

中小企業等経営強化法に基づく、各主務大臣の経営
革新等支援機関に係る認定権限を都道府県知事に移
譲する。

地域を支える中小企業・小規模事業者の支援については、中小企業者等に身近な存在である都道府県が地域の実情に即して行うべきであり、経営革新支援機関の認定も同様である。
現在、経営革新等支援機関の認定権限は国、経営革新計画の認定権限は都道府県と分かれており、都道府県において、一元的に中小企業支援を行うべきである。
また、経営革新等支援機関認定の申請先が、国の出先機関（経済産業局、財務局）になっていることから、遠方の申請者にとっては移動や申請手続きが負担となっている。

【参考】
■経営革新等支援機関

中小企業・小規模事業者に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を実施する機関

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 広島県、中国地
方知事会、宮城
県、三重県、愛
媛県、日本創生
のための将来世
代応援知事同
盟、広島市

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第56条の4の3
児童福祉法施行規則第40条・
第41条
保育所等整備交付金交付要綱
認定こども園施設整備交付金
交付要綱

幼保連携型認定こども
園整備に係る交付金制
度の一元化

幼保連携型認定こども園は，「学校及び児童福祉施設
としての法的位置づけを持つ単一施設」とされ、指導・
監督や財政措置の一本化が図られたところである。
一方，その施設整備に係る補助制度については，２つ
の制度（厚生労働省所管，文部科学省所管）に分かれ
て実施されている。
一つの法律に基づく単一の施設を整備する際の補助
制度であることから，これら２つの補助制度の所管又は
申請・審査等の一連の事務手続きについて，一元的に
処理できる体制を確保するよう，国において所要の整
理を行うこと。

【申請業務（市町村）上の支障】
幼保連携型認定こども園の整備に係る補助金を申請する場合，厚生労働省及び文部科学省のそれぞれに申請手続きを行っている。この際，明確に区別できない共用部分は，クラス定員等により便宜的に按分し
ている。具体的には，保育室やトイレなどの各共用部分ごとに定員による按分計算を行い，その結果を合算して施設全体の保育所相当部分，幼稚園相当部分を算出し，補助金を計算している。
同一の法律に基づく，同一の施設であり，本来は不要である手続きが生じている。
【審査等業務（都道府県）上の支障】
単一施設の整備に係る申請であるにもかかわらず，厚生労働省及び文部科学省それぞれの交付要綱に基づく協議・調整を行う必要があり，事務の負担となっている。
特に，２つの制度にまたがる共用部分の補助金の按分計算については，一方での修正が他方での補助金申請額等に影響を及ぼすこともあり，審査・申請業務における課題となっている。
【これまでの国の対応】
補助金の申請様式について，一部共通化が図られ，事務負担が一定程度軽減されたが，依然として，審査等業務を厚生労働省及び文部科学省がそれぞれ重複して行うなど，非効率的な状況にある。また，安心
こども基金の残高が減少していく中，今後の一元的な施設整備に対する懸念も高まってきており，細かな事務手続きの簡素化では支障は解消できず，改めて抜本的な改善が必要と考える。
【参考】
■保育所相当部分

「保育所等整備交付金（厚生労働省所管）」：国から市町村への直接補助
■幼稚園相当部分

「認定こども園施設整備交付金（文部科学省所管）」：国から都道府県経由で市町村への間接補助

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 69

03_医療・
福祉

都道府県 広島県、中国地
方知事会、宮城
県、三重県、日
本創生のための
将来世代応援
知事同盟

法務省、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第18条の５及19、
児童福祉法施行令第19条、児
童福祉法施行規則第６条の34

保育士登録の取消に係
る仕組みの構築

児童福祉法第18条の19等の規定により，禁錮以上の刑
に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けること
がなくなった日から起算して二年を経過しない者等に
ついては，保育士登録を取り消し，その者に通知の上，
保育士登録証を返納させることとなっている。
しかし，刑の確定情報が速やかに提供されなければ，
適切に保育士登録の取消等の事務ができない。
そのため，平成28年国会答弁における厚生労働省局
長答弁に関する検討を早期に進め，取消等の対象とな
る事案を把握できる仕組みを早急に構築すること。

平成28年１月，本県で保育士登録者が逮捕される事案が発生した。禁固以上の刑が確定すれば，保育士登録を取り消す必要があるため，逮捕後の情報収集を行ったが，情報を容易に入手できないことから、新
聞報道等により探知し，本籍地を調査，本籍地の市区町長へ犯歴情報を照合したうえで，取消処分を行った。
平成28年11月，神奈川県では過去に強制わいせつ罪で実刑判決を受けていたにもかかわらず、保育士登録が取り消されていなかった保育士が逮捕される事案が発生した。欠格事由に該当した場合，保育士は
登録を行った都道府県知事に届け出なければならないとされているが，当該事例では届出がされていなかった。
神奈川県での事件を受け，平成28年11月17日の（参）厚生労働委員会では，再発防止策についての質問がされ，欠格事由に該当する場合の都道府県知事への届出の徹底を周知すること，及び保育士の犯歴
情報を把握するため，法務省の犯歴情報との突合が考えられるが，実効性のある対策を講ずることができるのか，関係省庁と連携して検討する旨を厚生労働省は答弁しているが，その後の検討状況について周知
がされておらず，今後，類似の事件が起こる可能性は解消されていない状況にある。
取消事案を新聞報道等でしか把握できない現状において，都道府県が同法に規定する処分を行うため，保育士登録をしている保育士の本籍地の市区町村に対して一律に犯歴照会を行う方法は，合理的ではな
く，また，都道府県及び各市区町村における作業が膨大になることから，都道府県が取消等の対象となる事案を把握できるよう制度を見直し，適切に取消ができるようにする必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 広島県、中国地
方知事会、宮城
県、三重県、愛
媛県、日本創生
のための将来世
代応援知事同
盟

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

保育対策総合支援事業費補助
金交付要綱

保育対策総合支援事業
費補助金の適切かつ円
滑な事務の執行

保育対策総合支援事業費において，新規に補助事業
を行う場合，当年度の国庫補助要綱を予算成立後速や
かに周知・施行することで，県や市町の補助業務を円
滑に実施する。

平成28年度に国においてスタートされた「保育補助者雇上強化事業」について，その交付要綱が平成28年12月に発出され，県の要綱改正や市町，保育施設への周知は平成29年に至った。
当初予算を要求する時点で，間接・直接の区分や政令市・中核市の扱いが示されず，予算の積算に支障が生じた。
その上，当該補助金は，年度当初からの保育補助者の雇上げ経費を補助するもので，年度末に近づいてのスタートでは，目的を果たすことができず，当初予算額（265百万円）の大半（202百万）を減額補正する
結果となった。
今後も新規事業の実施が見込まれるところであり，円滑な事務の執行を確保する必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【総務省】
（２）地方自治法（昭22法67）
（ⅱ）行政財産の管理及び処分（238条の４）については、公共施設の集約化に当たっての効率的かつ効果的な施設整備や余剰地の利活用の
促進等に資するよう、将来における行政財産としての用途廃止後に普通財産に切り替えた上で売り払う内容の契約であって、契約締結後の事
情変更等にも支障なく対応できる限り、行政財産として供用している間に契約を締結することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度
中に通知する。

― 【総務省】行政財産の用途廃止前の処分について（平成30年3月26日付け総行
行第67号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_61

― ― ― ― ― ―

６【農林水産省】
（13）農地集積・集約化等対策費に係る繰越手続に関する事務
農地集積・集約化等対策費のうち農地耕作条件改善事業に係る繰越し（財政法（昭22法34）14条の３第１項及び42条ただし書）及び繰越明許
費に係る翌年度にわたる債務の負担（同法43条の３）の手続に関する事務については、当該事務の委任を国から受けることに同意した都府県
においては、当該都府県が交付決定を受けたもののうち、平成29年度から平成30年度に繰り越すものより、当該都府県の知事又は知事の指
定する職員が行う（会計法（昭22法35）48条１項）こととする。
［措置済み（平成29年11月９日付け農林水産大臣通知）］

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

４【経済産業省】
（１）中小企業等経営強化法（平11法18）
（ⅰ）国が行う経営力向上計画の認定（13条）については、都道府県が行う経営革新計画の承認（８条）と一体となって、地域の事業者をより効
果的に支援できるようにするため、両計画に係る事業者の情報のうち提供可能なものを国と都道府県で共有することや、両計画の要件や運
用、関連する支援措置等の違いについて情報交換して相互に理解を深め、必要な連携を図りつつ事業者に対して適切に説明を行うことなど、
地域の実情に応じた必要な連携施策を、管内の都道府県の意向を踏まえながら実施するよう、地方経済産業局に平成29年度中に通知する。

― 【経済産業省】各地域における経営力向上計画及び経営革新計画の連携につ
いて（平成30年３月30日事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_66

４【金融庁（１）】【経済産業省（１）】
中小企業等経営強化法（平11法18）
　認定経営革新等支援機関（21条）については、国、都道府県及び認定経営革新等支援機関間の連携強化を図るため、中小企業支援施策
や認定経営革新等支援機関制度を活用した優良な支援事例等を意見交換する仕組みの構築について検討し、平成30年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【金融庁（２）】【経済産業省（７）】
中小企業等経営強化法（平11法18）
認定経営革新等支援機関（32条）については、国、都道府県及び認
定経営革新等支援機関間の連携強化を図るため、中小企業支援施
策や認定経営革新等支援機関制度を活用した優良な支援事例等を
意見交換する仕組みを構築する。
［措置済み（平成31年１月18日ほか中小企業支援計画等に関する意
見交換)］

中小企業支援計画等に関する意見交換を実施した。 ― ― 中小企業庁経営支援部経営支援
課

６【内閣府】
（６）児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金については、申請に関する書類の統一化を図るなど、幼保連携型認定こども園等を整
備する際の地方公共団体の事務負担を軽減する方向で検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【文部科学省（７）】【厚生労働省（８）】
児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金については、以下のとおりとする。
・申請に関する書類の統一化を図るなど、幼保連携型認定こども園等を整備する際の地方公共団体の事務負担を軽減する方向で検討し、平
成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請を行う際の事前協議の年間スケジュールの明示化等、地方公共団体が円滑
に手続を行える方策について検討し、平成29年度中に通知する。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅺ）禁錮以上の刑に処せられたこと等により、保育士の欠格事由（18条の５第２号及び第３号）に該当することとなった者の保育士登録の取消
しに関する事務については、都道府県知事が当該保育士の本籍地の市町村に犯歴情報の照会を行うことにより、欠格事由の該当の有無の確
認を行った上で、当該事務を適正に実施できるよう検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

6【厚生労働省】
（41）保育所等施設整備交付金
保育対策総合支援事業に係る補助金の交付要綱については、地方公共団体による適正かつ円滑な執行のために、予算成立後速やかに周知
を行うこととする。

【厚生労働省】保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について（平成30年
10月17日付け厚生労働事務次官通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_70



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）

H29 71

07_産業振
興

都道府県 富山県 経済産業省 B　地方
に対する
規制緩
和

自転車競技法第２条
自転車競技法施行規則第６条

自転車競技法の開催届
出に係る都道府県経由
事務の廃止

自転車競技法の開催届出に係る都道府県経由事務の
廃止

競輪施行者である市町村が競輪を開催しようとするときは都道府県知事及び所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出ることとなっている。
しかし、都道府県の事務と、市町村の実施する競輪事業との関係性は非常に薄いため、開催届出を都道府県知事経由とすることの必要性は極めて乏しく、非効率になっている。
本県では、年間平均６件程度の開催届出に対して形式確認を行った上で、所轄経済産業局に送付しているが、これまで書類不備等を指摘した事例もなく、実質的に形骸化している経由事務を行っている状況に
ある。
また、施設等改善競輪（自転車競技法施行規則第18条）及び市町村が実施するオートレースの開催届出（小型自動車競走法第４条）は所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出ることになっており、
都道府県知事の経由は不要となっている。
なお、競馬法及びモーターボート競走法については、開催届出に関する規定は存在しない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

中核市 越谷市 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準第６条（平成
26年厚生労働省令第61号）
特定教育・保育施設及び地域
型保育事業の運営に関する基
準第42条第1項（平成26年内閣
府令第39号）

家庭的保育事業等にお
ける連携施設の要件緩
和

家庭的保育事業･小規模保育事業･小規模型事業所内
保育事業が確保すべき連携について、「代替保育の提
供」を任意項目とする。

家庭的保育事業･小規模保育事業･小規模型事業所内保育事業は、「卒園後の受け皿」・「保育内容の支援」・「代替保育の提供」につき、連携協力を行う教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）を確保す
る義務がある。
地域型保育事業の対象年齢を考慮すれば「卒園後の受け皿」の確保は当然であり、定員規模を考えれば「保育内容の支援」が必要なことも理解でき、施設からも協力が得られやすいが、「代替保育の提供」につ
いては、施設側の抵抗感が強く、市としても現実的に困難と感じている。
教育・保育施設では、保育者確保に苦労しながら基準に違反しないよう運営しており、中には待機児童対策のため弾力運用で定員以上の預かりをしている施設もある。そのような状況で、教育・保育施設が他事業
所の児童の受入れや代替職員の派遣を行うことは困難であり、代替保育中の事故に係る責任の所在等についても懸念がある。
現在は、平成31年度末までの経過措置期間内であるため、可能な内容から連携するよう市から施設へ依頼しているが、「連携施設との連携に係る費用」の支給を受けるには、連携3要件全てを満たす連携施設の
確保が必要であるため、「代替保育の提供」がなければ地域型保育給付費が減算されてしまう。また、このまま「代替保育の提供」の連携施設を確保できなければ、経過措置期間経過後は、地域型保育事業の認
可の取消しに繋がりかねない。
①地域型保育事業所（家庭的保育事業所を除く）による代替保育の提供を可能とする。
②一時預かり事業（幼稚園型除く）、ファミリー・サポートセンター等の活用を可能とする。
などの方策を担保したうえで、「代替保育の提供」について任意項目化できないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

中核市 越谷市 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準第６条（平成
26年厚生労働省令第61号）
特定教育・保育施設及び地域
型保育事業の運営に関する基
準第42条第1項（平成26年内閣
府令第39号）
特定教育・保育、特別利用保
育、特別利用教育、特定地域
型保育、特別利用地域型保
育、特定利用地域型保育及び
特例保育に要する費用の額の
算定に関する基準等（平成27
年内閣府告示第49号）
公定価格に関するFAQ（よくあ
る質問）ver.11　No.117

家庭的保育事業・小規
模保育事業・事業所内
保育事業の公定価格計
算における加減調整部
分に係る改正

家庭的保育事業･小規模保育事業･事業所内保育事業
の公定価格計算における「連携施設を設定しない場合
の加減調整部分」について、連携施設の３つの要件全
てについて備えない場合一律に減算するのではなく、
要件毎に減算できるようにする。

家庭的保育事業･小規模保育事業･小規模型事業所内保育事業は、「卒園後の受け皿」・「保育内容の支援」・「代替保育の提供」について、連携協力を行う教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）を確保
する義務がある。
現在は平成31年度末までの経過措置期間内であるため連携施設を確保しないことができるが、その場合は、「連携施設を設定しない場合の加減調整部分」が適用され、公定価格が減算される仕組みとなってい
る。「連携施設との連携に係る費用」の支給を受けるには、連携3要件全てを満たす連携施設を確保する必要があり、どれか１つの要件が欠けてしまうと公定価格が減算されてしまう。例えば、代替保育を除く「保育
内容の支援」及び「卒園後の受け皿」を確保していたとしても給付費が減算され、「連携に係る経費」に対する公的支援がない状態となる。
また、保育所型事業所内保育事業については、「地域枠の子の卒園後の受け皿」の確保が義務付けられているが、減算については、従業員枠と地域枠の区別がなく総定員に応じた減算となっており、義務と給付
が一致していない。
減算額については、連携施設との連携において経費のかかる事項（連絡調整等）の費用として給付制度に組み込まれていると理解しているが、現状、算出根拠が不明であり、事業者又は施設から費用の妥当性
について問われても助言できない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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12_その他 都道府県 愛媛県
【共同提案】
広島県、松山
市、八幡浜市、
愛南町

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

地方創生推進交付金に関する
Q&A

地方創生推進交付金活
用事業について、４月１
日からの事業着手が可
能となる作業体制の構
築

地方創生推進交付金について、地方の創意工夫が生
かされるよう、以下の措置を求める。
・４月１日からの事業着手が可能となるよう交付決定を
前倒しする。
・申請様式を早期に示したうえで、国と地方公共団体間
での相談機会や説明の機会を十分に設ける。

地方創生推進交付金の対象事業について、新規事業や増額変更を伴う継続事業は、交付決定が５月下旬であることが原因で年度当初から事業実施ができない。
特に、プロフェッショナル人材戦略拠点事業については、実質的には継続事業であるにもかかわらず、４月１日の交付決定が認められなかったため、交付決定前の財源について県費対応せざるを得ない状況と
なった。
申請様式が地方公共団体に示されたのが事前相談期限の数日前であり、庁内での検討に必要な時間が確保できなかったことや開催する予定とされていたブロック別個別相談会が実施されなかったことから、地
方の考えや熱意を国に十分に伝えることができなかった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 愛媛県
【共同提案】
広島県

環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律 第22条

所管行政庁の補助金等に係る
財産処分承認基準（通達）

補助対象財産の財産処
分における補助金返還
要件の緩和

地域グリーンニューディール基金事業に係る補助対象
財産の財産処分における補助金返還要件の緩和

県の補助金を活用して省エネ設備を導入した事業者（ホテル事業）が、その後、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正により義務付けられた耐震診断を受診した結果、耐震性がぜい弱であり、補強箇所
が多数にのぼることが判明したため、やむを得ず建築物の建替えを決定した。
県の補助金は国の補助金を原資にしていること、また、導入した設備は減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過していないことから、その一部について、補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律及び環境省の財産処分承認基準に準じて、譲渡、廃棄等の財産処分、補助金返還を行わなければならない事例が発生した。
本県では、南海トラフ巨大地震等の大規模な地震の発生に備え、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、民間建築物の所有者に対し、建替えや耐震改修の費用等の補助を実施しているとこ
ろであるが、今後も国の補助を受けた建築物や設備の財産処分を行わなければならないケースが想定される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

一般市 伊丹市 内閣府、文
部科学省

B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第56条
児童手当法第21条及び第22条
児童手当法施行令第6条
児童手当法の一部を改正する
法律等の施行について(厚生労
働省雇用均等・児童家庭局長
通知 平成24年 雇児発0331第
1号)
学校給食法第1条及び第2条及
び第11条

児童手当における学校
給食費の徴収権限の強
化

児童手当法第22条第1項の規定による保育所等の保育
料に係る児童手当からの特別徴収について、学校給食
費等にも適用拡大を求める。また、学校給食費等滞納
金についても、強制徴収ができるよう包括的な制度の
見直しを求める。

○伊丹市における平成２８年度学校給食費は、調定額約５億２千万円中、平成２９年５月時点で約２５０万円が滞納となっており、学校給食費の未収金の縮減は大きな課題となっている。学校給食費については、
児童手当法第21条の規定によって、児童手当受給者の申し出を条件に児童手当からの特別徴収を認めているが、伊丹市では市からの電話・文書・訪問催告などの、あらゆる接触手段に応答がなく、また、裁判所
からの支払督促にも反応がない上に、財産の所在も不明であるため、強制執行等の手続等も先に進まない受給者に対しては、そもそも特別徴収の同意を得ることが難しい状況にある。
○学校給食費については私債権として位置づけられていることから、地方税の滞納処分の例による処分を行うことができない。そのため、債権管理を行うに当たって財産調査や強制徴収を行うことができず、学校
給食を実施する上での公平性の担保や歳入の確保について支障が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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10_運輸・
交通

市区長会 全国市長会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

・道路運送法第21条第2号
・一般貸切旅客自動車運送事
業者及び一般乗用旅客自動車
運送事業者による乗合旅客の
運送の許可の取扱いについて
（平成26年1月24日付け国自旅
第433号自動車交通局長通知）

道路運送法21条に基づ
く実証運行期間の緩和

道路運送法第21条第2号による実証運行実験において
は、運行期間が１年以下でなければ許可がでないことと
なっているが、地方自治体が地域公共交通の維持・再
編を目的として実施する実証運行路線と位置づけられ
る場合には、運行期間の延長等の柔軟な取扱いを可
能とすること。

地方自治体が、道路運送法第21条第2号許可により実証実験を行い間断なく本格運行に移行するためには、本格運行移行のための手続期間等を考慮すると、実証実験の期間中に本格運行のための道路運送
法４条に係る許可申請をしなければならず、本格運行の計画の検証のためのデータ収集期間が１年未満となってしまい、実証期間の確保が不十分な場合がある。
例えば、冬期の降雪量が多い地域では、季節によって利用者数や運行状況が大きく異なるなど、年間を通じた検証データの収集が必要となるなか、住民の周知なども別途必要となっている。

21条許可の期限終了までに適切な運行形態が判断できないと、切れ間の無い公共交通の提供に支障をきたし、利用者の利便性が損なわれたり、本格運行への移行後も運行形態の変更が必要となり、変更手続
きに時間を要することとなるなど行政内の事務負担の増加にもつながる。

【実例】
21条許可によりデマンドタクシーの実証運行を行ってから本格運行へ移行した。降雪地域においては冬期間とそれ以外の期間で利用状況に差が生じるが、本格運行移行のための手続きや調整に半年ほど期間
を要したため、年度下半期の利用状況の検証を十分に本格運行の計画に反映することができなかった。これにより、本格運行に移行したところ、利用状況の予測と実態に差異が生じ、予算不足や本格運行移行後
のダイヤ変更が生じた。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 宮城県 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法第252条の21の2 指定都市都道府県調整
会議における加えること
のできる構成員のうち地
方議会からの代表者の
選出方法について，地
方議会に裁量権の付与

  指定都市都道府県調整会議に加えることができる構
成員について，地方自治法第252条の21の2第3項第3
号及び第6号の「選挙により」と法定化するのではなく，
地方議会において選出方法を決定することができるよう
に見直す。

指定都市都道府県調整会議の構成員については，地方自治法に，「～次に掲げる者を構成員として加えることができる」と規定され，構成員の追加に市長と知事の裁量がある。しかし，構成員の選出方法につい
ては，「選挙により」と法定化されている。選出方法については，全国一律に法定されるのではなく，それぞれの議会の判断に任せることが地方分権の本旨に沿うものである。
また，本件については，広域連合の議会の議員の選出方法と同じであるが，当該調整会議は二重行政の解消等を目的とした場であり，その合意事項は法的拘束力が及ばないものであるため，こうした会議の構成
員を議会から選出する際に，広域連合と同様の選出方法を法定化することは，手続きとして過大である。
本県では議長を構成員に選出している。諸事情により議長が辞任し，併せて当該会議の構成員を辞任した場合なども，その度に「選挙により」選出することが必要となり，議会の負担が増える。
さらに，議会でのそのような判断にも関わらず，議長を辞任した場合でも，当該構成員からの辞意がない限り，構成員として調整会議に参加することになり，選出の趣旨から考えて望ましくない事態を招くこともあり
得る。また，調整会議の開催前に急遽構成員を辞めた場合に，構成員をすぐに選出できず，調整会議を開催できないことも考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 宮城県、山形
県、広島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

介護保険法第69条の39第3項
第3号

介護支援専門員の登録
消除における都道府県
知事の裁量権の付与

介護保険法第69条の39第3項第3号による介護支援専
門員の登録消除における都道府県知事の裁量権の付
与（「消除しなければならない」→「消除することができ
る」又は同法第69条の39第3項第3号の規定を第69条
の39第2項に移す）

本県において近年，介護保険法第69条の39第3号の規定により介護支援専門員の登録消除が3件発生したが，いずれも更新手続きを失念し，介護支援専門員証が失効した状態で業務を行ってしまったことによる
ものである。
現在の規定では，酌量の余地なく消除するという非常に厳しい処分となっているが，介護支援専門員は，利用者個人との信頼関係のもと，生活状況や身体状況を把握しケアプランを作成する専門職であるため，
消除となると事業者及び利用者の負担が大きい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 宮城県、山形
県、広島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

介護保険法第69条の2第1項第
6号・7号

介護支援専門員の登録
の欠格期間の緩和

介護保険法第69条の2第1項第6号及び第7号による介
護支援専門員の登録の欠格期間を（社会福祉士の欠
格期間と同様に5年→2年に）緩和する。

処分後の欠格期間が5年と，社会福祉士等の欠格期間2年と比較して長期であり，処分対象者が復職するためのハードルが高くなっている。
介護支援専門員が勤務する居宅介護支援事業所等は小規模事業所が多いため，欠格期間が長期であると処分対象者の雇用維持が困難となる。また，事業者及び利用者にとっても，新たな人材を確保し信頼関
係を再構築するのは大きな負担となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【経済産業省】
（１）自転車競技法（昭23法209）
指定市町村が競輪を開催する際の届出（２条）に係る都道府県経由事務については、廃止する。

６【内閣府（４）】【厚生労働省（６）】
児童福祉法（昭22法164）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅱ）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平26厚生労働省令61）のうち、連携施設及び食事の提供に関する規定については、
以下のとおりとする。
・家庭的保育事業者等が保育所、幼稚園又は認定こども園との連携によって適切に確保しなければならない連携協力項目のうち、「必要に応
じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わっ
て提供する保育をいう。以下同じ。）を提供すること」（同省令６条２号）については、保育所、幼稚園又は認定こども園以外の保育を提供する事
業者から確保できるようにするための方策を検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

― ― ― ― ― ―

６【内閣府】
（22）地方創生推進交付金

地方創生推進交付金については、以下の措置を講ずる。
（ⅰ）新規事業及び継続事業について、年度当初からの着手が可能となるよう、申請等のスケジュールの前倒し及び申請に係る事務連絡等の
早期発出について検討する。
（ⅱ）地方公共団体の事務の負担軽減や円滑化等の観点から、申請に係る実施計画書について記載内容の簡素化を図るなど、引き続き運用
の改善を図る。
（ⅲ）事前相談や説明会等の機会を通じ、地方公共団体が行う事業内容の検討のために参考となる情報提供や助言等に引き続き努める。

６【環境省】
（６）補助事業等により取得した財産の財産処分に関する事務
環境省所管の国庫補助事業等により取得した設備の財産処分については、当該設備を設置する老朽化した建物の建替えに伴い、当該設備と
同様の効果を発揮する代替設備を設置する場合も、環境大臣が国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合に含まれることを、地域グリー
ンニューディール基金事業等を実施した地方公共団体に平成29年度中に通知する。
あわせて、上記の解釈を明確化するため、「環境省所管の補助金等で取得した
財産の処分承認基準について」（平20環境省）を改正し、地方公共団体に平成30年夏までに通知する。

― 【環境省】グリーンニューディール基金事業により取得した財産の処分に関する
環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準取扱いについて（平成30年１
月９日付け環政計発1801092号）
【環境省】環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について（平
成30年６月１日付け環境会発第1806015号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_75

６【内閣府】
（10）学校給食法（昭29法160）
学校給食費（11条２項）の徴収に係る地方公共団体の権限については、地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能とする方向で検討
し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【文部科学省】
（11）学校給食法（昭29法160）
学校給食費（11条２項）の徴収に係る地方公共団体の権限については、以下のとおりとする。
・地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能とする方向で検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

・地方公共団体から私人への学校給食費の徴収又は収納の事務の委託については、地方公共団体が学校給食費を強制徴収できることに併
せて、所要の措置を講ずる。

６【国土交通省】
（８）道路運送法（昭26法183）
（ⅵ）一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者による乗合旅客の運送に係る許可（21条）において、当初から１
年以上の実証実験を行う計画がある場合であって、地方公共団体から要請があった場合には、許可期間を１年以上（３年程度）とできること、及
び実証実験のデータの収集不足等を理由に許可の再申請がなされた場合であって、地方公共団体から要請があった場合には、再度許可（通
算３年程度）を行うことを明確化するため、地方公共団体及び地方運輸局に平成29年度中に通知する。

― 【国土交通省】一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送
事業者による乗合旅客の運送の許可の取扱いについて（平成30年3月29日付け
国自旅第318号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_77

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）

（ⅰ）介護支援専門員の登録を受けているものの介護支援専門員証の交付を受けていない介護支援専門員が、介護支援専門員として業務
を行った場合における当該登録の消除（69条の39第３項３号）については、当該登録をしている都道府県知事に対し、登録消除の裁量権を付
与する。

― ― ― ― ― ―
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H29 81

03_医療・
福祉

都道府県 宮城県、三重
県、広島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害福祉
サービス等及び基準該当障害
福祉サービスに要する費用の
額の算定に関する基準等の制
定に伴う実施上の留意事項（平
成18年10月31日障発1031001
号）

同一時間帯での複数障
害福祉サービスに係る
報酬の算定に関する基
準の見直し

 常時在宅での介護を要する障害者が在宅での就労支
援サービスを利用中に重度訪問介護等を利用できるよ
うにすることを求める。

常時在宅での介護を要する障害者が，在宅で就労支援サービスを利用する場合，その利用時間中に重度訪問介護等訪問系サービスを利用したときには，訪問系サービス事業者は通知（平成18年10月31日障
発1031001号）により報酬を請求することができない。そのため，常時在宅での介護を要する障害者は就労系サービスと訪問系サービスのどちらかを選択することとなり，就労支援サービスの利用を断念せざるを得
ない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 82

02_農業・
農地

都道府県 宮城県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

・強い農業づくり交付金の配分
基準について第2
・農畜産物輸出拡大施設整備
事業交付金の配分基準につい
て第2
・産地パワーアップ事業実施要
領第19の4

強い農業づくり交付金等
における配分額の算出
方法の明示

強い農業づくり交付金，農畜産物輸出拡大施設整備事
業及び産地パワーアップ事業について，交付金を配分
した後に，当該配分額の算出方法を明示する。

強い農業づくり交付金等について交付決定された額が，当県において，既に示されている算定基準に基づいて算定した額より少なかっため，東北農政局に確認したが，具体的な算出根拠は示されなかった。
県としては，配分された額の算出根拠が分からないため，各事業者に対する助成金の配分の基準の作成及び減額される事業者に対する説明に大変苦慮することとなった。
そこで，農林水産省に照会したところ，明示されていない条件により算定していることが判明した。
交付金額の多寡は事業を大きく左右するため，減額する率の算定方法等について明示される必要がある。
　《明示されていない条件の例》
評価結果の配分額への反映について，達成率の平均値を算出する際には，100％を超える達成率の場合には，100％にすること等。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 83

02_農業・
農地

都道府県 宮城県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

・強い農業づくり交付金の配分
基準について第3
・農畜産物輸出拡大施設整備
事業交付金の配分基準につい
て第3
・産地パワーアップ事業実施要
領第19の4

強い農業づくり交付金等
における前々年度の不
用額の配分額への反映
に係る不用額の算出か
ら入札請差の除外

強い農業づくり交付金、農畜産物輸出拡大施設整備事
業及び産地パワーアップ事業について，前々年度の不
用額の算出に入札請差が含まれるが，不用額の算出に
当たっては，入札請差を除外する。

強い農業づくり交付金等においては，工事の請負契約等は原則一般競争入札に付すものとされており，一般競争入札の結果生じた請差は変更交付申請により国庫に返還しているにも関わらず，前々年度の不用
額の配分への反映に係る不用額に入札請差が含まれている。
一般競争入札により事業費の削減を図っているにも関わらず，後々のペナルティーとなって配分額が減額されるという非合理的な取扱いであるため，事業主体からの指摘が多くなされており本県としては，説明に
大変苦慮している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 84

02_農業・
農地

都道府県 宮城県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農林水産省大臣官房経理課
「補助金等・委託費交付事務の
取扱いについて」の一部改正
について

農林水産省が所管する
補助金等の申請手続き
の早期開始について

交付額の内示後に行っている事業計画の事前協議等
を内示前にも行えるようにしていただきたい。

強い農業づくり交付金、産地パワーアップ事業(のうち整備事業)、東日本大震災農業生産対策交付金等農林水産省所管の補助金等については、国から県への割当内示後４５日以内に国に対し交付申請を行わ
なければならないが、割当内示から交付申請までの間に国との事前協議や計画申請・承認手続きなど限られた時間で煩雑な事務を行う必要がある。
強い農業づくり交付金を例に示すと，割当て内示後に，
①実施計画の事前協議（実施主体、市町村、県、農政局）２週間程度
②事業計画の妥当性等協議（県、農政局）１週間程度
③計画承認・内示（実施主体、市町村、県）
④交付申請（実施主体、市町村、県、農政局）
※①と②の手続き終了後に公文書による手続きである③と④の事務を行っている。
しかし，現行の制度では，それらの事務を45日（土日祝日を含む）以内で実施しなければならず，短期間で事務量が膨大となっている。また，申請者から国に関係書類が提出されるまでに市町村及び都道府県を
経由することになり，事務スケジュールが例年厳しいものとなっている。
申請期間内に速やかに事務処理を完了させられるよう、事前協議等を内示前にも可能となるようにしていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 85

09_土木・
建築

都道府県 宮城県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

河川法第99条
河川法施行規則第37条の6

河川管理施設の維持又
は操作等の委託をうける
ことができる者の要件の
見直し

河川法第99条，河川法施行規則第37条の6において，
河川管理施設の操作等は地方公共団体，河川協力団
体又は河川の維持管理に資する活動を行っている一
般社団法人若しくは一般財団法人とされているが，地
域の実情に応じてそれ以外の地元自治会や企業等に
も委託可能となるようにしていただきたい。

水門や陸閘等の河川管理施設については，市町村又は河川法施行規則第37条の6の要件を満たす団体（河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人）に限ら
れている。
当県においては，フェンスで囲まれた一般企業が所有する土地を通らなければならない位置に整備した陸閘があり，災害時等には当該企業への確認，開錠依頼等をしなければならず，県又は委託を受けた市町
村等が迅速に対応することができない。
また，災害発生時に迅速に対応するためには，水門，陸閘付近の地元自治会や企業に操作を委託することが有効な対策と考えられるが，当該規定で委託先が限定されていることにより，そのような対策を講じるこ
とができない状況である。
なお，海岸施設の水門・陸閘の操作については，法令で委託先まで限定されておらず，「津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン」において地域の実情に応じて委託先を決定できるように
なっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 86

09_土木・
建築

都道府県 宮城県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

河川敷地占用許可準則 河川敷地占用許可につ
いて，個人に対し菜園等
を設置できるよう許可要
件の見直し

河川敷地占用許可準則第6占用主体，第7占用施設
に，個人が設置する菜園を追加していただきたい。

本県が管理している河川敷地の一部において，菜園の設置を希望する住民が複数いるが，河川敷地占用許可準則の規定により，現状は個人を対象として河川敷の占用を許可することができない。
また，町内会等に菜園用の河川敷地占用及びその管理を打診したこともあったが，断られた経緯がある。
当該河川敷には，現在，占用を許可している公園等はなく，県としても年に数回の除草等を実施する必要があることから，河川管理の支障とならない範囲での有効活用を考えている。
そのため，占用料の徴収，抽選の実施等により機会の公平性を担保する，河川管理上支障となる工作物等の設置を行わせない，除草等を適切に行う等の条件の下で，菜園の用に供するための河川敷の占用を
個人に対して許可できるよう，関係規定の見直しを求めるものである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 87

02_農業・
農地

都道府県 宮城県、広島県 農林水産
省、国土交
通省

B　地方
に対する
規制緩
和

農地法第4条第2項、第5条第2
項
農地法施行規則第37条
土地収用法第20条、第26条第
1項

甲種農地の転用等の許
可に係る土地収用法関
連要件の緩和

甲種農地に係る転用等の許可について、現行、土地収
用法第２６条第１項の規定による告示が要件とされてい
るが、土地収用法その他の法律により土地を収用し，又
は使用することができる場合に係る転用等については、
土地収用法第２６条第１項の規定による告示要件を、不
要としていただきたい。

本県において施行する都市公園（広域防災拠点）整備に伴い，貨物駅の移転が必要となっているが、当該貨物駅の移転予定地が甲種農地となっている。
これまでの説明会において，当該甲種農地の提供に反対する土地所有者はおらず，取得自体は円滑に行える見込みだが，甲種農地の転用のためには，土地収用法第26条第1項の規定に基づく事業認定の告
示が必要となる。
そのため，土地収用法に基づく事業認定について，東北地方整備局に相談を行ったが，地方整備局からは反対者がいない場合の事業認定はできない旨の意見があった。
すなわち，現行制度では，事業への反対者がいない場合は，結果的に甲種農地の転用許可ができないという制度の欠陥があるため，事業の円滑な実施に支障をきたしている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 88

10_運輸・
交通

村 忍野村、市川三
郷町、早川町、
身延町、南部
町、富士川町、
昭和町、道志
村、西桂町、山
中湖村、鳴沢
村、富士河口湖
町、小菅村、丹
波山村

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

航空法第132条の２ 国土交通大臣の承認を
受けたドローン等無人航
空機の飛行に係る制度
の見直し

航空法第132条の２の規定に基づき、国土交通大臣の
承認を受けたドローン等無人航空機の飛行方法につい
て、飛行空域となる当該市町村の意向が反映されるよう
な仕組みとなるよう見直しを求める。

①大臣承認に関しては、現場の実情を把握している飛
行区域となる当該市町村に対し、同承認に関する情報
を共有することとする。

②大臣承認を受けた無人航空機の飛行であっても、観
光客や観光資産に対して著しく影響を及ぼすことが明
白である悪質な飛行を確認した場合には、当該市町村
から現場での飛行方法の注意や中止を求めることが可
能となるようにする。

手軽に所持できるようになったドローンの飛行方法は、航空法の改正により明確化されたが、飛行実態を見るとそれが遵守されているとは思えない。
特に、観光地やイベント会場などの多数の者が集合する場所での飛行が見受けられるため、安全な飛行方法の徹底が求められる。
また、航空法による承認は国土交通大臣となっていることから、現場を管理する市町村には承認の有無が把握できないため、ドローン飛行の管理・監視もできない状況である。
本村は、富士山麓に位置し、世界文化遺産のエリアで忍野八海に８つの構成資産を有しており、通年観光客が絶えない地域である。
最近、この忍野八海にドローンが飛行することがあり、観光客がいる上空や構成資産である池の上空を飛行していることから、観光客の安全面や墜落時の構成資産への影響が懸念される。
また、当該空域は飛行禁止区域ではないものの、夜間飛行など特別なケースで大臣承認を得ている場合、承認に関する情報がないためルールに則った飛行なのかどうかの判断も出来ず、住民の問い合わせや
飛行上のトラブルなどにも対応することができない状況である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 89

03_医療・
福祉

都道府県 高知県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第6条の3第14項、
児童福祉法施行規則第1条の
32の4、子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポート・セン
ター事業）実施要綱

子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポート・
センター事業）の登録人
数要件の見直し

地方の実情に応じ、会員数50人未満の小規模な子育
て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事
業）についても運営が可能な制度とすること

【支障事例】
ファミリー・サポート・センターの運営については、50人以上の会員が必要とされているが、ニーズがあるにも関わらず、事業開始時に50人の会員を募ることが難しいという声が県内市町村から多数挙げられている。
【現状】
市町村単独で会員数50人の要件を満たせない場合、近隣の市町村と合同で事業の実施することができることとされているが、市町村の面積が広く、他の自治体とのアクセスが悪い場合等に、実際に稼働できる提
供会員は同一市町村内に限られるため、合同で実施するメリットが乏しく、本県では、平成16年に高知市で開設されてから、平成28年に佐川町で開設されるまで、県内では実施市町村が1市のみという状況が続い
ていた。
【制度改正の必要性】
ファミリー・サポート・センター事業を実施している高知市の実績を基に、県内の人口が少ない市町村で予測される依頼会員の人数を算出すると、15人程度であり、実際に活動している依頼会員と提供会員の比率
は３：２となっている。
県内では、会員50人未満の場合に高知版ファミリー・サポート・センター事業を県単独費用で実施しているが、おおむね30人程度登録会員がいれば体制を確保することができると考えている。
昨年度高知版ファミリー・サポート・センターを開設した香南市についても、会員数が50人未満でも問題なく会員の依頼に対応し、センターの運営が実施できている。
登録人数要件を見直すことにより、小規模自治体においても、ファミリー・サポート・センターを設置しやすくなり、地域の実情に応じて、子育て世帯の多様なニーズに柔軟に対応できるようになる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 90

01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 山梨県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

国土利用計画法第３９条 国土利用計画法第39条
に基づく土地利用審査
会の委員の任免に係る
手続の簡素化

土地利用審査会は、地方自治法第１３８条の４第３項規
定に基づき、国土利用計画法第３９条の規定により設置
される知事の附属機関であるが、その委員の任免につ
いては、附属機関の中で唯一、行政委員等の任免と同
じく議会の同意が必要とされていることから、他の附属
機関と同様な簡素な事務手続きにすること。

土地利用審査会は、私人の土地取引を規制する権限を有することから、その任命・解任について都道府県議会の同意が必要とされている。
しかしながら、本県において、都道府県知事の許可が必要となる規制区域について、制度創設以後、指定されておらず、注視区域や監視区域も指定されていない。
また、規制区域が指定され、知事が不許可処分を行った場合には、国土交通大臣への再審査請求も可能であり、私人の財産権の制限に対する手続きは十分に確保されていると考えられる。
現行制度においては、委員の任命替えの手続きにおいて、議案の作成、それに伴う委員候補者の在住市町村からの戸籍、刑罰調書等の取得事務等、担当課室における負担が大きく、他の附属機関の委員の任
免手続きと比較しても著しく事務量が多い状態となっている。

―

H29 91

12_その他 都道府県 鳥取県、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

公益法人認定法第１３条
同法施行規則第１１条

公益法人に係る変更届
出の提出書類の削減

公益法人が法令で定める軽微な事項の変更があった
場合に提出する変更届の簡略化

代表者や法人名称等の変更の場合は、変更事項を記載したかがみ文書に、変更後の代表者名、法人名等を記載した別紙を添付させているため、内容が重複している。 https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
（ⅲ）同一時間帯での複数障害福祉サービスに係る報酬の算定に関する基準については、常時介護を必要とする障害者の在宅での就労支援
の在り方について検討し、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平 17 法123）
（ⅱ）同一時間帯での複数障害福祉サービスに係る報酬の算定に関
する基準については、就労移行支援及び就労継続支援の在宅利用
を促進する観点から、やむを得ない事由により通所による支援が困難
であると市町村が判断し た在宅利用者に対し、就労系サービス事業
所が費用を負担し、在宅利用者の生活に関する支援を提供した場合
の加算を創設する。
［措置済み（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉
サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
（平成 30 年厚生労働省告示第 82 号））］

【厚生労働省】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費
用の額の算定に関する基準の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示
第 82 号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_81

― ― ― ― ― ―

６【農林水産省】
（15）交付金等に係る配分額の算定事務
（ⅰ）強い農業づくり交付金、農畜産物輸出拡大施設整備事業交付金及び産地パワーアップ事業費補助金における不用額の次々年度配分
額への反映については、事業要望を調査する段階で、３者以上の業者から見積りを徴取して交付要望額に反映させた地区は、不用ペナルティ
査定の対象としないこととし、当該交付金等の通知等を平成30年度予算配分までに改正する。
（ⅱ）強い農業づくり交付金、農畜産物輸出拡大施設整備事業交付金及び産地パワーアップ事業費補助金における不用額の次々年度配分
額への反映については、不用額が生じた年度内の一定の時期までに都道府県が報告した不用額について不用ペナルティ査定の対象としない
ことを、都道府県に周知する。
［措置済み（平成29年５月10日付け農林水産省生産局総務課事務連絡及び平成29年10月２日付け農林水産省生産局総務課事務連絡）］

６【農林水産省】
（14）補助事業等の交付申請に係る事務
強い農業づくり交付金、東日本大震災農業生産対策交付金及び産地パワーアップ事業費補助金の交付申請手続については、着工時期を急
ぐ等の特段の理由がある場合には、割当内示前に成果目標の妥当性等に係る協議又は確認を行うことが可能であることを、都道府県に平成
29年中に周知する。
［措置済み（平成29年11月13日付け農林水産省生産局総務課事務連絡）］

― 【農林水産省】強い農業づくり交付金等の割当内示前の事前協議について（平
成29年11月13日付け農林水産省生産局総務課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_84

６【国土交通省】
（17）河川法（昭39法167）

河川管理施設の操作の委託については、民間企業等に操作に係る作業をさせる方法等について、地方公共団体に平成29年中に周知す
る。

また、河川管理施設の確実な運用体制の確保に向けて、「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」（平成29年１月
社会資本整備審議会答申）も踏まえ、地方公共団体以外の団体への私法上の委託の在り方を含め、引き続き検討していく。

― ― ― ― ― ―

６【国土交通省】
（11）土地収用法（昭26法219）

土地を収用し、又は使用しようとする際の事業認定（16条）については、起業者の申請に係る事業について、その用地のうちに起業者の取得
していない土地があり、20条各号に掲げる要件を満たす場合は、事業認定を受けることが可能であることを、地方整備局及び都道府県に周知
する。
 ［措置済み（平成29年10月５日付け国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室事務連絡）］

【農林水産省】【国土交通省】事業認定における残件の取扱いについて（平成29
年10月5日付け国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_87

６【国土交通省】
（13）航空法（昭和27法231）
（ⅰ）無人航空機の飛行については、飛行に係る国土交通大臣の許可（132条）又は承認（132条の２）（以下「許可等」という。）の有無にかかわ
らず、地方公共団体が口頭や文書交付等の行政指導の手段により、無人航空機の飛行の中止等を求めること、及び航空法とは異なる目的か
ら無人航空機の飛行を制限する条例を制定している場合、地方公共団体が当該条例に基づき無人航空機の飛行の中止等を求めることは、航
空法との関係において妨げられるものではないことを明確化するため、当該条例の事例と併せ、地方公共団体に平成29年度中に通知するとと
もに、「無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な飛行のためのガイドライン」（平27国土交通省）等において無人航空機の利用者等に対
し、周知を図る。
（ⅱ）無人航空機の飛行情報については、地方公共団体が必要な情報を共有することが可能となるよう、無人航空機の飛行情報を関係者間で
共有できるシステムを地方公共団体の意見を踏まえつつ構築し、関係者間において確実な共有を図る。

― 地方公共団体が口頭や文書交付等の行政指導の手段により、無人航空機の飛行の中
止等を求めること、及び無人航空機の飛行を制限する条例を制定している場合、地方公
共団体が当該条例に基づき無人航空機の飛行の中止等を求めることは、航空法との関
係において妨げられるものではないことを地方公共団体等に周知した。
また、無人航空機の飛行情報を共有できるシステムについては、平成31年４月から運用
を開始した。

【国土交通省】平成29年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえた対応
（航空法関係）について（平成30年３月28日付け事務連絡）
【国土交通省】（参考１）　平成29年の地方からの提案等に関する対応方針（抄）
（平成29年12月26日閣議決定）
【国土交通省】（参考２）　無人航空機の飛行を制限する条例の事例収集につい
て（依頼）（平成30年１月24日付け事務連絡）
【国土交通省】（別添）　無人航空機の飛行を制限する条例の事例

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_88

国土交通省航空局安全企画課

６【厚生労働省】
（31）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）子ども・子育て支援交付金の交付事業のうち、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（59条12号及び児童福祉法
（昭22法164）６条の３第14項）の実施については、以下のとおりとする。
・会員数要件については、当該事業全体の実施状況に係る調査を実施し、50人未満のほか、現在交付対象となっている会員数50人以上の市
町村も含め、会員数の区分及び基準額について検討を行い、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【厚生労働省】
（33）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）子ども・子育て支援交付金の交付対象事業のうち、子育て援助
活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（59条12号及び児
童福祉法（昭22法164）６条の３第14項）の交付対象となる会員数要
件については、「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン
ター事業）実施要綱」（平29厚生労働省雇用均等・児童家庭局長）を
改正し、会員数50人以上から20人以上とする。
［措置済み（平成31年３月29日付け厚生労働省子ども家庭局長通
知）］

実施要綱を改正し、会員数20人以上であれば交付対象となった。（会員数要件を50人
から20人に緩和した。）

【厚生労働省】「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の
実施について」の一部改正について（平成31年３月29日付け子発0329第８号）
【厚生労働省】子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）実
施要綱新旧対照表

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_89

厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課

― ― ― ― ― ―

６【内閣府】
（16）公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平18法49）
公益社団法人又は公益財団法人の変更の届出や事業報告等の提出に係る手続については、都道府県等の事務負担を軽減するため、当該
手続に用いる新しいシステムの運用を平成30年度中に開始する。



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
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根拠法令等
提案事項
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具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）

H29 92

12_その他 都道府県 鳥取県、京都
府、兵庫県、徳
島県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

公益法人認定法第２２条
同法施行規則第３８条

公益法人に係る事業報
告書等の提出書類の簡
略化

社団法人に係る事業報告書の添付書類の簡略化 社団法人に係る事業報告書については、毎年度、社員名簿を添付させているが、直接の審査対象ではない。 https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 93

12_その他 都道府県 鳥取県、関西広
域連合、滋賀
県、京都府、大
阪府、兵庫県、
和歌山県、徳島
県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

整備法第１２４条
同法施行規則第３４条

移行法人に係る公益目
的支出計画の実施完了
確認の提出書類の削減

実施完了年度において、実施完了確認が先に行われ
て、その際に実施報告書が添付書類として提出されれ
ば、その後改めて実施報告書を重複して提出する必要
はない旨の周知。

移行法人に係る公益法計画の実施完了確認を求める際にも、提出済の実施報告書及び添付書類を求めているため、重複する書類提出の削減について、該当法人からは手続の度に見直しの声がしばしば聞か
れる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 94

10_運輸・
交通

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県、京
都市、堺市

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

道路運送法第78条第３号、第
82条

乗用タクシーによる貨物
の有償運送を可能とする
ための規制緩和

既存の貨物自動車運送事業者だけでは当該地域内の
住民に係る貨物運送サービスの維持・確保が困難な過
疎地域等において、当該地域の貨物自動車運送事業
者の事業運営に支障がないと地域公共交通会議で認
められ、協議が整った場合には、乗用タクシーにおいて
も少量貨物の有償運送を可能とする。

現在、中山間地では少子高齢化や人口減少が特に進んでいることから貨物や旅客の輸送量が限られており、事業の経営が成り立ちにくく、事業者の営業サービスが低下してきている。
中山間地の住民が買い物をする場合、移動の困難である高齢者等が多いため自らが店舗に行くことも難しく、また注文しても配送手段がないため必要な時に必要なものが直ぐに手に入らない状況で有り、日常生
活に支障をきたしている。
現行、一般乗合旅客自動車運送事業者、道路運送法第78条第３号に基づく許可を受けた自家用有償旅客運送者及び地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業に係る自家用有償旅客
運送者においては、少量貨物の有償運送を行うことが可能であるが、バス路線や自家用有償運送を行う団体がなく、乗用タクシーが住民の足となっているような過疎地域など、地域によってはカバーできない場所
もあり、地域の実情に応じたより弾力的な仕組みを構築する必要があると考える。
また、一般乗合旅客自動車運送事業者又は自家用有償旅客運送者により貨物の有償輸送が行われていてもバス待合所等の荷物集積所まで荷物を取りに行き、自宅までこれを運ばなければならず、高齢者等に
とってはかなりの重労働になる場合もあると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 95

10_運輸・
交通

都道府県 鳥取県、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、岡山県、広
島県、山口県、
徳島県、京都市

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

道路運送法第79条 自家用有償旅客運送者
の拡充

自家用有償運送の申請主体について、NPO法人等以
外の一般法人等についても申請ができるよう求める。

中山間地域の過疎地域等では、公共交通がなかったり、あっても本数が少なくて使いづらいなど、日常の移動が不便な状況。
このような公共交通空白地域では、公共交通空白地有償運送が行われているが、その運送主体は特定非営利活動法人（NPO法人）などに限られている。
しかし、人の少ない中山間地では申請主体となりうる組織としての団体が存在しない場合もあることから、当該運送手段を実施することができなく、地域住民の生活に支障が生じる。

―

H29 96

10_運輸・
交通

都道府県 鳥取県、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県、岡
山県、広島県、
山口県

警察庁、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

道路交通法第44条、第46条 コミュニティバス等が路
線バス停留所を利用す
る場合の基準の明確化

当該地域の地域公共交通関係者間で合意が得られた
場合は、路線定期運行バスの停留所に、区域運行や
自家用有償旅客運送事業等の車両も停車できることを
明確化するとともに、地方公共団体等に周知すること。

路線定期運行バスの停留所には、区域運行や自家用有償旅客運送事業等の車両が停車できないため、路線バスと、区域運行や自家用有償旅客運送事業によるコミュニティバス等との乗り換えを行う利用者は、
路線定期運行バスの停留所から区域運行バス等の停車位置まで移動する必要が生じ、円滑に乗り換えを行うことができないとの解釈が生じている。

【実例】
既存バス路線が廃止された地区で４条許可による乗合タクシーを運行している。乗合タクシーは市街地に乗り入れる路線定期運行のバス路線に結節しているが、路線定期運行のバス停に乗合タクシーが停車でき
ないため、路線定期運行のバス停から離れた場所に乗合タクシーのバス停を別途設置している。
これにより、利用者はバスの乗り継ぎのために徒歩で移動する必要があり、住民から乗り継ぎの不便を訴える苦情や利便性向上を求める意見が寄せられている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 97

10_運輸・
交通

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県、京
都市、堺市

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

地域公共交通確保維持改善事
業費補助金

公共交通の乗り継ぎ拠
点整備の補助対象の拡
大

国庫補助対象となっていない乗り継ぎ拠点施設等の
ハード整備に要する経費を補助対象とすること。

まちづくりとの連携や持続可能な交通ネットワークの形成を目指して地域公共交通網形成計画を各地域で策定しているところ。
これに基づく公共交通機関のネットワークの再構築には、効率的なバス運行を行うために乗り継ぎ拠点施設が必要となる場合が多々あるが、当該施設の整備に要する経費が国庫補助対象となっていないため、地
域公共交通網形成計画を策定してもその実効性が低くなる。

―

H29 98

10_運輸・
交通

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県、京
都市

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

地域公共交通確保維持改善事
業費補助金

乗合自動車の補助条件
の見直し

全国で一律となっている乗合バス補助条件を地域の実
情に合わせた基準に緩和すること。

地域公共交通確保維持改善事業費補助金は、バスを取り巻く環境が大きく違う地域を一緒にして補助の仕組みが作られており、全国一律の基準により制度設計がなされている。
人口が少ないため利用状況が低い中山間地域を含む系統では、平均乗車密度が低く全国一律の国庫補助条件を満たすことができず、バスの存続が困難となっている。
バスを取り巻く環境を考慮し、地域の実情に合わせた補助条件を設定することにより地域で必要なバス路線を維持することができる。

―

H29 99

03_医療・
福祉

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

指定地域密着型サービスの事
業人員、設備及び運営に関す
る基準第65条
指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介
護予防サービスに係る介護予
防のための効果的な支援の方
法に関する基準第46条
「指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関
する基準及び指定地域密着型
介護予防サービスの事業の人
員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準
に規定する厚生労働大臣が定
める者及び研修」に規定する研
修について

指定小規模多機能型居
宅介護事業者の代表者
の「従うべき基準」に基
づく要件（研修修了）を
緩和する。

指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者の「従
うべき基準」に基づく要件（研修修了）を緩和する。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省令第34号）第65条（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）　において、「指定小規模多機能型居宅
介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等
の従事者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を終
了しているものでなければならない。」と規定されており、運営法人の代表者の要件が限定されているが、該当する研修等の開催回数が少ない場合も有り、経験に係る要件を満たすことができない者の新規参入を
妨げる一因となっている。また、代表者交代等による事業の継承時においても、当該要件を満たす者が準備できるまでの時間を要し、「事業者の代表者」の変更手続が行えないなど、スムーズな事業継承を妨げて
いる。
当該要件は「従うべき基準」であるため、市町村等で定める事業運営基準条例等において、地域の実情を反映した独自の基準をもとに運営することができない状況にある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 100

03_医療・
福祉

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、関西
広域連合、日本
創生のための将
来世代応援知
事同盟、滋賀
県、京都府、大
阪府、兵庫県、
和歌山県、徳島
県、京都市、大
阪市、神戸市

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第56条の４の３
児童福祉法施行規則第40条・
第41条、保育所等整備交付金
交付要綱、認定こども園施設整
備交付金交付要綱

認定こども園の施設整備
に係る国の補助体系の
見直し

幼保連携型認定こども園は，「学校及び児童福祉施設
としての法的位置づけを持つ単一施設」とされ、指導・
監督や財政措置の一本化が図られたところである。
一方，その施設整備に係る補助制度については，２つ
の制度（厚生労働省所管，文部科学省所管）に分かれ
て実施されている。
一つの法律に基づく単一の施設を整備する際の補助
制度であることから，これら２つの補助制度の所管又は
申請・審査等の一連の事務手続きについて，国におい
て一元的に処理するよう体制を整えるなど，所要の整
理を行うこと。

幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」で支援が受けられるが、そ
れぞれ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、交付申請も厚生労働省及び文部科学省にそれぞれ提出する必要があり、経費の按分方法の確認や交付申請書を２種類
作成するなどの事務の負担が生じている。（国費を財源に各都道府県が積み立て施設整備補助を行う「安心こども基金」を活用する場合、交付申請書については県への提出のみで済むが、補助対象経費の算定
に当たっては同様に事業費を按分する必要がある。）
なお、過去の提案で協議書等の一本化が図られてきたところではあるが、改正の都度の事務手続きの説明が生じ、支障の抜本的解決に繋がっていないことも挙げられる。
また、地震等の大規模災害で被災した施設の復旧を支援する「社会福祉施設等災害復旧費補助金」（厚生労働省所管）についても、認定こども園の場合は原則保育所機能部分のみが対象であり、実際に平成２
８年度の鳥取県中部地震で被災した認定こども園の復旧にあたっては、保育所機能部分のみしか補助が受けられず、施設全体に支援が行き届かない結果となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【内閣府】
（16）公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平18法49）
公益社団法人又は公益財団法人の変更の届出や事業報告等の提出に係る手続については、都道府県等の事務負担を軽減するため、当該
手続に用いる新しいシステムの運用を平成30年度中に開始する。
６【内閣府】
（17）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律（平18法50）
移行の認可を受けた一般社団法人又は一般財団法人で、移行時に保有する公益の目的のために支出すべき財産の額に相当する金額を同
目的のために支出することにより零とするための公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人（以下この事項において「移行法
人」という。）による都道府県等への公益目的支出計画実施報告書（以下この事項において「報告書」という。）の提出については、事業年度終
了後３か月以内に、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受け、移行法人に該当しなくなった場合には、当該法人は、当該事業年
度の報告書を都道府県等に提出する必要がないことを、平成29年度中に都道府県に周知する。

６【国土交通省】
（10）道路運送法（昭26法183）及び貨物自動車運送事業法（平元法83）
（ⅰ）過疎地域におけるタクシー車両を用いた一般貨物自動車運送事業については、平成29年９月１日から許可の申請を受け付ける旨を地方
公共団体に周知する。
 ［措置済み（平成29年８月７日付け国土交通省自動車局長通知）］
（ⅱ）一般貨物自動車運送事業の許可を取得してタクシー車両により貨物運送を行うことができる区域については、発地又は着地が過疎地域
自立促進特別措置法（平12法15）２条１項に規定する過疎地域又は同法33条の規定により過疎地域とみなされた区域であって、人口が３万人
に満たないものとしているが、輸送の安全の確保や利用者利益の保護が損なわれることがないかという観点から、当該区域における実施状況
を検証するとともに、地方公共団体、貨物自動車運送事業者等の関係者の意見も踏まえ、その対象となる過疎地域の範囲の拡大について検
討し、平成31年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【国土交通省】
（10）道路運送法（昭26法183）及び貨物自動車運送事業法（平元法
83）
一般貨物自動車運送事業の許可を取得してタクシー車両により貨物
運送を行うことができる区域については、発地又は着地が過疎地域
自立促進特別措置法（平12法15）２条１項に規定する過疎地域（同法
33条の規定により過疎地域とみなされた区域を含む。以下この事項
において「過疎地域」という。）であって人口が３万人に満たないもの
のほか、過疎地域であって人口が３万人以上の市町村において、市
町村の合併前に過疎地域であった人口３万人未満の区域が含まれる
場合における当該区域を対象とする。
また、対象区域以外の区域については、当該区域を含む旅客自動車
運送事業者及び貨物自動車運送事業者に対する調査を令和元年度
中に実施の上、地方公共団体の意見や輸送の安全の確保及び利用
者利益の保護が損なわれることがないかという観点を踏まえつつ、対
象区域の範囲の拡大について検討し、令和２年中に結論を得る。

一般貨物自動車運送事業の許可を取得してタクシー車両により貨物運送を行うことがで
きる区域については、発地又は着地が過疎地域自立促進特別措置法（平12法15）２条１
項に規定する過疎地域（同法33条の規定により過疎地域とみなされた区域を含む。以下
この事項において「過疎地域」という。）であって人口が３万人に満たないもののほか、過
疎地域であって人口が３万人以上の市町村において、市町村の合併前に過疎地域で
あった人口３万人未満の区域が含まれる場合における当該区域を対象とした。

【国土交通省】旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事
業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業
者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送
事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について（令和２
年９月10日付け国土交通省自動車局長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_94

国土交通省自動車局貨物課

― ― ― ― ― ―

６【警察庁（１）】【国土交通省（９）】
道路運送法（昭26法183）及び道路交通法（昭35法105）
一般乗合旅客自動車運送事業（路線不定期運行及び区域運行に限る。）及び自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送（交通空白輸送）
及び公共交通空白地有償運送に限る。）に使用される特定の車両については、都道府県警察がその構成員として加えられた地域公共交通会
議（道路運送法施行規則（昭26運輸省令75）９条の２）又は運営協議会（同令51条の７）で認められた一定の停留所において、道路交通の実態
に応じて、停車又は駐車を禁止する場所の特例（道路交通法46条）について適切な対応がなされるよう、都道府県警察に平成29年度中に通
知する。
　また、当該停留所並びに地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会（地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律（平19法59）６条）において認められた一定の停留所における当該車両の取扱いについて、地方公共団体及び地方運輸局に
平成29年度中に通知するとともに、「地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成の手引き」に掲載する。

― 【警察庁】道路運送法施行規則に定められた地域公共交通会議又は運営協議
会で認められた一定の停留所における駐（停）車可の交通規制に係る取扱いに
ついて（平成30年3月7日付け警察庁丁規発第５号）
【国土交通省】 「道路運送法施行規則に定められた地域公共交通会議又は運営
協議会で認められた一定の停留所における駐（停）車可の交通規制に係る取扱
いについて」等の周知について（平成30年3月7日付け事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_96

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅳ）指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者が受講する認知症対応型サービス事業開設者研修については、代表者に変更がある際
の当該研修の修了について、一定の経過措置を設けることを検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅱ）指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者が受講する認
知症対応型サービス事業開設者研修（以下この事項において「研修」
という。）については、代表者の変更の届出を行う場合に、研修が開
催されていないことにより、当該代表者が研修を修了していない場
合、代表者変更の半年後又は次回の研修日程のいずれか早い日ま
でに、研修を修了することで差し支えないことを明確化するため、「指
定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関
する基準について」（平18厚生労働省老健局計画課、振興課、老人
保健課）を改正する。
［措置済み（平成30年３月22日付け厚生労働省老健局高齢者支援課
長、振興課長、老人保健課長通知）］

【厚生労働省】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問
通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居
宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
事項について」等の一部改正について（平成30年３月22日付け老高0322第２
号、老振発0322第１号、老老発0322第３号厚生労働省老健局高齢者支援課長、
振興課長、老人保健課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_99

６【内閣府】
（６）児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金については、申請に関する書類の統一化を図るなど、幼保連携型認定こども園等を整
備する際の地方公共団体の事務負担を軽減する方向で検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【文部科学省（７）】【厚生労働省（８）】
児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金については、以下のとおりとする。
・申請に関する書類の統一化を図るなど、幼保連携型認定こども園等を整備する際の地方公共団体の事務負担を軽減する方向で検討し、平
成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請を行う際の事前協議の年間スケジュールの明示化等、地方公共団体が円滑
に手続を行える方策について検討し、平成29年度中に通知する。



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）

H29 101

03_医療・
福祉

都道府県 鳥取県、関西広
域連合、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

保健師助産師看護師法 准看護師試験実施方法
の見直し

都道府県知事が行う准看護師試験の事務について、
委託可能機関を都道府県以外にも広げて委託実施で
きるよう見直しを行う。

「准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う」、「准看護師試験の実施に関する事務をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く」こ
ととされている。また、「准看護師免許の全国通用性を担保する観点及び問題作成事務の作業量を削減する観点から、複数の都道府県が共同で統一試験問題を作成することや、可能な限り同一日時に試験を実
施することが望ましい」とされており、現在、全国６ブロックに分かれて、各ブロックごとに同一日時に統一試験問題で実施している。
都道府県知事が行う准看護師試験の事務は、他の都道府県に事務を委託することが可能となっているが、どの都道府県も准看護師教育に精通した専門職員が配置されているわけでなく、臨床経験のない行政保
健師や事務職員が試験問題の確認や調整を行っている状況であり、８県が共同で問題作成を行っても事務負担は大きい。（当県の平成２８年度の准看護師試験に係る時間外勤務実績は２００時間を超えてい
る。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、滋賀
県、兵庫県、徳
島県、堺市

農林水産省 A　権限
移譲

森林法第２５条、２６条 大臣権限に係る保安林
解除の権限の都道府県
知事への移譲

公益上の理由による必要が生じた時の保安林解除権
限の都道府県への権限移譲

指定、解除申請の標準処理期間については、解除申請の場合、農林水産大臣（林野庁）が申請書を受理してから予定通知の施行まで３ヶ月とされているが、農林水産大臣に進達して以降、都道府県知事に予定
通知があるまでに相当な期間を要しており、道路等の線的な施設であり他に適地がなく、公益性の高い事業の着手に支障をきたしている。

―

H29 103

12_その他 都道府県 鳥取県、関西広
域連合、京都
府、兵庫県、和
歌山県、徳島県

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

放送法施行規則第１４３条から
第１４５条まで

小規模施設特定有線一
般放送に係る届出の添
付資料の簡素化

放送法施行規則第１４３条に定める都道府県知事への
小規模施設特定有線一般放送の届出に必要な道路法
の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所
有者等の承諾の事実を証する書面の写しと再放送の同
意に関する事項の記載を不要とする。

辺地共聴施設等の小規模な共聴施設（５１端子～５００端子）により行われている地上テレビジョン放送等の再放送を「小規模施設特定有線一般放送」と定義し、その業務に関する事務及び権限については、平成
２８年４月１日より総務大臣から都道府県知事へ移譲されているところ。
その事務において、開始及び変更の届出に係るものは、放送法施行規則第１４３条で定める、道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し、電柱共架に
係る資料、再放送の同意書等専門的な内容が含まれる資料が必要であり、届出を行う小規模自治体や市町村内の集落から不慣れな資料作成や手続きへの負担があるとの意見が寄せられている。
この点、道路法等の規定に係る部分は関係法令で規制がかけられており、また、再放送に係る部分についても、本手続きはあくまで届け出であることを踏まえれば、届け出の段階で一律に関係書類を網羅的に提
出させる必要性は乏しく、届出者に係る必要最小限の情報を把握した上で、必要に応じて放送法第175条に基づく資料提出を求めて対応することにより、受信者利益の保護という目的を達成することは可能と考え
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 岐阜県、本巣市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
（平成二十六年四月三十日厚
生労働省令第六十三号）
・「放課後児童支援員等研修事
業実施要綱」

放課後児童支援員の配
置数の緩和

中山間地域において、放課後児童支援員1人で実施可
能とする。

○本市には、特定農山村法、山村振興法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための特別措置法等に関する法律が適用される、中山間地域がある。
○中山間地域には、全校児童数が非常に少数の小学校があり、数年前から放課後児童クラブの開設を求める保護者からの声があったため、利用登録者は1名のみであったが、児童福祉事業として、放課後児童
クラブを必要とする子どもが利用できるよう、平成28年度に、小学校の空き教室を利用して、開設した。現在利用している1名は、保護者が就労しているため、平日毎日放課後児童クラブを利用している。
○中山間地域は豪雪地域で、冬場別の地域に移動して放課後児童クラブを利用することはできず、放課後に子どもをスクールバスで移動させ、知らない子と一緒に預かるのは、子どもの放課後の過ごし方として、
望ましくない。また、中山間地域の子は、その地域で幼少期を過ごしてほしいと思っているため、利用者が少数でも、放課後児童クラブを継続していきたい。
○しかしながら、現行制度では、1人の子どもに放課後児童支援員2名の配置を必要とする。現在の人員配置では、人材の確保が難しい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 岐阜県、中津川
市

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
（平成二十六年四月三十日厚
生労働省令第六十三号）
・放課後児童支援員等研修事
業実施要綱

放課後児童クラブの職
員配置要件の緩和

併設する学校職員等との連携により放課後児童支援員
1人で放課後児童クラブを実施可能とする。

本市は、合併により、南北に長く、市内でも地域によって子育ての環境が異なる。人口が少なく放課後児童クラブの利用者が少ない地域がある一方で、利用希望者が多く、新設が必要な地域もある。
放課後子ども総合プランでは、平成31年度末までに約30万人分の放課後児童クラブを新たに整備し、そのうち約80％を小学校内で実施することとしているが、利用ニーズが少ない地域では、働き手が少なく、新
設が必要な地域では、保育士不足の現在、支援員として勤務する基礎資格（保育士、社会福祉士、学校教員等）の保有者確保は非常に厳しい状況である。
現行では、放課後児童クラブ1単位に対し、2名以上の放課後児童支援員の配置が必要とされており、省令10条5項で、利用者が20名未満の際に、放課後児童支援員1名を除き、同一敷地内の業務を兼務可能と
されているが、利用者が少ない場合には、放課後児童支援員1名であっても放課後児童クラブを実施できると考える。
また、利用者が一定数いる場合においても、学校等近接した施設との連携により、放課後児童支援員1名であっても放課後児童クラブを実施できると考える。
なお、当市では、学校内や市の出先機関付近に放課後児童クラブを設置している地域が多い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

指定都市 大阪市 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第24条及び第56条
第8項
ＦＡＱ（第7版）事業者向けFAQ
（よくある質問）
応諾義務について（案）（平成
26年9月11日　内閣府子ども子
育て本部主催　子ども・子育て
支援新制度説明会　配布資
料）

認定こども園等における
保育料に対する徴収権
限の強化

認定こども園等において過年度分保育料を遡及して変
更する場合の徴収方法に関する規制緩和

○行政側の事情（税の更正や事務誤り等）により、過年度の保育料を遡及して徴収する場合、保育所では市町村が保護者から過年度保育料を徴収することができる。その一方で、認定こども園等（幼稚園含む）に
ついては市町村による徴収が認められていない（幼保連携型・保育所型認定こども園は、保育に支障がある場合のみ代行徴収が可）ことから、施設が独自で徴収事務を行う必要があり、多大な事務負担が発生し
ている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

指定都市 大阪市 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

多様な事業者の参入促進・能
力活用事業実施要項

私立高等学校等経常費助成費
補助金（幼稚園等特別支援教
育経費・過疎高等学校特別経
費・教育改革推進特別経費・授
業料減免事業等支援特別経
費）交付要綱

認定こども園での障害児
等支援にかかる補助体
系の見直し

認定こども園における障害児等支援にかかる補助制度
を一本化する。

○私立の認定こども園における障害児等支援については、「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」による補助や、私学助成の「特別支援教育費補助金」による補助、一般財源措置があり、認定こども園の類
型、施設の設置者及び子ども支給認定の区分によって、異なる補助制度を適用しなければならない仕組みとなっている。
○例えば、幼稚園型認定こども園のうち、接続型の場合で幼稚園部分が学校法人立の場合、３号認定子どもには「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」が適用されるが、２号認定子どもには「特別支援教育
費補助」が適用される。
また、幼保連携型認定こども園のうち、旧接続型の場合で学校法人の場合、２号認定子どもには私学助成が適用されるが、３号認定子どもには一般財源措置となっている。この場合、私学助成は補助金の交付を
受けようとする年度の5/1 現在に就園する子どもに対して補助がなされるため、例えば、次のような支障が生じる。
（例）5/3 生まれの子どもは、5/2 に２号認定になることから、5/1 時点では私学助成の対象とならず、当該子どもはどの制度からも補助金の交付を受けることができない。
○手続きの面に関しても、私学助成部分については都道府県へ、「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」については市町村へ補助申請を行わなければならず、施設にとって大きな事務負担となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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08_消防・
防災・安全

一般市 由布市、大分
市、中津市、日
田市、佐伯市、
臼杵市、竹田
市、豊後高田
市、杵築市、宇
佐市、豊後大野
市、国東市、日
出町、九重町、
玖珠町、姫島村

内閣府、金
融庁、財務
省

B　地方
に対する
規制緩
和

・「災害の被害認定基準」

・「災害に係る住宅の被害認定
基準運用指針」（平成25年6月
内閣府＜防災担当＞）

罹災証明に係る一連の
手続・制度の見直し

『災害に係る住家の被害認定の一次調査における地方
公共団体の判断に基づく手続の簡素化に向けた選択
可能な調査方法』、『被害の程度及び認定基準の区分
について、地方公共団体の判断に基づいた設定を可
能とする』以上２点を、災害に係る住家の被害認定基準
運用指針に明記すること。
また、被害認定事務において、官民の調査基準の統一
を行ったうえで調査の一本化を行うこと。さらに官民の
連携や関係機関等と連携した調査体制を構築すること
や官民の調査結果の相互利用を可能とするなど、調査
の対応について複数の選択肢の検討を求める。

平成２８年４月１６日に発生した熊本地震においては、由布市では発災以降、「災害に係る住宅の被害認定基準運用指針」に則り、県及び県内自治体職員等の支援を受け、約１４０日間、延べ９５０人余りの調査員
を動員し、被害住家等の調査を行った。
当市においては、住家の罹災証明交付件数２，４４９件のうち、「半壊に至らない（一部損壊）」と認定された住家は、２，３１６件（９４．６％）と大半を占めている。
半壊に至らないことが明らかに判断できる場合は、現地調査の省略による簡素化を図ったところであるが、損害程度別の具体的事例写真やイメージ図などの照合資料が少ないため、２次調査の申請（住家１２１件）
が多く出され、調査期間の長期化を招くこととなった。
また、一部損壊と認定された住家においては、屋根、壁、基礎等が広範囲にわたり被害を受けているケースがあり、修復に多額の費用を要するものの、公的な被災者再建支援の対象とはならず、住宅復旧の遅延
が懸念されるところである。
一連の調査により、一部損壊と認定された住家は、被害程度の幅が非常に大きく、ごく軽微な被害も含まれる一方で、損害割合が半壊により近い１５％～１９％の住家は全体の１２．５％になっており、生活再建支
援制度の対象とならないほか、義援金でも大きな差が生じることとなっている。
さらに、地震保険の損害認定基準と被害認定基準については、調査の対象部位や損害割合の算定方法が異なっており、いわば二重の調査による被害認定に対する被災者の不満や不信感の声が多く寄せられ、
２次調査さらに再調査を申請することになり、調査期間の長期化や従事職員の事務負担の増大を招く要因となった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 一般市 伊豆市 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法第286条第１項、第
290条

一部事務組合を構成す
る団体の単なる名称変
更による関係地方公共
団体議会の議決の廃止

一部事務組合では、構成団体の事情により単に当該構
成団体の名称変更がなされた場合も他の構成団体の
議会の議決を必要としている。しかし、このような場合、
議会が否決することはないと考えることから、他の構成
団体の議会の議決の廃止を求めるもの。

伊豆市・伊豆の国市廃棄物処理施設組合が加入している静岡県市町総合事務組合という一部事務組合では、構成団体が多く、また、構成団体に一部事務組合が多い。
一部事務組合の規約の変更には、構成団体全ての議会において議会の議決が必要となるため、静岡県市町村総合事務組合では構成団体の名称変更等が発生した場合、他の構成団体も議会の議決を得る必
要がある。
しかし、当組合のような一部事務組合では、年２回しか定例会がなく、当組合が加入する一部事務組合の他の構成団体の単なる名称変更に伴う一部事務組合の規約変更議案のみの臨時議会開催は非常に負担
である。また当組合では議会へ諮る時期と合わず、専決処分により処理することが多い。専決処分については、地方自治法第179条で運用に制限が設けられているため、その点でも対応に苦慮している。
① 構成市町村等の数　　56団体
② 変更回数と理由（※当組合の設立日である平成27年４月１日以降）

変更回数　４回
平成27年７月15日　伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合（当組合）の加入
平成28年１月15日　構成団体の名称変更（田方地区消防組合⇒駿東伊豆消防組合）
平成29年１月26日　富士山南東消防組合の加入
平成29年３月28日　構成団体の名称変更（裾野長泉清掃施設組合⇒裾野市長泉町衛生施設組合）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（10）保健師助産師看護師法（昭23法203）
准看護師試験については、都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県が指定試験機関に事務を委託することを可能とする。

― 都道府県が准看護師試験事務を指定試験機関に委託可能とした。 【厚生労働省】保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令（平
成31年３月18日付け厚生労働省令第25号）
【厚生労働省】保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令（平成31
年３月18日付け厚生労働省令第24号）
【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う保健師助産師看護師法施行規則
の一部改正及び保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の
制定について（平成31年３月29日付け医政発0329第48号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_101

厚生労働省医政局医事課

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平26厚生労働省令63）10条１項）の員数については、登録児
童数が少ない場合、地域の人口が少ない場合又は学校との連携が可能な場合等に対応できるように、地方分権の議論の場において検討し、
平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支
援法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８
の２第２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を
「参酌すべき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児
童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

放課後児童クラブに係る「従うべき基準」を参酌化し、国の基準を十分参照した上で、地
域の実情に合った基準を条例で定めることを可能にした。

【厚生労働省】児童福祉法（令和１年６月26日号外法律第46号）
【厚生労働省】児童福祉法新旧対照表（令和１年６月７日法律第26号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_104

厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平26厚生労働省令63）10条１項）の員数については、登録児
童数が少ない場合、地域の人口が少ない場合又は学校との連携が可能な場合等に対応できるように、地方分権の議論の場において検討し、
平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支
援法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８
の２第２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を
「参酌すべき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児
童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

放課後児童クラブに係る「従うべき基準」を参酌化し、国の基準を十分参照した上で、地
域の実情に合った基準を条例で定めることを可能にした。

【厚生労働省】児童福祉法（令和１年６月26日号外法律第46号）
【厚生労働省】児童福祉法新旧対照表（令和１年６月７日法律第26号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_105

厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課

６【内閣府（４）】【文部科学省（６）】【厚生労働省（６）】
児童福祉法（昭22法164）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）が認定こども園において特定教育・保育（子ども・子育て支援法27条１項）を受けた
乳児又は幼児の保護者が支払うべき額（子ども・子育て支援法施行規則（平26内閣府令44）２条２項１号。以下この事項において「利用者負担
額」という。）の徴収事務に関与することについては、以下のとおりとする。
・行政側の事情により過年度の利用者負担額を遡及して徴収する必要がある場合、必要に応じて市町村が直接保護者に対して説明を行い、
施設側による徴収事務の補助を行うよう、市町村に対して平成29年度中に必要な周知を行う。

・市町村が保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園及び家庭的保育事業等に係る利用者負担額に関して、施設の設置者か
らの求めに応じて行う徴収事務（児童福祉法56条７項及び８項並びに子ども・子育て支援法附則６条７項）の在り方については、子ども・子育て
支援法附則２条４項に基づき、同法の施行後５年を目途として行う検討の際に、制度全体の見直しの中で、対象となる施設の法的性格や対象
を拡大した場合の市町村の事務負担等を踏まえて検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。

― 行政側の事情により過年度の利用者負担額を遡及して徴収する必要がある場合、必要
に応じて市町村が直接保護者に対して説明を行い、施設側による徴収事務を補助でき
る旨明確化した。

【内閣府】自治体向けFAQ　第16版 https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_106

内閣府子ども・子育て本部

６【内閣府（15）】【文部科学省（13）】【厚生労働省（25）】
私立学校振興助成法（昭50法61）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
　認定こども園における特別支援に係る補助については、認定こども園の類型や対象となる子どもの支給認定区分によって適用される事業が
異なることによる利用者間の不公平性と地方公共団体等の事務の複雑さを解消するため、私立高等学校等経常費助成費補助金（幼稚園等特
別支援教育経費）（私立学校振興助成法施行令（昭51政令289）４条１項２号ロ）による補助の認定時期を柔軟化するとともに、多様な事業者の
参入促進・能力活用事業（認定こども園特別支援教育・保育経費）（子ども・子育て支援法59条４号）や地方交付税により措置されている事業を
含め、障害の有無の確認方法を明確化し、地方公共団体に平成29年度中に通知する。
　また、これらの補助事業の一本化を含めた制度の在り方については、子ども・子育て支援法附則２条４項に基づき、同法の施行後５年を目途
として行う子ども・子育て支援新制度の見直しの中で検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

＜令２＞
５【厚生労働省】
（28）私立学校振興助成法（昭50法61）及び子ども・子育て支援法
（平24法65）
認定こども園における特別支援に係る補助については、事業者及び
地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、令和２年度中に「多様
な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱」（平27内閣府、文部
科学省、厚生労働省）を改正し、学校法人立の幼稚園型認定こども
園における３歳以上の児童に係る障害児等支援については、令和３
年度から、私立高等学校等経常費助成費補助金（幼稚園等特別支
援教育経費）（私立学校振興助成法施行令（昭51政令289）４条１項２
号ロ）により一元的に行う。

私学助成に係る対象児童の確認・判断時期、障害の有無の確認方法の柔軟化・明確化
を行った。
令和３年度から、法律上私学助成を交付することが可能な学校法人立の幼稚園型認定
こども園の３～５歳について「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」ではなく一律私
学助成の補助対象とするよう見直した。

【内閣府】【文部科学省】【厚生労働省】「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」に基づく特別支援に係る補助の柔軟化・明確化について（平成30年３
月20日付け内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）、文部
科学省初等中等教育局幼児教育課、文部科学省高等教育局私学助成課、厚生
労働省子ども家庭局保育課事務連絡）
【内閣府】子ども・子育て支援交付金の交付について（令和３年４月１日付け内閣
総理大臣通知）
【内閣府・文科省・厚労省】「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施に
ついて」の一部改正について（令和３年６月３日付け内閣府子ども・子育て本部
統括官等通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_107

内閣府子ども・子育て本部

文部科学省初等中等教育局幼児
教育課

厚生労働省子ども家庭局保育課

６【内閣府】
（12）災害対策基本法（昭36法223）
（ⅱ）罹災証明制度の見直しについては、以下の措置を講ずる。
・罹災証明書の交付の迅速化については、住家の被害認定調査の効率化及び迅速化に資する写真判定の導入の可能性も含め、内閣府にお
ける有識者検討会において、関係府省等が協力して民間団体等の知見も参考にしつつ検討を行い、平成29年度中に結論を得る。その結果に
基づき、「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」を改正するなどの必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に周知す
る。

・住家の被害の程度が半壊に至らない区分であっても、地方公共団体が独自に区分を設定することが可能であることを明確化するため、独自
の区分を設定している地方公共団体の事例を平成29年度中に収集し、整理する。その結果に基づき、「災害に係る住家被害認定業務実施体
制の手引き」を改正するなどの必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に周知する。

６【金融庁（１）】【財務省（２）】
災害対策基本法（昭36法223）
　罹災証明書の交付の迅速化については、住家の被害認定調査の効率化及び迅速化に資する写真判定の導入の可能性も含め、内閣府にお
ける有識者検討会において、関係府省等が協力して民間団体等の知見も参考にしつつ検討を行い、平成29年度中に結論を得る。その結果に
基づき、「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」を改正するなどの必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に周知す
る。

― 罹災証明書の交付に係る住家の被害認定調査の効率化及び迅速化に資する写真判定
等について、住家の被害認定基準運用指針等を改正した。

【内閣府】【金融庁】【財務省】『住家の被害認定基準運用指針』・『実施体制の手
引き』の改定の概要（平成30年3月）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_108

― ― ― ― ― ―
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H29 110

02_農業・
農地

施行時特
例市

福井市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

平成２年３月15日付通知「漁港
施設用地等利用計画の策定に
ついて」
第５ 漁港施設用地等利用計画
の変更

漁港施設用地等利用計
画の変更手続の簡素化

漁港施設を当初目的とは異なる目的の用に供する場合
には利用計画変更を行わなければならないが、その手
続きの際に求められる書類について、提出書類あるい
は記載対象を用途変更に係るものに限定するなど手続
きの省力化及び簡素化を求める。

平成２年３月15日付通知「漁港施設用地等利用計画の策定について」の規定より、漁港施設用地等利用計画を変更する場合には以下の書類を添付して水産庁に届出をするものとされている。
　(1) 利用計画変更説明書（別紙様式第６号）
　(2) 漁港施設用地等利用計画変更書（別紙様式第７号）
　(3) 変更後の漁港施設用地等利用計画平面図（別紙様式第４号）

(4) 漁港整備計画平面図又は全体計画平面図（既存施設を含めたもの）
(5) 漁港施設用地等所要面積積算基礎（別紙様式第８号）
(6) 漁港施設設置資金計画書（別紙様式第９号）
(7) 既設漁港施設の立地面積総括表（別紙様式第10号）
(8) 現況写真

これら添付が求められる書類は、水域施設の増殖及び養殖用施設への変更など漁港施設の一部について目的外利用に伴い計画変更をする場合であったとしても、当初計画策定時に求められる書類とほぼ同じ
であり、かつ、今回の目的外利用に係る部分のみならず漁港施設全体について現行規定等に従い面積積算等をすべてやり直さなければならず、相当な手間と時間が必要とされ目的外利用による漁港施設の有
効活用のネックとなっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
大阪府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、京都市、大
阪市、堺市、神
戸市

国土交通省 A　権限
移譲

国土形成計画法第10条 広域地方計画協議会の
事務局機能の移管

広域地方計画協議会の事務局機能を関西広域連合が
担うことができるように法改正を求める。

広域地方計画においては、広域地方計画本文にも記載されている「計画の効果的推進」に当たり、地方整備局が事務局として事業の評価方法や今後の進め方等をとりまとめているが、「本省の方針がわからない
ため未定」という説明が再三繰り返され、地域の主体性が十分に発揮されていない。協議会としての方針が不明瞭なため、構成機関も対応に苦慮している状況である。本省ルールによる画一的な取組をするので
あれば、国土の基本構想である「対流促進型国土＊」の形成を進めることにならず、計画の策定権限とともに事務局機能についても移管すべきと考える。

＊対流促進型国土・・・それぞれの地域が個性を磨き、異なる個性を持つ各地域が連携することによりイノベーションの創出を促す

―
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12_その他 その他 関西広域連合
（共同提案）京
都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、堺市

国土交通省 A　権限
移譲

港湾法第50条の４ 港湾広域防災協議会の
事務局機能の移管

港湾広域防災協議会の事務局機能を関西広域連合が
担うことができるように法改正を求める。

関西広域連合では、大阪湾港部会等を設置し、大阪湾港湾の連携や関西主要港湾の「防災機能」等の連携の方向性を取りまとめ、第3期広域計画においても「機能強化の観点から連携施策の方向性の検討して
いく。」としており、大阪湾広域防災協議会の目的と広域連合の取組が重複していることから、地方でできることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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07_産業振
興

その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、堺市

農林水産
省、経済産
業省、国土
交通省

A　権限
移譲

流通業務の総合化及び効率化
の促進に関する法律第4条第
1・4・8項、第5条第1項・2項、第
7条第1・2項、第26条

流通業務の総合化及び
効率化の促進に関する
法律に係る事務・権限の
移譲

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に
係る事務・権限のうち、総合効率化計画の認定、変更
認定、報告の徴収等のように府県域を跨ぐために近畿
経済産業局の権限となっているもの（一の府県域の場
合は、府県の権限）について、関西広域連合への権限
の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―

H29 114

07_産業振
興

その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、京都市、堺
市

経済産業省 A　権限
移譲

伝統的工芸品産業の振興に関
する法律第4条第1項、第5条第
1・3項

伝統的工芸品産業の振
興に関する法律に係る
事務・権限の移譲

伝統的工芸品産業の振興に関する法律に係る事務・権
限のうち、二次以降の振興計画の認定、変更の認定、
認定の取消のように府県域をまたぐために近畿経済産
業局の権限となっているもの（一の府県域の場合は、府
県知事の権限）について、関西広域連合への権限の移
譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―

H29 115

07_産業振
興

その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、京都市、堺
市

経済産業省 A　権限
移譲

中小企業等経営強化法第8条
第1・3項、第9条第1・2項、第46
条第1・4項、第47条第1項

中小企業等経営強化法
に係る事務・権限の移譲

中小企業等経営強化法に係る事務・権限のうち、経営
革新計画の承認、変更の承認、報告の徴収等のように
府県域をまたぐために近畿経済産業局の権限となって
いるもの（一の府県域の場合は、府県知事の権限）につ
いて、関西広域連合への権限の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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07_産業振
興

その他 関西広域連合
（共同提案）
京都府、兵庫
県、和歌山県、
徳島県

経済産業省 A　権限
移譲

液化石油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律
第3条第1項、第6条、第8条、第
10条第3項、第14条第2項、第
16条第3項　等

液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化
に関する法律に係る事
務・権限の移譲（販売事
業）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す
る法律に係る事務・権限のうち、液化石油ガス販売事業
の登録、登録の取消、基準適合命令等のように府県域
を跨ぐために近畿経済産業局の権限となっているもの
（一の府県域の場合は、府県の権限）について、関西広
域連合への権限の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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08_消防・
防災・安全

その他 関西広域連合
（共同提案）
京都府、兵庫
県、和歌山県、
徳島県

経済産業省 A　権限
移譲

液化石油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律
第3条第1項、第6条、第8条、第
10条第3項、第14条第2項、第
16条第3項　等

液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化
に関する法律に係る事
務・権限の移譲（保安業
務等）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す
る法律に係る事務・権限のうち、一般消費者等に対する
保安業務の認定、保安業務の改善命令のように府県域
を跨ぐために中部近畿産業保安監督部近畿支部の権
限となっているもの（一の府県域の場合は、府県の権
限）について、関西広域連合への権限の移譲を求め
る。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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08_消防・
防災・安全

その他 関西広域連合
（共同提案）
京都府、兵庫
県、和歌山県、
堺市

経済産業省 A　権限
移譲

電気工事業の業務の適正化に
関する法律第3条～8条、第9条
第3項、第10条～12条、第14条
～第16条、第17条第2項、第17
条の２・３、第27条、第28条、第
29条第1項、第30条、第33条

電気工事業の業務の適
正化に関する法律に係
る事務・権限の移譲

電気工事業の業務の適正化に関する法律に係る事務・
権限のうち、電気工事業の登録、登録の取消、差止命
令のように府県域を跨ぐために中部近畿産業保安監督
部近畿支部の権限となっているもの（一の府県域の場
合は、府県の権限）について、関西広域連合への権限
の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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08_消防・
防災・安全

その他 関西広域連合
（共同提案）
京都府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島県

経済産業省 A　権限
移譲

高圧ガス保安法第20条第1項
ただし書、第22条第1項第1号、
第58条の22・23の第1・3項、第
58条の24・27・29・30、第61条
第2項、第62条第2項　等

高圧ガス保安法に係る
事務・権限の移譲

高圧ガス保安法に係る事務・権限のうち、製造施設又
は第一種貯蔵所に係る指定完成検査機関及び指定保
安検査機関の指定のように府県域を跨ぐために中部近
畿産業保安監督部近畿支部の権限となっているもの
（一の府県域の場合は、府県の権限）について、関西広
域連合への権限の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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08_消防・
防災・安全

その他 関西広域連合
（共同提案）
京都府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島県

経済産業省 A　権限
移譲

火薬類取締法第15条第1項た
だし書、第35条第1項第1号、第
45条の28、第45条の29第1・3
項、第45条の30・31・33・34・
36、第45条の37第1項、第53条
第1項第1・5・7・8号

火薬類取締法に係る事
務・権限の移譲

火薬類取締法に係る事務・権限のうち、火薬類の製造
施設や火薬庫に係る指定完成検査機関及び指定保安
検査機関の指定のように府県域を跨ぐために中部近畿
産業保安監督部近畿支部の権限となっているもの（一
の府県域の場合は、府県の権限）について、関西広域
連合への権限の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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09_土木・
建築

その他 関西広域連合
（共同提案）京
都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取
県、京都市、堺
市

国土交通省 A　権限
移譲

建設業法第3条第1項、第3条
の2第1項、第5条、第7条、第11
条第1～5項、第12条、第13条、
第15条　等

建設業法に係る事務・権
限の移譲

建設業法に係る事務・権限のうち、建設業の許可、営
業停止、許可の取消のように府県域を跨ぐために近畿
地方整備局の権限となっているもの（一の府県域の場
合は、府県の権限）について、関西広域連合への権限
の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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09_土木・
建築

その他 関西広域連合
（共同提案）京
都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取
県、徳島県、堺
市

国土交通省 A　権限
移譲

宅地建物取引業法第1条第1・3
項、第3条の2第1項、第4条第1
項、第6条、第8条第1・2項、第9
条、第10条、第11条第1項、第
25条第4・6・7項　等

宅地建物取引業法に係
る事務・権限の移譲

宅地建物取引業法に係る事務・権限のうち、宅地建物
取引業の免許、免許の取消、許可の取消のように府県
域を跨ぐために近畿地方整備局の権限となっているも
の（一の府県域の場合は、府県の権限）について、関西
広域連合への権限の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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09_土木・
建築

その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
兵庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
堺市

国土交通省 A　権限
移譲

不動産の鑑定強化に関する法
律第23条第1項、第24条、第25
条、第26条第3項、第27条第得
2項、第28条、第29条第1項、第
30条、第31条第1・2項、第32条
第2項、第41条　等

不動産の鑑定評価に関
する法律に係る事務・権
限の移譲

不動産の鑑定評価に関する法律に係る事務・権限のう
ち、不動産鑑定業者の登録、懲戒処分、勧告のように
府県域を跨ぐために近畿地方整備局の権限となってい
るもの（一の府県域の場合は、府県の権限）について、
関西広域連合への権限の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL
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平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
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01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
（共同提案）京
都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、堺市

国土交通省 A　権限
移譲

土地収用法第18条第1項、第
19条第1・2項、第20条、第21条
第1・2項、第22条、第23条第1・
2項、第24条第1・3項、第25条
第2項、第25条の2第1項、第26
条第1～3項、第26条の2第1
項、第27条第1～4・6・7項　等

土地収用法に係る事務・
権限の移譲

土地収用法に係る事務・権限のうち、事業の認定、申
請書の提出の受理・申請書の欠陥の補正及び却下の
ように府県域を跨ぐために近畿地方整備局の権限と
なっているもの（一の府県域の場合は、府県の権限）に
ついて、関西広域連合への権限の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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09_土木・
建築

その他 関西広域連合
（共同提案）京
都府、兵庫県、
和歌山県、徳島
県、京都市、堺
市

国土交通省 A　権限
移譲

建築基準法第6条の2第1項、
第7条の2第1項、第77条の18
第3項、第77条の20、第77条の
21第1～3項、第77条の22第1・
2・4項、第77条の23第1項　等

建築基準法に係る事務・
権限の移譲

建築基準法に係る事務・権限のうち、建築物の建築確
認・検査を行う指定確認検査機関の指定、確認検査員
の選任等の届出受理のように府県域を跨ぐために近畿
地方整備局の権限となっているもの（一の府県域の場
合は、府県の権限）について、関西広域連合への権限
の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
（共同提案）京
都府、兵庫県、
鳥取県、堺市

国土交通省 A　権限
移譲

大深度地下の公共的使用に関
する特別措置法第7条、第11条
第1項、第12条第1・3項、第14
条第1項、第15条、第17条、第
18条第1項、第19～21条、第22
条第1項　等

大深度地下の公共的使
用に関する特別措置法
に係る事務・権限の移譲

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に係る
事務・権限のうち、大深度の使用認可のように府県域を
跨ぐために国土交通省の権限となっているもの（一の府
県域の場合は、府県の権限）について、関西広域連合
への権限の移譲を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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06_環境・
衛生

その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、京都市、堺
市

環境省 A　権限
移譲

土壌汚染対策法第3条第1項、
第35条、第36条第3項、第37条
第1項、第39条、第40条、第43
条、第43条、第54条第1・5項、
第56条第1

土壌汚染対策法に係る
事務・権限の移譲

土壌汚染対策法に係る事務・権限のうち、指定調査機
関の指定・監督のように府県域を跨ぐために地方環境
事務所の権限となっているもの（一の府県域の場合は、
府県の権限）について、関西広域連合への権限の移譲
を求める。

当該事務権限については、事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合は、国に権限があるものの、一の府県域に限られる場合は、権限が府県に移譲されているものであり、国と地方が同じ業務を行っているものであ
る。国に権限が残されているのは、府県域を跨ぐ場合は、広域的な判断が必要であるためと考えられるが、関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責
任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲することにより、国と地方の二重行政の解消などの効果が見込めることからも地方でで
きることは、地方（関西広域連合）に任せるべきである。

―
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12_その他 その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
大阪市、堺市

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法第291条の２、第
291条の３

広域連合の規約変更に
おける大臣許可手続き
の撤廃

広域連合の規約の変更にあたり、広域連合が当該事務
を実施することについて既に関係省庁との調整が終
わっている事務の追加について、総務大臣の許可を不
要とし届出制とすること

関西広域連合において、まち・ひと・しごと創生法第９条第１項に規定する計画を策定するため、規約の変更手続きを行ったが、当該案件は、平成27年度の提案募集において、内閣府とまち・ひと・しごと創生本部
との間で、広域連合が計画の策定主体となることについて確認済みであったにもかかわらず、申請から総務大臣許可まで１か月半以上（３月31日関西広域連合から申請、５月20日総務大臣許可）の期間を要し
た。
昨年度の提案募集では、総務省から、「許可は、①地方自治法に定められた手続により申請されていないこと、②地方自治法第291条の３第２項に規定する国の関係行政機関の長との協議が調わないこと、③住
民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、規約の変更が著しく不適当であると認められることのいずれにも該当しないことを確認するため必要」との回答があった。
しかし、①について、広域連合の事務所の位置等を変更する場合は関係地方公共団体の協議は必要であるが、国に対しては報告でよいとされており①だけをもって許可制とする理由とはあたらない。加えて、同
法により定められた手続きにより申請されているかどうかは、各構成府県市議会の議決証明及び当該広域連合議会の議決証明により、関係地方公共団体の協議を経た上で定めたことが明らかである。また、②・③
については、提案募集方式や要請権により関係省庁との協議を行ったうえで広域連合が実施することとされたものについては、改めて総務大臣の許可までは必要がなく、届出で充分だと思われる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
大阪市、堺市

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法
第252条の17の２第３項、第４項
第291条の２第４項

国に移譲を要請できる
事務の範囲の拡大

国に移譲を要請できる事務の範囲が密接に関連する
事務に限定されていることで要請権が実質的に行使で
きないことからその見直しや要請を行ったときは、協議
に応じるべきことを求める。

地方自治法第252条の17の２による「条例による事務処理特例制度」では、市町村長から都道府県知事に対し知事の権限の一部を当該市町村に移譲するよう要請することができ、要請があったときは、都道府県
知事は速やかに当該市町村長と協議しなければならない（同条第４項）とされている。
一方、国からの事務・権限移譲を受けることのできる広域連合においては、都道府県の加入する広域連合長は、国の行政機関の長に対し、その事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請すること
ができる（地方自治法第291条の２第４項）

【支障事例】
現行規定では、移譲を求めることができる事務は広域連合が現在担っている事務と密接に関連する事務に限定されているため、国からの事務移譲がともなわないまま、事務の持ち寄りを行った場合には効果的な
事務遂行ができず、要請権の行使に先立って、構成団体から関連する事務だけを持ち寄ることを求められるため、実質的にその行使ができない。
また、要請にあたり、構成団体の同意形成等に時間、労力を費やすこととなるが、国に移譲を要請したとしても「条例による事務処理特例制度」とは異なり、協議にも応じてもらえず、徒労に終わる可能性がある。そ
のため、国に対して広域連合が必要と考える事務の移譲を要請する機運が高まらない。

―
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02_農業・
農地

その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
兵庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
堺市、神戸市

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農業人材力強化総合支援事業
実施要綱
（別記１）第5　２(1)イ（ア）及び
（４）ウ

新規就農者の拡大支援
（農業次世代人材投資
資金（旧 青年就農給付
金）の要件の緩和）

親族から貸借した農地が、交付期間中に、所有権移転
や第三者からの貸借等により交付対象者の経営面積の
２分の１未満になれば、交付金の返還は不要とする。

農業次世代人材投資資金（経営開始型）の交付要件として、「親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること」及びその場合に「交付期間
中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は交付金の全額を返還する。」こととされ、交付期間中に親族から貸借した農地の全てについて所有権移転することが求められている。
本事業の趣旨が、「リスクを負って経営する独立・自営就農者を支援する」ことであるとしても、「親族から貸借した農地が主である場合」にその親族から貸借した農地の全てについて所有権移転を求める必要はな
い。現に、親族から貸借した農地が僅かな差で「主でない」場合は、親族から貸借した農地の所有権移転は求められておらず、制度上、不公平が生ずる。
親元就農の場合、農地の所有権移転について相続問題が発生することが危惧され、現行制度上、全ての所有権移転を確約できずに交付申請を断念する場合も考えられ、利用しにくい制度となっている。例え
ば、祖父の農地を借りて経営を開始していたが、祖父の兄弟や子供等、農地の相続対象者が多く、祖父も所有権を移転することにまだ抵抗があったことから、交付期間中の所有権移転は困難と判断し、申請を断
念した事例などがあった。

―
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01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
大阪府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、京都市、大
阪市、堺市、神
戸市

国土交通省 A　権限
移譲

国土形成計画法第9条 国土形成計画法に基づ
く近畿圏広域地方計画
の策定権限の移譲

国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画につい
て、広域地方計画協議会への関西広域連合の参画、
策定権限の関西広域連合へ移譲を求める。

広域地方計画本文にも記載されている「計画の効果的推進」に当たり、地方整備局が事務局として事業の評価方法や今後の進め方等をとりまとめているが、「本省の方針がわからないため未定」という説明が再三
繰り返され、地域の主体性が十分に発揮されていない。協議会としての方針が不明瞭なため、構成機関も対応に苦慮している状況。本省ルールによる画一的な取組をするのであれば、国土の基本構想である「対
流促進型国土＊」の形成を進めることにならないのではないか。

＊対流促進型国土・・・それぞれの地域が個性を磨き、異なる個性を持つ各地域が連携することによりイノベーションの創出を促す

―
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01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
大阪府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、京都市、大
阪市、堺市、神
戸市

国土交通省 A　権限
移譲

近畿圏整備法第第9条、第10
条、第11条、第12条、第14条
近畿圏の保全区域の整備に関
する法律第5条、第7条
近畿圏の近郊整備区域及び都
市開発区域の整備及び開発に
関する法律第3条

近畿圏整備法に基づく
整備計画の決定権限・
各区域の指定権限の移
譲、近郊整備区域建設
計画等の作成に係る国
同意の廃止

近畿圏整備法に基づく近畿圏整備計画や近郊整備区
域等の各区域指定について、関西広域連合への決定
権限の移譲を求めるとともに、近郊整備区域建設計画
等の作成に係る国同意の廃止を求める。

関西においては、総合行政を担う地域の実情に精通した府県、政令指定都市から構成する関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主体として、広域行政の基本的な政策の企画・調整機能を担い、
実績を積み重ねている。
しかし、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るための近畿圏整備計画の決定や、近郊整備区域・都市開発区域・保全区域・近郊緑地保全区域の指定について、関係府県・関係政令指定都市等の意見を聴くこ
ととはなっているが、平成28年3月提出期限であった近畿圏整備計画(案)に係る意見照会では意見は聞かれるのみであり、関西の地域の実情、地域特性を反映させる仕組みになっておらず、東京の視点での国
主導の計画で、東京一極集中を是正するものとなっていない。また、関西広域連合には照会すら行われず、関西の広域行政の責任主体としての存在を考慮されていない。

―
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01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
兵庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
堺市

国土交通省 A　権限
移譲

都市計画法第5条第4項 複数府県に跨がる都市
計画区域の指定権限の
移譲

複数府県に跨がる都市計画区域の指定権限につい
て、関西広域連合への移譲を求める。

都市計画区域の指定は、地域の実情に応じ、地域の特性をいかすため、地方公共団体が自主的かつ主体的に取り組むべきでものあることから、府県内の区域指定の場合は府県の権限となっている。
しかし、二以上の府県の区域にわたる都市計画区域については国の権限となっており、これまで府県域を越えて一体的に発展している地域があっても、府県単位で区域指定を行っている。
今後は、府県を跨がる場合においても一体的に区域指定し、より一体的に調和がとれ、齟齬がないようなまちづくりを効率的に進める必要がある。

―
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01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
（共同提案）兵
庫県、鳥取県、
徳島県、京都
市、堺市

農林水産省 A　権限
移譲

森林法第25条、第26条 複数府県に跨がる重要
流域内民有林の保安林
の指定・解除権限の移
譲等

重要流域内の民有林の保安林の指定・解除権限につ
いて、府県への移譲を基本とし、複数府県に跨がるもの
は、関西広域連合への移譲を求める。

現在、指定、解除申請の標準処理期間について、解除申請の場合、本申請前の事前相談で了承を得るのに２ヶ月、大臣（林野庁）が申請書を受理してから予定通知の施行まで３ヶ月とされているが、国に進達し
て以降、都道府県知事に予定通知があるまで相当な期間（指定の場合、進達から予定通知があるまでに１年６ヵ月の事例も）、確定告示までは平均的に府県指定・解除の２倍の１年程度を要しており、申請者等か
らの問い合わせに苦慮するケースも見受けられる。また、現地を知らない林野庁本庁で審査されるため、現地を熟知する地方公共団体であれば不要な、現地の状況を説明するための詳細な資料が必要となって
いる。

―
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06_環境・
衛生

その他 関西広域連合
（共同提案）
京都府、徳島
県、京都市、堺
市

環境省 A　権限
移譲

自然公園法第20条第3・6・7・8
項、第21条第3・6・7項、
第22条第3・6・7項、第23条第3
項第７号、第24条、
第30条、第32条、第33条、第34
条、第35条

国立公園の管理に係る
地方環境事務所長権限
の移譲

国立公園の各区域内の行為許可権限、立入認定権限
等の地方環境事務所長権限（連合域内の山陰海岸国
立公園）について、関西広域連合への移譲を求める。

法定受託し府県を経由している地方環境事務所長権限案件の場合、景観回復のための樹木の伐採といった軽微な案件にも関わらず、処理期間が１～２ヶ月程度かかるなど、事務処理に時間を要している。 ―
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06_環境・
衛生

その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、兵庫県、徳
島県、京都市、
堺市

環境省 A　権限
移譲

自然公園法第7条第2項、第8
条第2項

国定公園に関する公園
計画の決定等権限の移
譲

国定公園に関する公園計画の決定等権限について、
関西広域連合への移譲を求める。

  国定公園は、国において公園区域を定めて指定し、公園計画を決定しているが、国定公園の管理責任者は都道府県である。国定公園の保全と活用をめぐる価値観の多様化やニーズ変化は急速に進行してお
り、地域の環境保全の責任を担っている地方自治体のイニシアティブなしには充実した管理運営は望めない状況にあり、国が決定した計画に基づき府県が管理するという、現行の枠組みは、地方自治体のイニシ
アティブを発揮しにくいばかりか、府県の自主性・主体性を損なう制度である。

具体的には、兵庫県の平成18年の氷ノ山後山那岐山国定公園の計画変更の例では、湿原・草原が失われている地域の自然再生施設の追加等を行う軽微な計画変更を行おうとしたが、事前協議から環境大臣
への申出（平成17年8月19日）、決定（平成18年8月1日）まで約２年近く要した。また、野営場、園地、避難小屋、駐車場、宿舎等の利用促進の観点から施設配置の利用（施設）計画の機動的な見直しが必要であ
るが、現地状況の説明のため、詳細な資料作成、調査等が必要となるなど、軽微な公園計画の見直しは躊躇せざるをえない状況にある。

国から地方に権限が移譲されたとしても、自然公園法等の基準のもと公園計画決定することに変わりはない。地方公共団体の協議に基づき、国の関係機関と調整の上、必要な助言（同意を要しない協議）を行う
ことで、国の関与は一定存知される。専門家への意見聴取については、府県の審議会に意見を聞くことで代替可能である。
自然公園を指定する主体が公園計画を決定する必要性はなく、むしろ公園計画に基づいて管理する主体が責任を持って公園計画を決定することにより、適切な管理が可能となる。

―



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
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平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
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08_消防・
防災・安全

その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
大阪市、堺市

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

災害救助法施行令第3条 災害救助法の特別基準
の設定に係る内閣総理
大臣への協議・同意の
廃止

災害救助法に基づく救助に関し、特別基準の設定に係
る内閣総理大臣の協議・同意を廃止するとともに、設定
に伴う財源措置を確実に行うこと。

災害救助法に基づく救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、内閣府告示で定められており（いわゆる一般基準）、これと異なる基準を適用する場合には、施行令により、内閣総理大臣に協議し、そ
の同意を得た上で定める（いわゆる特別基準）こととされている。
気候、風土や生活習慣等の地域特性や、被害の規模・様相に柔軟に対応し、被災者のニーズに迅速に対応するためには、被災自治体の判断が尊重されるべきである。
また、災害救助の実務上、大規模な災害が発生するたびに特別基準が必要となっており、その協議に時間を要している。

―
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10_運輸・
交通

その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
大阪府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、京都市、大
阪市、堺市

国土交通省 A　権限
移譲

「観光圏の整備による観光旅客
の来訪及び滞在の促進に関す
る法律」
第８条第３項（観光圏整備実施
計画の認定）

観光圏整備実施計画の
認定に係る事務・権限の
移譲

  現在、「全国的見地から効率的に滞在交流型観光の
取組を進めるため、観光庁で一元的に実施する必要が
ある」とされている観光圏整備実施計画の認定に係る
事務・権限（広域連合の構成府県市が実施主体である
観光圏整備事業は除く）について、広域連合への移譲
を求める。
  また、広域連合による認定を受けた団体等が、従来の
国の認定と同様に、国の特例措置の支援（旅行業法の
特例等）が受けられること及び補助事業「観光ブランド
確立支援事業」の補助対象者となることを求める。

観光圏事業を外国人観光客の誘導策等と連携させ、地域全体で相乗効果が得られるような仕組みがない。国は広域観光周遊ルート形成促進事業、観光地域ブランド確立支援事業（観光圏事業）、ビジットジャパ
ン事業等の類似の事業について、各々をどのように有機的に連携させていくのかという具体の考えが示されておらず、事業が重複して実施されないために、運輸局主催による各事業関係者を集めた「事業連携会
議」が設けられた。しかし、地域全体で相乗効果が得られるような仕組みがあれば、本来、このような会議は不要であり、国が一元的に地域間の調整を行っていくことが難しいことを示す事例といえる。（国は、各事
業を予算執行上の観点で整理しようといている。）
また、現行法の規定では、観光圏整備事業を実施しようとするものは、実施計画の認定申請を関係する市町村又は都道府県を経由して行うが、その場合において市町村又は都道府県は当該計画を検討し、意見
を付して国に送付すこととなっている。そのため、申請者は関係自治体の検討が終わるのを待たなければならないが、この点において、関西では府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関
西の広域行政の責任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところであり、権限が移譲されれば、計画の検討と審査を合わせて行うことが可能であり、認定までに要する処理期間を短縮するこ
とができると考える（国の標準処理期間は３箇月）。

―
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10_運輸・
交通

その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、兵庫県、
和歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、堺市、神
戸市

国土交通省 A　権限
移譲

道路運送法
第４、５、９、15、31、79、94条

一般乗合旅客自動車運
送事業の許認可等権限
の移譲

道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業（貸し切り
バスを除く）に係る事業経営、事業計画、運賃等への許
認可・登録、さらには、指導監督等の事務を含めた権限
について、同一府県内で実施するものは、移譲を希望
する府県への移譲を基本としつつ、府県域を跨がるも
のは、府県域を越える広域連合への移譲を求める。

県境を跨いで運行されているバスにおいて、他の路線バスと重複する区間に乗降制限があり、利便性の低下を招いている。
また、今回の事例のように路線が県境を跨ぐことにより、運輸局の管轄区域が２つに跨がることになる場合は、それぞれの運輸局に対して申請（近畿運輸局には、休止路線の変更（復活）手続き、中国運輸局に対し
ては路線新設の手続き）を行うとともに、各対象地域の地域公共交通会議で個別に協議を行わなければならず、事務が繁雑となり非効率である。
そのため、府県域を跨がるものは、連合への権限移譲を提案する。
さらに、交通政策基本計画（H27.2.13閣議決定）において「とりわけ、人口減少を背景とした地域公共交通ネットワークの再構築に当たっては、地域の自治体が中心となって、交通事業者、利用者を含む住民、地
元企業やＮＰＯなど、広範囲な関係者における協力と連携を図ることが欠かせないところであり、地域公共交通再編に係る地元協議会の実効性確保等を促進することが重要である。」とされており、当該協議会の
主体が関係権限を持った上で、再編実施計画策定に向けた関係者等との実行力ある調整を行うことが効率的であると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

その他 関西広域連合
（共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
大阪市、堺市

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

高齢者医療確保法第16条
レセプト情報・特定健診等情報
の提供に関するガイドライン

地域医療の推進（国等
が保有する医療関連
データの利活用）

国が保有するＮＤＢデータ（レセプト情報・特定健診等
の情報）について、地方自治体が高齢者医療確保法に
基づき医療費適正化計画を策定するにあたり、地方自
治体がデータ提供を受ける手法を具体的に確立し、提
供の迅速化を図ることを求める。
また、同法に基づく指針に規定する本来目的以外の利
用であっても、地方自治体が健康増進計画の策定等の
ための調査分析等に利用する場合には、有識者会議
の審査を省略するなど、事務の簡素化等を行い提供の
迅速化を図ることを求める。

NDBデータを本来目的（高齢者医療確保法に基づくもの）以外で利用する場合は、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」に基づき有識者会議による審査等を経てNDBデータが提供されて
いる。平成27年4月のガイドラインの一部改正により、都道府県が医療法による医療計画策定に用いる際には有識者会議の審査を経ずにデータ提供が可能となり、利便性が一部向上された。しかし、健康増進計
画等については、引き続き有識者会議による審査を経なければならず、そのために膨大な資料作成や費用、時間が必要となる。このようなことから、実態としてNDBデータの分析による健康課題の抽出や必要な対
策の検討等が行えない状況にある。

―
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12_その他 その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
大阪府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、京都市、大
阪市、堺市、神
戸市

国土交通省 A　権限
移譲

国土形成計画法第11条 国土形成計画法に基づ
く近畿圏広域地方計画
に係る提案権の付与

国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画に係る
提案権の付与を求める。

【現状】
　平成28年3月に決定された「関西広域地方計画」の策定において、関西広域連合が実施した関西圏域の展望研究の成果を計画に反映させるべく近畿地方整備局に働きかけたが、近畿地方整備局からは、意見
を述べたければ構成府県市を通して述べるよう求められた。関西広域連合は、関西の広域行政の責任主体として設立された特別地方自治体であるにもかかわらず、現行計画の策定に当たって開催された近畿広
域地方計画協議会への正式な参画が認められなかった。現行法において協議会メンバーではない計画区域内の市町村に認められている提案権を関西広域連合にも付与すべきである。（次期計画の策定に当
たっては、協議会への正式な参画を別途要請していく。）

【支障事例】
　関西広域連合の構成団体である府県市においては、通常、他の府県域に関する事項に意見することは困難である。その一方で関西広域連合は広域事務を処理するために設立された特別地方自治体であり、
関西全域を対象とした意見を出すことが可能である。しかしながら、現行法の規定では、関西広域連合としての意見を計画に反映させる方法がないため、関西広域連合としては、提案権がないこと自体が支障事
例であると考える。

※ 内閣府からは、協議会に連合の構成団体全ての連名で意見書を出せば足りるのではないかとの指摘があったが、個別の自治体名を出すと発言が難しいい案件も存在しており、関西広域連合名義である方
が、提案できる内容に幅が出てるとともに、関西圏の合意形成が図りやすいと考える。

―
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12_その他 その他 関西広域連合
（共同提案）滋
賀県、京都府、
大阪府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、京都市、大
阪市、堺市、神
戸市

国土交通省 A　権限
移譲

近畿圏整備法第9条、第10条 近畿圏整備法に基づく
整備計画に係る意見聴
取の機会の付与

近畿圏整備法に基づく整備計画に係る意見聴取の機
会の付与を求める。

【現状】
　近畿圏整備法では、近畿圏整備計画の策定、変更に当たっては、関係府県・関係指定都市の意見を聴くとされている。関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を平成22年12月に設立
しており、関西の広域行政の責任主体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねているところである。近畿圏整備計画に地域の実情をより的確に反映させるため関西広域連合に関係府県・関係指定都市と
同じく意見聴取の機会を付与すべきである。
　なお、平成28年3月に決定された「近畿圏整備計画」に係る意見照会では、関西広域連合に意見照会は行われなかった。

【支障事例】
　現行法の規定では、計画の策定、変更時の意見聴取の対象に関西広域連合が含まれておらず、広域行政の責任主体たる関西広域連合としての意見を計画に反映させる方法がない状態であり、関西広域連合
としては、意見聴取の対象でないこと自体が支障事例であると考える。

―
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12_その他 町 川崎町 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

行政不服審査法 審査請求の対象外とな
る却下処分手続きの簡
略化

電話応対、面談での説明内容や通知した内容の疑義
事項行政庁の処分でない明らかに審査請求の対象外
であるものについては請求に対する却下処分手続きの
簡略化（裁決書の記載事項の省略など）を求めるもの。

行政不服審査法では、不適切な審査請求が行われた場合であっても、審査請求の意思があると認められれば、審査請求として取り扱うとされていることから、当町では審査請求人の意思を適宜確認し、受付してい
る。
しかし、名称が「行政不服」とあることから、行政処分に対する申し立てだけでなく、単なる職員等への苦情が大半という状況である。
具体的には、職員の発言や応対への苦情、法解釈の見解の相違、通知内容の疑義などが多岐にわたり記載されており、審査請求人の主張が明らかに不適法なものであっても主張内容や適否を一つ一つ整理し
て裁決書を作成することとなるため、町内の関係部署においては非常に多くの労力を割いている。
また、こうした請求が長期間続いていることにより対応する関係部署の職員も疲弊しており、町の本来業務にも支障が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 岩手県、秋田
県、奥州市

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

地域再生法第13条

同法施行令第9条

地方創生推進交付金に関する
Q&A

地方創生推進交付金の
手続に係る規制緩和

○事業計画変更を求める範囲（各年度の対象事業費
の増額、または、２割を超える減額等）を弾力化する。
○内示時期を可能な限り早めるとともに、内示後の事業
着手を認める。

承認された事業計画から変更のある事業について、各年度の対象事業費の増額、または、２割を超える減額等、事業計画の変更が必要な場合は、５月下旬の交付決定後の事業着手となり、年度当初から事業を
実施する際は、別途予算を措置する必要があり、事業推進上の支障となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 145

02_農業・
農地

都道府県 岩手県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農林水産業施設災害復旧事業
費国庫補助の暫定措置に関す
る法律施行規則第１条

農林水産業施設災害復
旧事業の補助率増高申
請手続きに係る規制緩
和

被害が甚大な災害が発生した場合は、農林水産業施
設災害復旧事業の補助率増高申請書提出期限（災害
発生年の翌年１月31日）の延長を可能とすること。

農林水産業施設災害復旧事業では災害発生時期に関わらず、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則」第１条に基づき、補助率増高申請書を翌年１月31日までに提出す
ることとなっており、秋以降に甚大な災害が発生した場合、査定から補助率増高申請までの一連の手続きを短期間で行う必要があり、その対応に苦慮している。
平成28年８月の台風10号により、本県の農業・農地用施設については被害箇所が2,000件以上に上り、300件以上の査定申請が必要になった。最終的には１月末までに補助率増高申請書類を国に提出できたも
のの、査定対応や書類作成など一連の業務を短期間で行わなければならず、県、市町村等に多大な負担が発生した。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 徳島県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、京
都市、神戸市、
関西広域連合

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

特定非営利活動促進法 特例認定ＮＰＯ法人制
度の設立年数要件の見
直し

特例認定NPO法人制度において、設立後５年以内の
制限をなくし、全てのNPO法人に適用されるようにす
る。

認定NPO法人制度や本県独自の指定NPO法人制度においては，過去2年の寄附実績が必要であるため，認定NPO法人を諦めてしまう。
（参考）平成27年3月31日までは，時限措置として，設立から5年を超えるNPO法人も特例認定NPO法人になることができた。

―
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05_教育・
文化

都道府県 徳島県、京都
府、兵庫県
和歌山県、鳥取
県

文部科学
省、厚生労
働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・保健師助産師看護師学校養
成所指定規則（昭和26年8月10
日文部省・厚生省令第１号）
・「看護師等養成所の運営に関
する指導ガイドライン」（医政
0331第21号平成27年３月31日
厚生労働省医政局長）

看護師養成所におけるＩ
ＣＴを活用した看護教育
の推進

看護師養成所の授業について、「同時に授業を行う学
生数は原則40名以下であること」と規定され、「基礎分
野」に限り、例外が認められているが、「専門基礎分野」
も例外の対象とすることを求める。

看護師養成所においては、専任教員（看護師）の確保が困難な状況にある。その対策の一環として、ＩＣＴを活用した遠隔授業により同時に40名以上の学生に授業を提供したいが、「看護師等養成所の運営に関
する指導ガイドライン」（医政0331第21号平成27年３月31日厚生労働省医政局長）で、基礎分野以外の授業は「同時に授業を行う学生数は原則40名以下であること」の例外が認められておらず、遠隔授業により同
時に40名以上の学生に授業を提供することができない。

―
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04_雇用・
労働

都道府県 徳島県、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

障害者の雇用の促進等に関す
る法律

精神障がい者の雇用促
進に向けた法定雇用障
がい者数の算定方法の
見直し（人数）

精神障がい者の雇用促進と手帳取得促進のため、手
帳を所持する精神障がい者は他の重度障害者と同様
に、１人の雇用者を２人分の雇用とカウントする。

精神障がい者は、他の障がい区分と比べると、平均勤続年数が短く、雇用割合も低くなっている。
平成３０年度から、精神障がい者が法定雇用率に算入されることとなっており、企業の採用意欲・障がい者の就労意欲を高める取組みが必要である。

―
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04_雇用・
労働

都道府県 徳島県、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

障害者の雇用の促進等に関す
る法律

精神障がい者の雇用促
進に向けた法定雇用障
がい者数の算定方法の
見直し（就労時間）

精神障がい者の就労時間について、短時間労働の下
限である週２０時間を緩和する。

精神障がい者は、他の障がい区分と比べると、平均勤続年数が短く、雇用割合も低くなっている。
平成３０年度から、精神障がい者が法定雇用率に算入されることとなっており、企業の採用意欲・障がい者の就労意欲を高める取組みが必要である。

―



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【国土交通省】
（８）道路運送法（昭26法183）
（ⅹ)一般乗合旅客自動車運送事業の許可等に係る申請書又は届出書については、路線が県境をまたぐこと等により、事件が二以上の地方運
輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出すれば足りる（施行規則２条２項）ことを明
確化するため、地方運輸局に平成29年度中に通知する。

― 【国土交通省】申請書等の受付窓口の徹底について（平成30年3月29日付け事
務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_139

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【内閣府】
（22）地方創生推進交付金

地方創生推進交付金については、以下の措置を講ずる。
（ⅰ）新規事業及び継続事業について、年度当初からの着手が可能となるよう、申請等のスケジュールの前倒し及び申請に係る事務連絡等の
早期発出について検討する。
（ⅱ）地方公共団体の事務の負担軽減や円滑化等の観点から、申請に係る実施計画書について記載内容の簡素化を図るなど、引き続き運用
の改善を図る。
（ⅲ）事前相談や説明会等の機会を通じ、地方公共団体が行う事業内容の検討のために参考となる情報提供や助言等に引き続き努める。

６【農林水産省】
（１）農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭25法169）
補助率増高申請書の提出（施行令４条）に係る手続については、地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、平成29年中に発生した災害に
係る申請から、農林水産省における申請内容に係るヒアリングの実施時期を見直すとともに、申請内容の審査を一部省略可能とする等の措置
を講ずる。

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）

H29 150

02_農業・
農地

都道府県 徳島県、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、京都
市、堺市、関西
広域連合

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

土地改良法 農業基盤整備促進事業
における面接要件の見
直し

小規模経営であっても、地域の実情に応じたきめ細や
かな基盤整備が実施できるよう、「農業基盤整備促進事
業」の面積要件にため池整備事業と同様に２ｈａ以上の
特例を設ける見直しを行う。

本県の１経営体当たりの経営耕地面積は約１㏊であり、全国平均の2.5㏊と比較し経営規模が小さいことから、事業採択要件に必要な5㏊の受益面積の確保ができず、地域の実情に応じたきめ細やかな基盤整備
に取り組めない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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02_農業・
農地

都道府県 徳島県、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、京都市、関
西広域連合

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農業の有する多面的機能の発
揮の促進に関する法律

中山間地域等直接支払
い制度の協定期間の見
直し

中山間地域等直接支払制度の協定期間について、「３
年目」を見直しポイントとして、一定要件の下、高齢農家
等の協定参加者が残り期間の継続の参加を選択できる
弾力的な運用を図る。

高齢農家にとっては、「５年間」の協定期間における営農継続に強い不安があり、第４期対策においては、協定から離脱するケースが目立っている。 ―

H29 152

09_土木・
建築

都道府県 徳島県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

道路法施行規則第４条の５の５ 新技術等を活用した橋
梁点検を可能とするため
の点検手法の緩和

近接目視が基本とされている橋梁点検について、高解
像度カメラや赤外線センサー等を搭載した車載カメラを
用いた点検手法、ＩＯＴ、ＵＡＶ、次世代赤外線画像判
定支援システム等の新技術を活用した点検手法など、
安全かつ円滑な手法で効率的な点検が可能となる、近
接目視と同様の点検精度を持った、新技術による点検
を可能とするなど要件を緩和すること。

トラス橋などの桁下については、部材が支障となり橋梁点検車のブームが入らないため不可視箇所が存在する。
そのため、足場設置・撤去には時間を要し、ロープアクセスによる点検を実施することとなるが、ロープアクセスは、安全性が橋梁点検車よりも低いことから、安全かつ円滑な点検に支障を来たすとともに、多大な費
用を要する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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05_教育・
文化

都道府県 徳島県、滋賀
県、京都府、大
阪府、兵庫県、
和歌山県、鳥取
県、京都市、関
西広域連合

文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

学校教育法第19条
学校給食法第11条
要保護および準要保護児童生
徒に対する就学援助費に係る
事務処理要領について（文初
財第二一号昭和三九年二月三
日文部省初中局長・体育局長
通達）

学校給食費に係る既存
の支援制度の見直し

学校給食を安定的に実施するため、経済的に困窮して
いる世帯に実施している各種支援制度による就学援助
費のうち学校給食費相当額について、保護者の委任状
なしに直接学校等へ交付できるよう制度の見直しをす
る。

保護者に交付された就学援助費について、学校給食費以外の出費に使われる場合がある。学校給食費の未納を防ぐために、就学援助費を学校長等が代理受領するには、保護者の委任状が必要であるが、保護
者の同意がとれない場合がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

中核市 金沢市 厚生労働省 A　権限
移譲

介護保険法第115条の32、第
115条の33、第115条の34

介護サービス事業者の
業務管理体制の監督権
限を中核市へ移譲

全ての事業所が１つの中核市の区域に所在する場合
の介護サービス事業者の業務管理体制の監督権限を
中核市に移譲する。

中核市では、介護サービス事業者の指定・取消に係る権限を有してお、また介護サービス事業者への実施指導及び、地域密着型（介護予防型）サービス事業のみを行う介護サービス事業者で、指定に係る全て
の事業所が１つの市町村の区域に所在するものに係る業務管理体制の監督を実施しており、一定のノウハウもあるが、全ての事業所が１つの中核市の区域に所在する場合（地域密着型（介護予防型）サービス事
業のみを行う介護サービス事業者を除く）の業務管理体制の監督権限については、都道府県が有していることから、市内の介護サービス事業者の包括的な管理ができていない状況にある。

※現在、政令指定都市は全ての事業所が１つの区域に所在する場合の業務管理体制の監督権限を有している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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05_教育・
文化

都道府県 奈良県 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

指定文化財管理費国庫補助要
項

コミュニティ形成による無
住社寺を中心とした安全
性確保（防犯・防火・地
震対策含む）、地域活性
化を図るための柔軟な
活用

無住社寺保護・活用のため、現行の「指定文化財管理
費国庫補助金」は、補助対象が防火設備の保守点検
等に限定されているが、無住社寺を中心とした地域安
全計画の策定費用、警備会社による機械警備、美術工
芸品及び民俗文化財の免震、耐震、小修理、小規模調
査、展示設備、解説リーフレット、模造・模型製作など公
開・活用に関わることなど、地方が地方の実情に応じて
柔軟に活用できるよう、補助先において経費配分の自
由度を高めること。

【改正の必要性】
・既存の指定文化財管理費補助制度では、無住社寺の保護・管理及び活用に使える補助制度がないため、無住社寺の荒廃を防ぐことができない。

【支障事例】
・既存の指定文化財管理費補助制度の対象は防火設備の保守点検、建物等の小修理・防虫・除雪、庭園や民家の環境保全など、主にハード対策、保存に偏っている。
・本県の東部山間地域などに見られるような、いわゆる限界集落といわれる地域では、無住社寺が増加しているが、これらに防火・防犯機器を設置しても、それを支える体制が脆弱であり、例えば警報が鳴っても駆
け付けることができないため、警備会社に委託するなどの対応が必要。現行ではこれに対応するような補助制度はなく、対策の遅れや被害の拡大が懸念。
（参考）県内の無住社寺の状況　１８１１カ所・・・詳細は別添のとおり

・また、公開・活用の環境を整備するための補助が手薄であり、文化財を核とした地域の活性化を停滞させている。
・このような背景から、文化財の維持管理が所有者にとって負担となり、売却するという事案も生じている。

<本県における文化財売却の実態>（過去10年間）
・額安寺（大和郡山市）　仏像ほか（H21・H25・H27）
・圓證寺（生駒市）　仏像（H26）

―
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05_教育・
文化

都道府県 奈良県 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

学校教育法

義務教育諸学校等の施設費の
国庫負担等に関する法律

高等学校設置基準

学校施設環境改善交付金交付
要綱

地震防災対策特別措置法

公立高等学校施設の老
朽化対策及び安全対策
のための財政支援につ
いて

公立高等学校施設の老朽化対策である大規模改造事
業、長寿命化改修事業及び建替事業並びに非構造部
材の耐震化事業等について、学校施設環境改善交付
金の補助対象とするよう補助制度を拡大すること。

【改正の必要性】
　公立学校施設の整備については、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律等により、義務教育である小中学校の整備は、文部科学省の学校施設環境改善交付金等の交付対象となるが、公立
高等学校施設においては、一部を除き同補助金の補助対象とならず、かつ、地方債を利用した整備事業も一部を除き後年度の元利償還金の交付税措置等なく、地方財政措置が講じられていない。
　就学支援金等高等学校就学に係る支援により、高等学校の進学率は９７％を超える（文部科学省調査）ところ、ほぼ全ての国民に関係が生じている中で、生徒が生活の大部分を過ごす高等学校施設の整備の
必要性がこれまで以上に高まっている。

【支障事例】
　本県における、昭和４４年度以前に竣工した高等学校の校舎等施設は、文部科学省の耐震化調査対象ベースで２４％であり、うち昭和３９年度以前に竣工したものが１０％のため、今後老朽化対策として多くの
施設の長寿命化改修及び建替えが必要となる。
　耐震化された高等学校施設は、平成２９年４月１日現在８７．２％であるが、今後耐震化のため１０棟以上の建替えが必要な見込み。
　耐震補強と同時に外壁改修や屋上防水の大規模改造を実施しているが、国庫補助金の補助対象外であり、臨時高等学校改築等事業債を充当し実施しているが、起債償還時の地方財政措置は講じられていな
い（耐震補強は、地域防災計画に避難所として位置づけられる学校は緊急防災・減災対策事業債を充当し実施）ため、財政負担が大きく、耐震化の進捗も遅れる結果となった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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06_環境・
衛生

都道府県 奈良県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

生活基盤施設耐震化等交付金
交付要綱、要領

水道管路緊急改善事業
の拡充
「補助対象管種に劣化し
て耐震性がない小口径
鋼管を追加」
（参考）
補助対象は現在使用中
の管種を限定したもの

厚生労働省所管の生活基盤施設耐震化等交付金（水
道管路緊急改善事業）において、現在布設している
800mm未満の小口径鋼管は補助対象外であるが、継
手部が腐食し易く、経年劣化により耐震性が無くなって
いるため、耐震性のある管種に交換する際は補助対象
に加えられたい。

現在布設している800mm未満の小口径鋼管は、継手部を溶接している構造であるため腐食し易く、漏水事故が頻発するとともに経年劣化に伴い耐震性は実態として無い状態になっている。
旧種のダクタイル鋳鉄管を使用している場合は、制度上耐震性が無いものとして、更新する際は補助対象になっているが、このダクタイル鋳鉄管より本県で布設している補助対象外の小口径鋼管の方が漏水等の
事故率が高い。
本県では、奈良盆地全域に給水しているが、水源を盆地の外から引き込み、浄水場が高地に位置することから、この位置エネルギーを有効に使うために送水管路の水圧が高圧になる。このため、高圧に対応出来
る補助対象外の鋼管の使用割合が高く、この管路の耐震化整備を行う際に現行交付金制度を活用できない。
（鋼管使用比率：本県５８％、全国平均８％）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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12_その他 都道府県 奈良県 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方独立行政法人法第２１条
地方独立行政法人法施行令第
４条

地方独立行政法人が設
置・管理することができる
公共的な施設の範囲の
拡大

地方独立行政法人による文化施設等の設置・管理が可
能となるよう、地方独立行政法人法施行令に規定する
公共的な施設の範囲に文化施設等を追加すること。

本県では市町村合併があまり進まなかった結果、小規模な自治体が多く財政基盤が弱いため、民間のノウハウ等を活用した施設の効率的な運用が大きな課題となっているが、山間や過疎地域においては、そもそ
も委託先となる民間事業者が存在しない現状がある。
また、指定管理者制度については、指定期間が短く長期的な視点に立った運営が困難といった問題が指摘されおり、PFI等の運営手法については、一定の収益力のある事業であることが望まれるが、特に山間地
域における文化施設（文化施設・文化ホールといった劇場型施設や公民館等）については収益性が見込まれにくい。
一方、地方独立行政法人では、設立団体である自治体が適切に経営に関与することにより、透明性や公益性を確保しながら、山間など民間委託等が困難である地域においても事業の実施が可能となり、効率的・
効果的な運営を期待することができる。
このように、民間委託や地方独立行政法人等といった施設運営の選択肢を幅広く備えることが、都市部や山間地域など地域を問わず、合理的で効果的な管理運営を推進する上で重要であると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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05_教育・
文化

都道府県 奈良県 総務省、文
部科学省

B　地方
に対する
規制緩
和

学校教育法第２条、第５条
地方独立行政法人法第２１条
地方独立行政法人法施行令第
４条

幼稚園等に課されている
設置者管理主義の緩和

幼稚園等に課されている設置者管理の制限を廃止し、
地方公共団体が設置する公立幼稚園について、既存
の私立幼稚園等へ管理業務の委託を可能とするととも
に、地方独立行政法人へ管理業務の委託が可能となる
よう地方独立行政法人の業務範囲を拡大する等の緩和
を行う。

人口減少・少子高齢化が進む中、行政需要は確実に増加することが見込まれ、行政サービスの効率的な提供を行っていくことが課題となっている。
本県では他県に比べて公立幼稚園の割合が高く、地域住民の公立幼稚園での教育ニーズに応えていくためには、今後も一定程度の公立幼稚園の維持が必要であると見込まれている。しかし、財政基盤が脆弱
で小規模自治体が多く、個々の施設の運営・管理が財政的な負担となっており、民間のノウハウ等を活用した施設の効率的な運営が必要となっている。
私立幼稚園の設置数が比較的多い都市部においては、委託先となる民間事業者は一定数存在するものと見込まれ、私立幼稚園への委託が可能となれば、都市部の市町村の財政運営の負担軽減に資する。
一方、山間や過疎地域が多い本県においては、委託先となる民間事業者が限定されるため、事業者の選定が困難となる地域も存在する。この点、地方独立行政法人であれば、公益性を確保しながら広域的に活
動することができ、山間など民間委託等が困難である地域においても事業を実施することが可能となる。また、財政基盤が弱い小規模自治体から切り離した上で、経営の視点を入れた独立採算により、長期的に安
定した業務が期待できることから、経営の自由度が増し効率的な運営が可能となる。
このように、民間委託や地方独立行政法人等といった施設運営の選択肢を幅広く備えることが、都市部や山間地域など地域を問わず、合理的で効果的な管理運営を推進する上で重要であると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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02_農業・
農地

都道府県 奈良県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

森林法令の改正 「森林環境税（仮称）」を
財源とした市町村主体
の森林整備の制度設計
について

「森林環境税（仮称）」を財源とした市町村主体の森林
整備の導入に向けた制度改正にあたっては、都道府県
が地域の課題に応じて実施できる制度とすること。

森林整備を効果的なものとするためには、森林の有する機能や地域の実情を踏まえた森林管理制度とそれを実施する体制が必要である。
現在、林野庁が「森林環境税（仮称）」の使途として具体策（案）で示している市町村主体の森林整備を本県で実施した場合、十分な数の専門職員が配置できない等、森林管理制度と実施体制の不備により、効果
的な森林整備が行われない恐れがある。

―



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【国土交通省】
（12）道路法（昭27法180）
（ⅱ）地方公共団体による橋梁等の点検については、以下のとおりとする。
・橋梁等の点検を支援する新技術については、その開発を促進するとともに、活用可能なものから随時現場への導入を図ることとし、新技術を
導入する際には、道路メンテナンス会議等を通じて、当該技術に関する地方公共団体への周知を図る。さらに、現在、導入を検討しているもの
については、早ければ平成30年度からの現場導入を目指し、技術検証を進める。
・橋梁等の点検に係る支援措置については、引き続き、技術面（地方公共団体等の職員に対する研修等）や財政面での支援を行うとともに、実
施体制面での支援として、地域一括発注の一層の活用促進を図る。
・点検の頻度（施行規則４条の５の５）を含む定期点検の在り方については、平成26年度から開始した５年に１度の定期点検の一巡目の実施状
況を踏まえ、平成29年中に専門家の意見の聴取を開始し、国民の安全確保を前提としつつ、地方公共団体が持続可能で、かつ、実効性ある
点検を実施することができるよう、地方の意見も聴きながら早期に結論を得るべく検討を進める。

＜平30＞
６【国土交通省】
（13）道路法（昭27 法180）
（ⅰ）地方公共団体による橋梁等の定期点検の在り方については、専
門家の意見を聴取した上で、地方公共団体が持続可能かつ実効性
ある点検を実施することが可能となるよう、点検の効率化や合理化を
図り、2018 年度中に定期点検の見直しを行う。

点検要領を改正し、特定の構造の橋梁については点検手法を効率化・合理化すること
ができること等を示した。

― ― 国土交通省道路局路政課

６【文部科学省】
（18）学校給食費に係る就学援助費に関する事務

学校給食費に係る就学援助費については、学校給食そのものを現物給付として提供する場合等は保護者の委任状を要しないことを、地方公
共団体に平成29年中に通知する。
［措置済み（平成29年10月19日付け文部科学省初等中等教育局通知）］

【文部科学省】学校給食費に係る就学援助費等の取扱いについて（平成29年10
月19日付け文部科学省初等中等教育局長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_153

５【厚生労働省】
（４）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介
護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の設置者の業務管理体制の整
備に関する事項の届出の受理等（115条の32から115条の34）に係る事務・権限については、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22
法67）252条の17の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。また、当該権
限を中核市に移譲することの必要性については、同制度の運用状況や中核市の意見等を踏まえつつ検討し、平成30年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

<平30>
５【厚生労働省】
（１）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予
防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老
人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者の業務管
理体制の整備に関する事項の届出の受理等（115 条の 32 から 115
条の 34）に係る事務・権限については、中核市に移譲する。

指定居宅サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事務・権限を中核市へ移
譲した。

【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第26号）
【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律新旧対照条文
【厚生労働省】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について
（令和元年6月14日老発0614第2号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_154

厚生労働省老健局総務課介護保
険指導室

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【総務省】
（13）地方独立行政法人法（平15法118）
地方独立行政法人の業務の範囲（21条）については、地方公共団体からの要望の具体的な内容が確認された場合に、文化施設等を地方独
立行政法人による設置及び管理の対象とすることについて検討し、平成31年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

― ― ― ― 総務省自治行政局市町村課行政
経営支援室

６【総務省（１）】【文部科学省（１）】
学校教育法（昭22法26）及び地方独立行政法人法（平15法118）
公立幼稚園の管理・運営については、市町村の運営実態、公立幼稚園存続の希望その他の具体的な状況を踏まえ、学校法人又は地方独立
行政法人への包括委託を含めた問題解決の方策について、公立幼稚園の設置者である地方公共団体からの具体的な提案を受けて速やかに
検討し、結論を得る。その結論を踏まえ、地方独立行政法人の業務の追加について速やかに検討し、結論を得る。これらの結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

― ― ― ― 総務省自治行政局市町村課行政
経営支援室

文部科学省初等中等教育局幼児
教育課

― ― ― ― ― ―
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10_運輸・
交通

全国知事
会・全国市
長会・全国
町村会

全国知事会、全
国市長会、全国
町村会

警察庁、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

道路交通法第44条、第46条 コミュニティバス等が路
線バス停留所を利用す
る場合の基準の明確化

当該地域の地域公共交通関係者間で合意が得られた
場合は、路線定期運行バスの停留所に、区域運行や
自家用有償旅客運送事業等の車両も停車できることを
明確化するとともに、地方公共団体等に周知すること。

路線定期運行バスの停留所には、区域運行や自家用有償旅客運送事業等の車両が停車できないため、路線バスと、区域運行や自家用有償旅客運送事業によるコミュニティバス等との乗り換えを行う利用者は、
路線定期運行バスの停留所から区域運行バス等の停車位置まで移動する必要が生じ、円滑に乗り換えを行うことができないとの解釈が生じている。

【実例】
既存バス路線が廃止された地区で４条許可による乗合タクシーを運行している。乗合タクシーは市街地に乗り入れる路線定期運行のバス路線に結節しているが、路線定期運行のバス停に乗合タクシーが停車でき
ないため、路線定期運行のバス停から離れた場所に乗合タクシーのバス停を別途設置している。
これにより、利用者はバスの乗り継ぎのために徒歩で移動する必要があり、住民から乗り継ぎの不便を訴える苦情や利便性向上を求める意見が寄せられている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 山形県、青森
県、宮城県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

医療法第七条 感染症病床と結核病床
の区分解消による結核
入院体制の見直し

結核は、平成19年に感染症法に組み込まれ、二類感
染症として整理されているが、医療法においては、結核
病床及び感染症病床に区分されたままである。近年、
結核及び感染症病床の利用率が低下していることを踏
まえ、両病床を一体として運営することができるように制
度や取扱いを見直していただきたい。

全国的に結核の低まん延化が実現しており、結核病床の利用率が減少していることから、病院が経営的に結核病床を維持できず、減床している傾向にある。
そのため、当県の二次医療圏内に結核病床を有する病院がなくなり、患者を別の医療圏へ長距離移送しなければならない。
病院から100km以上離れた地域の患者も多く、特に高齢患者では転院・移送等にかかる本人及び家族の身体的・精神的負担は大きい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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08_消防・
防災・安全

指定都市 熊本市 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

災害救助法第４条
災害救助事務取扱要領第６-１
-（２）-ウ

災害救助法における情
報提供手段の適用拡大

大規模災害発生時において、被災者に救助に係る正
確な情報を提供するため、コールセンター設置等の情
報提供の手段を災害救助法に含めていただきたい。

【提案の経緯】
平成２８年熊本地震では、広範囲で断水、停電、ガスの供給が止まり、被災者の生活に多大なる支障があった。また、様々な情報が爆発的に拡散され、極端な例では「動物園からライオンが逃げた」というデマまで
流布する等、被災者に混乱が生じた。
そのような中、当市では、飲料水の供給時間や場所、水道を含むライフラインの復旧状況等、正確な情報を必要とする被災者へ提供するため、コールセンターを設置した。
また、限られた人材で災害対応を行う中、コールセンターを設置したことにより、それまで電話対応を行っていた職員が、他の優先すべき災害業務に対応することが可能となった。

【現在の制度】
災害救助法により、救助の種類（第４条）が定められ、災害救助事務取扱要領により、応急救助に当たっての留意事項として、情報提供について、各地方公共団体における事情に応じた創意工夫を図り、被災者
等の住民に対して十分な情報提供が行われるよう配慮することとされている。（第６-1-（２）-ウ）

【支障事例】
現在の制度では、コールセンターの設置は災害救助法の適用外となっており、正確な情報を必要とする被災者へ提供することに苦慮した。また、職員が電話対応に追われ、他の優先すべき災害業務に直ちに従
事することができなかった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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08_消防・
防災・安全

指定都市 熊本市 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

災害救助法第４条
災害救助事務取扱要領第４-
1-（1）-イ-（エ）

災害救助法における避
難所設置要件の適用拡
大

大規模災害発生時における避難所の設置要件に、野
外の応急仮設建築物の設置やテント等の設営だけでな
く、車中泊も含めていただきたい。

【提案の経緯】
平成２８年熊本地震では、震度７の地震が立て続けに２回発生し、その後も余震が半月の間で、３千回以上続いた。そのような中、多くの被災者が、余震不安からグラウンドで車中泊を行い、実質、グラウンドが避難
所となった。

【現在の制度】
災害救助法により、救助の種類（第４条第１項）が定められ、災害救助事務取扱要領において、避難所の設置について「既存の建物が得られないときには、野外に応急仮設建築物を設置し、あるいはテント等を設
営して実施することもやむを得ない」とされている。（第４-1-（１）-イ-（エ））

【支障事例】
現在の制度では、車中泊の場合は、避難所とみなされず、災害救助法の適用外となっている。そのため、食品の供与や飲料水の供給、医療の提供に苦慮した。
また、多数の車両の乗り入れにより、地下の配水管が破損する等グラウンドが破損し、学校再開の際、整地や改修等の現状復旧が必要となった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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08_消防・
防災・安全

指定都市 熊本市 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

災害救助法における現物給付
の原則

災害救助法における民
間賃貸住宅借上（みな
し）の契約手続事務等の
簡素化

大規模災害発生における民間賃貸住宅借上（みなし）
契約及び生活必需品の支給について、現物給付を原
則としつつも金銭支給や引換券の支給を選択できるよ
うにしていただきたい。

【提案の経緯】
平成２８年熊本地震では、提供した民間賃貸住宅借上（みなし）の入居戸数が、８，０９９戸であり、この数は、被災者への住宅提供戸数の総数９，３７６戸の約８６％を占めている。
この契約において、通常であれば、入居者と貸主（不動産事業者）の２者間での契約となるが、災害救助法における民間賃貸住宅借上の場合、入居者は被災者、借主は市となり、貸主（不動産業者）、借主（市
長）、入居者（被災者）の３者の意思表示（印鑑）が必要となることから、契約事務が非常に煩雑となり、多くの労力を要した。また、貸主（不動産業者）が通常使用している契約書と異なるため、不備も多く、さらに多
くの時間を要した。
生活必需品の支給についても、被災者の申請をもとに熊本市が量販店に発注し、受注した量販店が被災者の自宅まで配送したことから、３者間で連絡調整をしなければならず、手続が煩雑なものとなった。さらに
配送については、配送業界の人手不足に加え、地震による通行止め等の交通規制や、被災者が住家を解体したり転居したりしたことによる配送先の変更等配送トラブルが相次ぎ、結果、予想をはるかに上回る時
間を要した。
【現在の制度】
災害救助法における救助は、現物給付の原則がある。
【支障事例】
現在の制度では、金銭支給が認められておらず、民間賃貸住宅借上（みなし）については、貸主（不動産業者）と入居者（被災者）の２者間での契約の後、行政が貸主（不動産業者）に費用を支給するという契約
手続を選択することができない。
また、生活必需品の支給についても、金銭支給に限らず、引換券等の金券に関しても支給の手段としては考えにくいとされていることから、例えば、熊本市から被災者に引換券を配布し、被災者はその引換券を
持って、量販店（もしくは必需品の集積基地等）で必需品と交換し、その費用を量販店が熊本市に請求するといった手段をとることができない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関
する基準に係る「従うべ
き基準」の廃止又は参酌
化

児童福祉法第34条の8の2第2
項、放課後児童健全育成事業
の設備及び運営に関する基
（平成26年4月30日厚生労働省
令第63号）、放課後児童支援
員等研修事業実施要綱

B　地方
に対する
規制緩
和

厚生労働省全国知事会、全
国市長会、全国
町村会

全国知事
会・全国市
長会・全国
町村会

03_医療・
福祉

161H29

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

１．背景
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、全国的な利用需要の高まりを受けて、政府は、平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」の中で、平成31年度末までに30万人分の
追加的な受け皿整備を進め、処遇改善を進めることとしている。また、平成29年4月に発表された働き方改革実行計画においても、子育てと仕事の両立支援策として、放課後児童クラブの受け皿整備を行うこととし
ている。
しかしながら、地方における放課後児童クラブの運営を取り巻く環境は極めて厳しい。その主たる要因は、放課後児童支援員などクラブに従事する者について、厚生労働省が人員資格基準や人員配置基準の義
務付けを行ったこと等により、深刻な人材不足が発生しているからである。
放課後児童クラブに従事する者（放課後児童支援員等）の資格や配置については、平成27年度から「従うべき基準」とされているが、厚生労働省の実態調査によると、放課後児童支援員は、非常勤職員やパート・
アルバイト等の職員が約７割を占め、保育士に比べ処遇が低い状況である。
このような状況にもかかわらず、国が一律の基準の義務付けを行ったことにより、全国的に人材不足が深刻化している。実際に、地方六団体地方分権改革推進本部が昨年12月に実施した調査によると、「従うべき
基準」により支障が生じているという事例が、200以上の地方公共団体から挙げられている。
２．人員資格基準
人員資格基準については、従事者の豊富な経験や他の類似の資格の適格性を否定し、「放課後児童支援員」の認定資格研修の受講が義務付けられ、平成31年度末の経過措置が終了するまでの間に当該研修
を受講しなければ、放課後児童支援員として勤務することができない。しかしながら、研修の機会が少ない上、人材不足から現場の勤務シフトを優先せえざるを得ないため、研修受講率は低調であり、人材不足が
著しい地域では、受講を進められず今後の継続的なクラブ運営に不安を助長させている。
また、経験豊富で保護者や児童から信頼の厚い補助員が、高卒要件を満たしていないことで、放課後児童支援員となることがきず、現場での意欲を無視しているような事例も見られる。平成31年度までに13万人
分の放課後児童クラブを増設し、放課後児童支援員の必要数が増加することを鑑みると、人材確保は更に厳しくなることが予想される。放課後児童支援員に十分な資質や研修が必要なことは認めるが、必ずしも
当該研修を受講しなくても、経験豊富で優秀な人材の活用や現任研修による資質の向上は十分可能であり、このような質の担保について、地方に大幅な裁量を認めるべきである。
３．人員配置基準
人員配置基準についても、少人数クラブやクラブの運営実態を無視し、配置数が義務付けられたため、人員の確保が困難となり、受け皿整備が進まない要因となっている。小学校設置基準では、１学級の児童数
は40人以下とされている。クラブについても同様に、１の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とされている。教育の場面では、１学級につき１名の教職員の配置とされていることが一般的である
が、放課後児童支援員等は２名の配置が義務付けられている。これらを比較すると、利用児童が数名の放課後児童クラブにまで２名配置を求めているのは過剰規制との指摘もあり、クラブのプログラムを工夫する
等、地方が自ら児童の安全性の確保等に配慮することにより、放課後児童クラブの配置人数について地域の実情に応じた柔軟な配置が認められるべきである。
4．潜在的待機児童の問題
昨年度の厚生労働省の調査によると、放課後児童クラブの利用児童は、平成28年５月時点で過去最多の約109万人、待機児童は過去最多の約1.7万人とされているが、待機児童数には待機中に断念したケース
や、利用までに長期間の待機を要した児童数等が含まれていない。また、放課後児童クラブの数は増加しているにも関わらず、待機児童が増加しており、待機児童のいる市町村は全体の約４分の１に上っている。
女性の就業率の向上や新制度の導入により、保育サービスの利用のハードルが低下したため、保育の申請者は増加しており、保育所整備を進めているにもかかわらず、むしろ待機児童は増加している。これを受
けて政府は待機児童を解消する時期について、当初の予定を３年遅らせて2020年度末とする方針を表明したところであるが、放課後児童クラブについても、保育サービスを利用する児童の就学後、利用希望が拡
大し、待機児童が増加する懸念がある。
少子化は進む一方で放課後児童クラブの利用児童数は増加の一途であり、市町村等が子ども・子育て支援事業計画で見込んだ将来推計を超過し、政府の目指す一億総活躍社会の実現や働き方改革にも影響
を及ぼす懸念もある。
5．まとめ
全国の団体から挙げられた放課後児童クラブの人材不足に関する支障は、多様な要因によるものであり、都市部・地方部の双方で生じているため、一時的な財政支援や局所的な要件緩和、経過措置の延長では
対応できない。
また、これらの見直しに当たっても、量と質の双方の確保を目指して放課後児童クラブを展開していく方向性は、国と地方で全く異ならない。
保育所等の待機児童の行く先は、放課後児童クラブであり、放課後児童クラブの確保と待機児童の解消は、喫緊の課題となる。昨年の「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」「ニッポン一億総
活躍プラン」に続き、本年も「働き方改革実行計画」や来年度から実施される「子育て安心プラン」が発表されたりと矢継ぎ早に対策を打っている以上、クラブの待機児童対策について、平成31年度末までの子ど
も・子育て支援事業計画の見直し時期を待って検討するのでは、遅きに失する。
放課後児童に関する施策については地方が先行して実施していた分野であるが、従事する者及びその員数について「従うべき基準」とされているため、クラブの規模に応じた人員配置や人材活用が妨げられてい
る。地方が自ら、地域の特性を踏まえて創意工夫を行うことで、クラブの質を保つことは十分に可能であり、このような地域の実情を十分に踏まえ、抜本的な基準の見直し（「従うべき基準」を「廃止」又は「参酌すべ
き基準」に見直し）を行うべきである。

放課後児童健全育成事業に従事する者の資格及びそ
の員数について、「従うべき基準」とされているものを、
廃止又は参酌すべき基準に見直すこと。



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【警察庁（１）】【国土交通省（９）】
道路運送法（昭26法183）及び道路交通法（昭35法105）
一般乗合旅客自動車運送事業（路線不定期運行及び区域運行に限る。）及び自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送（交通空白輸送）
及び公共交通空白地有償運送に限る。）に使用される特定の車両については、都道府県警察がその構成員として加えられた地域公共交通会
議（道路運送法施行規則（昭26運輸省令75）９条の２）又は運営協議会（同令51条の７）で認められた一定の停留所において、道路交通の実態
に応じて、停車又は駐車を禁止する場所の特例（道路交通法46条）について適切な対応がなされるよう、都道府県警察に平成29年度中に通
知する。
　また、当該停留所並びに地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会（地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律（平19法59）６条）において認められた一定の停留所における当該車両の取扱いについて、地方公共団体及び地方運輸局に
平成29年度中に通知するとともに、「地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成の手引き」に掲載する。

― 【警察庁】道路運送法施行規則に定められた地域公共交通会議又は運営協議
会で認められた一定の停留所における駐（停）車可の交通規制に係る取扱いに
ついて（平成30年3月7日付け警察庁丁規発第５号）
【国土交通省】 「道路運送法施行規則に定められた地域公共交通会議又は運営
協議会で認められた一定の停留所における駐（停）車可の交通規制に係る取扱
いについて」等の周知について（平成30年3月7日付け事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_162

６【厚生労働省】
（11）医療法（昭23法205）
（ⅰ）結核患者については、同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと（施行規則10条
５項）を遵守できている場合において、感染症病床に入院させることが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

― 【厚生労働省】「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」に係る感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の規定に基づく事務の
対応について（平成30年３月１日付け健感発0301第１号厚生労働省健康局結核
感染症課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_163

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【内閣府】
（２）災害救助法（昭22法118）
借上型応急仮設住宅の供与については、契約手続が円滑に行われるよう、契約書の様式等を、関係団体等に平成30年度中に周知する。

― 借上型応急仮設住宅の供与について、契約手続が円滑に行われるよう、契約書の様式
等を関係団体等に周知した。

【内閣府】令和元年度災害救助法等担当者全国会議資料4-1（令和元年５月14
日災害救助法等担当者全国会議）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_166

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官(被災者行政担当）

厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_161

【厚生労働省】児童福祉法（令和１年６月26日号外法律第46号）
【厚生労働省】児童福祉法新旧対照表（令和１年６月７日法律第26号）

放課後児童クラブに係る「従うべき基準」を参酌化し、国の基準を十分参照した上で、地
域の実情に合った基準を条例で定めることを可能にした。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支
援法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８
の２第２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を
「参酌すべき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児
童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅲ）放課後児童健全育成事業（子ども・子育て支援法（平24法65）59条５号及び児童福祉法６条の３第２項）に従事する者及びその員数（児童
福祉法34条の８の２第２項）に係る「従うべき基準」については、子どもの安全性の確保等一定の質の担保をしつつ地域の実情等を踏まえた柔
軟な対応ができるよう、参酌化することについて、地方分権の議論の場において検討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
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H29 167

06_環境・
衛生

都道府県 埼玉県 環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

大気汚染防止法　第18条の15
（特定粉じん排出等作業の実
施の届出）、第28条（資料の提
出の要求等）
建設リサイクル法　第10条（対
象建設工事の届出等）

大気汚染防止法による
県の情報提供要求権限
の拡大

大気汚染防止法に、都道府県についても国と同等に関
係行政機関への資料提出の要求等ができる旨を規定
すること。

【現行制度】
大気汚染防止法では石綿排出等作業の発注者に対し、都道府県知事への届出を義務付けている。
また、同法では、国や都道府県は法律の目的を達成するため必要があると認める時に、必要な資料や説明を関係自治体に求めることができるとしている。
しかし、国は求められる資料等に制限がないが、都道府県は限定列挙されたものだけである。
【支障事例】
各自治体が定める個人情報保護条例の中には、法令に定めのない場合について個人情報の目的外利用を制限している場合がある。
本県では大気汚染防止法の石綿に関する届出漏れを防ぐための独自の取組として、石綿含有建材の有無について記載がある建設リサイクル法の届出情報の提供を年間1,200件程度、一部の特定行政庁（建設リ
サイクル法の届出が権限移譲されている市の一部、詳細は別紙参照）に求めている。しかし、個人情報保護条例の規定により法令に定めがないと判断され情報提供を拒否される可能性がある。情報提供を拒否さ
れると届出漏れの把握に支障が生じる。
また、国は特に制限なく情報提供依頼の権限があるにもかかわらず、都道府県の権限は制限されており地方に対する過度な規制であると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 168

12_その他 都道府県 埼玉県 財務省 A　権限
移譲

会計法第48条
補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律第26条

国の会計事務に関する
受任権限の指定都市へ
の付与

指定都市が国の会計事務（以下、国費事務という）につ
いて、委任を受けることを可能とし、指定都市に係る国
費事務は都道府県を介さないで行えるようにする。

【現行制度】
国費事務は、会計法により、知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができるとされている。この規定に基づき、都道府県は国の会計機関として、支出負担行為や支出の決定、繰越承認申請などの国費
事務を行っている。しかし、市町村は国からの委任を受けられないことから、都道府県は国庫補助金（交付金を含む）に係る会計処理等の国費事務について、指定都市を含め市町村分を代行している。
一方、国庫補助金に係る申請や変更申請手続、繰越承認申請前の調整等について、指定都市は県を介さず国と直接行うこととされているものも少なくない。これらの国費事務は、県が実質的な調整過程に関与し
ないまま、形式的な手続き（官庁会計システムの打込み作業等）のみを担っている。
【支障事例】
指定都市は、申請手続等を国と直接行うものについても、最終的な会計処理は県に依頼することになるため、県への説明等に時間を要すだけでなく、短期間で必要資料作成等の事務処理を行わなければならな
い。
また、県では詳細なチェックができないため、事務が形骸化してしまい、責任ある処理が困難である。さらに、付帯する各種照会（示達額確認、国費進捗など）等についても県が相当の事務を担っている。
例えば、社会資本整備総合交付金関係では、H28年度、35件約66億円分の支出事務を行った。指定都市は他の市町村よりも国費金額やその流用も多いため、国費の動きを県で把握することが困難である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 169

09_土木・
建築

都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限
移譲

土地区画整理法第55条第２
項、第３項

市町村土地区画整理事
業に係る意見書提出先
の市町村長への変更

市町村が施行する土地区画整理事業の事業計画を縦
覧した際の意見書の提出先を市町村長とする。
また、市町村長は提出された意見書を市町村都市計画
審議会に付議し、当該審議会で審議することとする。

【現行制度】
市町村が施行する土地区画整理事業の事業計画を縦覧した際、利害関係者から意見書が提出された場合は、都道府県都市計画審議会に付議し、当該審議会で審議することとされている。
なお、都道府県施行の事業計画に対する意見書についても、都道府県都市計画審議会に付議し、同審議会で審議することとされている。
【支障事例】
都道府県都市計画審議会で県が説明するに当たって、事前に市町村への聞き取りをする必要があり、２週間程度要している。
また、都道府県都市計画審議会は実務上、最大で年４回の開催が限界と考えており、市町村の実情を踏まえた柔軟な開催が困難である。理由としては、都道府県都市計画審議会は規模が大きく（埼玉県都市計
画審議会委員数26名：平成29年６月現在）、学識委員及び県議会議員の日程調整や議案の事前説明、会場の手配に３か月程度の準備期間を要すること、都市計画審議会の委員である県議会議員の出席のた
めには、県議会の開催時期（６月、９月、12月、３月）を除いて開催する必要があることが挙げられる。
こうしたことから、意見書が提出されてからの審議や事業計画の決定に時間を要している。
さらに、審議会において県は施行者の意見を代弁する形となっており、施行者自らが審議委員からの質問に責任ある立場で答えることができない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 170

06_環境・
衛生

都道府県 埼玉県 環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

浄化槽市町村整備推進事業実
施要綱

浄化槽市町村整備型の
交付要件の弾力化

合併処理浄化槽への転換に効果的な浄化槽市町村整
備型の交付要件（循環型社会形成推進交付金）につい
て、戸数要件を見直すこと。

【現行制度】
本県では、河川の水質改善のため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進しており、平成37年度までに生活排水処理人口普及率100％を目標としている。
浄化槽市町村整備型は、交付金の交付要件が実施要綱で定められており、①事業が３年以上継続した場合、②累積50戸以上整備した場合、③過疎地域自立促進特別措置法等に定める地域のいずれかの条件
を満たす場合にあっては、事業年度内に整備する戸数を10戸以上としている。本県の東秩父村は上記３つの条件いずれにも該当していることから、交付を受けるためには事業年度内に10戸以上の整備が必要で
ある。
なお、例外規定として、事業が７年以上継続した場合であって事業整備区域における浄化槽処理人口普及率が70％以上である場合や、累積100戸以上整備した場合であって事業整備区域における浄化槽処理
人口普及率が70％以上である場合には、10戸以上整備ができなかった場合でも交付を受けることができる。
【支障事例】
本県の東秩父村における平成28年度の整備戸数は６戸で、10戸の戸数要件を満たすことができず国の交付を受けることができなかった。全国一律の基準では、人口規模の小さい町村部には達成が困難である。
また、東秩父村は県の計画と同様に平成37年度までに人口普及率100％を目指しており、例外規定について生活排水処理基本計画の終盤にならなければ達成できるものではない。

―

H29 171

10_運輸・
交通

都道府県 埼玉県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

旅行業法　第３条、第４条、第５
条、第24条

全国旅行業登録業者の
情報一括公開

旅行業法に基づき、観光庁や都道府県が登録している
旅行業者の登録情報を、一括して観光庁のホームペー
ジ等で公開すること。

【現行制度】
　旅行業法第３条・第４条・第５条・第24条に基づき、旅行業者の登録情報は各登録先で管理している（第１種は観光庁、第２種・３種・地域限定・旅行業代理業者は本社が所在する都道府県）。
　また、平成26年７月25日付観観産第308号「登録旅行業者の登録情報の公開について」に基づき、観光庁や都道府県は各ホームページ（以下、ＨＰ）等で登録旅行業者の登録情報を公開している。
【支障事例】
　住民が旅行商品購入前後に業者の信頼度を知るために登録状況を確認したい場合や、民間事業者等が旅行業務に係る取引を検討する際に信用情報として相手方となる事業者の登録状況を確認したい場合
に、登録先ごとにＨＰで掲載している情報リストを見なければならない。
　旅行業者の本社所在地が不明な場合、ＨＰを１つずつあたる必要があり、手間がかかる。
　また、そのような住民や民間事業者等から都道府県に問い合わせがあった場合に、都道府県側も他自治体の登録状況を一括して見られないため、迅速な回答が難しい。
【制度改正の必要性】
　住民が信用情報を確認するのは、旅行商品購入に関するトラブル発生時が多い（例：代金振込後に航空券が届かない）。
　その状況下で、相手方業者本社の所在地が分からず、かつ、別々に掲載されている登録情報を１つずつ確認することは、トラブル解決にさらなる時間を要することに繋がる。
　観光庁と都道府県が公開する登録情報（登録番号、業者名、登録年月日等）を一本化し、定期的に更新することで、住民等が情報検索にかける手間が軽減され、トラブルの迅速な解決に資する。

―

H29 172

04_雇用・
労働

都道府県 埼玉県 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

地方創生推進交付金制度要綱
第９　２
プロフェッショナル人材戦略拠
点事業に係る事務連絡（平成
29年２月９日内閣府）
地方創生推進交付金等の採択
事業の事業着手について（内
閣府）
地方創生推進交付金の交付対
象事業の決定について（平成
29年４月28日内閣府）

プロフェッショナル人材
事業の財源（地方創生
推進交付金）の早期交
付決定

プロフェッショナル人材事業について、年度当初から切
れ目ない事業の実施ができるよう、財源に充てられる地
方創生推進交付金の交付決定を早めること。

【支障事例】
平成２７年度の開始時は国から都道府県への委託事業であった。その後、平成２８年度は地方創生加速化交付金（補助率１０／１０）、平成２９年度は地方創生推進交付金（補助率１／２）を使った道府県主体の補
助事業となった。地方創生推進交付金については、新規事業及び事業計画の変更を伴う継続事業の場合、交付決定が５月下旬であり、前年度からの事業実施に切れ目が生じる。
事業継続のために、交付決定前の財源について県費対応が必要となり、また、事業受託者との契約を複数回締結することになる。その分、受託者にも事務負担を強いることとなる。
【制度改正の必要性】
「経済財政運営と改革の基本方針２０１６」において、地方への人材還流を推進するために、プロフェッショナル人材事業が位置付けられている。
プロフェッショナル人材事業は、道府県が「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置して、各地域内の中小企業の高度人材ニーズを把握し、プロ人材とのマッチング支援等を行う事業である。埼玉県では、地域の
中小企業に「攻めの経営」の意欲を喚起し、新たな事業展開を担う高度な「プロフェッショナル人材」を活用した経営革新の実現を促し、地域経済をけん引する中小企業への成長を支援している。そのためには、
事業が年度当初から切れ目なく、かつ、安定して実施できることが不可欠である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 173

09_土木・
建築

都道府県 埼玉県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

公営住宅法第２条 県が独自に整備した住
宅の「公営住宅」への転
用

建設・買取り・借上げに整備手法を限定している公営住
宅法等の規定を改正し、特定公共賃貸住宅や、地方公
共団体が独自に整備した賃貸住宅や職員住宅など、
公営住宅法に基づかずに整備された住宅（以下「その
他住宅」という）について、公営住宅法に基づく公営住
宅への転用を可能とする。
なお、民間住宅については買取りや借上げにより公営
住宅にすることができるのに対して、自己保有のその他
住宅については公営住宅に転用できないとする合理的
理由はないと考える。

【現行制度】
公営住宅とは、公営住宅法により「国の補助に係るもの」と定義されており、国の補助を受けて自治体が建設したもの又は民間住宅を買い取り若しくは借り上げたものの３種類に区分される。
【本県の状況】
地域の住環境等の変化により、本県が独自に整備し、公営住宅より所得のやや高い者に供給している住宅の需要が低下している。その一方で、公営住宅に対する需要は依然として高く、その他住宅を低額所得
者向けの住宅に転用することが望ましい状況が生じている。
【支障事例】
その他住宅を独自に低額所得者向け住宅とし、国土交通省の補助要綱の活用や、地方公共団体の条例等の整備によって公営住宅に準じた運用を行うことは可能ではあるが、公営住宅ではないため、公営住宅
法を根拠とした運用ができない。
例えば、公営住宅法に基づく管理代行を行うことができないため、その他住宅については、引き続き指定管理者制度を用いることとなる。また、収入調査など現在の条例に規定のない事項について新たに条例に
定める必要がある。
このように地方公共団体が条例等を工夫することにより対応する余地はあるものの、無用な混乱が生じ、また、事務作業量が膨大で運用上の負担が大きい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 174

03_医療・
福祉

都道府県 三重県、宮城
県、広島県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

地域少子化対策重点推進交付
金交付要綱第４条、第５条、同
実施要領　３（４）

地域少子化対策重点推
進交付金の申請手続き
等の明確化、簡素化

地域少子化対策重点推進事業実施要領において、
①具体的な審査方法（審査体制、審査手続き、審査担
当有識者名）等を記載したうえで、どの段階でどのよう
な判断が出たのかも全ての申請自治体に公開し、審査
方法の透明化を図ること。
②公平な審査を推進するため、具体的な審査基準（単
価の上限や委託金額の上限等数値で客観的に判断で
きるもの）を記載したうえで、全ての申請自治体に公開
し、円滑に事業構築ができるよう支援すること。
③審査スケジュールを明確に記載し、地方の予算や事
業遂行に影響を与えないようにすること。

地域少子化対策重点推進交付金については、内閣府に申請を行い、その審査を経て交付決定を受けることとされている。また、審査においては外部有識者の審査を経ることとされているが、具体的な審査基準等
が明文化されておらず、事業ごとの指摘事項から基準を推測するしかない状況にある。そのため、事前に基準を考慮した事業構築が困難な状況となり審査過程における指摘事項で何度も修正が必要となるなど、
事務負担が増加するとともに、計画的な事業推進の妨げとなっている。
また、申請手続きについても明確な理由なく承認期限が何度も延長されるにもかかわらず、地方からの申請期限は厳守を求めたり、申請時に入札前にも関わらず業者見積もりを要求するなど、円滑な事務執行上
過度な負担や公平な入札業務の支障となっている。
さらに、他県の事業例について内閣府からの情報提供がほとんどなく、少子化社会対策大綱の重点課題や当該交付金の目的である先進事例の全国展開の推進にも支障が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【環境省】
（１）大気汚染防止法（昭43法97）
都道府県知事が関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して行う資料の提出の要求等（28条２項）については、この法律の目的を
達成するために必要と認めるときは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平12法104）に基づく解体等工事の届出の情報につい
ても、同項に基づく要求が可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

― 【環境省】大気汚染防止法第28条第２項に基づく資料の提出の要求等について
（平成30年３月15日付け環水大大発第1803151号-1）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_167

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【内閣府】
（22）地方創生推進交付金

地方創生推進交付金については、以下の措置を講ずる。
（ⅰ）新規事業及び継続事業について、年度当初からの着手が可能となるよう、申請等のスケジュールの前倒し及び申請に係る事務連絡等の
早期発出について検討する。
（ⅱ）地方公共団体の事務の負担軽減や円滑化等の観点から、申請に係る実施計画書について記載内容の簡素化を図るなど、引き続き運用
の改善を図る。
（ⅲ）事前相談や説明会等の機会を通じ、地方公共団体が行う事業内容の検討のために参考となる情報提供や助言等に引き続き努める。

６【国土交通省】
（１）地方自治法（昭22法67）及び公営住宅法（昭26法193）
（ⅰ）地方公共団体が法律又はこれに基づく命令に基づかずに設置し、公営住宅（公営住宅法２条２号）と同様の趣旨、目的において管理を行
う住宅（以下「独自住宅」という。）の管理については、指定管理者制度（地方自治法244条の２）に基づき公営住宅法第３章の規定による管理
業務（入居者決定（同法25条）、明渡請求（同法29条及び32条）及び収入状況の調査（同法34条）を含む。）と同様の管理業務を指定管理者に
行わせることが可能であることを明確化するため、地方公共団体に平成29年度中に通知する。
（ⅱ）独自住宅の建替えについては、地方公共団体における独自住宅の円滑な管理運営に資するよう、借地借家法（平３法90）の規定の適用
を受けない公営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求（公営住宅法38条）の考え方を踏まえ、地方公共団体が独自住宅に関して条例に同明渡
請求と同様の明渡請求に係る規定を設ける場合の借地借家法の規定との関係及び効果について、地方公共団体に平成29年度中に通知す
る。

― 【国土交通省】「指定管理者制度により独自住宅を管理する場合の指定管理者
に行わせることができる業務について（通知）」の通知等について（平成30年３月
30日付け国土交通省住宅局住宅総合整備課事務連絡）
【国土交通省】地方公共団体が独自住宅に関して条例に公営住宅建替事業の
施行に伴う明渡請求と同様の明渡請求に係る規定を設ける場合の留意事項に
ついて（通知）（国住備第483号、平成30年３月30日付け国土交通省住宅局住宅
総合整備課長）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_173

６【内閣府】
（21）地域少子化対策重点推進交付金
地域少子化対策重点推進交付金に係る申請・審査手続については、地方公共団体の申請と国の審査が円滑に行われるよう、引き続き審査の
観点や計画書の記載例、コストの目安等の明示、優良事例の公表、有識者審査の効率化等の充実を図ることとし、地方公共団体に今後実施
する予定の説明会等を通じて平成29年度中に周知する。
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H29 175

03_医療・
福祉

都道府県 山口県、中国地
方知事会

厚生労働省 A　権限
移譲

介護保険法§１１５の３２、§１１
５の３３、§１１５の３４

介護サービス事業者の
業務管理体制の整備に
関する届出受理等事務
の都道府県から中核市
への移譲

業務管理体制の整備に関する事項の届出先は県(地域
密着型は市町村）とされ、中核市に業務管理体制の整
備に関する監督権限がないため、介護サービス事業所
の指定権限と一体的な運用が可能となるよう中核市へ
の届出とする制度に改める。

【現状】
中核市に所在する介護サービス事業者の指定権限及び指導・監督権限は中核市が有しているが、中核市の監査により、取消相当事案が生じた場合は、その時点で山口県に対し、当該事業所を運営する法人の
業務管理体制の特別検査の要請がなされる。
特別検査の要請を受けた本県は、それまでの処分に関与していないことから、当該中核市から経緯を聴取することから対応を開始することとなり、事務に相当の時間がかかり、迅速な対応が困難になっている。

【支障事例】
当県において、不正請求等による指定取消処分に相当する可能性がある事案が発生した場合、県と中核市の間で情報共有や検査日の調整等に時間を要するほか、事業者負担に考慮して中核市による聴聞と県
による検査の日程を合わせるなどするため、検査の実施までに相当の時間がかかっている。
また、実際に当該処分を受けた事業所については、業務管理体制の特別検査によって法人の役員等の組織的な関与があったと認められた場合、連座制が適用され、別途、中核市による同一法人内の他事業所
への聴聞等が行われ、その結果によって処分する場合もあるが、そのための監査の実施に時間を要し、処分の決定までに時間がかかることで、多くのサービス利用者が不利益を被るといった支障が生じる場合もあ
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 176

03_医療・
福祉

都道府県 秋田県、岩手県 厚生労働省 A　権限
移譲

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律第５４条第１項（支給認定
等）、障害者総合支援法施行
規則第３５条第３項（市町村を
経由）、行政手続における特定
の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律第１９条
第７項（特定個人情報の提供の
制限）

自立支援医療（精神通
院医療）の支給認定に
係る申請者の所得区分
の確認事務を市町村の
事務として法令に規定

自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に関する事
務のうち、申請者の所得区分の審査について、申請の
受付を行う市町村が行えるよう、県から市町村に権限を
移譲する。

（支障事例発生の経緯）
これまで自立支援医療の支給認定のうち、申請者等の所得区分の確認事務については、厚生労働省通知に基づいて、申請の受付を行う市町村が確認した上、県に進達している。
今般の番号法施行により、市町村は法令上単に経由事務を行う者であって、法令の規定により事務の全部又は一部を行うもの及び個人番号利用事務実施者に該当しないことから、事務の実態に関わらず、当該
事務を実施することができないものとされ、下記のような支障が生ずる。

（具体的支障内容）
①県において「所得区分の確認」を行うためには、新たな人員配置が必要となるほか、市町村で所得の確認事務を行うよりも、より多くの時間を要することとなり、受給者証の発行が遅れるなど住民サービスの低下
を招くおそれがある。
②引き続き、「所得区分の確認」を市町村において実施するためには、事務処理特例条例により権限を都道府県から市町村に移譲することが必要であるが、市町村との協議・同意が必要であり、仮に同意が得られ
ない市町村が発生した場合、一部市町村の確認事務を県が行うことになる。
従前から全県一律の手続として、申請を受ける窓口たる市町村で一定の内容確認をした上で、申請書を進達する取扱いをしてきたが、これをマイナンバー制度に対応させるのであれば、市町村の事務であること
を法令上規定（権限を法定移譲）すべきであり、同一の事務であるのに市町村によって手続（と住民サービス）が異なることになる特例条例での処理によるべきとの考え方は適当とは思われない。

―

H29 177

01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 石川県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

国土利用計画法 土地利用審査会の委員
の任命に係る議会同意
規定の廃止

土地利用審査会の委員の任命に係る議会同意規定を
廃止する。

【現行制度】
国土利用計画法に基づく土地利用審査会は、各種区域の指定についての審議や、土地取引の届出等に対する勧告についての意見聴取を行うものである。
具体には、審査会は、県が行う規制区域の指定を決定する権限を有しており、現在、その委員の任命に際しては議会の同意が必要とされている。

【制度改正の必要性】
昭和49年の制度創設以来、全都道府県で規制区域の指定実績はなく、昭和60年代からの急激な地価高騰時においても、県内一部地域を監視区域として指定した実績のみとなっている。
また、本県が設置する全ての審議会のうち、委員の任命に議会の同意を要することとしているのは、当該審査会及び公害審査会のみとなっている。
こうした実情を踏まえ、規制区域の指定を前提とした審査会委員の議会同意規定を見直す必要がある。

【支障事例】
委員の任期満了の都度、議会同意に向けた手続に係る事務負担が生じているほか、委員の任期途中で欠員が生じた場合、迅速な任命が困難なため、審査会の業務遂行に支障をきたすおそれもある。

―

H29 178

03_医療・
福祉

都道府県 長野県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・ひとり親家庭等生活向上事業
実施要綱（子どもの生活・学習
支援事業）
・母子家庭等対策総合支援事
業費国庫補助金交付要綱
・生活困窮者自立相談支援事
業等実施要綱（生活困窮世帯
の子どもに対する学習支援事
業）
・生活困窮者就労準備支援事
業費等補助金交付要綱
・平成28年4月１日付厚生労働
省雇用均等・児童家庭局家庭
福祉課事務連絡「子どもの生
活・学習支援事業に関する
Q&A」問1、2

ひとり親家庭等への学習
支援に関する国庫補助
体系の見直し

生活困窮家庭やひとり親家庭の子どもへの学習支援の
国庫補助制度について、両制度の対象者を一括して支
援するため、ひとり親家庭の制度内容で補助制度を一
本化する。

地方で生活困窮家庭やひとり親家庭の学習支援を行う場合、それぞれの対象者数が少なく参加者の安定確保が困難な場合があり、制度ごとに事業を立ち上げることは非効率である。また、学習支援の対象の子
どもを家庭の状況で限定する場合、貧困等のレッテル貼りになることが危惧される。
そのため、本県では市町村を主体として、対象者を限定せずに学習支援の実施を検討しているところ。
しかし、現行では、ひとり親家庭等への学習支援部分と、生活困窮家庭等への学習支援の部分とに国庫補助の制度が分かれており、それぞれの補助制度で実施主体が異なる（ひとり親家庭等の場合は市町村が
実施主体、生活困窮家庭の場合は町村の部分については県が実施主体となる）ため、対象者を限定しない学習支援の一体的な実施をするときに、県と町村の間で契約内容の擦り合わせ等を行わなければならな
い。また、事業の実施方法や申請が異なっていることに加え、対象となる子どもの数を按分して適用しなければならないため、事務処理が煩雑である。
特に町村部ではひとり親家庭と生活困窮家庭とで、補助金の実施主体者が異なり、町村の意志がダイレクトに反映されにくい面がある。
【ひとり親家庭等生活向上事業（子どもの生活・学習支援事業）】
実施主体：市町村
補助内容：国1/2、県1/4、市町村1/4（市町村へは間接補助）　※市町村は県へ申請し、県は国へ申請
対象：ひとり親家庭の子ども（必要に応じて養育者家庭の子ども）
【生活困窮者自立相談支援制度事業等実施要綱（生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業）】
実施主体：県、市（福祉事務所設置地方公共団体）
補助内容：国1/2、県1/2（町村区域は県が直接実施）、国1/2、市1/2（市は直接実施）　※県で市分をとりまとめて国へ申請
対象：生活困窮世帯の子ども（生活保護受給世帯を含む）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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02_農業・
農地

都道府県 長野県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農業振興地域の整備に関する
法律第10条第３項第２号、第13
条第２項第５号
農業振興地域の整備に関する
法律施行令第９条
農業振興地域の整備に関する
法律施行規則第４条の３
農業振興地域制度に関するガ
イドライン第13の１の(2)

農業用用排水施設の変
更であって、当該施設の
従前の機能の維持を図
ることを目的とする事業
に係る農振除外の要件
緩和

農業用用排水施設の変更であって、当該施設の従前
の機能の維持を図ることを目的とする事業については、
当該事業に係る計画の達成に著しい支障を及ぼすお
それがないと認められる場合に限り、土地改良事業等
から除外されるよう農業振興地域制度に関するガイドラ
インを修正する。

農業用用排水施設の変更であって、当該施設の従前の機能の維持を図ることを目的とする事業については、農業振興地域制度に関するガイドラインにおいて「既存の老朽した施設が更新され耐用年数が長期の
ものとなり、　農業の生産性の向上に資するもの」とされており、土地改良事業等に該当するものとされている。
よって、工事が完了した年度の翌年度から起算して８年経過しないと農用地区域から除外して転用事業ができないこととなるが、当該事業は、地域の農業振興を図ることを目的に農業用用排水施設の長寿命化を
図る機能保全計画を策定し、断続的に補修・更新対策を行うことから、結果的に事業が継続して行われ、８年以上の長期にわたり、農用地区域から除外することができない場合がある。
地域の農業振興を図ることは重要であると認識しているが、一方では、雇用の創出や経済的な効果が見込まれる企業誘致など地域の新たな土地利用に支障が生じている。

―
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02_農業・
農地

都道府県 長野県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農業振興地域の整備に関する
法律第13条第２項第５号
農業振興地域の整備に関する
法律施行令第９条

農業用用排水施設の新
設又は変更であって、既
に立地していた店舗、工
場等の施設の拡張に係
る農振除外の要件緩和

農業用用排水施設の新設又は変更であって、既に立
地していた店舗、工場等の施設の拡張については、農
地転用許可相当の農地において、農業用用排水施設
の新設又は変更の事業に係る計画の達成に著しい支
障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、土地
改良事業等の完了から８年未経過であっても農振除外
が可能となるものとする。

農業用用排水施設の新設又は変更に係る受益地においては、農振法第13条第２項第５号及び農振法施行令第９条の規定により、工事が完了した年度の翌年度から起算して８年経過しない限り、農用地区域から
除外して転用事業を実施することができない。
地域の農業振興を図ることは重要であると認識しているが、一方では、土地改良事業等の実施前に既に立地していた店舗、工場等が、隣接する農地に施設の拡張を行いたいと考えても、土地改良事業等の実施
により、拡張することができず、企業の事業拡張に支障が生じている。

―
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09_土木・
建築

都道府県 長野県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

建築士法第28条 二級建築士試験及び木
造建築士試験の事務手
続きの簡素化

二級建築士試験及び木造建築士試験の合格基準案等
について、都道府県建築士審査会における検討等の
義務付けを廃止する。

○ 二級建築士試験及び木造建築士試験は都道府県知事が行うことと規定されているが、実際の事務は、全都道府県が都道府県指定試験機関である、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」に委託して
いる。

※ 他に委任できるような機関はなく、事実上独占状態となっている。
○ 試験問題については、全都道府県が同じ指定試験機関（公益財団法人 建築技術教育普及センター）に委託していることから、全国同じものとなっており、試験の合格基準についても、実態として全国一律と
なっている。
○ 都道府県建築士審査会は、二級建築士及び木造建築士試験に関する事務（都道府県指定試験機関が行う事務を除く。）をつかさどると法第28条に規定されていることから、試験の合格基準案を建築士審査
会に諮ることとしている。
○ しかし、全国一律となっている合格基準については、建築士審査会も追認するだけの状況となっており、同意を得る審議自体が形骸化している。

※ 建築士試験については、審査会に年に２回諮っており（学科試験、製図試験）、その際の参集依頼や報酬の支払い等により事務が煩雑となっている。
※ 審議自体が形骸化していることについては、建築士試験全国連絡会議においても議論されており、他の団体からも同様の意見が挙がっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 182

03_医療・
福祉

都道府県 長野県 文部科学
省、厚生労
働省

B　地方
に対する
規制緩
和

社会福祉士及び介護福祉士法
第40条
社会福祉士及び介護福祉士法
施行規則第21条

介護福祉士国家試験受
験資格の柔軟化

福祉系の学科・コースを持つ高等学校で取得した単位
と卒業後に介護福祉士養成施設で取得した単位を通
算することで、必要な指定科目を終了したとみなし、介
護福祉士国家試験受験資格を得られるようにする。

【提案の背景】
　長野県では長野県高齢者プラン（老人福祉法第20条の９、介護保険法第118条の規定により、定めたもの）に基づき、平成２７～２９年度の３年間で、新たに介護・福祉人材７，０００人の確保を目標に定め、人材
確保施策を推進しているが、県内の介護人材不足は大きな課題となっている。
　現在、介護福祉士の養成ルートは、①実務ルート、②福祉系高等学校ルート、③養成施設ルートの３つがある。

②については、指定科目53単位（1,855時間）以上のカリキュラムを整備し、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けた「福祉系高等学校」（以下、指定校）を修了する必要がある。
【支障事例】

平成19年の法改正により、介護福祉士国家試験の受験資格を得るための指定科目単位数が1.5倍に増加し、普通科目単位を圧迫することで幅広い知識・教養の習得が難しくなったり、7時間目や長期休業中等
の授業・実習の実施により、生徒に負担がかかるといった課題が生じている。

このため、福祉系学科・コースを持つ高等学校であっても、指定校の要件を満たすことは難しく、指定校以外の福祉系学科・コースのある高等学校卒業者が受験資格を得るには、③のルートである養成施設にお
いて２年間1,850時間の指定科目を履修することが必要であり、その際、高等学校で履修済の科目についても改めて履修しなければならない。
【提案事項】

地域の介護福祉士養成施設と福祉系の学科・コースを持つ高等学校が連携し、指定校以外の福祉系学科・コースのある高等学校卒業者が、卒業後に養成施設で不足科目を履修する（養成施設の卒業は要件
としない）ことで、合計1,850時間以上履修すれば受験資格が得られるよう求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

５【厚生労働省】
（４）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介
護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の設置者の業務管理体制の整
備に関する事項の届出の受理等（115条の32から115条の34）に係る事務・権限については、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22
法67）252条の17の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。また、当該権
限を中核市に移譲することの必要性については、同制度の運用状況や中核市の意見等を踏まえつつ検討し、平成30年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

<平30>
５【厚生労働省】
（１）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予
防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老
人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者の業務管
理体制の整備に関する事項の届出の受理等（115 条の 32 から 115
条の 34）に係る事務・権限については、中核市に移譲する。

指定居宅サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事務・権限を中核市へ移
譲した。

【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第26号）
【厚生労働省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律新旧対照条文
【厚生労働省】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について
（令和元年6月14日老発0614第2号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_175

厚生労働省老健局総務課介護保
険指導室

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（23）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭39法129）及び生活困窮者自立支援法（平25法105）
　生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業（生活困窮者自立支援法６条１項４号。以下この事項において同じ。）及びひとり親家
庭等生活向上事業（母子及び父子並びに寡婦福祉法31条の５に規定する母子家庭生活向上事業及び同法31条の11に規定する父子家庭生
活向上事業並びに同法35条の２に規定する寡婦生活向上事業をいう。以下この事項において同じ。）のうち子どもの生活・学習支援事業を一
体的に実施する場合については、効果的・効率的に事業を実施するため、生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業とひとり親家
庭等生活向上事業の実施主体が異なる場合等の事例把握を行った上で、効果的・効率的な事務の実施に参考となる情報を、地方公共団体
に平成30年中に周知する。

― 生活困窮世帯の子どもに対する学習の援助を行う「子どもの学習支援事業」とひとり親家
庭の子どもに対する学習支援等を行う「子どもの生活・学習支援事業」を一体的に実施し
ている事例の把握を行い、具体的な取組内容や事業の実施にあたり工夫している内容
等の参考情報を事例集としてまとめ、地方公共団体に周知した。

【厚生労働省】ひとり親施策及び生活困窮者施策における学習支援の連携事例
について

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_178

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課

厚生労働省社会・援護局地域福祉
課

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【文部科学省】【厚生労働省】
（14）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
介護福祉士資格については、福祉系高校の指定を受けていない高校において福祉科目を履修した学生も含め、必要な介護人材を地域で育
成・養成していけるよう、介護福祉士を確保する方策について地方公共団体の意見も踏まえつつ検討し、平成31年度中に結論を得る。その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【文部科学省（８）】【厚生労働省（29）】
社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
介護福祉士資格については、福祉系高校の指定を受けていない高
校において福祉科目を履修した学生も含め、必要な介護人材を地域
で育成・養成していけるよう、介護福祉士修学資金貸付等の活用の
促進について、全国会議を通じ、都道府県に周知する。
［措置済み（令和元年９月18日介護人材確保地域戦略会議）］

介護福祉士修学資金貸付等の活用の促進について周知 【厚生労働省】介護人材確保地域戦略会議（令和元年９月18日） https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_182

文部科学省高等教育局医学教育
課

厚生労働省 社会・援護局福祉基
盤課福祉人材確保対策室
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05_教育・
文化

都道府県 鳥取県、山口
県、徳島県

内閣官房、
文部科学省

B　地方
に対する
規制緩
和

地方教育行政の組織及び運営
に関する法律
文化財保護法

文化財保護行政の所管
組織の選択制

現在、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
及び「文化財保護法」により教育委員会が所管すること
となっている文化財保護行政について、地方自治体の
選択に従い首長部局でも所管できるようにする。

平成19年の地教行法の改正によりスポーツに関することが首長部局でも実施可能となった。鳥取県においては競技スポーツ等に関する事務について首長部局で実施することにより、観光振興、地域活性化と一体
となった取組が可能となり、ジャマイカの陸上チームの合宿地に選ばれるなど、首長部局で実施することによる効果があった。
道路建設に伴い行われる埋蔵文化財の発掘調査については、工事計画にあわせ首長部局から教育委員会に委託することにより実施されているが、文化財に関する事務を首長部局で実施することにより、調査手
続きが簡素化できるとともに、貴重な遺構等が発見された場合、ルートや工法の変更、遺構見学者のための駐車場の整備など迅速に対応が可能となる。
文化財の学術的価値を十分に踏まえた上で、首長部局の複数部局が横断的に連携することにより、観光、商工、地域振興など視点から、新たな地域資源として活用することについてスムースな検討が可能となる。
例）
・テーマ性をもった観光ルートの設定（点としての文化財の指定から面としての活用へ）
・文化財を核としたまちづくりの推進
・伝統工芸品などの振興による産業の活性化　など

鳥取県の中部地震の復興については、住宅の復旧が６割程度なのに対し、伝統的建造物群の文化財については１割も修繕が終わっていないなど、復旧事業が遅れている状況にある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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06_環境・
衛生

都道府県 福島県、栃木
県、群馬県、新
潟県

環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

国立公園等整備事業実施要領
（施行委任）

自然環境整備交付金事業交付
要綱

国立公園等整備事業
（施行委任）及び自然環
境整備交付金制度の運
用改善

都道府県が実施する国立公園内の施行委任等におい
て、年度をまたいだ事業執行が可能となるよう、国庫債
務負担行為の設定や事業の事前着工を認めるなどの
運用の改善を求める。

【現状】　本県では、国立公園等整備事業の施行委任と自然環境整備交付金事業の活用により、尾瀬国立公園内の施設整備等を実施している。

【支障事例】　豪雪地域の山岳地帯である尾瀬国立公園の公園施設建築工事については、積雪による作業期間の制限、ヘリコプターでの資機材の運搬による作業効率の低下が生じるため、事業完了までに複数
年必要となる場合があるが、その場合でも現状では、建物の基礎や上屋をそれぞれ分割発注せざるを得ないため、毎年度入札公告等契約事務を実施する必要があり、契約事務が繁雑化している。
　また、毎年度の契約事務により、受注業者の作業期間が契約事務がない場合と比べ一月以上ずれ込み、工事の遅延の原因となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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03_医療・
福祉

一般市 半田市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
（平成二十六年四月三十日厚
生労働省令第六十三号）
・「放課後児童支援員等研修事
業実施要綱」

放課後児童健全育成事
業における、職員の資格
制限に関する規定の緩
和

中学校卒業者について放課後児童支援員認定資格研
修を受講可能とする

放課後児童健全育成事業においては、放課後児童支援員の配置が必要とされており、放課後児童支援員になるには、保育士等の基礎資格の保有者であり、かつ放課後児童支援員認定資格研修の受講を修了
しなければならない。
現行では、放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎資格を持たない無資格者は、①高等学校卒業者等であって、２年以上児童福祉事業に従事した者 ②高等学校卒業者等であり、かつ、２年
以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの以外放課後児童支援員認定資格研修の受講が認められていない。
本市では企業が多く、昔から共働きの世帯が多いため、放課後児童クラブが制度化される前に小学校の保護者会を中心に設立した経緯があり、全てのクラブが民営である。15年以上放課後児童クラブで勤務して
いる者(女性、50代)が中卒であり、民間経営者から市に、当該者が支援員になることができず、実績がある指導員であるにもかかわらず、補助員としてしか勤務できなくなるという相談があった。若者の中卒者であ
れば、高卒認定試験を受ければ良いが、昔から現場で勤務している経験豊富な支援員が、新制度に合わせるために、これから高卒認定試験を受けなければならないのは負担が大きい。
長年放課後児童クラブに従事している経験豊富な職員が、しっかりとした処遇や地位に就き、活躍できるようにすることは、放課後児童支援員の質の向上や量の確保を行いながら、放課後児童クラブを運営するた
めに必要であり、現行で高卒の場合に、2年間の実務経験を求めていることから、中卒の場合には、その倍である4年間働いた場合には受講資格を認めることができるのではないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

一般市 奥州市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童扶養手当法第3条及び第
13条の2
児童扶養手当法施行令第6条
の3及び4

児童扶養手当受給者が
公的年金給付金を遡及
受給した際の事務負担
の軽減

児童扶養手当受給者が公的年金給付を遡及して受給
し、公的年金給付額が児童扶養手当額を上回った場
合、児童扶養手当と公的年金給付の重複期間につい
ては、遡って手当を返還させる必要があるため、公的年
金給付の支給額から児童扶養手当返還額を差し引い
た額を受給者へ支給できるようにされたい。

○公的年金給付を遡及して受給する場合、児童扶養手当の返還額が数十万円～百万円となる場合があり、本市では５世帯、手当返還額約300万円が未納のままとなっている。また、公的年金給付が支給されても
浪費等により児童扶養手当の返還に応じることができないケースも見受けられ、分割納付により返還完了まで数年に及ぶ場合がある。
○定期的な児童扶養手当受給者への聞き取り、年金関係機関への照会等により児童扶養手当返還額の未納の防止に努めているが、手当受給者全体の人数が多いことから、毎年数名程度の未納者が発生して
いる。
○児童扶養手当受給者のうち精神疾患による障害年金受給者が増加傾向にあり、児童扶養手当の返還の発生そのものが受給者の心理的負担となっている。
○年金受給を理由に児童扶養手当が支給停止となることへのクレームも多く寄せられている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

一般市 奥州市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

ひとり親家庭等日常生活支援
事業実施要綱

ひとり親家庭等日常生
活支援事業の実施要件
の緩和及び家庭生活支
援員の登録要件の弾力
化

「ひとり親家庭等日常生活支援事業」の「家庭生活支援
員」について、ファミリー・サポート・センター事業におけ
る援助会員を「家庭生活支援員」としてみなすことを可
能とする等、登録要件を緩和するとともに、「子育て支
援」事業の実施要件について、「家庭生活支援員の居
宅」以外の場所でも実施ができるよう要件を緩和する。

「ひとり親家庭等日常生活支援事業」は、ひとり親家庭等を対象として、家事、介護その他の日常生活の便宜とする「生活援助」や、保育サービス及びこれに附帯する便宜とする「子育て支援」を行う事業である。
「ひとり親家庭等日常生活支援事業」の主な実施要件として、「一定の研修」を修了した「家庭生活支援員」が「生活援助」及び「子育て支援」を行うこと、「子育て支援」は「家庭生活支援員の居宅」等にて行うことな
どが実施要綱において定められている。
これに関し、次のような支障事例がある。
＜支障事例＞
現在登録されている「家庭生活支援員」は高齢化が進んでおり、サービス希望内容に対応できる支援員が見つかりにくい状況である。「家庭生活支援員」になるには、事業実施主体が実施する「一定の研修」を受
講しなければならないが、実施要綱に定められる研修が計27時間となっており、働きながら要件を取得しようとする者にとっては受講しにくい環境となっている。
また、「子育て支援」の実施場所については、「家庭生活支援員」の居宅等にて行うこととなっているが、現状では、遠方の家庭生活支援員宅まで依頼者が子どもを連れて行かなければならない状況にある。「家庭
生活支援員」の居宅での預かりに抵抗があるという依頼者側の声もあり、利用を断念する要因になっている。
本市では、ファミリー・サポート・センター事業（以下、ファミサポ）を活発に活用しており、援助会員も多く登録されているところ。
ファミサポ援助会員が受講する研修と、家庭生活支援員が受講する研修の内容は酷似しており、ファミサポの援助会員を家庭生活支援員と同等と扱ってよいのではないかと考えられる。
また、「家庭生活支援員」の居宅でなくとも、家庭生活支援員と依頼者の合意があれば、子どもの状況に併せて別の場所で実施してもよいのではないかと考えられる。
以上のような状況であるため、制度改正をお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 町 矢巾町 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

地域再生法第5条、第７条、第
13条

同法施行令第9条

同法施行規則第１条、第２条、
第10条、第11条

地域再生計画認定申請マニュ
アル

地方創生推進交付金に関する
Q&A

地方創生推進交付金に
おける事業計画変更要
件緩和と交付スケジュー
ル迅速化

<地方創生推進交付金>
○事業計画変更を求める範囲（各年度の対象事業費
の増額、または、２割を超える減額等）を弾力化する
○内示時期を可能な限り早めるとともに、内示後の事業
着手を認める
○計画認定・交付決定などに関して、内示後できるだ
け速やかに次回以降の申請スケジュールを示す

交付決定前の事業着手は原則として認められていない（公益上真にやむを得ない場合に限られ、その場合であっても、事業着手に先立ち、内閣府との協議を要する）。
このため、平成28年度に承認された事業計画から変更のある事業及び平成29年度新規事業は、５月下旬の交付決定後の事業着手となる。
また、各年度の対象事業費の増額、または、２割を超える減額の場合、事業計画の変更を要することから、初年度に調査を行い次年度以降実際の事業に取り組む等の事業計画が、調査結果により概算の計画事
業費に変動が生じた場合や、来年度以降の国の交付金予算の変動によって事業計画を変更した場合など、そのたびに事業計画変更の認定を申請する必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 町 洋野町 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

地域再生法第5条、第７条、第
13条

同法施行令第9条

同法施行規則第１条、第２条、
第10条、第11条

地域再生計画認定申請マニュ
アル

地方創生推進交付金に関する
Q&A

地方創生推進交付金及
び地域再生計画認定手
続の改善

<地域再生計画>
○地方創生推進交付金の実施計画採択後に地域再生
計画の認定申請を受け付ける。
<地方創生推進交付金>
○実施計画不採択団体へのフォロー（不採択理由の詳
細な説明など）を行う。
<制度全体>
○計画認定・交付決定などに関して、内示後できるだ
け速やかに次回以降の申請スケジュールを示す

地方創生推進交付金のみを活用する場合の地域再生計画について、認定申請手続を進めていたが、先に提出していた同交付金の実施計画が不採択になったことに伴い、地域再生計画の認定申請を取り下げ
ることとなった。結果的に不要な事務手続を、短期間で処理する必要が生じた。

地方創生推進交付金の実施計画について、事前相談を行わずに申請を行い、不採択となった団体に対するフォローが無く、また、次回以降の申請スケジュールが示されないため、地方創生事業の方向性が定ま
らず、取り組みに支障をきたしている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

中核市 岐阜市 法務省、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

生活保護法第7条、生活保護
法別冊問答集問9－2

生活保護法第7条に規
定する保護申請者の追
加。

生活保護法第7条に規定する保護申請者に、成年後見
人を加えるよう規定を改められたい。

成年被後見人（精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者）は、十分な判断能力がなく、自身の生活困窮状態を自覚していなかったり、保護申請の意思表示を行うことができない場合がある。
成年後見人は、成年被後見人に代わって財産行為をし、その生活状況を最も把握しているにもかかわらず、現状、成年被後見人について保護申請をすることができない。
民法における単純な代理による申請とは異なるのであって、成年後見人の権限・職責を考慮するならば、成年後見人が保護申請をすることができるとしても、本人の意思に基づいた申請を原則とする生活保護制
度の趣旨に反するものでもない。
また、生活保護法第81条において、生活保護者に対し成年後見制度の活用を図るよう義務付けがあるならば、保護申請についても成年後見人ができるとすべきである。
なお、上述の支障については、生活保護法第25条の規定により職権をもって保護を開始できる場合もあるが、「急迫した状況にある」とは認められない場合も多く、上記の支障は解消しきれない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【文部科学省】
（８）文化財保護法（昭25法214）及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）

地方の文化財保護に関する事務（地方教育行政の組織及び運営に関する法律21条14号）については、文化財保護に関して優れた識見を
有する者により構成される審議会を置くものとすること、文化財保護に知見を有する職員を配置することなど、専門的・技術的判断の確保等の
措置を講じた上で、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が管理し、執行することを可能とする。

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員の基礎資格等については、一定の実務経験があり、かつ、市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとし、平成29
年度中に省令を改正する。

６【厚生労働省】
（20）児童扶養手当法（昭36法238）
（ⅰ）児童扶養手当の受給者が遡及して年金を受給した場合における当該受給者が受けた児童扶養手当の返還（13条の２第２項）について
は、児童扶養手当の支給機関が、速やかに当該年金の受給情報を把握し児童扶養手当の受給者に請求することができるよう、児童扶養手当
の支給機関及び日本年金機構の事務負担も踏まえつつ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25
法27）に基づく情報提供ネットワークシステムを使用した円滑な情報共有の方策や、日本年金機構から年金受給権者に対し児童扶養手当を受
給している場合は児童扶養手当の返還が生じる可能性があることを周知することを含め、日本年金機構及び児童扶養手当の支給機関による
周知活動の強化等について検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【厚生労働省】
（21）児童扶養手当法（昭36法238）
（ⅰ）児童扶養手当の受給者が遡及して年金を受給した場合におけ
る当該受給者が受けた児童扶養手当の返還（13条の２第２項）につい
ては、以下のとおりとする。
・年金受給権者が児童扶養手当を受給している場合には児童扶養手
当の返還が生じる可能性がある旨を、年金受給権者に対し周知する
ための資料を作成し、日本年金機構及び地方公共団体に通知する。
［措置済み（平成31年１月11日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福
祉課事務連絡等）］
・児童扶養手当の支給機関が、速やかに当該年金の受給情報を把
握し児童扶養手当の受給者に返還を請求することができるよう、行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律（平25法27）に基づく情報提供ネットワークシステムを使用した円
滑な情報共有を可能とし、地方公共団体に通知する。
［措置済み（令和元年10月28日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福
祉課事務連絡）］

年金受給権者が児童扶養手当を受給している場合には児童扶養手当の返還が生じる
可能性がある旨を周知するためのチラシを年金事務所及び自治体の窓口に設置した。
日本年金機構等とマイナンバーを活用した情報連携を行うことにより、新規申請等審査
業務において、即座に公的年金等の情報が取得でき、正確な手当額の算定が可能と
なった。

【厚生労働省】児童扶養手当受給者に対する公的年金等を受給する際に必要な
手続の説明について（平成31年１月11日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福
祉課事務連絡）
【厚生労働省】児童扶養手当と公的年金等との併給調整に関するチラシの設置
（平成31年２月22日事務連絡）
【厚生労働省】児童扶養手当の支給に関する事務における年金関係情報の取扱
いについての留意事項等について（令和元年10月28日付け厚生労働省子ども
家庭局家庭福祉課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_186

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課

厚生労働省年金局事業管理課

６【厚生労働省】
（22）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭39法129）

ひとり親家庭等日常生活支援事業（17条に規定する母子家庭日常生活支援事業及び31条の７に規定する父子家庭日常生活支援事業並び
に33条に規定する寡婦日常生活支援事業をいう。）については、以下のとおりとする。
・子育て支援の便宜を実施する家庭生活支援員については、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（子ども・子育て支
援法（平24法65）59条12号及び児童福祉法（昭22法164）６条の３第14項）における援助を行う会員のうち講習カリキュラムの項目を全て受講し
た者又は当該講習を修了した者とみなすこととされている者については、子育て支援の便宜を実施する家庭生活支援員に選定することが可能
であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。
・子育て支援の便宜を実施する場所については、子育て支援の便宜を依頼した者の居宅での実施も可能であることを明確化するため、地方公
共団体に平成29年度中に通知する。

６【内閣府】
（22）地方創生推進交付金

地方創生推進交付金については、以下の措置を講ずる。
（ⅰ）新規事業及び継続事業について、年度当初からの着手が可能となるよう、申請等のスケジュールの前倒し及び申請に係る事務連絡等の
早期発出について検討する。
（ⅱ）地方公共団体の事務の負担軽減や円滑化等の観点から、申請に係る実施計画書について記載内容の簡素化を図るなど、引き続き運用
の改善を図る。
（ⅲ）事前相談や説明会等の機会を通じ、地方公共団体が行う事業内容の検討のために参考となる情報提供や助言等に引き続き努める。

６【内閣府】
（22）地方創生推進交付金

地方創生推進交付金については、以下の措置を講ずる。
（ⅰ）新規事業及び継続事業について、年度当初からの着手が可能となるよう、申請等のスケジュールの前倒し及び申請に係る事務連絡等の
早期発出について検討する。
（ⅱ）地方公共団体の事務の負担軽減や円滑化等の観点から、申請に係る実施計画書について記載内容の簡素化を図るなど、引き続き運用
の改善を図る。
（ⅲ）事前相談や説明会等の機会を通じ、地方公共団体が行う事業内容の検討のために参考となる情報提供や助言等に引き続き努める。

６【法務省（１）】【厚生労働省（15）】
生活保護法（昭25法144）
保護の実施機関が行う職権による保護の開始（25条１項）については、資産がないなど要保護の状態にある成年被後見人が適切に保護される
よう、保護を要するにもかかわらず意思を表示できない場合は、職権をもって保護を開始しなければならないとされている「急迫の場合」に該当
することについて、平成29年度中に地方公共団体に通知する。
あわせて、要保護者の発見・連絡に関し、保護の実施機関と連携する関係機関として成年後見人が含まれることを明確化するため、平成29年
度中に地方公共団体に通知するとともに、その旨を成年後見制度に関係する機関に情報提供する。

― 【法務省】【厚生労働省】「生活保護問答集について」の一部改正について（平成
30年３月30日事務連絡）
【法務省】【厚生労働省】「生活保護制度における福祉事務所と民生委員等の関
係機関との連携の在り方について」の一部改正について（通知）（平成30年３月
30日付け社援保発0330第８号）
【厚生労働省】障害保健福祉関係主管課長会議資料（平成31年３月７日）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_190
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02_農業・
農地

指定都市 京都市、鳥取
県、徳島県、堺
市

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

特定農地貸付けに関する農地
法等の特例に関する法律第３
条

市民農園開設に係る特
定農地貸付事務の簡素
化

地方公共団体及び農業協同組合以外の者が市民農園
を開設する場合，農業委員会への申請に先立ち必要と
されている市町村との貸付協定の締結は概ね農業委員
会の業務と重複・類似していることから貸付協定の手続
きを不要とする。

市民農園開設に必要な特定農地貸付けに関する手続きは，地方公共団体及び農業協同組合以外の者が実施主体（以下，「実施主体」という。）となる場合，農業委員会への申請に先立ち，市町村との貸付協定
の締結等を経る必要があるが，この手続きが煩雑であり，支障となっている。
例として，事前の面談（協定の説明等），正式に依頼を受ける際の面談（協定書の合意事項の本人確認），協定の締結（協定書の最終確認）の最低３回の面談を行う必要があり，また，市民農園の開設地の環境調
査（事実確認）及び農業委員会との事前協議などの内部事務の日数も協定締結までに１箇月程度要している。
このような中で，事前の面談の際に，協定を締結する事務が手間であることを理由に開設を断念されたことが，少なくとも２件発生している。
本市としては，協定の締結内容は概ね農業委員会の業務と重複・類似すると考えている。
①，②は協定内容，⇒は農業委員会の業務（「特定農地貸付規程」の記載項目）
①特定貸付農地の適正な管理及び運営の確保に関する事項（農作物の栽培指導体制や借受者からの返還区画や空き区画の適正管理）

⇒「貸付農地の管理・運営等」，「貸付契約の解約等」，「貸付農地の返還」
②特定貸付農地の利用が周辺地域に支障を及ぼさないことを確保するために必要な事項（借受者への害虫防除指導，借受者のマナー指導等，水の使用や排水）

⇒「貸付農地の管理・運営等」

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 指定都市 京都市、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、徳島
県、堺市

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法第242条 住民監査請求の不適法
却下要件の見直し

請求者が総代を選任しないときは，監査委員の判断に
より，住民監査請求を不適法なものとして却下すること
ができることとする。

地方財務行政の適正な運営の確保を目的とする住民監査請求制度は，住民１人でも住民監査請求をすることができ地方自治法上，多数人が共同で請求する総代の互選に係る規定がない。
このため，共同請求人に対し総代の互選を命じたが，その命令に従わず，総代を互選しなかったとしても，請求が不適法となるとは考えがたく，監査請求を却下することはできないと解される。
住民監査請求が政策論争の手段として用いられることがあり，共同請求人が1,300人を超える事案が生じた（過去には3,900人を超えることもあった。）。この事案において，総代が置かれないまま請求がなされ，陳
述の機会の付与に係る通知等を1,300人以上に発送する必要が生じ，莫大な手間と費用が生じた。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 指定都市 京都市、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県、大
阪市、堺市

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法施行令第172条並
びに地方自治法施行規則第13
条及び別記様式

住民監査請求に係る請
求書の様式の見直し

請求書の様式については，地方自治法施行規則別記
様式を参酌して監査委員が定めることができるようにす
ること。

【現状】
　住民監査請求の請求書の様式上，請求書の名称が職員措置請求書と定められているほか，「請求の要旨」及び請求者の職業が記載事項とされている。
　また，「請求の要旨」については，1,000字以内との制限がなくなったことに伴い，要旨ではなく，請求の趣旨が詳細に書かれていることが多い。
【具体的な支障事例】
　住民監査請求をしようとする者から，なぜ，住民監査請求書という名称でないのか，と聞かれるとともに，職業記載の必要性について問われるが，「様式として定められているので」としか答えられない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 指定都市 京都市、滋賀
県、和歌山県、
徳島県、大阪市

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法第242条第５項及
び第242条の２第２項第３号

住民監査請求の監査期
間の規定の見直し

① 住民監査請求に係る監査及び勧告は，60日を標準
として監査委員が定める期間内に行うこととする。
② 監査委員が，事案に応じ，60日の期間を延長する
ことができることとする。

なお，監査委員が監査及び勧告をしない場合の住民
訴訟の提起については，①の期間又は②の延長後の
期間の経過後に行うことができることとする。

【現状】
　住民監査請求に係る監査及び勧告は，請求があった日から60日以内に行うこととされている。
【具体的な支障事例】
　監査対象となる財務会計行為又はその怠る事実が多岐にわたる場合には，60日間で監査の結果を出すことが困難である。
　例えば，５会派・58議員に政務活動費の不当利得があるとの住民監査請求においては，各会派及び各議員に不当利得があるかどうかを，各会派及び各議員の弁明を踏まえて個別に認定する必要があり，監査
の結果を出すまで122日間を要したところである。
　監査期限が一律に定められているため十分な内容の精査ができず，結果として粗雑な監査となる場合も考えられる。必要十分な証拠を入手し，監査結果を出すことが制度趣旨（直接，裁判所に住民訴訟を提起
するのではなく，まず，監査委員が判断することとされている。）にかなうと解されるところ，やむを得ず60日を経過した場合，監査委員が違法な事務処理をしているということになるのは，制度設計に問題があるとい
わざるを得ない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

指定都市 広島市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第12条～第15条
精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第2条

精神医療審査会におけ
る開催・議決要件の緩和

精神医療審査会に当日出席できない委員について、
医療委員2名を含む3名以上の委員が出席する場合に
は、事前に欠席する委員から意見を聴取することで議
事を開催し議決することができるよう、規制緩和を求め
る。

精神医療審査会での審査は、精神保健・精神障害者福祉法において3分野（医療、保健福祉及び法律）の委員5名で構成する合議体で行い、各合議体は医療2名以上、保健福祉1名以上、法律1名以上の委員
で構成することとされている。
広島市では、委嘱している20名の委員（医療12名、保健福祉4名、法律4名）を4合議体に分け、年間の開催日程に基づいて各合議体を2ヵ月に1度開催している。
この審査会は、同法施行令で各分野1名以上の委員の出席が開催、議決要件になっているため、1名しかいない分野の委員に欠席がある場合は、代替委員の確保または日程の再調整が必要となる。
欠席がある場合には代替委員の確保に努めるが、確保できなければ日程を再調整せざる得ない。
各委員は本来業務のため、多忙であり、年間の開催日程に基づいて、時間を確保してもらっており、日程の再調整は困難である。
実際、平成27年度に、代替委員の都合がつかず審査会を延期し、各委員の日程を再調整した結果、14日遅れで審査会を開催することとなった。（厚労省）精神医療審査会運営マニュアルでは、退院請求の審査
結果通知は請求受理から概ね1ヶ月以内に通知することとされているが、当初通知を予定していた日から14日間遅れ、請求受理から42日後の通知となってしまった。
また、平成28年度には、1名しかいない法律委員から審査会当日に急な欠席連絡が来たことがあった。この時は何とか代替委員を確保できたが、委員は極めて多忙なため毎回代替委員が確保できるとは限らず、
審査会を延期せざるを得ない恐れがあった。
このように、迅速な審査に支障があり、審査は主として患者本人の症状に応じた医学的判断に基づいてなされるものであることから、医療委員2名を含む3名以上の委員が出席することを条件に、審査会に当日出
席できない委員について、やむを得ない場合には事前に意見聴取し、その意見を十分考慮し議決するものとすることで、議事を開催し議決することができるよう、規制緩和を求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

指定都市 広島市、広島県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

社会福祉士及び介護福祉士法
附則第10条
社会福祉士及び介護福祉士法
施行規則附則第13条

喀痰吸引等研修の見直
し

喀痰吸引等研修について受講しやすい環境の整備を
求める。

喀痰吸引や経管栄養という医療行為は医師又は看護師であれば実施可能だが、介護現場では看護師が不足しており、医療的ケアを必要とする高齢者への対応に苦慮している。
介護職員等も、研修を修了し、都道府県による認定を受ければ、喀痰吸引等を実施することが可能となる。
しかし、認定を受けるには計50時間以上の基本研修や10回以上の実地研修が必要であることから、多くの事業所で介護職員等が不足している現状では、事業者にとって時間をかけて職員に研修を受講させるこ
とは容易ではない。また，研修受講者数に対し，実地研修の協力利用者が不足しており，1年以上経っても研修が修了しないというケースも散見されている。
そのため、介護福祉士養成研修と同様に基本研修に通信課程を設けるなど、介護職員等が研修を受講しやすい環境整備をお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

指定都市 広島市 厚生労働省 A　権限
移譲

社会福祉士及び介護福祉士法
第48条の2～第48条の8

喀痰吸引等業務に関す
る登録事務の指定都市
への権限移譲

喀痰吸引等業務に関する都道府県知事の登録事務に
ついて指定都市への権限移譲を求める。

広島市内の介護事業所では、平成28年に、喀痰吸引等を行うための研修を受けていない職員が、業として当該医療行為を行った事案があった。このケースでは、内部通報により問題が発覚し、指導を行うことが
できたが、社会福祉士及び介護福祉士法上は、研修を受けた者の登録は都道府県の事務とされているため、指定都市に情報が入るようになっていない。
介護保険法上、指定都市には介護事業所への立入検査権限だけでなく処分権限もあるが、事業所の職員のうち、誰が喀痰吸引を行えるのかという情報が都道府県から指定都市に入る仕組みとなっていないた
め、現状では、広島県と一緒に検査に入らざるを得ない。
ついては、喀痰吸引等業務の登録に関する事務を都道府県から指定都市に移譲し、指定都市単独で対応できるようにしていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 198

03_医療・
福祉

指定都市 広島市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

介護サービス施設・事業所調
査

介護保険事業に係る調
査結果の情報提供

厚生労働省における介護保険事業に係る介護サービ
ス施設・事業所調査の結果について、情報の提供を求
める。

市町村は、国が定める基本指針に即して、３年を１期とする市町村介護保険事業計画を定めることになっている。
計画の策定に当たり、地方公共団体内の事業所にアンケート調査を行うが、国で行っているアンケート調査と質問等が重複するため、事業所からは「同じ質問に何度も回答しなくてはならず、手間がかかる」等の
不満の声が出ている。
そこで、調査の際、質問項目の重複を避けるため、介護サービス施設・事業所調査における地方公共団体別の調査結果の詳細について各地方公共団体に情報を提供してもらいたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 199

03_医療・
福祉

指定都市 広島市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

介護保険法第１１７条第２項・第
９項・第１０項、第１１８条第２項

市町村介護保険事業計
画の変更に係る手続の
簡素化

特別養護老人ホームの定員について、老人福祉圏域
内の広域型と地域密着型を合わせた総数に変更が生
じない場合において、当該圏域内の市町村との協議が
整ったときは、都道府県への事前の意見聴取等を行う
ことなく、市町村介護保険事業計画を変更して、広域
型・地域密着型間で定員数の振替ができるようにするこ
とを求める。

広島市は、経済面や生活面で深く結び付いている、山口県の7市町を含む近隣の23市町と広島広域都市圏を構成し、国の「連携中枢都市圏」制度を活用しながら、連携して地域の資源を圏域全体でいかす様々
な施策を展開を図っており、その中で、将来的には当該都市圏において介護保険サービスの提供体制を整備したいと考えている。
しかしながら、現在の法体系では、都道府県が広域的な立場から策定する都道府県介護保険事業支援計画（以下「都道府県計画」という。）及び市町村が策定する市町村介護保険事業計画（以下「市町村計画」
という。）において、特別養護老人ホームの定員等を定めることとされている。
こうした中、当面の課題として、都道府県計画で定員総数を定める広域型特養には事業者の参入がある一方で、都道府県計画及び市町村計画で定員総数を定める地域密着型特養は、利用定員数に対して割高
な用地費や建設費、運営費、また、効率的な介護職員の配置が困難等の問題から、繰り返し募集を行っても事業者の参入がない。そこで、広域型特養に定員数を振り替えようとしても、都道府県計画及び市町村
計画の変更には審議会への諮問やパブリックコメントの実施等で数か月の時間を要することから、設置認可が間に合わず、計画期間内に市域内で必要定員総数の確保ができない状況となっている（別添のとお
り）。
このため、老人福祉圏域内の市町村との協議が整った場合には、都道府県への事前の意見聴取等を行うことなく、市町村計画を変更して、広域型・地域密着型間で定員数の振替ができるようにしていただきた
い。
なお、都道府県計画と市町村計画及び実態に差が生じることについては、特養全体の定員総数には変更がなく、また、影響が考えられる同じ圏域内の市町村とは事前に協議を行うこととしていることから、計画の
趣旨を損ねるものではないと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 200

03_医療・
福祉

指定都市 広島市、広島県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

平成28年度全国ひとり親世帯
等調査の委託について（厚生
労働省雇用均等児童家庭局長
通知）
統計法第2条第7項、第19条、
第20条

全国ひとり親世帯等調
査における調査方法の
規制緩和

厚生労働省が行う全国ひとり親世帯等調査において、
住民基本台帳データ等を利用した対象世帯の絞込み
を可能として欲しい。

平成28年度に厚生労働省は、全国の母子世帯等の実態を把握して福祉対策の充実を図るための基礎資料を得る目的で、都道府県や指定都市等に委託して「全国ひとり親世帯等調査」を実施した。
この調査では、調査員が調査地区の全世帯を訪問し、母子世帯等であることを確認した上で調査票を配布することとなっている。
しかし、①調査地区内には住民基本台帳上、母子世帯等ではない世帯が大多数を占めていることに加え、②不在のため再訪問が必要なケースや、③オートロックのマンションで管理人に協力をお願いしなければ
ならないケースなどもあり、調査員の負担が大きく、広島市では調査会社に業務を委託したが厚生労働省から支払われた委託費を超える結果となった。
そこで調査員の負担軽減のために、住民基本台帳等、地方公共団体が所有する既存データを利用した対象世帯の絞込みを可能としてもらいたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 201

09_土木・
建築

指定都市 広島市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

道路法第33条第1項 道路占用許可に係る基
準の弾力化

道路管理者が地方公共団体等と協議の上、適切と認め
る場合には、都市再生特別措置法によることなく、無余
地性の原則が緩和できるよう、道路占用許可基準の弾
力化を求める。

道路空間を活用したまちのにぎわいづくりが各地で進められているが、道路の占用許可は、原則として、道路の敷地外に余地がなくやむを得ない場合にのみ行うことができるとされている。
しかしながら、道路の中には、歩行空間に余裕のある歩道や緑地帯など、一定空間の占用を認めても機能上支障が生じないケースもある。実際、広島市では、副道や副道の歩道も含めると幅員が100ｍに及ぶ道
路（平和大通り）があり、この道路の緑地帯等の占用を許可しても交通に支障は生じないが、前記の基準があるため道路占用を許可することはできない。
都市再生特別措置法において、都市再生整備計画の作成等で前記の基準は緩和されるが、道路管理者が一定の区域で占用を認めても支障がないと判断し、それを市町村や警察も同意しているような場合に
は、都市再生整備計画の作成等は必要ないものと考える。
そこで、道路管理者が地方公共団体等と協議の上、適切であると認めるものについては、都市再生特別措置法によることなく、無余地性の原則が緩和できるよう、許可基準の弾力化を求める。
なお、都市再生特別措置法の特例措置を活用する場合、前述の地域は既に都市機能などが集積している市街地であるため、都市再生整備計画に適当な基幹事業などを盛り込むことが困難であり、同計画にお
ける目標や評価指標の設定が課題となると想定される。また、まちのにぎわい創出を図る提案事業については、その事業内容を詳細に決定した上で、公安委員会などの同意を得るための社会実験等が求められ
るなど、事業者（占用者）の負担が大きくなることも想定される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【農林水産省】
（６）特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律（平元法58）
特定農地貸付けに係る手続については、事務の簡素化及び迅速化を図るため、貸付協定の締結を含めた手続の簡素化の事例及び農業委員
会への特定農地貸付けの承認（３条）申請を行う前であっても、特定農地貸付けを行おうとする農地に係る所有権又は使用収益権の設定に関
する契約手続を行うことが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。

― 【農林水産省】法人格なき社団による市民農園の開設の手続等について（平成
30年３月27日付け29農振第2590号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_191

― ― ― ― ― ―

６【総務省】
（２）地方自治法（昭22法67）
（ⅰ）住民監査請求に係る職員措置請求書（施行規則13条）については、平成29年度中に省令を改正し、施行規則別記様式における職業の
記載を削除する。

― 【総務省】地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規
則の一部を改正する省令の公布について（通知）（平成30年3月29日付け総行行
第72号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_193

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（13）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
精神医療審査会の開催・議決については、地方公共団体の意見を踏まえつつ、テレビ会議等の活用を可能とすること等について検討し、平成
30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（15）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
精神医療審査会の開催・議決については、予備委員の確保等に関
する取組事例を、地方公共団体に2018年度中に周知する。

精神医療審査会に係る予備委員の確保等に関する取組事例を周知した。 【厚生労働省】障害保健福祉関係主管課長会議資料（平成31年３月７日） https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_195

厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部精神・障害保健課

６【厚生労働省】
（26）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅲ）喀痰吸引等研修の受講環境の整備については、研修の実施状況に係る調査を行った上で、その結果を踏まえた適切な対応について検
討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（25）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅱ）喀痰吸引等研修のうち、基本研修については、介護職員等がよ
り受講しやすい環境を整えるため、当該基本研修の実施主体の事業
所以外の場所への講師の派遣等により実施可能であることを地方公
共団体に2018年度中に周知する。

喀痰吸引等研修の基本研修について、研修実施主体の事業所以外の場所への講師派
遣等が可能である旨を周知した。

【厚生労働省】喀痰吸引等業務に関するＱ＆Ａについて（平成31年３月29日付け
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_196

厚生労働省社会・援護局福祉基盤
課福祉人材確保対策室

５【厚生労働省】
（３）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
喀痰吸引等業務を行う事業者の登録情報については、都道府県と市町村の間で必要に応じて情報の共有が推進されるよう、都道府県に平成
29年度中に通知する。
また、上記の通知による措置の状況を踏まえ、喀痰吸引等業務に係る事務・権限については、必要に応じて、当該権限を指定都市に移譲する
ことの是非も含め、更なる事務の円滑化に向けた検討を行い、平成32年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

― 【厚生労働省】指導監督上における登録喀痰吸引等事業者等に係る情報の連携
について（平成３０年２月８日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）
【厚生労働省】登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者の登録事務等に
係るアンケート調査について（令和２年２月13日厚生労働省社会・援護局福祉基
盤課福祉人材確保対策室、内閣府地方分権改革推進室事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_197

６【厚生労働省】
（30）統計法（平19法53）
介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要件を満たした申出があった場合には、提供することが可能であることを、
地方公共団体に平成29年中に周知する。
［措置済み（平成29年９月27日付け厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室事務連絡）］

― 【厚生労働省】平成28年介護サービス施設・事業所調査の概況について（平成
29年9月27日付け厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室介護統計第
一係長事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_198

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅴ）市町村介護保険事業計画の変更（117条９項、117条10項）に係る手続については、市町村による当該手続の円滑化に向け、都道府県が
機動的かつ柔軟に対応するよう、都道府県に平成29年度中に周知する。
また、指定都市及び中核市が介護保険施設等に対する指定・認可権限を有していることを踏まえ、当該手続の在り方について検討し、平成30
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【厚生労働省】
（40）全国ひとり親世帯等調査
全国ひとり親世帯等調査に係る対象世帯の抽出の効率化については、平成28年度全国ひとり親世帯等調査で利用された地方公共団体が保
有する補助的データの調査や分析を踏まえつつ、住民基本台帳及び児童扶養手当受給者に係るデータ等の補助的データの利用や全戸訪
問による調査方法に関する課題を整理し、地方公共団体の事務負担の軽減に資する措置を次回の全国ひとり親世帯等調査時に講ずる。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（57）全国ひとり親世帯等調査
全国ひとり親世帯等調査については、地方公共団体の事務負担を軽
減するため、令和３年度の調査から、住民基本台帳を用いてひとり親
世帯等を抽出して実施することとし、その旨を地方公共団体に文書で
周知する。
［措置済み（令和３年度全国ひとり親世帯等調査 調査の手引き（厚生
労働省子ども家庭局））］

令和３年度全国ひとり親世帯等調査の実施に当たり、各地方公共団体において世帯名
簿を作成する際に、住民基本台帳を用いてひとり親世帯等を抽出することとした。

【厚生労働省】令和３年度全国ひとり親世帯等調査調査の手引き https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_200

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課

６【国土交通省】
（12）道路法（昭27法180）
（ⅰ）道路の占用の許可（32条１項）については、同許可に係る無余地性の基準（33条１項）の充足について道路管理者が判断するに当たり、
経済的な要素や利用者の利便等を含めた諸般の事情を考慮できること及び都市再生特別措置法（平14法22）に基づく道路の占用の許可基
準の特例を受けるに当たり、公共公益施設の整備に関する事業等を記載事項に含まない都市再生整備計画を策定することが可能であること
について、平成29年度中に、これらの取扱いに係る活用事例集を作成するとともに、地方公共団体に改めて周知する。

― 【国土交通省】道路の占用に係る無余地性の基準等の取扱いについて（平成30
年３月26日付け国土交通省都市局まちづくり推進課企画専門官・道路局路政課
道路利用調整室課長補佐事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_201
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H29 202

10_運輸・
交通

指定都市 新潟市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

道路運送法第21条

「一般貸切旅客自動車運送事
業者及び一般乗用旅客自動車
運送事業者による乗合旅客の
運送の許可の取扱いについ
て」（平成18年9月15日付　国
自旅第140号　自動車交通局
長通達）

道路運送法21条に基づ
く実証実験の１年要件の
緩和

社会実験による一般乗合旅客自動車運送については、
道路運送法第21条第2号に基づき、「一時的な需要の
ために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を
限定して行うもの」として、平成18年9月15日付け通達
「一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客
自動車運送事業者による乗合旅客の運送の許可の取
扱いについて」により、実証実験等に限定して原則とし
て1年以下の期限を付して許可されているが、地方自治
体が地域公共交通の維持・再編を目的として実施する
実証運行路線として位置付けられる場合は、実証実験
としての許可期限を3年以下に緩和することを求めるも
の。

【制度改正の経緯】
コミュニティバス（区バス、住民バス）の社会実験については、利用者等の意見を踏まえ、運行ルートやダイヤの変更等を行いながら、最長3年間の利用状況や収支を検証し、本格運行への移行の可否を判断して
いる。
また、利用啓発や利用者の定着には長期間を要し、持続可能なバス路線として社会実験の効果を確認するためには1年間の期間限定では不十分であり、3年間は必要と考えている。
【支障事例】
現状では、第21条の一時的な需要への対応として1年間の許可をいただき、その後は、第4条に切り替え社会実験での運行を継続しているが、平成27年度の江南区内における住民バス社会実験において、第21
条から第4条への切り替えが年度途中で、年度末までの残期間予算は確保されていたが、次年度予算が確保されていない（継続的な運行の担保がない）として第4条の許可が得られず、社会実験としてのバス運
行が休止となり、住民に不便を与える支障事例があった。
【制度改正の必要性】
第4条による運行の切り替えがスムーズにできた場合であっても、第21条による運行とは異なり、運行本数の変更や運行経路の変更に伴う手続きが多く、即応的に変更を行うことができないため、効率的な社会実
験の妨げになる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 203

10_運輸・
交通

指定都市 新潟市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

道路運送法第9条第4項
道路運送法施行規則第9条第2
項
道路運送法第15条第1項

「地域公共交通会議に関する
国土交通省としての考え方に
ついて」（平成18年9月15日付
国自旅第161号　自動車局長
通達）

地域公共交通会議にお
いて協議すべき案件の
規制緩和

地域公共交通会議で協議が調った一般乗合旅客自動
車運送については、運賃や路線等を変更しようとすると
きに、地域公共交通会議での協議を調え運輸局へ届け
るが、すでに協議が調っている路線の軽微な変更につ
いては、基準を明確にした上で地域公共交通会議にお
いて同意を得ることなく運輸局へ届けられるようにするこ
とを求めるもの。

【制度改正の経緯】
当市が主催する地域公共交通会議では、いわゆる協議路線に係る運賃、路線、ダイヤの変更等について、地域などの関係者間で協議、合意をした案件に同意し、その後に運行事業者が運輸局へ許可申請や変
更申請等を出している。しかし、短区間の経路変更や道路工事等に従う一定期間の経路変更（迂回）、過去において既に同意されているものを繰り返し実施する夏休みの子ども運賃割引等、地域の関係者間で合
意されている範囲内での速やかな変更等が望まれる案件についても、運輸局への申請前に地域公共交通会議での同意が必要とされることがある。また、これらについては、法令上に同意を得る必要がある旨の具
体的な事項の規定がなく、運輸局により地域公共交通会議での同意が必要な事項かをその都度、確認し、会議等の開催を行っている。
【支障事例】
当市においては、地域での協議、区役所での地域公共交通部会等の合意を経て、地域公共交通会議で同意を得ていることから、運輸支局の申請までに約2ケ月間必要とされる。そのため、許可までに約３ケ月有
し、一定期間の経路変更が必要となる水道工事などの工事工程に支障をきたす事例や、地域のイベント時に子どもや高齢者の運賃を割り引く提案を受けたが、申請までの期間が足りずに断念する事例があった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 指定都市 新潟市 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

法第第252条の20第8項の規定
により準用する法第202条の5
第2項

区地域協議会構成員要
件の規制緩和

地方自治法第252条の20第8項の規定により準用する
法第202条の5第2項により定められている地域協議会
の構成員要件について、各市町村の条例により構成員
を規定できるよう規制の緩和を求めるもの。

【制度改正の経緯】
区地域協議会の構成員については、地方自治法（以下「法」という。）第252条の20第8項の規定により準用する法第202条の5第2項により、「区の区域内に住所を有する者」とされている。
「住所」とは、自然人については生活の本拠をその者の住所とし、法人については主たる事務所の所在地又は本店の所在地をもって住所とするものと解される。
この取り扱いによると、自然人については区内への通勤・通学者、法人については、区内の支店等について構成員となることができない。
本市としては、区域内に住所を有する住民のほか、必要に応じて、区域内で様々な公益的活動等を行っている者の意見も区政に反映させたいと考えている。
【支障事例】
具体的には、区内大学に勤務する教授や通学する学生、区内の公共性や公益性が高い団体支部等について、場合によっては構成員として位置付けることができない事例が生じている状況である。
指定都市が設置する区地域協議会と同じく、市町村が設置する地域協議会も同様の支障事例が生じ得ると考えられるため、準用元である法第202条の5第2項の規定を見直すことで、地域協議会及び区地域協議
会へ効果が生じるものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 205

05_教育・
文化

施行時特
例市

長岡市 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

義務教育諸学校等の施設費の
国庫負担等に関する法律、
学校施設環境改善交付金交付
要綱別表１（6）、（22）、(23)、
平成29年度学校施設環境改善
交付金の事業概要について
（平成29 年4月3日28施施助第
40号）

学校給食施設整備に係
る補助の見直し

学校給食施設整備事業について、施設を改修する整
備に対しても補助対象とすることを求める。

現在、多くの給食室について老朽化が進んでおり、衛生面や調理員の安全面から給食室のドライ化などの改修が求められているが、現制度の学校施設環境改善交付金の学校給食施設整備事業では、新増築や
改築のみが補助対象であり改修工事については補助を受けられないことから、施設の改修が進んでいない。
（なお、学校施設環境改善交付金の「大規模改造（老朽）」に対する補助金は、改修も補助対象となるが、校舎の外部及び内部の両方を全面的に改造する工事であること、また、給食室が校舎と同一棟であること
を満たさなければ補助対象にならない。また、補助対象事業費の上限は2億円であるが、校舎の大規模改造工事の事業費は通常2億円を大幅に上回るため、実際に活用することが難しい。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html

H29 206

03_医療・
福祉

一般市 栃木市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第６条の３第３項、
児童福祉法施行規則第１条の
４、子育て短期支援事業実施
要綱、子ども・子育て支援交付
金交付要綱

子育て短期支援事業の
実施に関する見直し又
は明確化

介護施設等で子育て短期支援事業を実施できるよう見
直し又は明確化

子育て短期支援事業実施要綱上、市町村は、①児童養護施設、②母子生活支援施設、③乳児院、④保育所、⑤ファミリーホーム等住民に身近であって、適切に保護することができる施設で、子育て短期支援事
業を実施することとされている。
しかしながら、栃木市内には①～③及び⑤の施設がなく、④には、事業実施可能な宿泊スペースがなく、また、宿泊に対応できる人員が確保できないため、栃木市内で本事業を実施できておらず、近隣市町の乳
児院・児童養護施設等に委託して、本事業を実施せざるを得ない状況にある。
近年、育児疲れや精神的障害を持つ保護者による虐待が増加しているが、子育て短期支援事業では、児童相談所が行う一時保護等と違い、強制的に保護者と児童を引き離す効力はないため、それらの方々が
利用する際の精神的なハードルも低く、虐待防止の効果も期待されている。
しかしながら、栃木市では、見知らぬ市外の不慣れな施設での預かりになるため、保護者や子どもの抵抗感が強く、年間で数件の利用に留まっている。
栃木市内には、子どもの居場所の提供（子ども食堂）を積極的に行っている介護老人保健施設等の介護施設があり、施設内には地域交流室等の空き部屋があり、夜間勤務者も確保している。
介護施設等既存の施設で、子育て短期支援事業を実施できるようにすることにより、より身近な場所で本事業が実施でき、さらに虐待予防などにも有効に活用することができるため、介護施設等で子育て短期支援
事業を実施できるよう見直し又は明確化することを求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

中核市 八王子市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する
基準（平成11年3月31日厚生省
令第37号）第5条第4項

訪問介護におけるサー
ビス提供責任者の兼務
対象事業について規制
緩和

訪問介護におけるサービス提供責任者の兼務対象事
業について規制緩和を求める。

【提案の背景】
指定訪問介護事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第37号。）第5条第4項（「従うべき基準」）により、常勤かつ専従のサービス提供責任者を配
置することとされている。
このサービス提供責任者は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び指定夜間対応型訪問介護事業所に限り兼務が認められている。
事業所が「訪問介護事業」と「第一号訪問事業」の指定を併せて受け、一体的に運営している場合は、いずれかの人員基準を満たしていれば、もう一方の事業も基準を満たしたものとされるが、ここでいう第一号訪
問事業は、予防訪問介護相当のサービスのみを指し、訪問型サービスAは含まれない。

【支障事例】
指定訪問介護事業者は、訪問型サービスＡの実施にあたり、別のサービス提供責任者を確保しなければならず、現場では慢性的な有資格者の人材不足が生じている中で、事業所の負担感が極めて大きく、介護
予防・日常生活支援総合事業を進める上で支障となっている。
訪問介護事業におけるサービス提供責任者と、訪問型サービスＡにおけるサービス提供責任者の兼務不可要件が支障となり、訪問型サービスＡを実施する介護事業所のなり手が少ない現状があり、ひいては訪
問型サービスＡの対象となる利用者がサービスを受けられなくなっている。

本市における状況（平成29年4月1日現在）
訪問型サービスＡの事業所/指定訪問介護事業所＝39/130

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 208

03_医療・
福祉

一般市 高岡市 内閣府、文
部科学省

B　地方
に対する
規制緩
和

子ども・子育て支援法第19条、
学校教育法第26条

子ども子育て支援法に
おける支給認定の年齢
区分の見直し

年度当初時点で満2歳であり、年度途中で満3歳に達
する保育を必要としない子どもについて、子ども・子育
て支援法に基づく支給認定の対象とすること

＜現状＞
・幼稚園、保育園等の教育・保育を利用する場合、子ども・子育て支援法第19条で定める支給認定を受ける必要があり、認定を受けた者は、認定区分に基づき、施設型給付を受けることができる。
・幼稚園及び認定こども園の幼稚園部（以下「幼稚園等」という）は満3歳以上から入園できる（1号認定）こととなっているが、本市内の幼稚園等では、満3歳到達前の子どもであっても、施設の付随事業として受け
入れているのが実情である。
＜支障事例（総論）＞
幼稚園等は、少子化により同世代の児童と交流する機会が少なくなってしまった児童のためのフィールドとなり、児童の健やかな成長を促す場としての役割を果たしている。また、自我が芽生えはじめ、イヤイヤ期
の児童（満２歳前後）については、教員や同世代の児童など、親以外の人間と活動することにより、自制心や協調性の芽生え、集団生活へのスムーズな移行が期待できる。
年度当初満2歳の子どもが年度途中から随時入園すると、満3～5歳児学級のように全児童を対象とした通年の教育内容を組むことができず、児童の成長に影響がある。
＜支障事例（その他）＞
○施設：3歳に到達するまでは、施設型給付（1人あたり6万円程度）が受けられないため、施設や保護者の負担で給付分を賄っている。
○保護者：3歳に到達するまでは、市が定める保育料ではなく、施設が独自に定める保育料（市が定める保育料より高額の場合が多い）を支払っており、また第3子無料、兄弟同時入所による保育料軽減などの措
置を受けることができないなど、金銭的負担が大きい。
○市：認定を受けていない児童は正式な入所扱いとなっていないため、真に施設を利用している児童数の把握 、職員の配置基準、施設の面積基準などの充足状況の確認が困難。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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09_土木・
建築

市区長会 特別区長会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

・道路法第47条の7（道路の立
体的区域の決定等）
・都市計画法第12条の11（道路
の上空又は路面下において建
築物等の建築又は建設を行う
ための地区整備計画）
・建築基準法第44条（道路内の
建築制限）

駅前広場等における立
体道路制度の道路の適
用要件の緩和

駅前広場等において立体道路制度を活用するため、
交通結節点を対象として、都市計画法第12の11及び建
築基準法第44条第１項第３号において自動車専用道
路及び特定高架道路等に限定されている道路の適用
要件を緩和すること。

現在、区では鉄道の連続立体交差事業を契機とした駅周辺街づくりにおいて、都市計画マスタープランに定める「駅周辺の活気ある良好な商業環境育成と地区の防災性向上」のため、駅前広場の整備を進めて
いる。広場の事業用地にかかる地権者には小売店を経営する者も多く、生活再建の場として求める代替地は駅直近を希望する者が多いなか、駅周辺では市街地が既成しており、代替地の取得が困難で事業進
捗に支障をきたしている。このような状況下で、駅前広場の用地の一部を活用して、商業テナントと住居が共存するビルを建設する案を検討している。区としては、駅周辺の活気ある良好な商業環境育成と地区の
防災性向上に資するものであることから、立体道路の対象道路の緩和により駅前広場における共同ビルの建設を可能とし、街づくり計画の実現を図りたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【国土交通省】
（８）道路運送法（昭26法183）
（ⅵ）一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者による乗合旅客の運送に係る許可（21条）において、当初から１
年以上の実証実験を行う計画がある場合であって、地方公共団体から要請があった場合には、許可期間を１年以上（３年程度）とできること、及
び実証実験のデータの収集不足等を理由に許可の再申請がなされた場合であって、地方公共団体から要請があった場合には、再度許可（通
算３年程度）を行うことを明確化するため、地方公共団体及び地方運輸局に平成29年度中に通知する。

― 【国土交通省】一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送
事業者による乗合旅客の運送の許可の取扱いについて（平成30年3月29日付け
国自旅第318号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_202

６【国土交通省】
（８）道路運送法（昭26法183）
（ⅰ）地域公共交通会議（施行規則９条の２。運賃等の合意（９条４項）等に係る協議を行う協議会（地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律（平19法59）６条。施行規則９条の３第１項２号から５号に掲げる者を構成員に含むものに限る。）を含む。以下この事項において同じ。）の
協議事項については、道路運送法上合意する必要がある事項と同法上必ずしも合意する必要はないが合意することが望ましい事項について
整理し、地方公共団体及び地方運輸局に平成30年中に通知する。
（ⅲ）地域公共交通会議等の協議事項については、一度地域公共交通会議等において合意した事項を内容の変更なく反復継続して行う場合
には、更なる協議は不要であることを明確化するため、地方公共団体及び地方運輸局に平成30年中に通知する。

また、地域公共交通会議等において協議が調った事項に係る軽微な変更に伴う協議については、地域公共交通会議等に幹事会を設置して
当該協議を行うことについて委任すること、書面による協議を行うこと、協議が不要な報告事項にすること等により手続の簡素化が可能であるこ
とを明確化するため、地方公共団体及び地方運輸局に平成30年中に通知する。あわせて、軽微な変更の例についても周知する。

― 【国土交通省】「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方につい
て」及び「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」の一部改正
について（平成30年12月28日付け国自旅第212号）
【国土交通省】地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について
（平成30年12月28日付け国自旅第212号）
【国土交通省】運営協議会に関する国土交通省としての考え方について（平成30
年12月28日付け国自旅第212号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_203

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（６）児童福祉法（昭22法164）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）子育て短期支援事業（子ども・子育て支援法59条６号及び児童福祉法６条の３第３項）については、住民に身近であって、適切に児童等
を保護することができる場合、介護施設等を実施施設とすることが可能であることを、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年度中に周
知する。

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅲ）指定訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平11厚生省令37）５条２
項）等については、指定訪問介護の事業又は介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業（旧介護予防訪問介護に相当するサービス
に限る。）と介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業（主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基
準よりも緩和した基準による訪問サービス（訪問型サービスA）に限る。）が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、同一の人物
がサービス提供責任者の業務に従事することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

― 【厚生労働省】指定訪問介護と介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サー
ビスＡにおけるサービス提供責任者の兼務について（平成30年３月30日付け厚
生労働省老健局振興課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_207

６【内閣府（19）】【文部科学省（17）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）幼稚園における２歳児の受入れに対する支援の在り方については、平成30年度に２歳児特有の発達を踏まえた配慮や３歳児以降の幼稚
園教育との円滑な接続等に係る調査研究を実施した上で、その結果を踏まえて検討し、平成31年中に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

― ― ― ― 内閣府子ども・子育て本部

文部科学省初等・中等教育局幼児
教育課

６【国土交通省】
（６）建築基準法（昭25法201）及び都市計画法（昭43法100）
立体道路制度については、道路の上下空間を立体的に活用する事業のニーズに関する調査の結果を踏まえ、都市再生緊急整備地域（都市
再生特別措置法（平14法22）２条３項）の指定を受けていない地域の一般道路においても立体道路制度の活用が可能となる方向で検討し、平
成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【国土交通省】
（６）建築基準法（昭25法201）及び都市計画法（昭43法100）
立体道路制度については、市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合
理的な土地利用の促進と都市機能の増進とを図るため、道路の上空
又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であ
ると認められるときは、都市再生緊急整備地域（都市再生特別措置法
（平14法22）２条３項）の指定を受けていない地域の一般道路におい
ても立体道路制度の活用を可能とする。
［措置済み（都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成30
年法律第22号））］

【国土交通省】【官報】都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成30年
法律第22号）（平成30年４月25日公布、７月15日施行）

―
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H29 210

03_医療・
福祉

市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律施行規則第６条の７

身体障害のない高次脳
機能障害者に対しての
自立訓練（機能訓練）実
施のための対象者要件
の緩和

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律（以下「法」という。）第５条第１２項で規定さ
れる「自立訓練」については、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（以
下「施行規則」という。）第６条の７第１号「機能訓練」及
び第２号「生活訓練」としてそれぞれ対象者、支援の内
容が定められているが、障害の種別によらず、いずれの
自立訓練も受けられるよう対象者の要件を緩和するよう
求める。

高次脳機能障害については、記憶障害や注意障害、遂行機能障害のように身体障害を伴わないが、就労や社会復帰に支障を来たす事例がある。
そのような事例については、理学療法士や作業療法士の専門職種が、対象者の障害の個別性に応じて認知リハビリテーション等を実施するとともに、神経心理学的検査や行動評価等によるモニタリングを行い、さ
らにリハビリテーションにフィードバックすることが、機能の改善や代償機能の獲得のため、有効である。このリハビリテーションは障害福祉サービスにおいては、自立訓練（機能訓練）が相当するが、その利用対象
者は身体障害のある者に限られているため、身体障害のない高次脳機能障害者は適切な障害福祉サービスを受ける機会がない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 211

03_医療・
福祉

市区長会 指定都市市長
会

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

特定教育・保育、特別利用教
育、特定地域型保育、特別利
用地域型保育、特定利用地域
型保育及び特例保育に要する
費用の額の算定に関する基準
等（平成27 年内閣府告示第49
号）別表第２

施設型給付対象施設に
おける重度障害児の受
け入れに対する公定価
格の加算設定

施設型給付対象施設において障害児を受け入れるに
当たり、現行の公定価格では障害児加算がなく、施設
の種別で財政支援が異なり、特に障害が重要な場合な
どでは、受入れに伴う特別需要を賄うには十分とは言
い難く、受入施設の拡大が難しいことから、施設型給付
対象施設における重度障害児受入れに対する適切な
水準の公定価格の加算設定を求める。

施設型給付対象施設において障害児を受け入れるに当たり、現行の公定価格では障害児加算がなく、施設の種別で財政支援が異なり、特に障害が重度な場合などでは、受入れに伴う特別需要を賄うには十分
とはいい難く、受入施設の拡大が難しい。

―

H29 212

03_医療・
福祉

市区長会 指定都市市長
会

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

社会福祉法第2条第3項第8号
同法69条,72条
平成27年4月14日付け社援発
0414第7号厚生労働省社会・援
護局長通知「社会福祉法第2条
第3項に規定する生計困難者
のために無料又は低額な料金
で宿泊所を利用させる事業を
行う施設の設備及び運営につ
いて」の一部改正について（通
知）

無料低額宿泊事業に係
る届出制を許認可制に
変更

無料低額宿泊事業に係る「届出制」を「許認可制」に見
直すこと。

社会福祉法第2条第3項第8号に規定する無料低額宿泊事業は、同法第69条に基づき事業開始の日から1月以内に事業経営地の都道府県知事に届出を行わなければならないこととされている。しかし、あくまでも
届出制であることから、形式要件を整えた届出であれば、不適切な事業であっても自治体は届出を受理せざるを得ない。また、施設の設備、運営等に関しては国から指針が示されているが、事業者に対する行政
指導を行っても実効性の担保が十分とは言えない。
このため、さいたま市では事業者の刑事事件等を発端に、事業運営の適正化を図ることを目的とした条例を平成25年に制定し、事業の適正化を図ってきた。さらに、不適切な事業者に対しては長期に渡る調査や
指導を踏まえ、平成29年1月には行政処分を行ったところである。
しかしながら、本事業は「届出制」であり、事業開始後にようやく調査や指導が可能になること、また、行政処分を行うには十分な調査や指導を経る必要があることから、処分決定までには一定期間を要しており、そ
の期間において事業者は多くの路上生活者を施設に入所させることが可能となっている。また、事業者が提供するサービス内容について法律に規定がないことから、入所者は適切な水準にあるサービスを事業者
から受けられない可能性が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 213

01_土地利
用（農地除
く）

市区長会 指定都市市長
会

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

社会資本整備総合交付金交付
要綱

社会資本整備総合交付金交付
申請等要領　他

社会資本整備円滑化地
籍整備事業に係る社会
資本整備総合交付金交
付要件の見直し及び明
確化

社会資本整備円滑化地籍整備事業については、平成
28年度から社会資本整備総合交付金事業の関連事業
として創設されたが、事業の実施要件との合致が難し
く、また、要件が曖昧であることから、制度のより一層の
活用に向けた要件の見直し及び明確化を求める。

選定要件として、対象基幹事業が整備計画（期間５年）に位置付けられることが必要となるが、１工区の地籍調査は、一筆地調査、地籍図・地籍簿作成、閲覧、認証・法務局送付の手続に数か年を要するため、整
備計画の前半は地籍調査が主事業になる。このため、基幹事業が１～２年延期され、次期計画に位置付けられた場合には、地籍調査は社会資本整備円滑化地籍整備事業の対象外となる。また、社会資本整備
計画において、地籍調査はどの工程まで完了する必要があるのかが不明確である。道路事業計画など用地買収が含まれる基幹事業は、事業着手が流動的なため、突如として整備計画に位置付けられた場合に
は、地籍調査の完了が間に合わない。また、基幹事業の着手予定が現行の整備計画期間より先である場合には、地籍調査は社会資本整備円滑化地籍整備事業として着手できない。さらに、社会資本整備円滑
化地籍整備事業による事業効果の定量化が困難であるため、会計検査等での対応が危惧される。
これらのことについて、県を通じて国に意見を伝えたものの、現在のところ、支障等は解消されないままである。
そのため、現整備計画に位置づけられていない基幹事業についても、基幹事業の将来計画及び地籍調査の実施サイクルを鑑み、社会資本整備円滑化地籍整備事業として連携ができるように現在の要件を緩和
していただきたい。また、基幹事業に先行等して行い、基幹事業の円滑化を図るものということであるが、社会資本整備円滑化地籍整備事業により想定される事業効果を具体的に提示していただきたい。

―

H29 214

09_土木・
建築

市区長会 指定都市市長
会

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

河川法 社会資本整備総合交付
金の要件緩和等

社会資本整備総合交付金の要件を見直すことによる、
中小河川を含む河川管理施設の老朽化対策の適切な
実施。

川崎市の維持管理する河川延長は約３８kmあるが、そのうち、約６割が河川改修後概ね４０年を過ぎ、施設の老朽化が顕著となっている。
現行の社会資本整備総合交付金制度では、維持管理している河川（中小河川）の堤防や護岸等の維持・修繕については、要件に合致しないため、今後も老朽化が進んでいく河川管理施設の修繕のための財源
確保に非常に苦慮している。
高度成長期に整備された多数の構造物の老朽化を背景として、平成２５年６月の河川法の一部改正により、維持・修繕に係る内容が規定されたことを鑑み、河川管理施設の堤防、護岸等については、中小河川の
それらについても適切な維持管理が行えるよう、交付要件の見直しを求める。

―

H29 215

03_医療・
福祉

市区長会 指定都市市長
会

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・子ども・子育て支援交付金交
付要綱
・特定教育・保育、特別利用保
育、特別利用教育、特定地域
型保育、特別利用地域型保
育、特定利用地域型保育及び
特例保育に要する費用の額の
算定に関する基準（平成27年
内閣府告示第49号）
・施設型給付費等に係る処遇
改善等加算について(平成27
年3月31日府政共生第349号）

施設型給付費等の算定
方法に係る事務（処遇改
善等加算に係る事務）の
簡素化

施設型給付費等の算定方法に係る事務（処遇改善等
加算に係る事務）の簡素化。

施設型給付費等の算定については、制度が複雑かつ難解であり、行政・事業者ともに事務量が増大している状況。具体例は以下のとおり。
【相模原市の事例】
○処遇改善等加算に係る事務
「基準年度の賃金水準」の考え方に対する理解が浸透していないこと、加算率のうち基礎分の算定に必要な事務作業が煩雑かつ膨大であること、加算額の積算方法が極めて複雑で施設側での対応が困難である
ことなどの理由により、行政・施設双方に負担が増大している。
○市システムによる請求事務の指導・助言
施設が自ら給付額を算定することは困難なため、市のシステムにより額の算定及び請求書の作成を行っている。また、当月分の給付費は当月内に支給と定められており、給付額の算定、請求及び支給処理を極め
て短い期間で行わなければならず、多大な事務負担が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 216

03_医療・
福祉

市区長会 指定都市市長
会

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・子ども・子育て支援交付金交
付要綱
・特定教育・保育、特別利用保
育、特別利用教育、特定地域
型保育、特別利用地域型保
育、特定利用地域型保育及び
特例保育に要する費用の額の
算定に関する基準（平成27年
内閣府告示第49号）
・施設型給付費等に係る処遇
改善等加算について(平成27
年3月31日府政共生第349号）

施設型給付費等の算定
方法に係る事務（管外受
委託児童に係る請求及
び支払事務）の簡素化

施設型給付費等の算定方法に係る事務（管外受委託
児童に係る請求及び支払事務）の簡素化。

施設型給付費等の算定については、制度が複雑かつ難解であり、行政・事業者ともに事務量が増大している状況。具体例は以下のとおり。
【相模原市の事例】
○管外受委託児童に係る請求及び支払事務
請求及び支払いにあたり、対施設や自治体間での情報のやり取りが煩雑で、円滑な請求及び支給事務の妨げとなっている。
○市システムによる請求事務の指導・助言
施設が自ら給付額を算定することは困難なため、市のシステムにより額の算定及び請求書の作成を行っている。また、当月分の給付費は当月内に支給と定められており、給付額の算定、請求及び支給処理を極め
て短い期間で行わなければならず、多大な事務負担が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

市区長会 指定都市市長
会

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

子ども・子育て支援交付金交付
要綱

子ども・子育て支援交付
金の事務手続きの簡素
化

子ども・子育て支援交付金における国要綱の早期発出
及び申請スケジュールの明確化。

地域子ども・子育て支援事業は、市町村が実施主体となり、国及び県から子ども・子育て支援交付金を受けて実施している。
本事業に対する当該交付金の負担割合は国・県それぞれ３分の１であり、対象経費や交付額にも相違がないが、国・県それぞれが交付要綱を定めて実施しているため、記載内容が同一の申請書や実績報告書な
ど一連の書類を双方に提出する必要があることや、国と県の申請スケジュールが異なるなど、事務手続きが煩雑となっている。
現行では、国が要綱発出をするタイミングで県が要綱改正を行っているため、国の交付申請と県の交付申請のタイミングにずれが生じている。国の要綱発出のタイミングと国の申請のタイミングを分けたうえで、国の
申請スケジュールを明確にしていただければ、国の申請スケジュールと県のスケジュールを合わせることが可能となるので、国の要綱を早期に発出していただき、申請スケジュールを明確にしてほしい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 218

02_農業・
農地

一般市 黒石市、青森県 法務省、厚
生労働省、
農林水産省

B　地方
に対する
規制緩
和

出入国管理及び難民認定法別
表第一の二の表の技能実習の
項

外国人の技能実習の適正な実
施及び技能実習の保護に関す
る法律第８条

外国人の技能実習の適正な実
施及び技能実習の保護に関す
る法律施行規則第３条

農業分野における外国
人技能実習制度につい
て、農業者と農業協同組
合等が共同で技能実習
を行えるよう規制緩和

農業分野における外国人技能実習制度について、農
業者が行う農産物栽培研修と農業協同組合等での農
産物選別研修が生産から販売まで一連をなす効果的
な研修であると自治体が認める場合には、農業者と農
業協同組合等が共同で技能実習を行えるよう規制緩和
を求める。

農業には季節性があることから、積雪期の実習が難しいなど、個々の農業者や農業協同組合等の取組みだけでは、周年に亘り、技能実習を継続することが困難となっている。
一方、黒石市では「地域担い手レベルアップ事業」により新規就農者や若手農業者を育成したり、「くろいし農産物等販売力強化補助金」により、農業者が取り組む地産品等のブランド化や新たな販路開拓を支援
しており、これらの支援を受けた地域の農業者や農業協同組合等の取組みを現場として、技能実習生に生産から販売まで一連をなす効果的な研修を受けていただきたいと考えている。
しかし、現行の制度では、技能実習を共同で行うのは複数の法人が行う場合に限られていることから、個人である農業者と農業協同組合等が共同で行うことができず、青森県の農業分野の実習生は、農業者が行
う農産物栽培研修か、農業協同組合で行う農産物選別研修のどちらかのみ、しかも、１年未満で技能実習を終えざるを得ず、技能実習の効果を十分に得ることができない状況である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

市区長会 指定都市市長
会

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

平成28年度全国ひとり親世帯
等調査の委託について（厚生
労働省雇用均等児童家庭局長
通知）
統計法第2条第7項、第19条、
第20条

全国ひとり親世帯等調
査における調査方法の
規制緩和

厚生労働省が行う全国ひとり親世帯等調査において、
住民基本台帳データ等を利用した対象世帯の絞込み
を可能として欲しい。

平成28年度に厚生労働省は、全国の母子世帯等の実態を把握して福祉対策の充実を図るための基礎資料を得る目的で、都道府県や指定都市等に委託して「全国ひとり親世帯等調査」を実施した。
この調査では、調査員が調査地区の全世帯を訪問し、母子世帯等であることを確認した上で調査票を配布することとなっている。
しかし、①調査地区内には住民基本台帳上、母子世帯等ではない世帯が大多数を占めていることに加え、②不在のため再訪問が必要なケースや、③オートロックのマンションで管理人に協力をお願いしなければ
ならないケースなどもあり、調査員の負担が大きく、広島市では調査会社に業務を委託したが厚生労働省から支払われた委託費を超える結果となった。
そこで調査員の負担軽減のために、住民基本台帳等、地方公共団体が所有する既存データを利用した対象世帯の絞込みを可能としてもらいたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
（ⅱ）自立訓練（機能訓練及び生活訓練）については、障害者のニーズを踏まえ、利用できる者の要件を含めたサービスの在り方について検討
し、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平 17 法123）
（ⅰ）自立訓練（機能訓練及び生活訓練）については、障害種別にか
かわらず利用可能とするよう、省令を改正する。
［措置済み（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律施行規則等の一部を改正する省令（平成 30 年厚生労働省
令第 31 号））］

【厚生労働省】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
施行規則等の一部を改正する省令（平成 30 年厚生労働省令第 31 号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_210

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（17）社会福祉法（昭26法45）
国及び都道府県以外の者が行う無料低額宿泊事業（２条３項８号）については、悪質な事業者を規制し、利用者に対する処遇の質の確保を図
るため、設備、運営等に係る法令上の最低基準を設け、当該基準を満たさない事業者に対して都道府県等が改善命令等を行うことを可能とす
るとともに、新規参入する事業者が当該基準を満たしていることをあらかじめ確認できるようにするため、都道府県等に対して事業開始の日から
１月以内に行うこととしている届出を事業開始前の届出に改めることについて検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（17）社会福祉法（昭26法45）
国及び都道府県以外の者が行う無料低額宿泊事業（２条３項８号）に
ついては、悪質な事業者を規制し、利用者に対する処遇の質を確保
するため、設備、運営等に係る法令上の最低基準を設け、当該基準
を満たさない事業者に対し、都道府県等が改善命令等を行うことを可
能とするとともに、国、都道府県、市町村、特別区及び社会福祉法人
以外の者が当該基準を満たしていることをあらかじめ確認することを
可能とするため、都道府県等に対して事業開始の日から１月以内に
行う届出を事業開始前の届出に改める。
[措置済み（生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立
支援法等の一部を改正する法律（平成30年法律第44号））]

【厚生労働省】「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法
等の一部を改正する法律」の公布について（通知）（平成30年６月８付け子発
0608第１号、社援発0608第１号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_212

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【内閣府（19）】【文部科学省（17）】【厚生労働省（31）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅵ）施設型給付費等の算定方法については、事業者及び地方公共団体の事務負担の軽減の観点から、以下のとおりとする。
・処遇改善等加算Ⅰ（特定教育・保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要す
る費用の額の算定に関する基準等（平27内閣府告示49）１条21号）における賃金改善実績報告書については、基準年度における賃金水準を
適用した場合の賃金総額の簡便な算定方法（平成28年度における処遇改善等加算の取扱いについて（平28内閣府子ども子育て本部参事官
（子ども・子育て支援担当）・文部科学省初等中等教育局幼児教育課・厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課））に対応した様式への見直
し等を行い、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

・職員１人当たりの平均経験年数の算定に当たっての派遣労働者の取扱い及び育児休業の取得期間等の取扱いについては、地方公共団体
に平成30年度中に通知する。

・施設・事業所が作成する職員の在職証明書については、記載すべき事項等を整理し、地方公共団体に平成30年度中に通知する。

・国家公務員の給与改定に伴う公定価格（同告示１条12号）の改定については、関連予算の成立後、速やかに告示を改正し、地方公共団体に
可能な限り早期に必要な算定方法等を周知する。

― 【内閣府、文部科学省、厚生労働省】「平成29年の地方からの提案等に関する対
応方針」に基づく処遇改善等加算Ⅰに係る様式の記載方法の取扱いについて
（平成30年3月30日付け通知）
【内閣府】「平成29年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金の取扱いに
ついて」（平成30年2月9日付け事務連絡）
【内閣府、文部科学省、厚生労働省】公定価格に関するFAQ（よくある質問）
Ver.12（平成30年9月27日）

―

６【内閣府】
（18）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
（ⅵ）施設型給付費等の算定方法については、事業者及び地方公共団体の事務負担の軽減の観点から、以下のとおりとする。
・広域利用時における請求事務等の取扱いについては、実態調査等を行った上で、制度運用の在り方について検討し、平成30年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【文部科学省（17）】【厚生労働省（31）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅲ）施設型給付費等の算定方法については、事業者及び地方公共団体の事務負担の軽減の観点から、以下のとおりとする。
・広域利用時における請求事務等の取扱いについては、実態調査等を行った上で、制度運用の在り方について検討し、平成30年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【内閣府（11）】【文部科学省（10）】【厚生労働省（33）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）施設型給付費等の算定方法については、事業者及び地方公共
団体の事務負担の軽減を図る観点から、以下のとおりとする。
・広域利用時における請求事務等の取扱いについては、保育所に係
る請求書の標準様式を新たに定め、地方公共団体等に通知する。
［措置済み（平成31年３月29日付け内閣府子ども・子育て本部参事官
（子ども・子育て支援担当）付給付第一係・第二係、システム運用担
当事務連絡）］

保育所に係る請求書の標準様式を新たに定めた。 【内閣府】給付事務に係る請求書の標準様式について（平成31年３月29日付け
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付給付第一係・第
二係、システム運用担当事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_216

内閣府子ども・子育て本部

文部科学省初等・中等教育局幼児
教育課

厚生労働省子ども家庭局保育課

６【内閣府】
（19）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅴ）子ども・子育て支援交付金については、地方公共団体の円滑な申請手続が可能となるよう、平成30年度から、当該交付金要綱の速やか
な発出を行うとともに、交付申請等の年間スケジュールを明確化する。

― 【内閣府】「子ども・子育て支援交付金の交付について」の一部改正について（府
子本第769号平成30年8月10日付け通知）

―

６【法務省（３）】【厚生労働省（34）】【農林水産省（８）】
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平28法89）
農業分野における団体監理型技能実習（２条４項）については、都道府県の関与等による十分な管理体制が確保されることを前提に、実習実
施者となる農業協同組合等が個人農業者との間で農産物の生産に関する請負契約を締結し、当該農業協同組合等の指揮命令の下、個人農
業者の圃場等で農産物生産等の実習を行いつつ、農業協同組合等が所有する集出荷施設や農産物加工施設等での作業を組み合わせるこ
とによって、年間を通じたより効果的な技能実習が可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。

６【厚生労働省】
（40）全国ひとり親世帯等調査
全国ひとり親世帯等調査に係る対象世帯の抽出の効率化については、平成28年度全国ひとり親世帯等調査で利用された地方公共団体が保
有する補助的データの調査や分析を踏まえつつ、住民基本台帳及び児童扶養手当受給者に係るデータ等の補助的データの利用や全戸訪
問による調査方法に関する課題を整理し、地方公共団体の事務負担の軽減に資する措置を次回の全国ひとり親世帯等調査時に講ずる。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（57）全国ひとり親世帯等調査
全国ひとり親世帯等調査については、地方公共団体の事務負担を軽
減するため、令和３年度の調査から、住民基本台帳を用いてひとり親
世帯等を抽出して実施することとし、その旨を地方公共団体に文書で
周知する。
［措置済み（令和３年度全国ひとり親世帯等調査 調査の手引き（厚生
労働省子ども家庭局））］

令和３年度全国ひとり親世帯等調査の実施に当たり、各地方公共団体において世帯名
簿を作成する際に、住民基本台帳を用いてひとり親世帯等を抽出することとした。

【厚生労働省】令和３年度全国ひとり親世帯等調査調査の手引き https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_219

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課
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H29 220

03_医療・
福祉

市区長会 指定都市市長
会

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

介護サービス施設・事業所調
査

介護保険事業に係る調
査結果の情報提供

厚生労働省における介護保険事業に係る介護サービ
ス施設・事業所調査の結果について、情報の提供を求
める。

市町村は、国が定める基本指針に即して、３年を１期とする市町村介護保険事業計画を定めることになっている。
計画の策定に当たり、地方公共団体内の事業所にアンケート調査を行うが、国で行っているアンケート調査と質問等が重複するため、事業所からは「同じ質問に何度も回答しなくてはならず、手間がかかる」等の
不満の声が出ている。
そこで、調査の際、質問項目の重複を避けるため、介護サービス施設・事業所調査における地方公共団体別の調査結果の詳細について各地方公共団体に情報を提供してもらいたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 221

03_医療・
福祉

一般市 松戸市 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・児童福祉法第46条
・学校教育法
・就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律（平成18年６
月15日法律第77号）
・子ども・子育て支援法第14
条、第38条
・子ども・子育て支援法に基づ
く特定教育・保育施設等の指
導監査について（平成27年12
月７日（平成28年６月20日一部
改正）府子本第390号・27文科
初第1135号・雇児発1207第２
号）
・子ども・子育て支援新制度に
おける指導監査等の実施につ
いて（平成27年12月７日府子本
第391号・27初幼教第28号・雇
児保発1207第１号）

特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業
に対する認可制度に基
づく施設監査及び確認
制度に基づく確認監査
の強化

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対す
る認可制度等に基づく指導監査（施設監査）及び確認
制度に基づく指導監査（確認監査）の指導監査項目が
重複する場合において、重複項目については、施設監
査実施者と確認監査実施者間で協議の上、一元化で
きるよう明確化を求める

○国の通知（子ども・子育て支援新制度における指導監査等の実施について（平成27年12月７日府子本第391号・27初幼教第28号・雇児保発1207第１号））により基本的考え方、主眼事項及び着眼点が示された
が、特定教育・保育施施設等に対する認可制度等に基づく指導監査（施設監査）及び確認制度に基づく指導監査（確認監査）の内容に重複事項が多く（千葉県及び当市が定める項目では半数程度）、同じ監査
項目においても監査の準備、実地指導、結果の取り纏め等を二重に行うことになり、書類作成や実地対応において事業者及び監査主体に対応に多大な負担が生じている。
○また、同通知により、施設監査、確認監査及び業務管理体制の確認検査を複数実施する場合は、同時実施が求められており、同一監査項目に対して都道府県と市町村で異なる見解を示す訳にもいかないこと
から、検査内容・結果の細かい部分まで都道府県と調整せざるを得なくなり、一層負担を増している。
○結果、それらに係る負担のために、監査を行うことに対して慎重にならざるを得ず、結果として、特定教育・保育施設等に対する違反懐疑等の発見が遅れ、そのような施設の違反状態が長期化する要因となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 222

03_医療・
福祉

一般市 宇治市 文部科学
省、厚生労
働省

B　地方
に対する
規制緩
和

保育所等整備交付金交付要綱
認定こども園施設整備交付金
交付要綱
平成28年度保育所等整備交付
金に係る協議について
平成29年度認定こども園施設
整備交付金に係る協議につい
て

保育所等整備交付金・
認定こども園施設整備
交付金の申請手続き

保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付
金において、市町村が事業者を公募により決定する場
合に、市町村で事業計画の実施に当たり、「法人が確
定」していることに準ずることを条件に、事業者未定で
あっても、当該事業者を仮事業者として事業実施につ
いての事前協議を可能とする。

事業者公募を行う際、公募前に国庫補助金の内示が必要となるが、現在の交付金の事前協議のルールでは、協議段階で「法人が確定」していることが求められているため、協議参加に支障が生じている。
また、認定こども園施設整備交付金交付要綱については、要綱上、事前協議における整備計画の策定基準の中で、法人の適格性について、「役員構成や資金計画等が適正であり、健全で安定した運営が図ら
れている法人であること」と記載されているが、事業者が決定していることが求められているのか不明確であるため、上記で求める保育所等整備交付金交付要綱の協議通知と同様の制度として頂きたい。

※「法人が確定」していることに準じることの例として、保育所又は認定こども園を運営するなど、一定の適格性が担保されている事業者から、新たな施設整備の打診を受けている場合や、議会手続きが行われてい
るもの等が挙げられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 223

03_医療・
福祉

一般市 宇治市 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準第33条
幼保連携型認定こども園の学
級の編成、職員、設備及び運
営に関する基準第5条

保育所・認定こども園に
おける代替職員の特例
配置

保育所・認定こども園において、突然の正規職員等の
退職や長期休業等により、急きょ保育士・保育教諭の確
保に努めたものの、緊急的な保育士・保育教諭の確保
ができなかった場合に、職員不足により待機児童が発
生するケースや、公定価格の減算対象となるケースに
限り、保育士・保育教諭を確保するまでの間、類似の資
格者や一定の経験を有する者として市町村長が認める
者（保育補助経験者等）を保育士・保育教諭として代替
配置することを可能とする。

年度当初の時点で職員配置に余裕がない施設においては、年度途中に正規職員等の退職や長期休業等により緊急の保育士・保育教諭の確保に苦慮するケースや、年度途中から入所希望者を受け入れできな
いケースが発生している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 224

05_教育・
文化

都道府県 大分県 内閣官房、
文部科学省

B　地方
に対する
規制緩
和

地方教育行政の組織及び運営
に関する法律（昭和31年法律
第162号）第23条第1項第2号

文化財を活用した観光
振興、地域振興を図るた
めの法制の見直し

文化財の保護に関する事務を都道府県知事の直接実
施できるよう、地教行法（地方教育行政の組織及び運
営に関する法律）の改正を求めるもの。具体的には、条
例の定めるところにより、地方公共団体の長が文化財の
保護に関する事務を管理・執行できるようにするもの。

【支障事例】
　国はもとより、地方を挙げて文化財を活用した観光振興や地域振興が進められている中、文化財の保護に関する事務は、地教行法第23条の規定により、教育委員会から都道府県知事に移管できないこととなっ
ている。
　大分県では、平成30年開催予定の「第33回国民文化祭おおいた2018、第18回全国障害者芸術･文化祭おおいた大会」をはじめとして、同年の「国東半島宇佐地域・六郷満山開山1300年誘客キャンペーン」や
「世界温泉地サミット」など、文化財を活用した地域振興を図る絶好の機会が控えているが、現行法では、文化財関係の重要な意思決定は教育委員会が行うことから、機動性に欠けるとともに、観光・地域振興部
門との連携が図られないおそれがある。

【具体的な支障事例】
湯けむり景観保存事業（所管：文化庁）とまちづくりとの連携について
・平成24年に大分県別府市の明礬・鉄輪地区が重要文化的景観「別府の湯けむり景観」に選定された。所管は別府市教育庁と大分県教育庁が担当（いずれも文化財所管課）。
・一方で、同地区内で「まちづくり交付金事業」（所管：国土交通省）による温泉を活用した地獄蒸し工房建設が進行。所管は別府市首長部局と大分県首長部局が担当。（いずれも観光振興所管課）
・文化庁からは、「工房建設については、市が策定した湯けむり景観保存事業計画に記載がなく、そもそも文化的景観にもなじまない。」とする指導があった。
・景観や文化財保存に係る事業（文化財保護）とまちづくり事業（観光・地域振興）の執行管理を一体的・一元的に実施する体制ができていれば、こうした問題は未然に防ぐことができたと考えている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 225

03_医療・
福祉

一般市 箕面市 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

子ども・子育て支援法 特定教育施設・保育施
設における定員減少時
の市町村の関与強化

子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日法律第６５
号）第３５条第２項で規定される特定教育・保育施設の
設置者が定員を減少しようとするときに市町村長に対し
て行う届出を必要に応じて協議とするよう求める。

○認定こども園（特に、保育所から保育所型認定こども園に移行した施設）では、1号認定の利用定員を少人数に設定した際、子ども一人あたりの単価設定が高額となっていることから、サービス提供量に見合わな
い多額の施設型給付費を受け取ることができる制度となっている。そのため、保育所から認定こども園へ移行し、2号認定の定員の一部を1号認定に切り替える施設があり、待機児童対策を講じている自治体にとっ
て相反する制度設計になっている。また、待機児童の解消に向けて、小規模保育所の整備を進めていく上で、３歳児以降の接続の場の確保の観点からも、その受け皿を1号認定として運用することは、待機児童
の多数を占める乳児の受け皿である小規模保育所の増設を進める上で障害となっている。
○市町村においては、子ども子育て支援法により、市町村の責務として、子ども・子育て支援給付等を総合的かつ計画的に行うことや、子ども・子育て支援事業計画に教育・保育の利用定員総数を定め、提供体
制を確保することが求められているが、現状では特定教育・保育施設の設置者が施設の定員を下げるときは、３カ月前までに市町村長に届出をするだけでよく、市町村の責務を果たすための関与ができない状況
となっている。
○また、認可権限のある府に対しても、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年６月15日法律第77号）の第29条により、定員を減少させる場合は、届出のみとなって
おり、府においても抑止できない状況となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 226

05_教育・
文化

指定都市 横浜市 総務省、文
部科学省

B　地方
に対する
規制緩
和

学校給食法
地方自治法

学校給食費における私
人への徴収委託の実現

学校給食費における私人への徴収委託を行えるよう、
次のいずれかの対応を行うことが必要です。

①地方自治法施行令を改正し、第158条第１項の限定
列挙に債権名を追加する

②学校給食法を改正し、私人への徴収委託を可能とす
る規定を設ける

コンビニ納付は私人への徴収委託であるため、地方自治法第243条により制限されます。ただし、次の２通りの場合は、認められています。

① 地方自治法施行令第158条第１項に限定列挙された以下の債権の場合
使用料 、手数料 、賃貸料 、物品売払代金 、寄附金 、貸付金の元利償還金

② 個別に法令に規定する必要がある場合（国民健康保険料等）

学校給食費は、現行法上、上記の①②のどちらにも該当しませんので、コンビニ納付ができない状況です。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 227

05_教育・
文化

指定都市 横浜市 文部科学省 A　権限
移譲

学校教育法第４条第３項、私立
学校法第９条、私立学校振興
助成法第９条

私立幼稚園の認可権限
等の移譲

現在、道府県が行っている「私立幼稚園の認可」、認可
に必要な答申を審議する「私立学校審議会の設置運
営」、私立幼稚園への「運営指導」及び「補助金交付」
にかかる事務の権限・財源を指定都市に移譲

認可及び認可に伴う指導権者と、給付対象施設としての確認及び給付費支給や確認監査による指導等を行う者が一元化していない煩雑さや重複感が、設置者にとって事務負担増と捉えられ、子ども・子育て支
援新制度への移行が進まない要因になっている。
幼･保･小接続や教育･保育の質の向上に向け、近隣施設間の連携や研究･研修に取り組むにあたり、現在の市との関係性の弱さから個別園との信頼関係構築に時間を要す場合がある。
認可定員設定は、幼保連携型、保育所型、地方裁量型の認定こども園は市が、幼稚園型認定こども園と幼稚園は県が行うため、子ども・子育て支援事業計画における1号認定の量の見込みと確保方策の進行管
理を行いにくい。幼稚園団体からも、教育ニーズに応じた政策的な園配置や定員設定を行うよう希望がある。
27年度提案の回答では、「私立幼稚園は市町村の区域を越えて利用されており、広域的な見地から配慮が必要」とのことであったが、指定都市のような大きな基礎自治体の私立幼稚園については市域内からの
通園がほとんどである。当該地域における幼児児童に係る需要動向を最も把握している指定都市が主体的に認可判断を行うことが、むしろ住民・利用者のニーズに迅速かつ的確に対応できるものと考える。また、
市域外から通園する幼児児童についても、幼稚園の実員から把握することや、保育所の管外保育のように必要に応じて近隣市町村との調整をすることが可能であることから、認可判断に支障はなく、市に認可権
限を委譲することが、広域的見地を欠くとは限らないと考える。
また、幼稚園のみを運営する法人に比べ幼稚園と小・中・高等学校を運営する法人は少なく、学校種別により手続き先が異なる影響は限定的である。
さらに、事務処理特例により対応可能とあったが、私学助成補助金の交付は事務処理特例で対応できず、本市が要望する包括的な権限・財源の移譲は実現しない。補助金交付が伴わない認可・指導権限の移譲
では、実質的に行使できる権限の範囲は限られ、実効性の担保がない。

―



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（30）統計法（平19法53）
介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要件を満たした申出があった場合には、提供することが可能であることを、
地方公共団体に平成29年中に周知する。
［措置済み（平成29年９月27日付け厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室事務連絡）］

【厚生労働省】平成28年介護サービス施設・事業所調査の概況について（平成
29年9月27日付け厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室介護統計第
一係長事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_220

６【内閣府（１）】【文部科学省（２）】【厚生労働省（２）】
学校教育法（昭22法26）、児童福祉法（昭22法164）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
及び子ども・子育て支援法（平24法65）
特定教育・保育施設の施設監査（学校教育法、児童福祉法46条１項及び59条１項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律19条に基づく監査等をいう。）及び確認監査（子ども・子育て支援法14条及び38条に基づく監査等をいう。）について
は、実施主体間で協議の上、効率的・効果的な指導監査となるよう重複する監査事項を一元化できることとし、地方公共団体に平成29年度中
に通知する。

６【文部科学省（７）】【厚生労働省（８）】
児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金については、以下のとおりとする。
・申請に関する書類の統一化を図るなど、幼保連携型認定こども園等を整備する際の地方公共団体の事務負担を軽減する方向で検討し、平
成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請を行う際の事前協議の年間スケジュールの明示化等、地方公共団体が円滑
に手続を行える方策について検討し、平成29年度中に通知する。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅰ）保育所における保育士の配置基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）33条）に係る子どもの年齢の基準日
を年度途中に変更し、保育士の配置基準が変わる場合の影響等については、児童の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平成
30年度中に地方公共団体・保育所等に調査を行い、その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れについて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支
援センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育士確保の取組を支援する。

６【内閣府（18）】【文部科学省（15）】【厚生労働省（29）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
（ⅰ）幼保連携型認定こども園における保育教諭の配置基準（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平
26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）５条３項）等に係る子どもの年齢の基準日を年度途中に変更し、保育教諭等の配置基準が変わる場
合の影響等については、園児の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平成30年度中に地方公共団体・認定こども園等に調査を
行い、その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れについて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支
援センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育教諭等確保の取組を支援する。

― 【厚生労働省】「平成29年の地方から提案等に関する対応針 」を踏まえた具体的
な留意事項等について（平成30年1月19日付け厚生労働省子ども家庭局保育課
長事務連絡）

― 厚生労働省子ども家庭局保育課

６【文部科学省】
（８）文化財保護法（昭25法214）及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）

地方の文化財保護に関する事務（地方教育行政の組織及び運営に関する法律21条14号）については、文化財保護に関して優れた識見を
有する者により構成される審議会を置くものとすること、文化財保護に知見を有する職員を配置することなど、専門的・技術的判断の確保等の
措置を講じた上で、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が管理し、執行することを可能とする。

６【内閣府（19）】【文部科学省（17）】【厚生労働省（31）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅳ）特定教育・保育施設の設置者が利用定員を減少させる場合の手続（35条２項）については、市町村の関与を強化することとし、所要の措
置を講ずる。

― 市町村は事業者の届出を受理せず、利用定員の減少を認めないといった対応を取るこ
とはできないこと、事業者は利用定員の減少の届出に際しても、事前に市町村と相談す
ることが適当であること等を地方公共団体へ周知した。

【内閣府】自治体向けFAQ　第17版 https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_225

内閣府子ども・子育て本部

文部科学省初等・中等教育局幼児
教育課

厚生労働省子ども家庭局保育課

６【総務省（４）】【文部科学省（３）】
地方自治法(昭22法67)及び学校給食法(昭29法160)
　学校給食費（学校給食法11条２項）の徴収又は収納の事務については、学校給食費が物品売払代金（地方自治法施行令（昭22政令16）158
条１項４号）に該当するため、私人に委託することが可能であることを、地方公共団体に平成29年中に通知する。

［措置済み(平成29年11月30日付け総務省自治行政局行政課、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課通知)］

【総務省】【文部科学省】学校給食費の徴収等の事務の私人への委託について
（平成29年11月30日付け総務省自治行政局行政課長、文部科学省初等中等教
育局健康教育・食育課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_226

― ― ― ― ― ―
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H29 228

03_医療・
福祉

指定都市 横浜市 厚生労働省 A　権限
移譲

医療法第30条の４ 医療計画の策定等に係
る事務・権限の都道府県
から指定都市への移譲

医療計画の策定等に係る事務・権限について、都道府
県から希望する指定都市へ移譲する。

横浜市の人口は約370万人で都道府県別人口第10位の静岡県とほぼ同じであり、神奈川県全体の人口の約４割を占めている。病院数や診療所数についても同様である。これだけ規模の大きな市について、県が
地域の実情を把握して、きめ細かな医療政策を考えることは困難である。
昨年10月に策定された地域医療構想では、急速に進む少子高齢化により、2025年には本市全体で７千床の病床が不足する見込みであり、在宅医療等の対象患者数については約1.8倍に増加する。また、横浜
市では３つの二次医療圏を１つの構想区域にまとめ、医療と介護の総合的な確保に向けた環境を整えたところである。
なお、医療需要は2025年以降も増加を続け、少なくとも2040年までは増え続けると推計されており、地域における医療提供体制の整備が急務である。
神奈川県においては、病院の開設許可に関する権限が指定都市等に移譲されたが、基準病床数算定や病床配分に関する権限は県に残っており、医療計画に関する業務がねじれた状況になっている。

―

H29 229

03_医療・
福祉

指定都市 横浜市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

地域における医療及び介護の
総合的な確保の促進に関する
法律第４条、第５条

地域医療介護総合確保
基金の指定都市への設
置

今は各都道府県に設置されている地域医療介護総合
確保基金について、希望する指定都市は別に設置でき
るようにする。

横浜では行政区によって人口規模や高齢化のピークが異なり、医療・介護資源の充足状況もさまざまである。地域特有の医療課題を解決するためには、きめ細かい事業展開が必要であり、県が他の圏域と合わせ
て対応するのは難しい。
また、基金は県が１／３を負担することから、事業化にあたっては県の財政事情の影響を受けてしまう。

―

H29 230

05_教育・
文化

都道府県 京都府、滋賀
県、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
関西広域連合

文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

文化芸術振興補助金（日本遺
産魅力発信推進事業）交付要
綱

文化庁「文化芸術振興
補助金」に係る補助対象
等の緩和

文化庁「文化芸術振興補助金（日本遺産魅力発信推
進事業）」に係る補助対象等の緩和

「文化芸術振興補助金（日本遺産魅力発信推進事業）」において、講師謝金や翻訳料等各費目毎に詳細な単価上限を設定されるなどにより、補助金要望の時点で業者や招聘予定の講師に対して設定単価に
沿った見積書を徴取した上で申請書類をまとめる必要があり、申請事務が煩雑で、柔軟に活用することが困難な状況となっている。
また、補助期間も最大３年間とされていることにより、３年を超える継続的な取り組み（情報発信、普及啓発等）ができないため、せめて地方創生交付金の交付期間である５年と同期間に延長するなど、補助対象の
緩和や補助期間等の柔軟な運用を求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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05_教育・
文化

都道府県 京都府、滋賀
県、大阪府、兵
庫県、鳥取県、
京都市、関西広
域連合

文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

指定文化財管理費国庫補助要
項

「指定文化財管理費国
庫補助」に係る国有文化
財の管理団体への補助
見直し

「指定文化財管理費国庫補助要項」における補助対象
に「危険木伐採その他必要な業務」を加える

「指定文化財管理費国庫補助要項」では、補助対象事業が「見廻り看視及び清掃」に限定されているが、史跡・名勝地内において、老木の枯死に伴う落木、土砂の流失など、見学者の安全を脅かす状況が確認さ
れているため、「危険木伐採その他必要な業務」を補助対象事業とするよう、要項を改正していただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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03_医療・
福祉

都道府県 京都府、大阪
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

社会福祉士及び介護福祉士法
第40条
社会福祉士介護福祉士養成施
設指定規則第７条の２

介護福祉士試験受験資
格に必要な「介護福祉
士実務者研修」の受講
時間見直し

介護福祉士試験受験資格に必要な「介護福祉士実務
者研修」の受講時間を短縮する。

介護福祉士は介護職の中核的な役割を担うことが期待されているところであるが、平成２８年度から実務経験者の受験資格に実務者研修４５０時間の受講が課せられた。
平成２７年度までは「３年以上の介護職としての実務経験」のみで受験可能であったが、国は「介護職の資質向上」を打ち出し、平成２８年度から「３年以上の実務経験」に加え、「実務者研修」の受講が必須化さ
れ、たん吸引など医療的なケアも含めた研修の受講が義務付けられた。さらに、受講料も自己負担となっている。
そういったこともあり、全国で平成２７年度は受験者が１６万９１９人であったが、平成２８年度は７万９１１３人と半減した。
京都府としては、第７次京都府高齢者健康福祉計画（老人福祉法第20条の９、介護保険法第118条の規定等により、定めたもの）に基づき、平成２７～２９年度の３年間で、新たに介護・福祉人材７，０００人の確保
を目標に定め、人材の育成と定着も含めた総合的な取組を進めているが、介護職の人材は、慢性的に不足している。
その解消のため、研修における受講時間の短縮化や実務経験での単位の読み替え等、受験者への配慮が必要と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 京都府、大阪
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

介護福祉士修学資金等貸付制
度実施要綱

介護福祉士修学資金等
貸付制度の見直し

介護福祉士修学資金等貸付制度の各事業区分間の配
分額の調整を弾力的に認める仕組みとする

介護福祉士修学資金等貸付制度については、４つの事業区分に分けて配分されるため、特に推進を図っていきたい事業に対して重点的に配分する等の裁量がない。
京都府としては、継続的に介護福祉士を輩出していくために、介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業の推進に特に重きを置きたいと考えている。
地域ごとの事業のニーズを踏まえ、より必要性の高い事業を実施するため、都道府県の裁量により、各事業区分間の配分額を調整できるようにしてほしい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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10_運輸・
交通

都道府県 京都府、兵庫
県、和歌山県

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

・港湾法第２条第６項

・平成22年６月10日付事務連
絡「港湾法に基づく適正な事務
処理について」

港湾法第２条第６項に規
定する国の施設認定の
弾力的な運用

既設港湾施設のうち、港湾法上、港湾施設とみなされ
ていない施設に対する国の施設認定の弾力的な運用
を求める。
具体的には、事務連絡の改正等により、臨港地区として
一団の区域として捉えることができない施設も港湾施設
として位置付けられるような措置を講じていただきたい。

港湾法では、港湾区域又は臨港地区内における施設を「港湾施設」と位置づけており、港湾区域又は臨港地区内に設置が困難な施設については、国が港湾法第２条第６項の規定による施設認定を行うことで「港
湾施設」とみなされるものである。
国土交通省の見解として、認定制度の適用は、限定的又は臨港地区指定までの暫定的な措置であり、未認定施設の設置場所が都市計画区域である場合については、臨港地区の指定を行うべきとされている（平
成22年６月10日付事務連絡「港湾法に基づく適正な事務処理について」）。
本府の宮津港において、昭和42年から45年にかけて設置した港湾施設（船揚場）の設置場所が臨港地区外で、国の認定も受けていないものがあったため、当該施設を港湾法に基づき適正管理するため、本年２
月に国に対し施設認定を申請したが、設置場所が都市計画区域内であることから、臨港地区の指定で対応すべきものとして認定が認められなかった。
しかし、当該未認定施設は、施設の設置から長期間が経過し、周辺も住宅が密集し、都市計画法上の第一種住居地域に指定されており、こうした地域の都市計画の変更は、区画整理や施設の大幅な改築等を必
要とする積極的な理由が無ければ難しいのが実情である。
また、都市計画の変更は、公聴会の開催による住民の意見調整や都道府県都市計画審議会の開催等、時間や事務手続の負担が生じることとなるため、現実的には数年に一度の大幅な見直し時に併せて臨港地
区の手続（都市計画の変更）を行わざるを得ない。
未認定施設は、港湾法上の施設でないことから、港湾法の規定に基づく港湾施設の区域内における禁止行為や罰則規定を適用できない等、施設の管理上好ましくないため、速やかに港湾施設としての位置付け
を行うべきと考える。
平成22年の事務連絡は、港湾法に基づく国の施設認定の考え方を示したものと認識しており、港湾施設は臨港地区指定が原則ということは理解している。
本提案は、同事務連絡の別添「港湾施設の位置付けに当たって留意する事項等」の１の（２）において、施設認定によらざるを得ないものとして、周辺地域の実情により臨港地区として一団の区域として捉えること
ができない施設も含めていただくようお願いするものである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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09_土木・
建築

都道府県 京都府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、京都市

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

（平成4年4月30日　建設省道
総発第192号、建設省道二発
第12号、建設省道地発第17
号）
道路局所管補助事業等におけ
る現場技術業務委託について

道路局所管補助事業等
における現場技術業務
委託に係る事務の簡素
化

道路局所管補助事業等における現場技術業務委託に
ついて、実施（継続を含む。）にあたって事前に地方整
備局等担当課との包括協議を行うこととされているた
め、当該包括協議を廃止するなど事務の簡素化を図る
こと。

道路局所管補助事業等における現場技術業務の実施にあたり、事前に地方整備局等との包括協議を行い、約２、３か月程度の期間を要している。また、京都府では、最長約６か月程度の期間を要しており、速や
かに交付申請や委託発注の手続きを執行することができない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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06_環境・
衛生

都道府県 京都府、徳島県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

食品衛生法 地方公共団体が食品ロ
ス対策を推進できる環境
の整備

食糧輸入国である我が国にとって、食品ロスの削減は
喫緊の課題であり、これを円滑に進める法制を整備され
たい。

食品ロス削減の方策の一つに、フードバンク等の福祉団体に対する寄付があり、諸外国では、次のような例がある。
○フランス法の例
売り場面積400㎡以上の食品小売店の福祉団体に対する食品寄贈の義務化

食中毒や食品事故の発生が現在よりも増加しないよう、現行制度よりもきめ細やかな規定を設け、食の安心・安全を担保した上で、制度を構築し、地方公共団体が食品ロス対策を推進できる環境を整備されたい。
（京都府でも、食品ロス削減のため食品寄贈を促進する条例等の制定を検討しているが、食品衛生法は寄贈についても適用されるため、例えば、寄贈責任を問わないというような内容の条例を制定しても無効であ
る。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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02_農業・
農地

都道府県 京都府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、関西広域
連合

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

地域の魅力再発見食育推進事
業実施要領

農林水産省所管の補助
金「地域の魅力再発見
食育推進事業」の見直し

「地域の魅力再発見食育推進事業」に係る実績報告手
続きの簡素化

食育に関し、平成27年度までは、農林水産省所管の「消費安全対策交付金」のメニューの一つであったが、農林水産省の食育所管部局の変更により、「消費安全対策交付金」から、平成28年度に補助金「「和食」
と地域食文化継承推進事業」へ、平成29年度に補助金「地域の魅力再発見食育推進補助事業」へと移管された。
本事業については、少額ソフト事業の集合体であるが、事業の実績報告を行うにあたり、金額の多寡にかかわらず、支払１件ごとに、見積合せの複数の見積書、負担行為に係る書類１式、納品書、請求書、支出命
令に係る書類１式を全てコピーして提出する必要がある。これが数百件分に及ぶため、段ボール単位で疎明資料として提出しており、交付金だった頃と比較して、事務的負担が格段に多くなっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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02_農業・
農地

都道府県 京都府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、関
西広域連合

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

米穀等の取引等に係る情報の
記録及び産地情報の伝達に関
する法律

米の産地伝達状況監視
に係る事務の見直し

ＳＢＳ方式等で輸入される米の流通経路等について、都
道府県に情報提供されたい。

各都道府県においては、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」に基づき、米の産地伝達状況を監視しているところである。
外国産米の混入事案が発覚した場合、現状、府はＳＢＳ方式で輸入される米の流通経路等を把握していないため、指導対象業者に対する速やかな検査等の実施に支障をきたしている。
同法に基づく流通経路が速やかにトレースできるよう、ＳＢＳ米の落札業者や流通経路等を都道府県に情報提供していただきたい。

―
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02_農業・
農地

都道府県 京都府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、関西広域
連合

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

家畜伝染病予防法第６０条 家畜伝染病予防法に基
づく国の経費負担対象
の見直し

家畜伝染病予防法第60条に基づく国の経費負担につ
いて、国が定めたものだけではなく、都道府県が必要と
認めるものについても対象を拡大されたい。

家畜伝染病予防法第60条に掲げる経費の負担は、家畜の伝染病の発生を予防し、又は蔓延を防止するために都道府県が行う経費の一部又は全部を国が負担するものであるが、対象となるのは国が定める検査
薬や旅費等に限られている。
本法の目的を達成するために都道府県が必要と判断し実施に要した防疫服等の消耗品についても、本法において国の負担を定める必要がある。

―
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03_医療・
福祉

都道府県 京都府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設
備及び運営に関する基準(平成
十八年九月二十九日厚生労働
省令第百七十一号)第２１０条
第４項・第５項、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関
する基準について(平成18年12
月6日障発第1206001号)

共同生活援助事業所の
共同生活住居に関する
基準の参酌基準化

共同生活援助事業所の共同生活住居に関する基準の
参酌基準化

共同生活住居の入居定員数については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成１８年９月２９日厚
生労働省令第１７１号)第２１０条第４項(標準とすべき基準)　により、新築の場合は２人以上１０人以下、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては入居定員を２人以上２０人以下、都道府県知事が特に必要
があると認めるときは３０人以下とされており、第５項（標準とすべき基準）により既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合は３０人以下とされている。
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成１８年１２月６日障発第１２０６００１号)により都
道府県知事が特に必要があると認めるには、都道府県障害福祉計画において定める量に満たない地域であることが必要とされている。
共同生活援助は、他のサービスより、人員配置基準が緩やかであるため、共同生活住居を開設する際に、できる限り、大規模なものの設置を希望する傾向にある。
しかし、上記の規程により、大規模な２０人以上が入居できる物件が見つかっても、使用できないケースがある。
そのため、上記規程を参酌すべき基準として、通知の「都道府県障害福祉計画において定める量に満たない地域であること」を廃止して、２０人以上の大規模の共同生活住居を都道府県の裁量により、より簡易に
設置を認めるようにすれば、共同生活援助の利用者の増加が期待できる。

―



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（26）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅰ）介護福祉士試験の実務経験ルートについては、平成28年度介護福祉士試験受験者数が減少した要因を分析した上で介護福祉士の量
を確保する方策について検討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講じる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（25）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅰ）介護福祉士試験の実務経験ルートについては、介護福祉士実
務者研修受講者にとって受講費用が負担であること及び介護施設・
事業所から職員へ介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度の更な
る周知が必要であることを踏まえ、当該制度について地方公共団体
に2018年度中に周知する。

介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度を地方公共団体に周知した。 【厚生労働省】社会・援護局関係主管課長会議資料（平成31年３月５日） https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_232

厚生労働省社会・援護局福祉基盤
課福祉人材確保対策室

６【厚生労働省】
（36）介護福祉士等修学資金貸付制度
介護福祉士等修学資金貸付制度については、都道府県等が各貸付事業間の配分額を調整可能であることを、都道府県に平成29年度中に周
知する。

― 【厚生労働省】社会・援護局関係主管課長会議資料（平成30年３月１日） https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_233

６【国土交通省】
（７）港湾法（昭25法218）
都市計画区域内の臨港地区の指定に係る手続については、計画的かつ確実な港湾施設の位置付けの促進を図るため、港湾管理者が都市計
画部局との調整等に当たり留意すべき事項について、港湾管理者に平成30年中に周知する。

― 【国土交通省】都市計画区域内における臨港地区の指定等に係る手続きについ
て（平成30年2月15日付け国土交通省港湾局総務課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_234

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【農林水産省】
（12）国産農産物消費拡大対策事業補助金
国産農産物消費拡大対策事業補助金のうち、地域の魅力再発見食育推進事業については、平成30年度から交付金による措置とすることを検
討する。
また、地方公共団体の事務負担の軽減を図る観点から、交付申請及び実績報告等における提出書類を必要最小限のものとするよう、地方農
政局に平成29年度中に周知する。

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年
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提案団体
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提案
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H29 241

06_環境・
衛生

都道府県 京都府、滋賀
県、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
関西広域連合

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

生活基盤施設耐震化等交付金
における水道施設等耐震化事
業

水道施設整備に係る補
助対象の見直し

水道施設整備に係る補助対象の見直し（資本単価要
件の撤廃又は緩和）

現在、水道施設の耐震化（管路更新等）に係る整備補助について、資本単価要件（＝水道用水１㎥当たりの資本費（減価償却費＋支払利息費））が設定されている。
・水道事業≧90円
・水道用水供給事業≧70円

上記資本単価要件はハードルが高く、この要件に合致しない水道事業等の耐震化が実施できない自治体が府内南部に多い（京都府の用水供給事業も含む（府営水道の資本費：61円））。しかしながら、当該自治
体においても水道事業等の耐震化に係る予算捻出が難しく事業実施が困難であるが、管路の耐震化更新は、各自治体においても喫緊の課題であるため、上記資本単価要件の撤廃又は緩和を求める。

―
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07_産業振
興

都道府県 京都府、大阪
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県

経済産業省 B　地方
に対する
規制緩
和

大規模小売店舗立地法第８条 大規模小売店舗に係る
変更に関する届出時の
市町村への意見聴取手
続の廃止

大規模小売店舗に係る変更に関する届出時の市町村
への意見聴取手続の廃止

大規模小売店舗立地法法第６条第１項に基づく届出時に、都道府県はその内容を公告等することになっており、都道府県が公告をしたときは、速やかに、その旨を市町村に通知し、当該公告の日から四月以内
に、市町村から当該公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を聴かなければならない。
例えば、小売業者の住所や代表者が変更になった場合、そのことに対して住所を変えていただきたい、代表者を違う人にしてほしいという意見を出すことは考えられず、市町村が、６条１項の変更届出に対し、意見
を述べる余地はまずないと考えられ、当該意見聴取に関しては形式的で実態として意味がないものとなっていることから、手続きを廃止し事務負担の軽減を図ることを求める。

―
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03_医療・
福祉

都道府県 群馬県、福島
県、新潟県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

医師法第２条、医師法施行令
第３条、医師法施行規則第１条
の３　等

医療従事者免許に係る
各種申請書様式記載事
項の見直し

医療従事者免許の各種申請（新規申請、籍訂正・書換
交付申請、再交付申請、末梢申請）に係る申請書の宛
名である厚生労働大臣名の記載を廃止する。

医療従事者（※）免許の各種申請（新規申請、籍訂正・書換交付申請、再交付申請、末梢申請）は、住所地の都道府県知事を経由し、厚生労働大臣に提出することとされている。
申請に使用する申請書様式は厚生労働省令で定められており、その宛名が「厚生労働大臣　○○○○　殿」と規定されているため、申請者は大臣名を記入しなければならない。
申請書の受付機関である県保健福祉事務所では、厚生労働大臣名の記載がない、または誤記を防止するため、受付窓口に大臣名を大きく記載した紙を掲示するなどして対応しているが、実際に厚生労働大臣
名が空欄または誤記がある場合には、厚生労働省へ進達する際に正しい厚生労働大臣名を記載した付箋紙を申請書に貼付する等の対応を行っている。
申請書の受付件数は年間約2,800件にのぼり、県保健福祉事務所と申請の取りまとめ機関である県医務課（薬剤師は薬務課）のそれぞれで厚生労働大臣名をはじめとする記載内容を確認しており、事務負担が
生じている。

※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 香川県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

指定居宅介護支援に要する費
用の額の算定に関する基準
別表イ注６
厚生労働大臣が定める基準83

特定事業所集中減算の
制度の見直し

居宅介護支援事業に係る特定事業所集中減算の制度
について、平成27度の介護報酬改定前の制度に戻す
ことを求める。

特定事業所集中減算については、平成27年度の介護報酬の改定において、減算対象となる集中割合が90％超から80％超に引き下げられるとともに、対象サービスについても3サービスから17のサービスに拡大
された。
この制度改正により、本県では、減算判定の対象事業所が約６倍と大幅に増えたことにより、地域の実情等も踏まえて正当な理由を総合的に判定するためのヒアリングをはじめ、事務処理に多大な労力を要してい
るが、結果的に減算相当と判定した事業所の数は、制度改正前後で大差がなかった。
また、県内の居宅介護支援事業所からも、判定に必要となる資料作成や指定権者のヒアリングへの対応などの事務負担が大きいこと、介護サービス事業所と医療機関との連携が必要であることや利用者から質が
高いことを理由に特定の事業所を希望する場合には、一定、利用者の希望を勘案しなければならないことがあるなど、地域の実情からサービスが特定の事業所に集中することもあり、制度見直しの要望も寄せられ
ている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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05_教育・
文化

都道府県 香川県 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

・奨学金を活用した大学生等の
地方定着促進要綱（平成27年4
月10日付け総財第88号自治財
政局長通知）
・奨学金を活用した大学生等の
地方定着の促進について（平
成27年4月10日付け27文科高
第94号高等教育局長通知）

奨学金を活用した大学
生等の地方定着促進要
綱（平成27年4月10日付
総財第88号自治財政局
長通知）及び奨学金を
活用した大学生等の地
方定着の促進について

「奨学金を活用した大学生等の地方定着促進要綱」
（平成27年4月10日付総財第88号自治財政局長通知）
及び「奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進に
ついて」（平成27年4月10日付27文科高第94号高等教
育局長通知）に基づく日本学生支援機構の無利子奨
学金を活用した奨学金の返還を支援する制度において
設定されている「地方創生に係る特別枠（地方創生枠）
100名」の推薦については、日本学生支援機構の「在学
採用」に限り適用されているが、「予約採用」についても
適用をお願いするもの。

【経緯】
　本県では、日本学生支援機構の無利子奨学金が、適格者全員に貸与されていない状況等を踏まえ、平成23年度に県単独の奨学金制度（香川県大学生等奨学金制度）を創設し貸付を実施するとともに、地元
定着を要件に返還支援を行っている。
　また、平成27年度には、左記要綱等に基づき、日本学生支援機構の無利子奨学金を活用した「地方創生に係る特別枠（地方創生枠）」として、理工系学部等へ進学し、卒業後に、県が策定した「香川県産業成
長戦略」における県の成長を促す分野に就業することを要件に、奨学金の返還支援を行う制度も導入し、平成28年度の大学進学者等から実施している。
　「地方創生に係る特別枠（地方創生枠）」は、地方公共団体がそれぞれ定める要件を満たせば、返還支援を受けることができ、学生にとって、通常の無利子奨学金より有利なため、本県では、制度利用者の利便
性を考慮し、通常の無利子奨学金の「予約採用」（申込期限：7月中旬）の前に、県単独の奨学金制度の対象者の選考と併せて、地方創生枠の推薦者を仮認定し、この仮認定から漏れた者が通常の無利子奨学
金の申込みができるようにしている。
【支障事例】
　ただし、県の仮選考時点（６月下旬）では、「在学採用」に係る成績要件や所得要件（３年卒業時）の確認ができないため、「予約採用」に係る成績要件や所得要件（３年進級時）で仮選考をせざるを得ず、本人の
大学入学直前に成績要件と所得要件（３年卒業時）の最終確認を再度行ったうえで正式推薦を行う必要が生じ、提出書類が増えるなど本人の負担が多くなる。また、県が仮推薦を決定したにもかかわらず、大学
入学直前の「在学採用」の成績要件と所得要件を満たさないため、最終的に奨学金の貸付を受けることができない事態が生じる場合があり、対応に苦慮している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 新潟県、茨城
県、群馬県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

地域再生法第13条

同法施行令第9条

同法施行規則第１０条

地域再生計画認定申請マニュ
アル

地方創生推進交付金に関する
Q&A

地方創生関係交付金の
運用の見直し

地方創生関係交付金の現行交付決定スケジュールで
は、継続事業以外は年度当初から事業着手できない。
交付決定の前倒しや、交付決定前に事業着手を柔軟
に認めるなどし、年度当初から事業着手できるようにす
ること。
また、理由が明示されないまま事業が採択されない場
合があるため、不採択の理由の詳細を明示するよう運
用を改善すること。

【制度改正の必要性】
現行の地方創生関係交付金制度は、交付決定スケジュールにより、前年度からの継続事業以外は年度当初からの事業着手ができないことや、申請要件を満たし、必要性が高いと考えるものについても採択され
ないこと、理由の詳細が明示されないまま採択されない場合があることなど、現行制度・運用のままでは、地方の自主的な取組や創意工夫が制限されてしまう面がある。
【支障事例】
平成29年度における新規事業は5月31日が交付決定となっている。
政府関係機関移転基本方針（H28.3.22まち・ひと・しごと創生本部決定）Ⅰ－２（１）による事業を申請したが不採択になっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 247

06_環境・
衛生

都道府県 静岡県 環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律２条４項1号
廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の運用に伴う留意事項
について第一 ４

浄水場発生土のうち浄
水処理前に発生する土
砂の廃掃法上の「廃棄
物」の対象からの除外

「浄水場の沈殿池より生ずる汚泥」は、全て「産業廃棄
物」として処理することとされているが、沈砂池や着水井
などで発生する浄水処理（薬品投入）前の土砂（川砂）
について、廃掃法上の「廃棄物」の対象からの除外を求
める。

静岡県企業局富士川浄水場では、河川から取水を行い、浄水処理後に工業用水として配水している。
現在、浄水場で発生する土砂は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項通知」により、河川からの取水後、着水井に自然沈下する浄水処理（薬品投入）前の土砂も含めて「産業廃棄物」の
「汚泥」とされている。
このため、浄水過程で薬品が投入される前の土砂は、通常の河川の土砂と同じであるにもかかわらず「産業廃棄物」の「汚泥」となり、処理に多額の費用を要している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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10_運輸・
交通

都道府県 静岡県 警察庁、国
土交通省

A　権限
移譲

自動車運転代行業の業務の適
正化に関する法律第11条

自動車運転代行業に係
る指導・監督を円滑に行
うための制度の見直し

自動車運転代行業について、「自動車運転代行業の業
務の適正化に関する法律」において、条例等で損害賠
償責任保険の保険料の支払い状況の報告の義務化や
最低利用料金を規定することを可能とする等、自動車
運転代行業の安全と質を確保し、利用者の保護を図る
ため、都道府県が適切な指導・監督を行える仕組みに
見直す。

【経緯】
　第４次一括法において、自動車運転代行業に関する国土交通大臣の権限・事務の一部が平成27年度から都道府県知事に移譲され、法及び国の技術的助言に基づき県内の代行業者の指導・監督を行ってい
るところであるが、認定や立入検査後に、事業所の撤去や保険料を未納とし、法令で義務付けられている事項に係る必要経費を加味した適正料金を大幅に下回る料金を設定している業者が存在する。
　静岡県内における平成28年の自動車運転代行業者の人身事故は24件に上り、事故が発生した際には、利用者が不利益を被るケースもある。
【支障事例】
　県及び県公安委員会では、事業者に義務付けられている事業所の設置、自動車保険への加入、運転従事者の研修等について、立入検査や講習会の実施など事業者の規範意識の向上に努めているところで
あるが、自動車保険の支払い状況の報告が義務化されていないことや利用料金に関する具体的な規定がないことなどから、このような事業者の発見、指導・監督、摘発等をするに当たり限界が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（９）医師法（昭23法201）、歯科医師法（昭23法202）、保健師助産師看護師法（昭23法203）、診療放射線技師法（昭26法226）、臨床検査技師
等に関する法律（昭33法76）、薬剤師法（昭35法146）、理学療法士及び作業療法士法（昭40法137）及び視能訓練士法（昭46法64）
以下の資格の免許に係る申請の様式については、平成30年中に省令を改正し、厚生労働大臣の氏名の記入を廃止する。
・医師
・歯科医師
・保健師
・助産師
・看護師
・診療放射線技師
・臨床検査技師
・衛生検査技師
・薬剤師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士

― 【厚生労働省】薬剤師法施行規則の一部を改正する省令（平成30年９月28日付
け厚生労働省令第118号）

【厚生労働省】医師法施行規則等の一部を改正する省令（平成30年11月９日付
け厚生労働省令第131号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_243

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅵ）居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の見直しについては、関係する審議会の意見を聴いた上で検討し、平成29年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅲ）居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の対象となるサービ
ス（平27厚生労働省告示95）については、訪問介護、通所介護、地域
密着型通所介護及び福祉用具貸与とするよう、告示を改正する。
［措置済み（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
準等の一部を改正する告示（平成30年厚生労働省告示第78号））］

【厚生労働省】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問
通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居
宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
事項について」等の一部改正について（平成30年３月22日付け老高0322第２
号、老振発0322第１号、老老発0322第３号厚生労働省老健局高齢者支援課長、
振興課長、老人保健課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_244

６【文部科学省】
（19）奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進要綱

奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進のために設けた地方創生に係る特別枠（地方創生枠）については、予約採用者も推薦対象と
することを、地方公共団体に平成29年中に通知する。
［措置済み(平成29年12月８日付け文部科学省高等教育局通知)］

【文部科学省】地方創生・奨学金返還支援制度における予約採用の導入につい
て（通知）（平成29年12月8日付け文部科学省高等教育長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_245

６【内閣府】
（22）地方創生推進交付金

地方創生推進交付金については、以下の措置を講ずる。
（ⅰ）新規事業及び継続事業について、年度当初からの着手が可能となるよう、申請等のスケジュールの前倒し及び申請に係る事務連絡等の
早期発出について検討する。
（ⅱ）地方公共団体の事務の負担軽減や円滑化等の観点から、申請に係る実施計画書について記載内容の簡素化を図るなど、引き続き運用
の改善を図る。
（ⅲ）事前相談や説明会等の機会を通じ、地方公共団体が行う事業内容の検討のために参考となる情報提供や助言等に引き続き努める。

６【環境省】
（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭45法137）
（ⅰ）廃棄物（２条１項）の該当性の判断については、浄水場において発生する土砂であっても直ちに産業廃棄物の汚泥に該当するものではな
く、「行政処分の指針について」（平25環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）等で示されている、地方公共団体が物の性状、排出の状況、
通常の取扱形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に勘案して行うものであることを地方公共団体に平成30年度中に周知する。

― 廃棄物（２条１項）の該当性の判断について、浄水場において発生する土砂であっても
直ちに産業廃棄物の汚泥に該当するものではなく、地方公共団体が総合的に勘案して
判断するものであることを地方公共団体に周知した。

【環境省】全国都道府県及び政令指定都市等環境担当部局長会議資料（平成
31年１月25日）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_247

環境省環境再生・資源循環局廃棄
物規制課

６【国土交通省】
（22）自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平13法57）
（ⅰ）自動車運転代行業に係る損害賠償責任保険の保険料の支払状況に係る定期的な報告の義務化については、都道府県において条例で
規定することが可能であることを明確化するため、地方公共団体、自動車運転代行業者及び地方運輸局に平成30年中に通知する。
（ⅱ）自動車運転代行業に係る地域の実情に応じた最低利用料金の設定については、交通の安全及び利用者の保護の観点から、都道府県
において条例で規定することが可能であることを明確化するため、地方公共団体、自動車運転代行業者及び地方運輸局に平成30年中に通知
する。

― 【国土交通省】「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」を受けた自動
車運転代行業の業務の適正化に関する法律に関する措置について（技術的助
言）（平成30年12月14日付け国自旅第202号の１）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_248
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02_農業・
農地

都道府県 千葉県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農山漁村地域整備交付金交付
要綱

農山漁村地域整備交付
金に係る交付決定の迅
速化

農山漁村地域整備交付金に係る交付事務を地方農政
局へ委任する等により、他の国庫補助事業と同様に、
早期の交付決定をお願いしたい。

農山漁村地域整備交付金については、例年、国からの交付決定通知が６月以降となっている。
交付金の制度上、交付決定前に事業着手することも可能となっているが、その時点で国費の担保が得られてはいない（交付決定前着手に対する国の但し書きも同様）。
県の財務規則上も国費の裏付けの無い予算の執行は困難であり、予算の早期執行の支障となっている。

なお、農政局が交付決定権者である農業競争力強化基盤整備事業については、農山漁村地域整備交付金とほぼ同時期に交付申請を行うにも関わらず、例年、４月中に交付決定が行われているところである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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02_農業・
農地

都道府県 千葉県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

農林畜水産業関係補助金等交
付規則

土地改良事業関係補助金交付
要綱

農地防災事業等補助金交付要
綱

農業農村整備事業に係
る補助金事務における
大臣承認条件の緩和

「農地防災事業等補助金交付要綱」に係る軽微な変更
について、「土地改良関係補助金交付要綱」と同様に
改正してほしい。

国の補助事業により実施されている農業農村整備事業は、「農林畜水産業関係補助金等交付規則（以下、「交付規則」という。）」に基づき補助金が交付され、交付規則第３条に補助金交付の条件が附されてお
り、具体的には第３条の１のイにより、農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除き補助事業等に要する経費の配分の変更等を行う場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けなければならないとされてい
る。

本県においては、昨年度、「農地防災事業等補助金交付要綱」に基づく事業において、湧水・軟弱地盤など予期しない現場条件の変化等が原因で合計8回の変更承認申請を行った。
これらの変更承認に際して、国との協議に約1か月を要しており、承認が得られるまで事業を進めることができないため、効率的な事業実施が困難となった。

「土地改良事業関係補助金交付要綱」においては、平成29年3月31日付けの改正で、地区相互間の経費の額の流用が軽微な変更として扱われることになったが、「農地防災事業等補助金交付要綱」において
は、同様の改正がなされていない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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06_環境・
衛生

都道府県 千葉県 環境省 A　権限
移譲

自然公園法第7条第2項、第8
条第2項

国定公園の公園計画変
更に係る事務権限の移
譲

国定公園の公園計画の変更について、既に公園計画
に位置付けられている施設の業態変更等軽微な変更
の場合について、計画変更の判断権限を移譲していた
だきたい。
また、国の関与を残すにしても、軽微な変更の場合に
は、原則として自治体の判断を尊重し、速やかに計画
変更する制度構造に改めていただきたい。

本県の国定公園では、水族館（公園事業）として建設が認められた施設が経営の抜本的な見直しを余儀なくされ、修繕程度では利用者を伸ばす見込みがなく、経営譲渡すらままならない状態にある。
現行制度上、公園計画に記載された業態以外の施設の建設は規制があり、また、現行の公園計画に位置づけられていない他の公園事業を行う場合は、国の公園計画の変更が必要となる。
そのため、本県において、民間事業者を勧誘し、水族館の業態変更を含め施設の再建を図ろうとしているが、施設の増築・建替えや現行の公園計画に位置付けられていない公園事業への業態変更を視野に入れ
ると、県の公園事業の変更のみならず、半年以上の時間を要する国の公園計画の変更が必要となることから、事業開始の可否が見込めず、再建に興味を持った２社の民間事業者から、企画の段階で投資を断念
されてしまった。
計画変更に県と国の判断がそれぞれ必要とされ、機動的な対応が難しい現行のままでは、経営危機にある施設を再建するための投資を呼び込むことが極めて難しく、最終的には当該建物が廃墟となって、国定
公園の景観を阻害する建物となる恐れもある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、関西広
域連合

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

A　権限
移譲

就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進
に関する法律
第３条、第４条、第７条、第８
条、第２９条、第30条

幼保連携型以外の認定
こども園の認定事務・権
限の中核市への移譲

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等
事務・権限の移譲について、幼保連携型認定こども園
の認可と同様に中核市にも移譲する。

中核市については、幼保連携型認定こども園の認可権限と幼保連携型認定こども園以外の認定権限が一致しておらず、市として認定こども園にかかる事務を一体的に進めにくい。
・幼保連携型認定こども園の認可権限：知事、政令市、中核市
・幼保連携型認定こども園以外の認定権限：知事、政令市（H30年4月～）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、京都
市、大阪市、神
戸市、関西広域
連合

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

A　権限
移譲

就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進
に関する法律
第２８条

認定こども園に関する情
報提供の権限移譲

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律（認定こども園法）第２８条に基づく
情報の提供について、変更届の受理（第２９条）に係る
権限を有する自治体等が行えるよう法令を改正する。

情報の提供主体が知事となっているが、認可認定権限を有していないため、政令市中核市から情報提供を受けなければ公表できず、事務が煩雑である。29条に規定される変更届の受理が認可・認定権者と一致
することになったため、情報の提供の主体についても認可・認定権者と一致させるべき。

―
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、徳島
県、京都市、大
阪市、神戸市、
関西広域連合

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

子ども・子育て支援法第31条第
3項及び第32条第3項

子ども・子育て支援法に
おける特定教育・保育施
設の定員設定や定員変
更を行う場合の都道府
県知事への協議にかか
る事務負担の軽減

子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設の
定員設定や定員変更を行う場合の都道府県知事への
「協議」について、「届出」に見直すなど、義務付けの緩
和をすること。

特定教育・保育施設の定員設定や定員変更を行う場合は、都道府県知事への協議が規定されているが、そもそも利用定員の設定は市町村において必要性をふまえたうえで行われていることから都道府県におい
て特段の判断を示す必要性が乏しい。届出制に変更することにより、事務の簡素化が実現できる。
また、特定地域型保育事業における利用定員設定については、特定教育・保育施設と異なり、利用定員設定・変更における都道府県の協議義務はないことから、制度の整合性にも疑問がある。
なお、市町村は「市町村子ども・子育て支援事業計画」を定めるものとするとされており、当該計画においては、「必要利用定員総数その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体
制の確保内容及びその実施時期」について定めるものとするとされている。市町村が自ら定めた計画に従って行う利用定員の増減について、都道府県に協議することは不要なのではないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、徳島
県、大阪市、神
戸市、関西広域
連合

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

安心こども基金管理運営要領、
平成29年度における保育所等
の積極的な整備及び安心こど
も基金の取扱いについて（事務
連絡）

安心こども基金の実施期
間の延長

安心こども基金の実施期間を延長し2か年事業を認め
ることにより、保育所等の整備を促進する。

保育所等の整備事業については、事業完了まで1年以上かかるものが大半である。しかも、地元との調整に予定より時間を要する場合や工事費の高騰による入札不調などにより予定どおり事業が進捗しないケー
スが発生している。しかし、平成29年度の安心こども基金管理運営要領では、保育所等の整備関係事業の事業実施期限が平成30年3月31日とされており単年度事業しか認められていないため、実施期間を延長
し2か年事業を認めるとともに、残高がある場合は、基金を活用した保育所整備を認めてもらいたい。また、安心こども基金であれば時機を得た事業実施が可能なため、市町村からも実施期間を延長し2か年事業
を求める声があがっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html

指定難病・小児慢性特
定疾病医療費申請にお
いてマイナンバー制度を
活用した情報連携項目
の追加

児童福祉法第１９条の３，５

難病の患者に対する医療等に
関する法律

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用
等に関する法律第１９条の７号
別表第二　９，１１９

B　地方
に対する
規制緩
和

内閣官房、
内閣府、総
務省、厚生
労働省

千葉県都道府県03_医療・
福祉
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https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

①保険情報
　医療費助成に係る支給認定世帯の単位は、同じ医療保険加入者のため、国保組合・国保・後期高齢者保険の場合、自己負担額決定には、医療保険世帯の確認が必要であるため、世帯全員分の保険証の提
示を依頼しており、保険証の省略ができない。
②収入情報

収入確認は、公的年金等の収入金額（情報連携可能）に加え、国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付の把握が必要だが、情報連携の提供情報ではないため、書類提出を依
頼しなければならない。確認する情報が多く、すべてを確認するには時間がかかる。

マイナンバーによる情報連携で、指定難病及び小児慢
性特定医療費助成制度の事務で、以下の項目を収集
可能としていただきたい。
①保険情報

（加入情報（受診者等が何の保険に加入しているのか
に関する情報））

②収入情報
（障害年金関係情報）



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【農林水産省】
（11）農山漁村地域整備交付金
農山漁村地域整備交付金の交付申請の審査については、交付決定の迅速化を図るため、平成30年度の申請から、審査手順を見直し、農林
水産省と地方農政局が並行して申請内容の審査を行うことにより、毎年度可能な限り早期に交付決定を行う。

６【農林水産省】
（９）農地防災事業等補助金
「農地防災事業等補助金交付要綱」（昭31農林水産省）別表に定める事業の地区相互間の経費の額の変更協議のうち一定の場合について
は、同要綱を改正し、平成29年度中に農林水産大臣の承認を不要とする。

― 【農林水産省】農地防災事業等補助金交付要綱（平成30年３月30日付け29農振
第2968号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_251

４【環境省】
（１）自然公園法（昭32法161）
国定公園に関する公園計画の変更（８条２項）については、公園計画に基づく事業に係る既存施設の業態を変更する際に、都道府県による機
動的な対応ができない場合があるという問題を踏まえ、全国の国定公園の事例や、都道府県の意見等を踏まえつつ、施行令１条各号の同一の
号に定められている施設間の業態変更の場合に公園計画の変更を不要にすることの可能性なども含めて、公園事業となる施設の種類を公園
計画においてどのように扱うかについて検討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

５【内閣府（１）】【文部科学省（１）】【厚生労働省（５）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の受理（３条１項、３項及び８項並びに４条１項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査（３条５項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を認定する場合の協議（３条７項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理由の通知（３条９項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を認定した場合の申請書の写しの送付（３条10項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示（３条11項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示をした際の資料の提出（３条12項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその公表（７条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関への協議及び教育委員会との連携確保（８条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更の届出等（29条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の報告の徴収等（30条）

【内閣府（２）】【文部科学省（２）】【厚生労働省（６）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。
・教育・保育施設の区分に応じ、それぞれ定められた基準の遵守義務（34条１項１号）
・教育・保育施設の確認の取消し等（40条１項２号）

― ― ― ― ― ―

６【内閣府】
（19）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅲ）特定教育・保育施設の利用定員の設定又は変更に係る市町村長から都道府県知事への同意を要しない協議（31条３項及び32条３項）に
ついては、届出とする。

【内閣府】自治体向けFAQ（第17版）（平成31年2月13日） https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_255

― ― ― ― ― ―

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省大臣官房個人番号企画室

厚生労働省健康局難病対策課

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_249

【内閣府】【総務省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運
用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手
続の一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月２日付け内閣府大臣官房番号制度担当室参事官、総務省大臣官
房参事官（総務省大臣官房個人番号企画室長）通知）
【内閣府】【総務省】令和２年６月改版後データ標準レイアウトに基づく情報連携
の運用開始日以降に情報連携が可能な事務手続及び省略可能な書類並びに
試行運用の対象とする事務手続の一覧、運用開始日等について（令和２年６月８
日付け内閣府大臣官房番号制度担当室参事官・総務省大臣官房参事官（総務
省大臣官房個人番号企画室長）通知）
【厚生労働省】行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（マイナンバー法）に基づく情報連携の対象となっていない給付を受
ける医療費支給認定保護者に係る小児慢性特定疾病医療費の支給認定事務の
取扱いについて（平成30年８月１日付け厚生労働省健康局難病対策課長通知）
【厚生労働省】行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（マイナンバー法）に基づく情報連携の対象となっていない給付を受
ける指定難病患者に係る特定医療費の支給認定事務の取扱いについて（平成
30年８月１日付け厚生労働省健康局難病対策課長通知）
【厚生労働省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく情報連携の
運用開始日以降に情報連携が可能な事務手続及び省略可能な書類並びに試
行運用の対象とする事務手続の一覧、運用開始日等について（令和2年6月11
日付け厚生労働省健康局難病対策課事務連絡）
【厚生労働省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対
象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の
一覧及び省略可能な書類等について（令和2年10月６日付け厚生労働省健康局
難病対策課事務連絡）

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務及び　難病の患者に
対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務について、医療保険
給付関係情報の情報連携を可能とし、その旨を都道府県に通知した。
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務及び　難病の患者に
対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務において、情報連携
の対象となっていない給付に係る情報について、照会様式を定めるなど申請手続を簡
素化した。

＜平30＞
６【内閣官房（1）】【内閣府（13）】【総務省（14）】【厚生労働省（32）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律（平25 法27）
（ⅰ）児童福祉法（昭22 法164）による小児慢性特定疾病医療費の支
給に関する事務（別表２の９）において、個人の収入状況を把握する
ために必要な情報のうち、児童福祉法施行規則（昭23 厚生省令11）
７条の５に規定する給付であって、情報連携の対象となっていない給
付（船員保険法（昭14法73）による障害年金及び障害手当金、労働
者災害補償保険法（昭22法50）による障害補償給付及び障害給付並
びに国家公務員災害補償法（昭26法191）に基づく障害補償）に係る
情報については、地方公共団体が当該給付の申請に係る支給額の
照会を行う際の様式を定めたり、照会先の整理をすることにより、申請
手続を簡素化し、地方公共団体に2018 年中に通知する。
（関係府省：内閣官房、内閣府及び総務省）
［措置済み（平成30 年８月１日付け厚生労働省健康局難病対策課長
通知）］
（ⅱ）難病の患者に対する医療等に関する法律（平26 法50）による特
定医療費の支給に関する事務（別表２の119）において、個人の収入
状況を把握するために必要な情報のうち、難病の患者に対する医療
等に関する法律施行規則（平26 厚生労働省令121）８条に規定する
給付であって、情報連携の対象となっていない給付（船員保険法（昭
14 法73）による障害年金及び障害手当金、労働者災害補償保険法
（昭22 法50）による障害補償給付及び障害給付並びに国家公務員
災害補償法（昭26 法191）に基づく障害補償）に係る情報について
は、地方公共団体が当該給付の申請に係る支給額の照会を行う際の
様式を定めたり、照会先の整理をすることにより、申請手続を簡素化
し、地方公共団体に2018 年中に通知する。
（関係府省：内閣官房、内閣府及び総務省）
［措置済み（平成30 年８月１日付け厚生労働省健康局難病対策課長
通知）］

６【内閣官房（１）】【内閣府（20）】【総務省（15）】【厚生労働省（32）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅰ）児童福祉法（昭22法164）による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務（別表２の９）については、当該事務を処理するために必
要な特定個人情報に、医療保険給付関係情報を追加することとし、その旨を地方公共団体に周知する。
　また、当該事務において個人の収入の状況を把握するに当たり必要な情報のうち、児童福祉法施行規則（昭23厚生省令11）７条の５に規定
する給付であって、情報連携の対象となっていない給付（船員保険法（昭14法73）による障害年金及び障害手当金、労働者災害補償保険法
（昭22法50）による障害補償給付及び障害給付並びに国家公務員災害補償法（昭26法191）に基づく障害補償）に係る情報について、地方公
共団体における円滑な事務処理に配慮しつつ、申請手続における申請者の負担を軽減する方策について検討し、平成30年中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

（ⅱ）難病の患者に対する医療等に関する法律（平26法50）による特定医療費の支給に関する事務（別表２の119）については、当該事務を処
理するために必要な特定個人情報に、医療保険給付関係情報を追加することとし、その旨を地方公共団体に周知する。
　また、当該事務において個人の収入の状況を把握するに当たり必要な情報のうち、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規（平26
厚生労働省令121）８条に規定する給付であって、情報連携の対象となっていない給付（船員保険法（昭14法73）による障害年金及び障害手
当金、労働者災害補償保険法（昭22法50）による障害補償給付及び障害給付並びに国家公務員災害補償法（昭26法191）に基づく障害補
償）に係る情報について、地方公共団体における円滑な事務処理に配慮しつつ、申請手続における申請者の負担を軽減する方策について検
討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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H29 257

03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、大阪市

内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準第95条及び96条
認定こども園法

保育所等の人員配置基
準の緩和

保育士不足による待機児童の解消を図るため、児童福
祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年12月
29日厚生省令第63号）第33条第２項に定められている
保育士の数の算定について、都道府県知事が保育士
と同等の知識及び経験を有すると認めるものを保育士
の数として算定できるよう同基準第95条及び第96条の
改正を求める。

国の「待機児童解消加速化プラン」により、府内でも保育の受け皿及び保育士確保を進めているところであるが、府の調査（平成26年1月）によれば、約８割の保育園が5年前と比較して保育士の確保が困難と回答
しているところである。全国的な待機児童の解消を図るために、平成28年4月から保育士配置要件の弾力化が図られているが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第97条で定める「各時間帯において必
要な保育士」を配置できたとしても、保育士の数として算定できなければ、児童の受け入れができないケースが発生する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、大阪市

内閣府、厚
生労働省、
国土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

・建築基準法第28条
・建築基準法施行令第19条

保育所等の設置に係る
採光基準の緩和

建築基準法施行令（昭和25年５月24日法律第201号）
により、保育所等の採光基準が施設に義務付けられ、
保育所等の設置が困難となっていることから、当該基準
の改正を求める

高層マンションの建設ラッシュ等により都市部を中心に保育所等の新設の必要性が高まっている。しかし、都市部においては新設するための用地を確保することが困難であるため、賃貸物件を活用して保育所等
の整備を進めているが、保育所を設置する物件の確保が困難な状況にある。さらに、せっかく見つけた物件であっても、建築基準法施行令の採光基準を満たさないため、整備を断念せざるを得ない場合があり、
待機児童の解消が困難となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、徳島
県、大阪市、神
戸市、関西広域
連合

内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

安心こども基金管理運営要領、
認可化移行運営費支援事業実
施要綱

認可外保育施設に対す
る補助条件の見直し

認可外保育施設の運営費補助等の補助条件の見直し 子ども・子育て支援新制度や待機児童解消加速化プランにより、保育所等整備や人材確保を進めているが、都市部を中心に待機児童は増加しており、今後の潜在需要も見込まれ、さらなる対策が必要な状況で
ある。
主たる待機児童対策である「認可保育所等」の整備には一定の期間を要するため、現行の「認可保育所等」整備中心の対策だけでは、いくら財源を投入しても待機児童の増加に追いつかない状況にある。
現在、府内の「認可保育所等」の利用児童数の10％程度の子どもたちが「認可外保育施設」を利用しており、保護者からは、駅に近い認可外に預けたい、認可外の方が時間にフレキシブルで働きながら利用しや
すいといったニーズの声もある。しかしながら、認可保育施設に比べ、認可外保育施設は約３万円程度利用者負担が大きく、認可外保育施設の利用よる保育の受け皿の確保が機能的に実施できていない状況に
ある。
認可化移行を前提とした補助事業（認可化移行運営費支援事業、安心こども基金）は既にメニュー化されているが、府内では、認可外保育施設が設備基準を満たす場所へ移転等を希望する場合に、設備基準を
満たす土地や物件がない、近隣住民の理解が得られないといった事情により、質の高い保育を提供しているにもかかわらず認可化ができない事例が多数生じている。
認可外保育施設であっても、自治体の責任において「安全確保」のための措置（研修・監視体制強化など）を講じることにより、一定の質が担保された運営を実施することは可能であり、このような優良な既存ストッ
クを活用することで、効果的に待機児童を解消することができると考える。
例えば、子どものための教育・保育費補助金のうち認可化移行運営費支援事業においては、原則５年以内の認可化移行を前提としているが、例外として、地方単独保育施設加算の適用を受ける施設について
は、５年の要件が緩和されているため、地方単独保育施設加算の適用を受けない施設についても、一定の基準を満たしている施設を対象に利用者負担額を軽減することができるようにする、安心こども基金につ
いては、認可化移行を予定していない認可外保育施設に対する補助メニューがないため、一定の基準を満たしている認可外保育施設で利用できるよう見直しを行う等、認可外保育施設に対する補助金（子どもの
ための教育・保育給付費補助事業等）の補助条件の在り方について見直しを求める。（補助単価の増額を求めるものではない。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、大阪
市、神戸市、関
西広域連合

内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

・特定教育・保育、特別利用保
育、特別利用教育、特定地域
型保育、特別利用地域型保
育、特定利用地域型保育及び
特例保育に要する費用の額の
算定に関する基準等（平成27
年内閣府告示第49号）
・特定教育、保育等に要する費
用の額の算定に関する基準等
の改正に伴う実施上の留意事
項について（平成28年8月23日
付府子本第57号、28文科初第
272号、雇児発0823第1号）

公定価格の賃借料加算
の実勢価格に応じた改
定

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定
地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型
保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する
基準等（平成29年３月31日内閣府告示第539号）によ
り、公定価格として都道府県別に区分された賃借料加
算を実勢価格に応じたものとなるよう区分・単価設定の
見直しを求める

平成28年度に公定価格の賃借料加算が改定されたが、A地域（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）と比較してB地域（大阪府、兵庫県、京都府など）の改定額が低く、実勢価格に応じた改定になっていない。こ
のため、賃借料の高い大阪では地域によっては（特に都市部）事業者の負担が大きい。特に、待機児童が多く発生している都市部では、事業者の保育所等の設置を妨げており、国の「待機児童解消加速化プラ
ン」に基づく保育の受け皿確保の支障となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、徳島
県、京都市、大
阪市、神戸市、
関西広域連合

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

保育士修学資金貸付等制度実
施要綱

就職準備金の貸付対象
緩和など保育士確保施
策の充実

保育士修学資金貸付等制度における就職準備貸付に
ついて、「離職後１年未満」等の潜在保育士へも貸付で
きるよう制度改正する。

保育士確保を図る保育士就職準備金貸付の貸付対象者要件が、現在「保育士登録後１年以上」かつ、「離職後１年以上」又は「勤務経験のない者」となっているため、離職後１年未満等の潜在保育士へは貸付で
きない制限となっており、喫緊の課題である保育士確保の目的には十分に活用できない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 大阪府、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
関西広域連合

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法第6条の3第3項、
第21条の9
児童福祉法施行規則第1条の2
の6及び7、第1条の3、第1条の
4
子育て短期支援事業の実施に
ついて(厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長通知 平成26年
雇児発0529第14号)
里親支援機関事業の実施につ
いて(厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長通知 平成20年 雇
児発第0401011号)

子育て短期支援事業の
実施施設に関する規制
緩和

子育て短期支援事業の実施場所は、乳児院、母子生
活支援施設、児童養護施設その他保護を適切に行うこ
とができる施設とされているが、里親のリクルーティン
グ・マッチング・支援を行う里親支援機関を介して里親
に委託した場合にも、当事業を実施できるように制度の
見直しをされたい。

府内の子育て短期支援事業実施市町村の割合は、戦災孤児の保護・収容を目的とした児童養護施設等が他府県と比べ充実していることから、全国水準を大きく上回る86％となっている。その一方で、大阪府で
は児童虐待の相談対応件数が全国一多いため、児童養護施設等では虐待を受けた児童の措置入所等で常に満員であり、子育て短期支援事業の利用者を受け入れることが困難となっている。
また、府内における児童養護施設等の多くは里親のリクルーティング・マッチング・支援機能を広域的に発揮できる体制になく、施設としてできる範囲は、施設近辺の関係性のある里親に対して登録を促していくこ
とが限度であり、仮に市町村を跨いだ施設を介した里親へ委託を行えたとしても、利用者は遠方まで児童を送迎しなければならず負担が強いられる。
そもそも、府内の児童養護施設等には地域偏在があり、府内の市町村のおよそ半分は児童福祉施設等が存在しない。このような中、近隣に実施施設を持たない市町村が、市町村域を跨いだ施設を介した形式
で、里親に委託する事業の活用は、極めて困難である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

保育室等の居室面積基
準の緩和

・児童福祉法第45条第２項
・児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準第32条
・地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関
する法律（平成23年法律第37
号）
・地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関
する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係政令等の整備
及び経過措置に関する政令
（平成23年9月14日政令第289
号）
・地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関
する法律附則第四条の基準を
定める省令
・地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関
する法律附則第四条の厚生労
働大臣が指定する地域(平成23
年９月２日厚生労働省告示第
314号)

B　地方
に対する
規制緩
和

内閣府、厚
生労働省

大阪府、京都
府、兵庫県、和
歌山県、大阪市

都道府県03_医療・
福祉

258H29

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

保育室等の面積基準については、すでに第一次地方分権一括法及び関係政省令等により一部地域で「従うべき基準」から「標準」に緩和されているが、要件が厳しく（前々年の待機児童数100人以上かつ前々年
の住宅地の公示価格の平均額が3大都市圏の平均を超える）、大阪府においては要件を満たす大阪市、豊中市及び吹田市以外でも22の市町村で待機児童が発生しているところである（H28年4月現在）。

第一次地方分権一括法等により、標準となっている保
育所に係る居室の床面積基準の要件を、都市部だけで
はなく待機児童が発生している新興住宅地等も適用で
きるよう見直しを求める。



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅰ）保育所における保育士の配置基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）33条）に係る子どもの年齢の基準日
を年度途中に変更し、保育士の配置基準が変わる場合の影響等については、児童の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平成
30年度中に地方公共団体・保育所等に調査を行い、その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れについて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支
援センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育士確保の取組を支援する。

６【内閣府（18）】【厚生労働省（29）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
（ⅰ）幼保連携型認定こども園における保育教諭の配置基準（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平
26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）５条３項）等に係る子どもの年齢の基準日を年度途中に変更し、保育教諭等の配置基準が変わる場
合の影響等については、園児の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平成30年度中に地方公共団体・認定こども園等に調査を
行い、その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れについて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支
援センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育教諭等確保の取組を支援する。

― 【厚生労働省】「平成29年の地方から提案等に関する対応針 」を踏まえた具体的
な留意事項等について（平成30年1月19日付け厚生労働省子ども家庭局保育課
長事務連絡）

― 厚生労働省子ども家庭局保育課

６【内閣府（９）】【厚生労働省（16）】【国土交通省（５）】
建築基準法（昭25法201）
居室の採光基準については、既存建築物から保育所への転用等を促進するため、保育所の保育室等の実態に応じた採光の代替措置の合理
化、土地利用の現況に応じた採光補正係数の選択制の導入、一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化を図ることとし、
平成29年度中に告示を改正する。

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（39）保育士修学資金貸付等制度実施要綱

保育士修学資金貸付等制度実施要綱（平28厚生労働事務次官）のうち、就職準備金貸付については、一層の活用を図るため、当該貸付制
度の取組実績を公表するなどの取組を平成29年度中に行う。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅻ）子育て短期支援事業（６条の３第３項）の実施施設については、子育て短期支援事業の実施先として、里親支援機関が委託する里親（６
条の４）を対象とすることも含め、課題を整理しながら検討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）
(ⅰ)子育て短期支援事業（６条の３第３項）については、市町村（特別
区を含む。）が児童を里親（６条の４第１号又は２号）等に直接委託し
て実施することを可能とする。

子育て短期支援事業について、市町村が児童を里親等に直接委託して実施することを
可能とした。

― ― 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）保育所の居室の床面積に係る基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）32条）を、「従うべき基準」から「標
準」とする特例が適用される地域の基準（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附
則第四条の基準を定める省令（平23厚生労働省令112））については、市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）が保育の受け皿
整備のための土地確保施策を行ってもなお、当該市町村における土地確保が困難であり、その旨が当該市町村により明らかにされている場合
の公示地価要件の在り方について検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、本特例の適用期間（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に
伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令（平23政令289））の延長についても併せて検討し、平成29年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講じる。

６【内閣府（18）】【厚生労働省（29）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の居室の床面積に関する条例制定の基準については、13条２項の規定により、「従うべき基準」とされているが、
一部の区域に限り、一時的措置として「標準」とする。



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理
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提案団体
の属性

提案
団体
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提案
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H29 264

09_土木・
建築

都道府県 大阪府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、大阪市、
堺市、関西広域
連合

総務省、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

空家等対策の推進に関する特
別措置法　第2条

「空家等対策の推進に
関する特別措置法」の対
象の拡大

一部の住戸に居住者がいる長屋の空き住戸について
も、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の対象と
されたい。

【現状】
府内では、区分所有されている長屋の一部が空き住戸となっており、長年放置されたことによって屋根や柱などの主構造部が腐食し隣の住戸に悪影響を及ぼしている長屋が多数存在している。
【支障事例】
空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」という）は、対象となる空家について、第２条において、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」
と規定しており、建築物単位で「空家等」に該当するか否か判断するため、1棟に複数戸が連なる長屋は、一部の住戸に居住者がいれば、法の定める「空家等」とみなされない。
そのため、法に基づく固定資産税情報等の利用ができず、登記簿謄本により判明した所有者に対し文書送付を行っているが、転居や死亡されている事案が多く指導等に苦慮しているほか、税制上の措置（勧告に
伴う固定資産税の住宅用地特例の適用除外）ができず、改善の働きかけの実効性に支障をきたしている。
【制度改正の必要性】
「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成28年12月20日閣議決定）において、各地方公共団体の取組事例等について、平成29年度中に情報提供を行う旨の対応方針が示された。
府内でも、自主条例を制定し、法が規制対象としていない長屋の空き住戸に対する助言・指導等の措置規定を設けて、対応している自治体はある。
しかし、固定資産税情報等の利用や税制上の措置については、法への明記が必要である。

―

H29 265

09_土木・
建築

都道府県 大阪府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、徳島
県、京都市、大
阪市、堺市

個人情報保
護委員会、
総務省、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

空家等対策の推進に関する特
別措置法第10条第3項
空家等に関する施策を総合的
かつ計画的に実施するための
基本的な指針（３）空家等の所
有者等に関する情報を把握す
る手段
個人情報の保護に関する法律
第23条
郵便事業分野における個人情
報保護に関するガイドライン第
13条

「空家等対策の推進に
関する特別措置法」にお
ける所有者の所在を特
定する手段拡大

所有者等の所在をより円滑に把握するため、空家法第
10条第3項に基づく市町村からの求めに応じて、郵便
事業者が郵便転送情報を提供できるようにすること。

【現状】
所有者等を確知するための手段として、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」という）第10条や空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（以下、「指針」という）に基
づき、固定資産税情報や登記情報・住民票・戸籍等を利用することが認められている。
【支障事例】
府内では、所有者や管理者が住民票を移動させずに転出しており、固定資産税情報や登記情報、住民票、戸籍等を利用してもなおその所在の特定が困難となっている事例がある。
その際、複数の市町村において、空家等の所有者の所在を確知し、直接改善を働きかけるための手段として、空家法第10条第3項の規定に基づき、郵便転送情報の利用を所管郵便局に要請したものの、個人情
報であることを理由に提供困難との見解であった。
また、平成29年５月に総務省より、「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン（総務省告示第167号）」とその解説書が発出されており、その中において、個人情報の第三者提供の制限の例外事
例が示されている。しかし、具体的事例に、空家の所有者を特定する場合が含まれておらず、個人情報の第三者提供制限の例外の適用範囲内か定かではない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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09_土木・
建築

都道府県 大阪府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、関西広域
連合

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

建築物の耐震改修の促進に関
する法律

「建築物の耐震改修の
促進に関する法律」にお
ける固定資産税情報の
利用

戸別訪問やダイレクトメールでの耐震化の普及啓発を
行う際、建物所有者や建築年数の特定が出来ない場
合がある。普及啓発を容易にするよう「空家等対策の推
進に関する特別措置法」と同様に固定資産税情報の利
用を「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に位置
づけること。

対象となる昭和56年以前の木造住宅の所有者に対し耐震化の必要性を確実に普及啓発を行うためには「建築年」と「所有者」特定が必要となるが、府内には対象となる住宅が351万戸あり、その特定に時間と手
間を要する。
多数の者が利用する建築物は府内に約５万棟あり、耐震化の調査はその建築物の所有者に対しアンケートを郵送し耐震化の必要性を普及啓発しているが、宛所無しで所有者にアンケートが届いていない建築物
が約2,900棟あり普及啓発ができていない。

―

H29 267

02_農業・
農地

都道府県 富山県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

鳥獣被害防止総合対策交付金
交付要綱　第３

鳥獣被害防止総合対策
交付金の配分方法の見
直し

鳥獣被害防止総合対策交付金の都道府県への配分に
ついて、整備交付金と推進交付金を一括して配分する
よう、鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱を見直
し、鳥獣被害対策の効果的な推進が可能となる制度と
すること。

鳥獣被害対策は市町村等が作成する被害防止計画に基づき、①侵入防止柵の設置等による被害防除（整備交付金対象）、②緩衝帯の設置等による生息環境管理（推進交付金対象）、③有害捕獲（推進交付金
対象）の３つの取組を総合的かつ計画的に実施することで被害防止効果を発揮する。しかし、整備交付金（ハード）と推進交付金（ソフト）が個別に配分され、交付要綱において、相互間の流用もできないと規定さ
れているため、計画に対し個々の配分額に偏りが生じた場合、例えば有害捕獲経費が不足し捕獲が進展しないなど、ハード面とソフト面が一体となった効果的取組みの推進に支障が出る。
なお、農山漁村地域整備交付金では、農林水産業の基盤整備について、都道府県の裁量による農・林・水横断的な予算配分が可能となっており、農山漁村地域の総合的な整備に効果を上げている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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03_医療・
福祉

都道府県 兵庫県、川西
市、三田市、京
都府、大阪府、
和歌山県、徳島
県、京都市、関
西広域連合

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

放課後児童健全育成事業等補
助金交付要綱別表放課後児童
健全育成事業費等１(1)エ

放課後児童健全育成事
業等実施要綱に係る長
時間開所加算の緩和

放課後児童健全育成事業の長時間開所加算（平日
分）の「1日６時間を超え、かつ18時を超える時間」という
要件のうち、「１日６時間を超え」という要件を「１日５時
間を超え」に緩和すること。

【現状】
平成29年３月28日に働き方改革実行計画が閣議決定され、「小１の壁」打破に向けた放課後児童クラブの受け皿の確保や、女性の就業の更なる増加に応じた放課後児童クラブの体制確保が求められている。
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、平成27年度に「子ども・子育て支援制度」が施行され、入所対象児童が小学生6年生まで拡大された。厚労省の「平成28年放課後児童健全育成事業の
実施状況」によると、平日の終了時刻が19時以降の施設は全体の7.3%である。
【支障事例】
本県内の多くの放課後児童クラブでは、４時間目が12時半近くに終了することから概ね13時から開所し、保護者からのニーズに応え、18時から19時まで５～６時間開所している。特に、川西市や三田市はベットタウ
ンであり神戸や大阪に通勤する者が多いため、放課後児童クラブの開所時間の延長に取り組んできたが、保護者からは更なる開所時間の延長を希望する声が多い。開所時間の延長に当たっては、指導員の確保
が必要だが、指導員が不足しているため、長時間開所加算を受け賃金等の指導員の待遇を見直したいという地域があるが、”平日１日６時間を超え”という要件がネックとなっており、加算を受けることができない。
今後とも、保護者ニーズに対応できるよう、「1日６時間を超え」という要件を、「1日５時間を超え」に緩和すること。
・川西市…施設数：25施設、開所時間：下校（概ね13時）～17時（時間延長18時30分まで）
・三田市…施設数：30施設、開所時間：下校（概ね13時）～16時（時間延長19時まで）
※本県の895施設のうち加算されている施設は60施設（川西市と三田市は０）。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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03_医療・
福祉

都道府県 兵庫県、洲本
市、京都府、大
阪府、和歌山
県、徳島県、京
都市、関西広域
連合

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・放課後児童健全育成事業「放
課後児童支援員等処遇改善等
事業」補助要綱 ４ 実施方法
・放課後児童健全育成事業の
実施について
・放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準第
18条第１項

放課後児童支援員等処
遇改善等事業の要件緩
和について

放課後児童支援員等処遇改善等事業の「平日につき
18時30分を超えて開所する又は開所していること」とい
う要件を、放課後児童クラブの原則開設時間である「３
時間を超えて」に緩和すること。

【現状】
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、平成27年度に「子ども・子育て支援制度」が施行され、入所対象児童が小学生6年生まで拡大された。また平成29年３月に働き方改革実行計画が閣議
決定され、「小１の壁」打破に向けた放課後児童クラブの受け皿の確保や、女性の就業の更なる増加に応じた放課後児童クラブの体制確保が求められている。
放課後児童支援員等の処遇改善に当たっては、「放課後児童支援員等処遇改善等事業」において、職員の賃金の改善に必要な経費を補助しているが、平日につき18時30分を超えて開所する又は開所している
ことが要件とされており、長時間開所する場合に限られている。
【支障事例］
放課後児童支援員は保育士、社会福祉士等の資格が必要とされているため、支援員の確保が困難な放課後児童クラブがあり、潜在的な有資格者を掘り起こすため処遇改善が急務となっている。
洲本市では10施設が平日１3時から18時まで開所しており、定員393人に対し放課後児童支援員の総数は33人となっているが、週休日の代替職員の確保や障害を持つ児童への対応の必要性等を勘案すると充
分な体制ではない。そのため、放課後児童支援員等処遇改善等事業の申請を検討したが、「平日につき18時30分を超えて」という要件が満たせず、同要件を要件を満たそうとすると、支援員等に長時間労働を強
いることとなるため断念した。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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05_教育・
文化

都道府県 兵庫県、洲本
市、滋賀県、京
都府、和歌山
県、徳島県、京
都市、関西広域
連合

文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

・学校・家庭・地域連携協力推
進事業補助金交付要綱
・学校・家庭・地域連携協力推
進事業費補助金実施要領別紙
２「学校・家庭・地域の連携協
力推進事業」６．(2)②カ

学校・家庭・地域の連携
協力推進事業（放課後
子供教室）にかかる補助
対象の明確化

放課後子ども教室における教育活動サポーターに係る
旅費について、自宅から教室までの経費への補助は、
要綱上「原則」除外されているが、原則の例外として校
区内で教育活動サポーターを確保できない場合は対
象となることを明確化すること。

【現状】
本市では、様々な学習や体験・交流活動を行うとともに、子どもたちにとって安全で健やかな居場所を提供するため、教育活動サポーターとして地域住民の参画を得て、放課後子ども教室を運営している。
放課後子ども教室の運営費については、財政支援措置が講じられているが、教室の様々な活動を行う教育活動サポーターに係る旅費・交通費については、「原則」補助対象とされていない。
【支障事例】
事業の趣旨に即した地域住民の参画が重要と考えるが、地域によっては教室が設置されている小学校区内で教育活動サポーターを確保することが困難な場合があり、サポーターが自らの在住する小学校区を超
えて遠隔地の教室に移動することを余儀なくされている状況が生じている。そのため、ほぼ毎日開設している教室の実施に当たっては、本人の交通費負担が大きな課題となっている。
国においても放課後児童健全育成事業との一体型の放課後子ども教室の拡充を進めており、平成30年度には全国で20，000カ所の開設を目標としている。しかし、地域によっては、小学校区内で教育活動サ
ポーターが確保できず、小学校区外に居住する人材にお願いする場合や、そもそも小学校区が広く、どうしても交通費がかかってしまう地域もあると思われる。このような国の方向性と事業実施が困難な地域がある
ことを踏まえれば、「原則」の例外として認められるべきものであることから、原則の例外として当該事例が対象となることを明確にしていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html
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03_医療・
福祉

都道府県 兵庫県、滋賀
県、京都府、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

平成24年４月５日付 雇児発第
0405号第11号
厚生労働省雇用均等・児童家
庭局長通知第６

児童養護施設における
看護師配置の基準の緩
和

国において、児童養護施設の小規模化等を推進してい
るなか、児童入所施設措置費等国庫負担金における
看護師加算を受ける要件は、「医療的ケアを必要とする
児童が15人以上」で据え置かれており、医療的ケアの
実施に支障が生じていることから、医療的ケアを必要と
する児童が15人以上という要件を児童養護施設等の小
規模化に対応できるよう大幅に見直すこと。

【現状】
児童養護施設では、児童被虐など不適切な療養による被害の症状として、低身長、低体重、夜尿症をはじめ、攻撃性や衝動性をコントロールするための投薬管理や医療的な指示助言等多様な行動上の障害に
対する医療ケアを必要とする児童が増えている。そのため、医療的支援体制の強化を目的に児童養護施設等への看護師配置が可能となっており、平成22年度から医療的ケアが必要な児童数が20名から15名に
要件が緩和された。
また、国においては、「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」を発出し、各施設において小規模化・地域分散化等を進めており、本県でも、「兵庫県家庭的養護推進計画（平成27～平成
41年度）」を取りまとめ、施設の小規模化等に取り組んでいる。
【支障事例】
本県の施設では、平成27年度で130人の児童が医療的ケアを必要としているが、通院に際して、児童が急に体調が悪くなった際などに、児童指導員では緊急的な対応ができず困ってしまった例がある。県として
は、医療的ケアが必要な児童は看護師が配置されている施設に入所するよう努めたいが、本県の児童養護施設（19施設、地域小規模６施設）のうち、看護師がいる施設は１施設のみであり、看護師の配置が大き
な課題となっている。
児童養護施設等の小規模化を国が進めているなか、医療的ケアを必要とする児童が15人以上という基準は施設の実情に合っていないことから、当該基準が緩和されなければ看護師の配置が進まず、多くの施設
でこうした支障が発生することを強く懸念しており、現場の実態に合わせた基準の見直し及び必要な支援を求めたい。
※（一社）兵庫県児童養護連絡協議会からも同様の要望がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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09_土木・
建築

都道府県 兵庫県、滋賀
県、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、京都市、堺
市、関西広域連
合

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

・社会資本整備総合交付金交
付要綱第６（⑮地域住宅計画に
基づく事業）
・住宅地区改良事業等対象要
綱４空き家再生等推進事業
・住宅地区等改良事業制度要
綱第12の２

空き家再生等推進事業
における改修後の用途
の拡充

古民家を含む活用可能な空き家等について、二地域
居住や子育て世帯のための住居や事業所としても活用
できるよう空き家再生等推進事業の改修後の用途を拡
充すること。

【現状】
　空き家等の増加は、防犯・防災の面から居住環境に悪影響を及ぼし、地域コミュニティの希薄化や地域活力の低下を招く。そのため、空き家の防止や解消は地域の喫緊の課題であり、空き家等の活用はより重
要性を増している。
　現行の空き家再生等推進事業では、空き家等の活用のための改修経費を補助しているが、改修後の用途が、宿泊施設や交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等に限定されているため、このよう
な課題の解決に十分には対応できない。
【支障事例】
　本県では交流人口の拡大のため、二地域居住による都市農村交流や、人口の社会増対策として「カムバック東京ひょうごセンター」による移住の促進（平成28年度末実績：相談者数1,445人）など、地方創生の取
組を推進している。
　この中で、資産価値の高い古民家等を含む活用可能な空き家等については、地域の資源として、安価で広い住居を求める子育て世帯や移住・二地域居住を希望する世帯のための住居として、また、起業や第
二創業を図る事業所等として、地域や利用者のニーズにあった形で有効に活用したいと考えているが、空き家再生等推進事業では、これらの用途に係る改修は対象外となっている。
　なお、兵庫県では、こうした状況を踏まえ、県独自で「空き家活用支援事業」や「多自然地域におけるIT関連企業の振興支援事業」を実施し、空き家を住宅や事業所等へ改修する者を支援している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

― ― ― ― ― ―

６【個人情報保護委員会（１）】【総務省（５）】【国土交通省（２）】
郵便法（昭22法165）、個人情報の保護に関する法律（平15法57）及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平26法127）
市町村が空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき空家等の所有者等の把握に関し必要な情報として郵便の転送情報を求めた場合
の取扱いについては、当該情報の信書の秘密への該当性に留意しつつ、当該情報提供の可否及び「郵便事業分野における個人情報保護に
関するガイドライン」（平20総務省）等の改正について、引き続き検討する。

― 市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）が空家等対策の推進に関する特
別措置法 10 条３項に基づき空家等の所有者等の把握に関し必要な情報として日本郵
便株式会社に提供を求めた郵便の転送情報については、一定の条件を満たす場合に
市町村への提供が可能であることを「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイ
ドラインの解説」 において明確化された旨情報提供した。

【国土交通省】空家対策等における「郵便転送情報の取扱い」について情報提
供（平成29年地方分権改革提案事項）（令和２年３月３日付け国土交通省住宅局
住宅総合整備課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_265

国土交通省住宅局住宅総合整備
課

総務省自治行政局地域力創造グ
ループ地域振興室

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅶ）児童養護施設における看護師加算の要件については、提案の趣旨を踏まえつつ、児童福祉法等の一部を改正する法律（平28法63）や
平成29年８月２日に新たな社会的養育の在り方に関する検討会において取りまとめられた「新しい社会的養育ビジョン」等も踏まえて検討し、平
成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

― ― ― ― ― ―



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）

H29 273

09_土木・
建築

都道府県 兵庫県、洲本
市、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、堺市

総務省、法
務省、国土
交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

空家等対策の推進に関する特
別措置法第９条、10条、12条

空き家等の適正管理に
向けた空家等対策の推
進に関する特別法の見
直し（管理責任者指定規
定の創設）

空き家の管理について、法定相続人間で管理者を定め
ることが調整できない場合は、地方自治体が法定相続
人の中から管理責任者を指定できるようにすること

【現状】
　空き家については、その所有者等が適切に管理するという努力義務が、当該法第３条に規定されているところであり、空き家の所有者が死亡した際、相続登記がされていない場合は、法定相続人全員に空家に
ついての情報を提供し、適正管理を求めている。
　しかし、自治体から空き家が危険な状態である旨を法定相続人全員に連絡したとしても、その義務を履行するか否かは最終的には当人の判断によるものであり、法定相続人同士が疎遠になっていたり、世代が
変わっていることもあり、誰も管理せず、長年空き家が放置されていることが現状となっている。
【支障事例】
　放置の状態が続くことで、近隣住民より苦情が寄せられ、早急に対応する必要が出てくるが、地方自治体としては、個人情報保護の観点から、他の法定相続人の情報まで提供することができず、法定相続人間の
調整ができない。
　そのため、地方自治体が法定相続人全員に連絡を行い、何らかの対応を取る必要があり、事務上の負担となっているほか、直ちに特定空家に該当しないような危険空家の対応が滞ってしまっている。
　法定相続人のうちから代表者を指定することができれば、責任者の所在が明確化され、法定相続人側の窓口が一本化（市から相続関係の教示を行うことも含む。）されることから、事務負担の軽減と円滑な対応
が図られることが期待できる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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09_土木・
建築

都道府県 兵庫県、神戸
市、和歌山県、
鳥取県、京都
市、関西広域連
合

内閣府、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

・都市再開発法第３条
・都市再生特別措置法第２条

都市再生緊急整備地域
における市街地再開発
事業の施行要件の緩和

都市再生緊急整備地域内で市街地再開発事業を行う
場合には、「区域内の耐火建築物の建築面積又は敷地
面積が区域内のすべての建築物の当該面積合計の
1/3以下」という施行要件を撤廃すること。

【現状】
　市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図ることを目的に、建築物や建築敷地の整備、公共施設の整備に関する事業である。
　また、平成14年から、急速な国際化や少子高齢化などの社会情勢の変化に対応した都市の機能の高度化等や防災機能の確保に向け、緊急かつ重点的に市街地整備を推進すべき地域を「都市再生緊急整備
地域」として指定している。
　本県の神戸市では、玄関口である三宮周辺地区を民間活力の導入を図りながら、魅力的で風格ある都市空間を実現するため、住民からの意見を踏まえ、神戸の都心の未来の姿「将来ビジョン」及び三宮周辺地
区の「再整備基本構想」を平成27年９月に策定し、その実現に向けた取組を進めている。平成28年11月には、「神戸三宮駅周辺・臨海地域」が、都市再生特別措置法に基づく特定都市再生緊急整備地域に指定
された。
【支障事例】
　神戸市の玄関口である三宮周辺では、建物の建替えが進んでいないこと等から、これを更新する必要があり、市街地再開発事業による再整備が有効な手段である。しかし、都市再生緊急整備地域は、国及び地
方自治体が総力を挙げ、当該地域の整備のため緊急かつ重点的な事業実施に努めることとされているにもかかわらず、市街地再開発事業の施行要件である「区域内の耐火建築物の建築面積又は敷地面積が区
域内のすべての建築物の当該面積合計の1/3以下」を満たすことができない地区では、早急な市街地整備ができない。
　そのため、都市再生緊急整備地域内においては市街地再開発事業の施行区域の要件の撤廃を求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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10_運輸・
交通

都道府県 兵庫県、洲本市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

・「地域公共交通会議に関する
国土交通省としての考え方に
ついて」自動車局長（平成27年
４月1日付け国自旅第370号）５
（１）
・地域公共交通会議の設置及
び運営に関するガイドライン３
（１）
・コミュニティバスの導入に関す
るガイドライン３（１）

コミュニティバスの導入
における地域公共交通
会議の取扱いの見直し

①交通空白地の解消を図るというコミュニティバスの導
入の趣旨を踏まえ、コミュニティバスの導入に当たって
は、地域公共交通会議の合意が無くても許認可を可能
とすること。

②地域公共交通会議における協議は、既存事業者か
ら調整の申し入れがあった場合に限ること。

その際は、地域公共交通会議において地域住民を含
む一定数の賛成が得られれば、会議の合意が成立した
とみなす取扱いを可能とすること。

【現状】
　まちづくりや地域振興策との一体的な取組や、全国一律の視点ではなく地域特性や生活環境の変化を踏まえた持続可能な地域公共交通ネットワークの構築が求められている。
　特にコミュニティバスの導入に係る許認可に当たっては、地域公共交通会議において既存バス事業者との意見を調整することとなっているため、運行時間帯の制限や割高な料金制定になるなど、地域住民が望
まない結果となっている場合がある。
【支障事例】
　洲本市では、コミュニティバスの導入のため、地域公共交通会議を開催した（平成28年度は3回開催）。
　しかし、料金設定について既存バス事業者と市町の意見が折り合わず、地域公共交通会議が紛糾した結果、やむなく運行時間帯の制限や路線バスの約３倍の運賃設定をすることとなり、また、定期券の共通化
も実現しなかった。

コミュニティバスは既存バスの休廃止に伴う交通空白地の解消を図るために導入するものであり、コミュニティバスの導入に当たっては地域公共交通会議での既存事業者との合意は原則不要だと考える。
地域公共交通会議の開催は、既存事業者から調整の申し入れがあった場合に限定し、その際でも地域住民を含む一定数の賛成が得られれば許認可が可能となるよう規制の緩和が必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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02_農業・
農地

都道府県 兵庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

・農業振興地域の整備に関す
る法律第13条第2項
・農業振興地域の整備に関す
る法律施行令第９条

「農用地区域内農地」に
係る除外要件の緩和

農用地区域から除外するに当たり、農地がほ場整備事
業完了後８年を経過していれば、用排水路整備事業が
８年を経過していなくても除外できるよう「土地改良事業
完了後８年を経過しているもの」という要件を撤廃するこ
と。

【現状】
　東京一極集中の是正のため、東京からの本社機能の移転等に国としても取り組んでおり、地方でも企業立地や既存工場の更なる拡充を支援している。適当な工場用地が農地しか無い場合には、農用地区域か
ら除外する必要があるが、そのためには以下の５つの要件を満たす必要がある。
①その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと、②農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効
率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと、③農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと、④農業用用排水施
設や農道など農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと、⑤土地基盤整備事業完了後８年以上経過しているものであること
【支障事例】

兵庫県のある市に所在している企業が工場を拡張（３ha）するに当たり、工事用地として予定した農地は土地改良事業から８年を経過していたものの、土地改良事業8年未経過の水路の受益地であり、当該農地
を転用することが困難な状況になった。水路の付け替え等により他の受益地に影響がない場合は、農地がほ場整備事業完了後８年を経過していれば、水路が用排水路整備事業完了から８年を経過していなくて
も当該農地を農用地区域内農地から除外できるよう見直しを求める。

―
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06_環境・
衛生

都道府県 兵庫県、多可
町、滋賀県、京
都府、和歌山
県、鳥取県、京
都市、関西広域
連合

農林水産
省、国土交
通省、環境
省

B　地方
に対する
規制緩
和

・浄化槽法第２条第１項
・「合併処理浄化槽により処理
可能な雑排水の取扱いについ
て」（平成12年３月31日　厚生
省通知）
・「屎尿と合併して処理すること
ができる雑排水の取り扱いにつ
いて（平成12年３月31日　建設
省通知）

農業集落排水処理施設
で排水処理が可能な事
業場の拡大

地方創生の実現に向け、地域資源を活用した６次産業
化等を推進するため、農業集落排水処理施設で排水
処理が可能な業種について、排出量、排水の性状及び
特性から合併浄化槽で処理可能な雑排水として扱って
も特段支障の無いと認められる場合は、畜産食料品製
造業や酒類製造業等の排水を処理可能とすること。

【現状】
　農業集落排水処理施設は、農村地域の家庭の生活排水を処理することを目的としているため、公共下水道処理施設に比べると小規模な汚水処理施設であり、受け入れられる汚水量に限りがある。
　また、農業集落排水処理施設は、法的には一般家庭に設置された浄化槽と同じ位置付けであり、大型浄化槽として扱われるため、工場排水などの事業用排水を処理することはできない。しかし、平成12年３月31
日の通知により、野菜缶詰・果物缶詰・農産保存食品、パン・菓子製造業、その他の食料品製造業については、排水の排出量が50立方メートル未満であり、排水の性状及び特性から、合併浄化槽で処理可能な
雑排水として扱っても特段支障の無い場合は処理可能となった。同通知では、処理が可能な業種は、順次追加する予定とされているが、その後追加されていない。
【支障事例】
　多可町では獣害、特に鹿被害が農産物に占める割合が高く苦慮している。このような中、多可町では、狩猟や有害駆除により捕獲したシカや、山田錦、ラベンダー等の地域資源を活用した6 次産業化を促進して
いる。そのため、今後畜産食料品製造業や酒類製造業の立地や起業等が見込まれるが、農業集落排水処理施設しかない地区では、加工場等からの排水処理が課題となることが想定される。
　ついては、排水の排出量が50立方メートル未満であり、排水の性状及び特性から、合併浄化槽で処理可能な雑排水として扱っても特段支障の無い業種については農業集落排水処理施設での排水処理を認め
ていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 兵庫県、三田市 環境省 B　地方
に対する
規制緩
和

鳥獣の保護及び管理を図るた
めの事業を実施するための基
本的な指針Ⅲ第四2-3(2)

狩猟免許を受けていな
い農林業者による鳥獣
の捕獲許可の要件緩和
（はこわなの追加）

地方自治体が必要に応じて狩猟知識や捕獲技術に係
る講習等を受けた農林業者が、農林業被害の防止のた
め自らの事業地内に設置する「はこわな」による狩猟行
為を許可対象とすること。

【現状】
　狩猟免許保持者の高齢化や減少が進んでいるなか、鳥獣による農林業被害等が深刻化している。平成23年度には、「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」が改正され、農林
業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲する場合等には、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができるようになっ
た。
【支障事例】
　三田市では、市被害防止計画に基づく鳥獣被害対策実施隊のわな班の隊員は６名であり、市内全域でのわな管理が困難であることから、農林業被害の防止を目的とし、囲いわなを使用した鳥獣捕獲を農業集
落に対して許可している。しかし、囲いわなは狩猟免許を所持している者が経験に基づき資材から作製するケースが主であり、狩猟免許所持者がいない集落や狩猟免許所持者に鳥獣捕獲を委任できない集落で
は、農林業被害防止対策として鳥獣捕獲に取り組めないでいる（三田市内95農業集落のうち、捕獲依頼がある被害集落は47集落があるが、20集落が上記の理由等から捕獲に取り組めていない）。一方で、はこわ
なは狩猟免許を受けていない農林業者でも組立や設置が容易であるため、有効な農林被害対策となるものと考えられる。
　なお、許可対象となる囲いわなと比べ、はこわなは人身事故の安全性の確保や錯誤捕獲等の対応に課題があり、許可対象となっていないと承知しているが、それらの危険性は集落の周辺状況など地域の実情
に応じて異なることから、自治体が必要に応じて狩猟知識や捕獲技術に係る講習等を開催することで対応すべきと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 兵庫県、多可
町、滋賀県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・医療法第10条、12条、医療法
施行規則第9条
・平成５年２月３日厚生労働省
健康政策局総務・指導課長連
名通知
・昭和29年10月19日厚生省医
務局長通知

へき地診療所における
管理者の常勤要件の緩
和

診療所の管理者は医師であることが求められており、管
理者が療養等により一定期間不在となった場合、他の
医師が管理者となる。
しかし、管理者には常勤要件があるため、診療時間内
は当該診療所で勤務する必要があるが、当該診療所に
勤務していない場合でも、管理者と代診医等とが常時
連絡を取れる体制の整備を条件に、管理者の常勤要
件を緩和すること。

【現状】
医療法では、病院又は診療所の開設者は、臨床研修終了医師に病院又は診療所の管理をさせなければならないとされている。また、通知により管理者は当該病院又は診療所における管理の法律上の責任者で
あることから常勤であることとされている。原則、１人の医師が管理する診療所等は1カ所とされているが、例外として都道府県知事の許可がされた場合のみ２カ所以上の診療所の管理が可能となっている。
【支障事例】
本県の多可町のへき地診療所では、1名の医師（管理者を兼務）が診療を行っているが、当該医師が３週間程度の療養休暇となったため、近隣の市民病院（へき地支援病院）から代診医の派遣を要請することと
なった。しかし、代診医の派遣が可能であっても、３週間もの間管理者が不在では管理者が常勤であると言えないため休診すべきであると県から指導が入ったため、県から管理者兼任の許可を受け、町立の別の
診療所の医師を管理者とすることで代診医の派遣を受入れることが可能となったが、当該管理者である医師の休診日である水曜日にしか開院できなかった。
【制度改正の必要性】
医師不足の中、医師が１人のへき地診療所も多いことから、今後こうした問題が多く発生する事が懸念される。また、こうした場合、へき地においては、診療所以外の他の医療機関に行こうとしても、遠方になり高齢
者は受診をためらってしまうことも想定される。そのため代診医と常時連絡が取れる体制が確保できれば常勤ではなくても管理者となれるよう要件を緩和していただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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08_消防・
防災・安全

都道府県 兵庫県、滋賀
県、京都府、大
阪府、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
神戸市、関西広
域連合

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

災害救助法第４条
災害救助法施行令第３条

災害救助法の救助範囲
の拡大

現行の災害救助法の救助範囲（救助費の対象範囲）か
らは①家屋被害認定調査、②罹災証明発行業務は対
象範囲外とされているが、国や被災自治体からの要請
により派遣した応援職員に係る①家屋被害認定調査、
②罹災証明発行業務については対象となるよう、救助
範囲を拡大とすること。

【現状】
　災害救助法で規定する救助範囲（救助費の対象範囲）は、①避難所、応急仮設住宅の設置、②食品、飲料水の供給、③被服、寝具等生活必需品の供給又は貸与、④医療及び助産、⑤被災者の救出、⑥被災
した住宅の応急修理、⑦生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与、⑧学用品の給与、⑨埋葬と限定されている。
【支障事例】
　災害救助法の対象範囲は限定的であり、実災害における救助の実態を鑑みると、救助費の対象とならない経費が多い。特に、罹災証明書及びその発行の前提となっている家屋被害認定調査は、災害救助法上
の応急仮設住宅入居、応急修理の他、被災者生活再建支援金等の適否判断に不可欠であり、被災者の早急な生活再建に資するものである。そのため、熊本地震の際にも、国の支援のもと、多数の応援職員の
派遣が行われた。
　しかし、災害救助法は、国、地方自治体等が協力し、応急的に必要となる救助を行うことを目的としているにもかかわらず、救助の種類は限定されているため、国・地方自治体が協力して家屋被害認定調査や罹
災証明書の発行を行っても対象外にされてしまう。なお、これらに係る経費は特別交付税で措置されるものの、最大でも措置率0.8となっており、応援自治体にとって負担は大きい。
　今後南海トラフ地震や首都直下型地震等大規模災害が発生した際に、国から被災自治体への応援職員の派遣要請があったとしても、負担が大きいことを理由に被災地応援に二の足を踏むこととなれば、被災
者の生活再建が遅れてしまうことが想定される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【総務省（16）】【法務省（２）】【国土交通省（24）】
空家等対策の推進に関する特別措置法（平26法127）
（ⅰ）空家等の管理については、所有者等間の協議等を促すことにより空家等の自発的な適正管理を促進している事例、所有者等間の同意の
下代表者を指定することで空家等の適正管理を行っている事例、空家等の保全行為について地方公共団体が確知している所有者等に助言
等を行っている事例など、空家等の円滑な適正管理に資するための方策の事例について、全国空き家対策推進協議会等の場を活用しつつ
収集し、地方公共団体に平成30年中に情報提供する。また、地方公共団体における空家等対策に資するよう、これらの収集事例に加え、法に
基づく措置の事例等の知見の蓄積を踏まえて、空家等の所有者等による適切な管理の促進方策について、ガイドライン、通知等により地方公
共団体に周知を図る。
（ⅱ）空家等の管理の在り方については、空家等の所有者等の責務の在り方を含め、全国空き家対策推進協議会等における議論を踏まえて検
討する。

― 空家等の円滑な適正管理に資するための方策の事例について地方公共団体に対して
アンケートを実施。当該アンケート結果をとりまとめ、平成30年12月27日に国土交通省
HPにて公表し、地方公共団体に情報提供を行った。また、令和３年6月30日に「空家等
に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（基本指針）」の変更
を行い、所有者等の管理責任について、特に所有者等の適正な管理に係る意識が希薄
となりやすい場合等も含めて所有者等が自主的に対応する責務があること等を明記し
た。

【国土交通省】平成29年地方分権改革に係る地方からの提案を受けた情報提供
【総務省・国土交通省】空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた
めの基本的な指針（令和３年総務省、国土交通省告示第一号）
・全文
・新旧対照表
・官報（令和３年６月30日）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_273

総務省自治行政局地域振興室

法務省民事局民事第二課・参事官
室

国土交通省住宅局住宅総合整備
課

― ― ― ― ― ―

６【国土交通省】
（８）道路運送法（昭26法183）
（ⅰ）地域公共交通会議（施行規則９条の２。運賃等の合意（９条４項）等に係る協議を行う協議会（地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律（平19法59）６条。施行規則９条の３第１項２号から５号に掲げる者を構成員に含むものに限る。）を含む。以下この事項において同じ。）の
協議事項については、道路運送法上合意する必要がある事項と同法上必ずしも合意する必要はないが合意することが望ましい事項について
整理し、地方公共団体及び地方運輸局に平成30年中に通知する。
（ⅱ）地域公共交通会議等（地域公共交通会議又は運営協議会（施行規則51条の２）をいう。以下同じ。）における合意については、必ずしも全
会一致を意味するものではなく、地域公共交通会議等の設置要綱等に定められた議決方法により決することで、道路運送法上協議が調い、関
係者間で合意したこととなることを明確化するため、全国の地域公共交通会議等の設置要綱等における議決方法の定めの実態も含め、地方
公共団体及び地方運輸局に平成30年中に通知する。

― 【国土交通省】「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方につい
て」及び「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」の一部改正
について（平成30年12月28日付け国自旅第212号）
【国土交通省】地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について
（平成30年12月28日付け国自旅第212号）
【国土交通省】運営協議会に関する国土交通省としての考え方について（平成30
年12月28日付け国自旅第212号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_275

― ― ― ― ― ―

６【国土交通省（21）】【環境省（３）】
浄化槽法（昭58法43）
（ⅰ）浄化槽におけるし尿と合併して処理することができる雑排水（２条１号）の取扱いについては、「屎尿と合併して処理することができる雑排
水の取り扱いについて」（平12建設省）及び「合併処理浄化槽により処理可能な雑排水の取扱いについて」（平12厚生省）は、排水の性状及び
特性から、雑排水として扱っても支障がないことが明らかな業種を技術的助言として通知したものであり、事業場からの排水が浄化槽において
処理することができない特殊な排水（２条１号）に該当するか否かについては、地方公共団体が判断するものであることを、地方公共団体に平
成29年中に通知する。
 ［措置済み（平成29年11月20日付け国土交通省住宅局建築指導課通知、平成29年11月20日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正
処理推進課浄化槽推進室通知）］
（ⅱ）あわせて、地方公共団体の判断に資するよう、「畜産食料品製造業」や「酒類製造業」等の業種について、浄化槽の処理性能や事業場か
らの排水の水質等のデータを収集し、技術的な検討を行った上で、浄化槽において処理しても支障がないことが明らかとなった場合には、その
結果を地方公共団体に平成30年度中に通知する。

― （ⅰ）浄化槽におけるし尿と合併して処理することができる雑排水（２条１号）の取扱いに
ついて、事業場からの排水が浄化槽において処理することができない特殊な排水（２条１
号）に該当するか否かについては、地方公共団体が判断するものであることを、地方公
共団体に通知した。
（ⅱ）あわせて、「畜産食料品製造業」や「酒類製造業」等の業種について、事業場から
の排水を浄化槽において処理しても支障がないことを地方公共団体に通知した。

【国土交通省】し尿と合併して処理することができる雑排水の取扱いについて（平
成29年11月20日付け国土交通省住宅局建築指導課課長補佐（動力・設備担
当）事務連絡）
【環境省】合併処理浄化槽により処理可能な雑排水の取扱いについて（平成29
年11月20日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽
推進室長事務連絡）
【国土交通省】【環境省】屎尿と合併して処理することができる雑排水の取扱いに
ついて（平成31年3月20日付け国住指第4120号）、合併処理浄化槽により処理
可能な雑排水の取扱いについて（平成31年3月20日付け環循適発1903208号）、
屎尿と合併して処理することができる雑排水の取扱いについて（平成31年3月20
日付け国土交通省住宅局建築指導課事務連絡）、合併処理浄化槽により処理
可能な雑排水の取扱いについて（平成31年3月20日付け環境省環境再生・資源
循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_277

国土交通省住宅局建築指導課

環境省環境再生・資源循環局廃棄
物適正処理推進課浄化槽推進室

６【環境省】
（５）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平14法88）及び鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本
的な指針
シカ、イノシシ等の鳥獣の捕獲等の許可（９条１項）については、「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」（平
28環境省告示100）に基づき、農林業被害等の防止を目的として、地方公共団体、農業協同組合等の法人が許可を受ける場合であれば、当
該法人が開催する講習会の受講や地域の関係者と十分な調整を図ること等を条件に、狩猟免許を有する者の一定の監督の下、狩猟免許を持
たない農林業者がはこわなを用いてシカ、イノシシ等を捕獲できることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

― 【環境省】狩猟免許を受けていない農林業者に対する鳥獣の捕獲許可の解釈に
ついて(平成30年1月31日付け環境省自然環境局野生生物課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_278

６【厚生労働省】
（11）医療法（昭23法205）
（ⅱ）無床のへき地診療所における管理者の常勤要件の在り方については、関係団体からの意見を踏まえて検討し、平成29年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（12）医療法（昭23法205）
病院、診療所又は助産所の管理者については、都道府県知事等の
許可を受けた場合は、医師が不足している地域内等に開設する診療
所の管理者との兼務が可能であることを明確化する。
［措置済み（医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法
律第79号））］

【厚生労働省】「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の一部の施行につ
いて（平成30年７月25日付け厚生労働省医政局長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_279

― ― ― ― ― ―
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H29 281

10_運輸・
交通

都道府県 兵庫県、滋賀
県、京都府、和
歌山県、京都市

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

旅行業法第２条、第３条 地方自治体等が実施す
る災害ボランティアツ
アーに係る旅行業法の
適用除外

地方自治体等が実施する災害ボランティアツアーにつ
いては、旅行業法の適用除外とすること。

【現状】
　平成28年５月に観光庁が旅行業法遵守についての通知を発出し、旅行業の登録を受けていないNPOや社会福祉協議会等が参加者を募集し、参加代金を収受して災害ボランティアバスを走らせる場合は、旅
行業者の登録を受ける必要があるとされた。
　災害ボランティアバスの実施に混乱が生じたため、平成28年６月に国交相から改善策検討の意向が示され、旅行業法への特例を設ける予定との報道あったが、その後動きが確認できない。
　また、平成29年３月10日に閣議決定された旅行業法の改正には、災害ボランティアバスツアーに係る旅行業法の適用除外等は定められていない。
【支障事例】
　本県では阪神・淡路大震災の経験を生かし、社協やＮＰＯ等が実費相当の参加費を徴収し、災害ボランティアバスを運行し、被災地支援を行っている。
　しかし、観光庁から上記の通知があったため、ボランティアバスの実施を取りやめる団体もあった。
　本県の「ひょうごボランタリープラザ」は、ボランティア募集や参加費用の徴収を旅行業者に任せることとしたが、当団体では以前からバスの運行や宿泊先の手配を旅行業者に委託していたため追加の負担はな
かった。
　しかし、社協等が新たに旅行会社へ委託する場合は委託料が発生することから、参加者の費用負担が増え、ボランティアの意欲を削ぐことにつながりかねない。
　被災地の復旧復興にとってボランティアの活動は不可欠なものであることから、災害ボランティアツアーの実施に当たり事故発生時の対応や責任者の明確化等が可能な地方自治体及び公益性、公共性が高い
社会福祉協議会は、旅行業法の適用除外とすること。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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10_運輸・
交通

都道府県 兵庫県、滋賀
県、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、大阪市

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

小型船舶の登録等に関する法
律第29条

地方自治体が公用目的
で小型船舶の登録事項
証明書等の交付を請求
する際の手数料の免除

小型船舶登録事項証明書の交付申請に当たり、国及
び一部の独立行政法人は手数料が課されないが、地
方自治体が交付申請を行う際には手数料が課されるこ
とから、地方自治体が公用目的で交付申請する際に
は、国と同様に手数料の徴収対象外とすること。

【現状】
　放置船舶は、航行被害や高潮時の流出といった問題を引き起こすため、本県では、「プレジャーボートによる公共水域等の利用の適正化に関する要綱」を制定し、対策に取り組んでいる。（平成26年度プレ
ジャーボート全国実態調査　兵庫県内のマリーナ等施設収容能力：6,428艇、放置艇：2,427艇）
　放置艇の適正係留を指導するには、小型船舶登録事項証明書等で所有者氏名・住所等を確認する必要があるが、交付を請求する者（国及び一部の独立行政法人を除く）は、実費を勘案して国土交通省令で
定める額の手数料を国（日本小型船舶検査機構に申請をする場合には、機構）に納めなければならないと定められている。
※ 一部事項証明（1,100円）、全部事項証明（1,350円）
【支障事例】

小型船舶登録事項証明書等の交付請求において、国及び一部の独立行政法人は手数料徴収の対象外とされているが、地方自治体が取得する際には手数料が必要であり、同じ公用目的の取得でありながら対
応が異なっている。

手数料について当初から予算措置されていればよいが、新たな放置艇が発見された場合は予算措置に時間を要し、対応が遅れることになる。
また、プレジャーボートと漁業者が漁場でトラブルとなったため、当該プレジャーボートの所有者を小型船舶登録事項証明書で確認し必要な指導を行おうとしたが、予算が措置されておらず、迅速な対応ができ

なかったという事例もある。
なお、不動産に係る登記事項証明書やダム使用権登録簿の謄本等の交付については、国又は地方自治体の職員が、職務上請求する場合には、手数料を要しないと政令で規定されており、小型船舶について

も同様の扱いとしていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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02_農業・
農地

都道府県 兵庫県、京都
府、大阪府、和
歌山県、鳥取
県、徳島県

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩
和

・農地法第５条第１項第７
・農地法施行規則第53条第５
号

土地開発公社が農地を
取得する場合の農地法
第５条の適用除外

地方自治体から委託を受けた土地開発公社が道路や
河川等の用地として農地を取得する場合は、地方自治
体と同様に許可を不要とすること。

【現状】
　転用目的で農地等を取得する場合、都道府県知事等の許可が必要とされているが、国又は都道府県等が道路や農業振興上必要の高い施設の用に供するため農地を取得する場合は適用除外とされている。ま
た、都道府県等を除く地方自治体が、道路、河川等土地収用法第３条に掲げる事業の敷地に供するため農地等を取得する場合も適用除外とされている。
　しかし、土地開発公社が、都道府県等の委託を受けて道路、河川等の用地として農地を取得する場合は許可対象にならず、土地開発公社が都道府県等の委託を受けて農地を取得し、造成する場合にのみ、都
道府県知事等の許可の対象となっている。
【支障事例】
　土地開発公社は公拡法に基づき地方自治体が設立した団体であり、同公社の職員の専門性等を生かして機動的かつ柔軟に用地の先行取得が可能なため、本県では、公共事業のための農地取得を同公社に
委託したいと考えている。しかし、同公社が都道府県から委託を受けて農地を取得し、造成する場合は、許可を必要とするため農業委員会への申請から都道府県知事等の許可まで相当の期間を要する。
　また、その際には、単に農地の取得だけでなく造成工事を行わなければ許可が下りないため、委託元の都道府県等が用地の造成や道路、河川等の建設工事を行うよりも、非効率になり工事費も高額となってし
まう。そのため、公社への委託ができない状況である。
　地方自治体等が農地を取得する際は許可が不要とされていることから、地方自治体等が土地開発公社へ農地の取得を委託した場合も、都道府県等と同様に許可を不要とすべきである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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05_教育・
文化

都道府県 兵庫県、京都
府、和歌山県、
鳥取県

文部科学省 A　権限
移譲

・特別支援学校への就学奨励
に関する法律第２条、３条、５条
・高等学校等就学支援金の支
給に関する法律第４条、６条、
11条、15条、17条、18条
・高等学校等就学支援事業費
補助金（奨学のための給付金）
交付要綱第２条

特別支援教育就学奨励
事業等にかかる業務の
政令市への移譲

政令市における市立学校分の特別支援教育就学奨励
費、高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金の
各事業は、政令市と都道府県双方が内容確認してお
り、申請から支給決定まで時間がかかっていることから、
これらの事務を都道府県から学校設置者である政令市
へ移譲すること。

【現状】
　特別支援教育就学奨励費、高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金の各事業における就学のために必要な経費の支弁、受給資格の認定、支給決定等の事務は、都道府県の所管となっている。
【支障事例】
　平成29年度から県費負担教職員制度の見直しがなされ、給与負担の決定権限等が政令市に移譲されたが、特別支援教育就学奨励事業等は未だ都道府県で行うこととなっている。そのため、政令市が設置して
いる市立学校については、政令市が家庭から申請書類を受領し、内容確認を行った後、県に送付しているが、県においても申請書類を改めて確認、審査しており、事務が重複することによる非効率性や支給決定
までの期間の長さが課題であり、保護者からも「いつ頃支給されるのか」という問い合わせがある。
※兵庫県における各制度の政令市分の事務量及び推定所要時間

・特別支援教育就学奨励費：約1,000人　所要時間219時間
・高等学校等就学支援金：　約5,200人　所要時間191時間
・高校生等奨学給付金：約1,000人　所要時間230時間

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 兵庫県、洲本
市、和歌山県、
鳥取県、徳島県

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

・地方税法附則第７条第１項
・地方税法施行規則附則第２
条の４、第55号の７
・「地方税法の施行に関する取
扱いについて」第２章24の６
(6)、(7)

寄附金税額控除に係る
申告特例通知書の様式
の見直し

ふるさと納税における「寄附金税額控除申告特例通知
書」について、申告特例の求めを行った者１人につき１
枚の様式で通知しているが、複数の者を一覧表として
通知できるよう当該様式に見直すこと。

【現状】
平成 27 年度税制改正において、ふるさと納税ワンストップ特例制度が導入され、確定申告が不要な給与所得者等は、寄附金を支出する際に寄附先団体に対して申告特例の求めを行うことにより、確定申告を行
うことなく、ふるさと納税に係る寄附金控除が受けられるようになった。
当該申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例の求めを行った者の住所の所在地の市町村長に対し、当該者の寄附金額等を「寄附金税額控除に係る申告特例通知書」により通知することとなってい
る。
【支障事例】
同通知書は、申告特例の求めを行った者1人につき1枚作成しなければならず、申告特例を求める人が多数の場合は、相当数の通知書を作成する必要がある。また、通知書は、住所、氏名、個人番号、性別、生
年月日、電話番号、合計寄附金額を記載するが、個人番号については厳重な取扱いを要することから、通知書を多数作成しなければならない場合は、作成の手間に加え、情報管理等の負担が重たくなっている。
なお、通知書の受け手側の市町村については、一覧表であっても、一枚づつであっても、作業に大きな変化はなく、むしろ一覧表で管理し入力したほうが作業はしやすくなると思われる。ただし、「名寄せの際に事
務が繁雑になる」、「複数の様式が存在すると手続きミスにつながりかねない」との意見もあることから、様式を一覧表に統一する際には電子データによるやりとりを可能とされたい。
【参考　洲本市申告特例通知実績】
平成28年１月１日～12月31日寄附分　通知：5,051通（人）、660団体・区　※推定作業時間　5,051通×５分/１通＝約421時間
※1通の通知書作成は約５分程度

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 兵庫県、滋賀
県、京都府、大
阪府、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
大阪市、関西広
域連合

総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方自治法第291条の２、第
291条の３

広域連合の規約の変更
における大臣許可の撤
廃

広域連合の規約の変更にあたり、広域連合が当該事務
を実施することについて既に関係省庁との調整が終
わっている事務の追加については、総務大臣の許可を
不要とし届出制とすること

関西広域連合において、まち・ひと・しごと創生法第９条第１項に規定する計画を策定するため、規約の変更手続きを行ったが、当該案件は、平成27年度の提案募集において、内閣府とまち・ひと・しごと創生本部
との間で、広域連合が計画の策定主体となることについて確認済みであったにもかかわらず、申請から総務大臣許可まで１か月半以上（３月31日関西広域連合から申請、５月20日総務大臣許可）の期間を要し
た。
昨年度の提案募集では、総務省から、「許可は、①地方自治法に定められた手続により申請されていないこと、②地方自治法第291条の３第２項に規定する国の関係行政機関の長との協議が調わないこと、③住
民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、規約の変更が著しく不適当であると認められることのいずれにも該当しないことを確認するため必要」との回答があった。
しかし、①について、広域連合の事務所の位置等を変更する場合は関係地方公共団体の協議は必要であるが、国に対しては報告でよいとされており①だけをもって許可制とする理由とはあたらない。加えて、同
法により定められた手続きにより申請されているかどうかは、各構成府県市議会の議決証明及び当該広域連合議会の議決証明により、関係地方公共団体の協議を経た上で定めたことが明らかである。また、②・③
については、提案募集方式や要請権により関係省庁との協議を行ったうえで広域連合が実施することとされたものについては、改めて総務大臣の許可までは必要がなく、届出で充分だと思われる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 都道府県 兵庫県、洲本
市、滋賀県、大
阪府、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
神戸市、関西広
域連合

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

・地域再生法第13条第１項
・地方創生推進交付金制度要
綱
・地方創生加速交付金制度要
綱

地方創生推進交付金の
抜本的な見直し

１　地方創生加速化交付金で実施していた事業を引き
続き地方創生推進交付金で実施する場合や、地方創
生推進交付金で実施していた事業の変更申請を行う場
合でも事前着手が認められず、事業の継続的な実施が
困難となる等の支障があるため、事前着手の制約を排
除すること。
２　評価基準は示されているものの曖昧であり、不採択
理由が明示されないため、どのような点が評価されな
かったか地方側では分からないことから、再申請にあた
り事業内容の見直しができない。このため、これまでの
交付金の申請結果を踏まえ、改めて具体的な評価基準
を示すこと。

【現状】
　地方創生推進交付金は、地域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に資する事業の効率的かつ効果的な実施を図るために創設され、地方一般財源が平成30年まで平成27年度水準に据え置かれているなか、
地方にとっては貴重な財源となっている。
　しかし、対象分野や対象経費の制約が多く、事前着手が原則認められておらず機動性がないこと、採択基準が曖昧であり、申請事業の採択、不採択の見通しが立ちにくいことなど、地方主体の取組の実施が困
難になっている。
【１の事例】
　プロフェッショナル人材事業は内閣府の後押しもあり、平成27年12月にスタートし、平成28年度は都道府県事業として地方創生加速化交付金により実施した。平成29年度は、内閣府から地方創生推進交付金で
実施するよう通知があり、本県でも交付申請を行ったが、継続事業にもかかわらず年度当初の交付決定がなされていない。特例的に５月１日からの着手は認められたが、４月からの１ヶ月間は地方側で予算措置せ
ざるを得ない状況である。
　また、洲本市では、神戸市、芦屋市、淡路市とともに「２市１島プロモーション事業」を申請し、平成28年11月に採択された。その後、交付額の範囲内で事業内容の変更が生じたため変更申請したが、変更申請し
た部分は未だ交付決定されておらず、４月当初から事業が実施できない。
【２の事例】
　本県から交付申請した「“兵庫人”を育成する教育の振興」や「若者定着・還流プロジェクト」の「中小企業創生人材確保事業」、「中小企業所得向上プロジェクト」等が不採択となったが、不採択の理由については
明示されていない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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09_土木・
建築

都道府県 兵庫県、多可
町、和歌山県、
鳥取県、徳島
県、京都市

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩
和

・測量法第21条第3項、第22
条、第24条
・地積調査作業規定準則第38
条

四等三角点の柱石の復
旧等に係る権限の市町
村への付与

１　地籍測量の基準となる四等三角点が亡失や傾斜等
使用不能となった場合、国有財産のため国土地理院に
よる復旧を待たざるをえず、測量作業が遅れることがあ
る。このため、柱石の復旧について、国に報告した上で
市町村でも実施できるよう権限を付与すること。
２　地籍調査終了後、国土地理院により廃点処理される
四等三角点があるが、地籍調査が完了しても測量の基
準として四等三角点を使うことがある。このため、市町村
が求める場合には地方自治体が設置した公共基準点と
同様に市町村が管理できるようにすること。

【現状】
　基準点は測量の基礎として、公共測量、地籍測量、地殻変動観測等の他、都市計画等に必要な地図作成に使用される。
　そのうち、四等三角点は、国土調査による地籍測量のために設置されたものであり、地籍測量の与点（経度・緯度・標高の基準になる点）として使用される国有財産である。
　このため、四等三角点を公共測量の与点として使用する際には、使用承認申請を国土地理院に届出することとなっており、また、当該四等三角点に異状があれば現況調査報告書により報告し、工事等の支障に
なる場合は、移転の請求を行うこととなっている。
【支障事例】
　四等三角点は、地籍調査完了後も、公共測量等の基準点として使うことがあるため、亡失や傾斜、異常による使用不能は事業に支障が生じる。しかし、市町村が自ら復旧することができず、国土地理院が復旧を
行うが、一ヶ月程度時間を要すため、地籍測量の作業等の進捗に支障を来たす。
　また、地籍調査終了後、成果に何らかの異状がある等存続の必要性の低いものや費用対効果の観点から廃点することが望ましいと判断できるものは措置対象点となり、廃点が進められる。このため、市町村が測
量において四等三角点を使おうとしても廃点となっており使えないため、他の国家基準点の活用等測量の計画を見直す必要が生じることがある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【国土交通省】
（14）旅行業法（昭27法239）

災害ボランティアツアーについては、地方公共団体や社会福祉協議会が関与し、一定の要件を満たす場合には、旅行業の登録なく実施が
可能であることを、都道府県に通知する。
 ［措置済み（平成29年７月28日付け観光庁参事官（産業政策担当）通知）］

６【国土交通省】
（23）小型船舶の登録等に関する法律（平13法102）
小型船舶の所有者に関する登録情報については、地方公共団体の意向を踏まえつつ、円滑な不法係留船対策の実施に必要な範囲内で、地
方公共団体が当該情報を無償で取得できる仕組みを平成30年中に構築する。

― 不法係留船対策の実施に必要な小型船舶の所有者に関する登録情報を地方公共団体
に無償で提供することとした。

【国土交通省】不法係留船対策に使用する小型船舶の所有者に関する登録情
報を無償で提供する仕組みについて（平成30年12月26日付け国海査第388号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_282

国土交通省海事局検査測度課

― ― ― ― ― ―

６【文部科学省】
（10）特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭29法144）

市町村が設置した特別支援学校の児童生徒に係る特別支援教育就学奨励費については、支弁に係る事務負担の軽減策について検討し、
平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（16）高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平22法18）
市町村が設置した高等学校等の生徒に係る高等学校等就学支援金については、支給に係る事務負担の軽減策について検討し、平成30年中
に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【文部科学省】
（７）特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭29法144）

特別支援教育就学奨励費の支弁に係る事務については、都道府
県教育委員会等の事務負担の軽減を図るため、当該事務手続に係
る質疑応答集を作成し、都道府県教育委員会等に2018年中に周知
する。
（11）高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平22法18）

高等学校等就学支援金の支給に係る事務については、都道府県
教育委員会等の事務負担の軽減を図るため、個人番号を活用したシ
ステムの運用を 2019 年度から開始する。

特別支援教育就学奨励費の支弁に係る事務負担の軽減を図るため、質疑応答集を作
成・周知した。
高等学校等就学支援金の支給に係る事務について、個人番号を活用したシステムを導
入した。

【文部科学省】「特別支援教育就学奨励費Ｑ＆Ａ集」の周知について（平成30年
12月25日付け文部科学省初等中等教育局特別支援教育課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_284

文部科学省初等中等教育局特別
支援教育課

６【総務省】
（９）地方税法（昭25法226）
（ⅰ）都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人住民税における寄附金税額控除（ふるさと納税）の申告特例通知書の送付（附則７
条）については、地方公共団体における事務の簡素化等を図るため、地方税電子化協議会と協議を行いつつ、地方税ポータルシステム
（eLTAX）を活用して電子的送付を可能とする方向で検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

― ― ― ― ― ―

６【内閣府】
（22）地方創生推進交付金

地方創生推進交付金については、以下の措置を講ずる。
（ⅰ）新規事業及び継続事業について、年度当初からの着手が可能となるよう、申請等のスケジュールの前倒し及び申請に係る事務連絡等の
早期発出について検討する。
（ⅱ）地方公共団体の事務の負担軽減や円滑化等の観点から、申請に係る実施計画書について記載内容の簡素化を図るなど、引き続き運用
の改善を図る。
（ⅲ）事前相談や説明会等の機会を通じ、地方公共団体が行う事業内容の検討のために参考となる情報提供や助言等に引き続き努める。

６【国土交通省】
（４）測量法（昭24法188）

四等三角点等の測量標については、異状があった場合（21条３項）の円滑な復旧及び地方公共団体による公共測量の円滑な実施に資する
よう、異状があった場合や災害等が発生した場合の復旧に向けた対応及び必要となる手続、廃棄する場合（23条）の具体的な手続等につい
て、地方公共団体に平成30年中に周知する。

【国土交通省】平成29年度地方分権改革に関する提案募集に係る閣議決定に
ついて

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_288



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
求める措置の具体的内容年

年別
管理

分野
提案団体
の属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）

H29 289

05_教育・
文化

都道府県 北海道 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

博物館法第１９条 公立博物館の所管を地
方公共団体の首長とす
ることの容認

国の観光ビジョンや成長戦略に呼応し、歴史文化資源
を地方創生につなげるとともに２０２０年開設の「国立ア
イヌ民族博物館」と共鳴する公立博物館との協力体制
等を確立するため、公立博物館の所管を教育委員会が
担う規定（博物館法第１９条）を、地方自治体の実情に
応じて、条例で所管部局を決定できるよう改正を行うべ
きである。

【博物館法をめぐる現状の観点から】
　全国の博物館の3/4を占める首長所管博物館と、その学芸員に法的根拠がなく、信頼性の向上や安定的人材確保につながっていない。

【文化財の活用の観点から】
　国で提唱している「文化芸術資源を活用した経済活性化」について、本道でも知事所管の「北海道博物館」や、明治初期からの歴史的建造物を移築復元した野外博物館「北海道開拓の村」等において、インバ
ウンド拡大に向けた取組を展開中。登録博物館は、教育委員会から首長部局への事務委任等が可能だが、行政資源の最大活用やスピード感ある施策展開には、首長が最終決定できる体制が必要。登録博物館
の「設置及び運営上望ましい基準」（法8条）を首長所管博物館に当てはめ、質の維持・高度化が必要。

【博物館のネットワークの観点から】
　国と他の博物館の緊密な連携協力等（法３条）が高まる中、2020年開設の「国立アイヌ民族博物館」を核に全国連携や、大規模災害に備えた応援体制の確立が急務。国内博物館が「登録博物館」として連携す
ることが必要。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

都道府県 和歌山県、橋本
市、御坊市、紀
の川市、岩出
市、かつらぎ町、
九度山町、湯浅
町、有田川町、
京都府、大阪
府、兵庫県、徳
島県、大阪市、
神戸市、関西広
域連合

内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

子ども・子育て支援法第１９条、
第２１条、第２３条第４項

子ども・子育て支援法に
おける支給認定の職権
変更事務の簡素化

子ども・子育て支援法における支給認定について、第３
号から第２号への職権変更認定の時点を、年度当初の
４月１日など、一定の基準日を設ける。

子ども・子育て支援法第１９条第１項第３号に係る認定から同項第２号に係る認定に切り替わる場合には、同法第２３条第４項により市町村は職権で変更認定をすることができる。しかし、現行制度では子どもが満３
歳に達する都度に支給認定の変更手続きを行うこととなるため、事務が煩瑣となっている。事務の簡素化のため、上記の職権変更においては、第２号認定の時点を、満年齢到達時点ではなく、年度当初の４月１日
など、一定の基準日を設けるよう改められたい。
なお、支給認定事務は、保護者の申請による変更と職権変更とを合わせ、毎月相当な件数の事務が発生している。そのような状況で職権変更の手続きだけでも年1回に集約できれば、事務の漏れも少なくなり負
担軽減となる。４月の事務量が増加することは考えられるものの、毎月の職権変更事務がなくなることの負担減の方が市町村にとってのメリットが大きい。

（参考）平成28年度の職権による変更認定件数
○和歌山市・・・約１，３００件
○御坊市・・・１１７件
○岩出市・・・２４７件
○かつらぎ町・・・７５件

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

中核市 船橋市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

生活困窮者自立支援法施行規
則第5条

生活困窮者就労準備支
援事業の利用期間の延
長

生活困窮者就労準備支援事業の利用期間は、生活困
窮者自立支援法施行規則第5条によって、「一年を超え
ない期間」となっている。同条第2号を創設し、「前号に
該当する者に準ずる者として都道府県等が当該事業に
よる支援が必要と認める者であること。」を加えることで、
利用期間の延長できる場合を認めてほしい。

生活困窮者就労準備支援事業の対象者は、「社会との関わりに不安がある」「他人とのコミュニケーションがうまく取れない」など、直ちに就労が困難な人であるため、支援期間が一年で終わらない場合がある。就
労準備支援事業が一年以上使えない場合には、自立相談支援事業による就労支援に引き継がれるが、就労準備支援事業のプログラムにあるグループワークや実習体験等を利用できず、個別支援のみになって
しまうため、利用者にとって効果的な支援を行うことができなくなっている。
なお、制度開始後2年間の統計データ（平成27年4月1日～平成29年3月31日）については、就労準備支援事業の利用者数65名のうち、利用期間1年で一般就労とならなかった利用者数は、約３割の21名。そのう
ち、自立相談支援事業による就労支援に移行した利用者数は8名で、その他は、自立相談支援事業による就労支援に移行せず生活保護を受給することとなった7名、障害福祉サービスの就労移行支援を受ける
こととなった6名である。自立相談支援事業による就労支援に移行した利用者数8名のうち7名は、現在も支援中であり、一般就労にはなっていない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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03_医療・
福祉

中核市 船橋市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

介護保険法第七十条の二　他
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律第四十一条　他

介護保険指定居宅サー
ビス及び障害福祉指定
サービス事業所の指定
に係る有効期間の定め
について弾力的な運用

介護保険指定居宅サービス及び障害福祉指定サービ
ス事業所の指定に係る有効期間の定めについて弾力
的な運用が可能となるよう見直しを求める。

現在は、介護サービス事業者や障害福祉サービス事業者においては、サービスに係る指定の更新を６年ごとに受けなければならないと規定されていることから、複数のサービスの指定を受けている事業者におい
て、サービスごとに指定の有効期限が異なっている場合には、それぞれのサービスごとに更新が必要となっているため、その更新ごとに申請書類や添付書類の準備しなくてはならず、事業者にとって大きな事務負
担となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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01_土地利
用（農地除
く）

一般市 松原市 国土交通省 A　権限
移譲

都市計画法第15条第1項 区域区分の決定・都市
計画区域の整備、開発
及び保全の方針の決定
権限の移譲

都市計画法第15条第1項において「次に掲げる都市計
画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定め
る。
一 　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関
する都市計画
二 　区域区分に関する都市計画」と規定されているが、
区域区分の決定と都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針について、市への権限移譲を求める。

本市が市街化区域への編入を希望している区域であっても、大阪府が定める区域区分変更の基本方針に適合しない場合は、市街化区域へ編入できない。 ―

H29 294

02_農業・
農地

町 多可町 農林水産
省、国土交
通省

B　地方
に対する
規制緩
和

市民農園整備促進法
特定農地貸付けに関する農地
法等の特例に関する法律

市民農園を開設できる
者の要件の緩和

法人格を持たない集落等の任意団体についても、市民
農園の開設主体となれるようにしていただきたい。

現在、本町においては、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づき、２つの市民農園を開設している。
これらの市民農園については、開設時に設置期間を20年に設定しており、20年経過後は、農地に復旧するか、または現在管理を委託している集落(任意団体)に農園を譲渡し、引き続き運営を行ってもらうことを考
えている。
しかしながら、現行制度では、任意団体は農地の貸付等の行為ができず、市民農園の開設主体とることができない。この解決策としては、任意団体の法人化等が考えられるが、集落にとっては法人化手続き等が
高いハードルと感じられ、法人化には消極的である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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08_消防・
防災・安全

中核市 豊橋市 内閣府、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

・防災のための集団移転促進
事業に係る国の財政上の特別
措置に関する法律施行令第1
条

・南海トラフ地震に係る地震防
災対策の推進に関する特別措
置法第12条第1項第4号

「防災のための集団移転
促進事業に係る国の財
政上の特別措置に関す
る法律」の対象要件の緩
和

「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の
特別措置に関する法律」の対象要件について、要配慮
施設単独移転の場合でも措置の対象とする。

防災集団移転促進事業として国庫補助を受けるためには、その区域が10戸以上の規模である必要がある。ところが、本市南部に位置する津波浸水被害が予測されるエリアにおいて、老人福祉施設・特別養護福
祉施設が存在するものの、周囲に住宅等が存在しないため、集団移転事業としての要件を満たさず措置対象とならない。

※南海トラフ特措法においては、集団移転に関連して、移転が必要と認められる高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るために特に配慮を要する者が利用する施設（要配慮施設）
の用に供する土地も当該補助の対象として認められている。

―
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03_医療・
福祉

中核市 和歌山市 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

子ども・子育て支援法、児童福
祉法、就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律、平成29
年３月８日「自治体向けFAQ
【第15版】」206

認定こども園固有の「子
育て支援事業」及び「地
域子育て支援拠点事
業」の重複解消

地域子育て支援拠点事業の委託を受けていた保育所・
幼稚園が認定こども園に移行した際に生じる、地域子
育て支援拠点事業と子育て支援事業の実施の重複解
消

認定こども園については、「地域における子育て支援を行う機能」を持つ施設として認定を受けているが、一方で、「地域子育て支援拠点事業」の委託を受けていた保育所等が認定こども園に移行した際、「自治
体向けFAQ」によれば移行前の保育園（又は幼稚園）時代に受託していた「地域子育て支援拠点事業」をやめることがないよう強くお願いするとし、市町村に対して事実上義務付けがされている。
FAQによれば、「認定こども園・幼稚園・保育所と、地域子ども・子育て支援事業の１つである地域子育て支援拠点事業とは、相互に独立した事業」であることが示されているが、認定こども園の「子育て支援事業」
と「地域子育て支援拠点事業」は、創設目的や事業内容が共通しており、「地域子育て支援拠点事業」と認定こども園の「子育て支援事業」を一体的に行う場合、実施体制はほとんど変わりなく、外観上、利用者か
ら双方の違いが明確でないため、混乱を招いている。
認定こども園に対し、「地域子育て支援拠点事業」を委託する際に、重複感があるため、今後本市の地域子育て支援拠点事業を保育所・認定こども園で実施する場合には、本園と別施設にて実施することを求め
ることで、効果的に「地域子育て支援拠点事業を設置していきたい」と考えているため、FAQによる事実上の義務付けについて見直しを求めるとともに、認定こども園固有の「子育て支援事業」及び「地域子育て支
援拠点事業」それぞれの要件・効果等違いについて、明確化されたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html
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12_その他 中核市 郡山市 総務省 B　地方
に対する
規制緩
和

「通知カード及び個人番号カー
ドの交付等に関する事務処理
要領　第2　3（1）及び（2）
「転入後に交付申請を行った者
に係る個人番号カードが転出
地市区長村に送付された場合
の事務処理について（平成28
年2月4日付け総行住第18号通
知）」
「「個人番号カード交付申請か
ら発行までの間に在留期間が
満了した外国人住民の申請が
自動的に交付取りやめとなる事
象」に係る情報提供及び市町
村で実施する対応について（平
成28年9月21日付け事務連
絡）」

マイナンバーカード申請
受付の条件緩和化

通知カードに付属するマイナンバーカード申請書につ
いて、氏名・住所等の記載事項が変更になった場合、
同申請書によるカードの申請はJ-LISで受付できなく
なってしまうが、これを受付可能にすること。
また、手書き用の申請書を用いてマイナンバーカードを
申請する際、12桁のマイナンバーを書き忘れると申請
が受付にならない上に住民への連絡も行われないた
め、混乱が生じていることから、申請を受け付けるか又
は、不備の連絡を住民に行うようにすること。

【制度改正の経緯】
・転居等により通知カードの記載事項が変更になった後、通知カード付属の申請書等最新でない申請書ID が記載された申請書で、住民が申請を行うとマイナンバーカードが作成されない。
・申請書にマイナンバーを書き忘れる等により、カードが作成されない。
・市区町村を跨ぐ異動後に、転入前に通知カードとともに送付された最新でない申請書ID が記載された申請書で申請を行ったため、マイナンバーカードが転入前市区町村へ送付され、転入前市区町村が転入市
区町村へ、当該カードを廃棄した旨を連絡する必要が生じている。
等事務が煩雑となっている。
また、外国人住民による在留期間更新前の交付申請について、在留期間更新前に作成された通知カード付属の申請書を用いた申請については受付可能である。しかし、在留期間更新を迎え在留期間を更新し
た後に、既に送付されている申請書で交付申請を行い、かつ、同時期に市区町村側が当該住民の申請書ID を更新した場合は、J-LIS から当該住民の情報提供を受け、市区町村がJ-LIS へ在留期間等満了に
伴う申請依頼を行ったとしても、当該住民の申請が受け付けられず、同通知のサービスが利用できない。
【支障事例】
（住民側）
上記によりカードを申請したが作成されない住民が出ている（月10件程度）
（市区町村側）
住民が氏名・住所等の変更手続を行う際に、新しい申請書ID が記載された申請書を作成・交付する事務負担が発生している。
外国人住民が入国管理局等で在留期間更新の手続を行った際、市区町村窓口を経由しないため、通知カードに付属するマイナンバーカード申請書が使用不可になったことを口頭で伝えるタイミングが存在しな
い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【文部科学省】
（９）博物館法（昭和26法285）及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31法162）

公立博物館については、まちづくり行政、観光行政等の他の行政分野との一体的な取組をより一層推進するため、地方公共団体の判断で条
例により地方公共団体の長が所管することを可能とすることについて検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

＜平30＞
６【文部科学省】
（６）社会教育法（昭24法207）、図書館法（昭25法118）、博物館法（昭
26法285）及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法
162）

公立社会教育施設については、社会教育の適切な実施の確保に
関する一定の担保措置を講じた上で、地方公共団体の判断で条例
により地方公共団体の長が所管することを可能とする。

公立社会教育施設（博物館、図書館、公民館等）について、地方公共団体の判断によ
り、教育委員会から首長部局へ移管することを可能とした。

【文部科学省】
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律による社会教育関係法律等の改正について(令和元年６月７
日付け文部科学省総合教育政策局長通知)

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_289

文部科学省総合教育政策局地域
学習推進課

６【内閣府】
（19）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅱ）子どものための教育・保育給付の認定（19条１項）については、以下のとおりとする。
・平成29年度中に府令を改正し、職権による支給認定の変更に関する市町村（特別区を含む。）の事務負担を軽減できるよう、認定手続や保
護者への通知に関する事務について、一括処理を可能とすること等の必要な措置を、平成30年度から講ずる。
・子ども・子育て支援法附則２条４項に基づき、同法の施行後５年を目途として行う検討の際に、制度全体の見直しの中で、上記認定手続等の
事務負担の軽減措置の状況等も踏まえ、支給認定の在り方について検討を行い、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。

― ３号認定から２号認定への職権による区分の変更について、区分が切り替わるごと（満３
歳の誕生日を迎える児童が発生するごと）に対象者に対して通知が必要であったものを
年度の末日までに通知をすれば良いこととする見直しを行った。

【内閣府】子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（平成30年
内閣府令第21号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_290

内閣府子ども・子育て本部

６【厚生労働省】
（33）生活困窮者自立支援法（平25法105）
（ⅰ）生活困窮者就労準備支援事業（２条４項）の１年間という利用期間の制限については、短期間で集中的に支援を行い、不安定な状態を継
続させないという意義がある一方で、長期にわたってひきこもりの状態が続いていた者など、少しずつステップアップしていく者もいることを考慮
した上で、改めてアセスメントを行い、再度、個々人の自立を支援するための計画に当該事業による支援を位置付けることは実行上可能である
ことも含め、その取扱いを明確にする方向で検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（34）生活困窮者自立支援法（平25法105）
（ⅰ）生活困窮者就労準備支援事業（３条４項）の１年間という利用期
間の制限については、改めてアセスメントを行った上で、個々人の自
立を支援するための計画に当該事業による支援を再度位置付けるこ
とにより、当該事業を再び利用することは実行上可能であることを明
確化するため、「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュ
アル」を改訂し、その旨を都道府県、指定都市及び中核市に2018年
中に通知する。
[措置済み（平成30年10月１日付け厚生労働省社会・援護局長通
知）]

【厚生労働省】生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの改訂に
ついて（平成30年10月１日付け社援発1001第１号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_291

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅶ）指定居宅サービス事業者の指定の更新（70条の２第１項）、指定地域密着型サービス事業者の指定の更新（78条の12において準用する
70条の２第１項）、指定居宅介護支援事業者の指定の更新（79条の２第１項）、指定介護老人福祉施設の指定の更新（86条の２第１項）、介護
老人保健施設の許可の更新（94条の２第１項）、指定介護予防サービス事業者の指定の更新（115条の11において準用する70条の２第１項）、
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新（115条の21において準用する70条の２第１項）、指定介護予防支援事業者の指定の
更新（115条の31において準用する70条の２第１項）及び地域支援事業の第１号事業（第１号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保
険者に係るものに限る。）の指定の更新（115条の45の６第１項）については、指定有効期限が異なっている場合にも指定有効期限を合わせて
更新することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。

（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
（ⅰ）指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新（41条１項）、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援
事業者の指定の更新（51条の21第１項）並びに指定自立支援医療機関の指定の更新（60条１項）については、指定有効期限が異なっている
場合にも指定有効期限を合わせて更新することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。

― ― ― ― ― ―

６【農林水産省】
（７）特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律（平元法58）及び市民農園整備促進法（平２法44）
市民農園の開設の申請については、代表者の定めのある法人格なき社団が申請を行う場合、社団名において、その代表者がその社団を代表
して市民農園の開設の申請を行うことができること及び当該申請において市町村等が確認すべき事項並びに代表者が変更になった場合には
市町村等に代表者の変更の届出を行うことで行政上の手続を完了できることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

― 【農林水産省】法人格なき社団による市民農園の開設の手続等について（平成
30年３月27日付け29農振第2590号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_294

― ― ― ― ― ―

６【内閣府（３）】【文部科学省（５）】【厚生労働省（５）】
児童福祉法（昭22法164）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）及び子ども・子育て支援
法（平24法65）
地域子育て支援拠点事業（子ども・子育て支援法59条９号及び児童福祉法６条の３第６項）を委託している幼稚園や保育所が認定こども園に
移行する場合には、これまで一律に市区町村に当該事業の委託の継続を強く求めてきたが、市区町村の実情に応じて適切に委託の継続の可
否が判断できるよう、当該事業と子育て支援事業（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律２条12号）の要
件・効果等の違いを明確化することを含め、「FAQ」の内容を見直し、地方公共団体に平成29年度中に周知する。

６【総務省】
（15）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅵ）氏名・住所等の記載事項変更後に、通知カードに付属する交付申請書を利用して個人番号カードを申請した場合については、変更後の
情報を申請者が明記することを前提として、受付を可能とする方向で検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。
また、手書き用申請書を利用して個人番号カードを申請した場合であって、当該申請書の記載に不備があった場合については、不備と判断す
る理由を明記した書面等により地方公共団体情報システム機構から住所地市町村（特別区を含む。）へ情報提供を行うこと等により、両者が連
携して申請受付事務を円滑に行えるよう対応方法の改善に努める。
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H29 298

03_医療・
福祉

中核市 郡山市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

生活保護法第78条の2
生活保護費の費用返還及び費
用徴収決定の取り扱いについ
て（平成24年7月23日社援保発
0723第1号）（第1次改正平成
26年4月25日社援保発0425第
4号）（第2次改正平成28年3月
31日社援保発0331第3号）

生活保護法第78条の2
の保護金品等の調整時
における上限額への弾
力的運用

生活保護法第78条の2による費用徴収における保護金
品等との調整の中で定められている上限について、保
護受給者の同意と福祉事務所の判断があれば裁量を
加えられるようにしたい。

生活保護法第78条の2による費用徴収における保護金品等との調整においては、「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて（平成24年7月23日社援保発0723第１号厚生労働省社会・援護局
保護課長通知）」により上限が定められているが、保護受給者が上限額以上の金額を返還する意思がある場合でも、保護金品等との調整を行うことができず、納付書等によって収めなくてはならない。
この場合、高齢世帯、障害世帯、傷病世帯が8割を占める生活保護受給者がわざわざ無理をして毎月足を運び金融機関へ納付書を持参の上で納付することとなるとともに、福祉事務所において、納付書の作成
や送付事務が発生するなど、非常に大きな負担が生じている。
また、納付漏れ等の場合には、電話や訪問による催促や督促状の送付など、新たな業務が発生するほか、当初の計画通りに納付がされず、期間が長期化することもある。
さらに複数世帯の場合、世帯員数によらず一律の上限が示されているため、多人数世帯の場合であっても1万円を超える徴収については納付書によらざるを得ない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 299

08_消防・
防災・安全

町 岩泉町 内閣府 B　地方
に対する
規制緩
和

災害弔慰金の支給等に関する
法律第10条

災害援護資金の貸付利
率を条例で引き下げるこ
とが可能となるよう見直し

災害援護資金は、災害弔慰金の支給等に関する法律
に基づき、市町村が被災者に貸し付けるもので、市町
村は債権管理等の運営事務費に見合うものとして貸付
利率（年３％）を被災者より徴収しているところ。
この貸付利率（年３％）については、法律で定められて
おり、昨今の市中金利と比較して高いのではないかと考
えられ、被災者のニーズに対応できないため、市町村
が貸付利率を条例で引き下げることが可能となるように
制度改正をお願いしたい。

岩泉町においては、東日本大震災では12名の被災者が災害援護資金の貸付を受けているが、平成28年台風第10号では３人の貸付にとどまっている状況にある。 https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 300

03_医療・
福祉

一般市 直方市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

子ども・子育て支援法、児童福
祉法、児童福祉法施行規則、
一時預かり事業実施要綱

一時預かり事業に係る人
員基準の見直し

一時預かり事業に係る人員配置要件の見直し 一時預かり事業の実施においては、現行でも保育所等と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員による支援を受けられる場合に、保育士１名で実施可能とする等の緩和がされているが、当市では、保育士
不足が深刻であり、国基準の一時預かり事業を実施できていない。
そのため、市の単費で、保育士１名による独自の一時預かりを実施しているが、市独自の一時預かりでさえ、市内の保育所14施設中１施設しか実施できていない状況にある。
平成28年度の市独自の一時預かりの実施件数は延べ20件であり、「就職面接があり、他に預かりを行うあてがない」等の理由で利用されており、突発的に需要が生じた際に需要に応える人員を確保することが重
要であるが、現行の最低２人の人員配置要件を確保することに苦慮している。
例えば、保育所等と一体的に一時預かり事業を実施し、当該保育所等の職員の配置が加配（配置基準より多く配置）されており、その支援を受けられる場合で、利用児童数が少ない場合に、下記①又は②の人員
配置で一時預かり事業を実施できるよう求める。
①保育士資格を有しないが当該施設で十分な業務経験を有する者１名
②子育て支援研修修了者１名

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 301

03_医療・
福祉

一般市 東近江市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

保育対策総合支援事業費補助
金の国庫補助について、保育
対策総合支援事業費補助金交
付要綱、多様な保育促進事業
の実施について

医療的ケア児保育支援
モデル事業における補
助要件の緩和

この事業は、地方公共団体において看護師を雇い上げ
た際の費用が補助されるが、看護師は「必要に応じて
派遣を行う」とされており、医療的ケア児の体調等で事
情が変わることが多いため、看護師を保育所等への「常
駐」とする形態が必要であることから、これに対して補助
をお願いしたい。
一方、民間保育所等が直接看護師を雇い上げた場合
は補助対象外となるため、医療的ケア児の受入れを行
う民間保育所等が自ら看護師を雇い上げた場合も、補
助対象としていただきたい。

家庭の事情や体調不良等で、医療的ケア児が保育所に不在の場合は、看護師の配置は不要ではあるが、例えば保護者の都合により、急に保育所等で受入れを要望された場合の体制を整えておく必要があると
考える。
また、地方公共団体が雇い上げた場合を対象としている事業ではあるが、民間の施設でも対象となることで、地域の保育の質の向上に寄与すると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka_yosan.html

H29 302

03_医療・
福祉

一般市 出雲市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
（平成二十六年四月三十日厚
生労働省令第六十三号）
・「放課後児童支援員等研修事
業実施要綱」

中学校卒業者について
放課後児童支援員認定
資格研修を受講可能と
すること

中学校卒業者について放課後児童支援員として勤務
できるよう見直し

○放課後児童健全育成事業においては、放課後児童支援員の配置が必要とされており、放課後児童支援員になるには、保育士等の基礎資格の保有者であり、かつ放課後児童支援員認定資格研修の受講を修
了しなければならない。
現行では、放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎資格を持たない無資格者は、①高等学校卒業者等であって、２年以上かつ２，０００時間程度児童福祉事業に従事したもの ②高等学校卒業
者等であって、２年以上かつ２，０００時間程度放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者で、市町村長が適当と認めたもの以外放課後児童認定資格研修の受講が認められていない。
○本市の放課後児童クラブには中卒であり、放課後児童クラブで勤務している者がいるが、現行では放課後児童支援員として勤務することができない状況にある。当該者は、補助員として勤務しなければならない
ため、子どもに寄り添い高い指導力を発揮しているにも関わらず、放課後児童支援員としてカウントされないため、モチベーションが下がっており、放課後児童クラブで今後勤務を継続することが難しい。また、当該
者がクラブにおいて主任支援員と同等の役割を担っているため、所属するクラブでは、平成３２年度からの経過措置期間終了後に安定的な現場運営体制を保つことができるのか非常に不安視をしている。
○放課後児童クラブは様々なバックグラウンドを持った子どもにとっての居場所であり、放課後児童支援員には、子ども達の受け入れにあたり、資質や知識が必要とされるが、必要な知識については、資質向上研
修の受講等により習得することは可能であり、放課後児童クラブで長年勤務し、経験を積んだ熱心な中卒程度の職員が、放課後児童支援員として活躍できる制度に見直すことで、放課後児童支援員を確保し、放
課後児童クラブの運営を充実させることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 303

03_医療・
福祉

一般市 出雲市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
（平成二十六年四月三十日厚
生労働省令第六十三号）
・「放課後児童支援員等研修事
業実施要綱」

児童厚生員に対する放
課後児童支援員の資格
要件の緩和

児童厚生員に対する放課後児童支援員の資格要件の
緩和

放課後児童クラブには、１単位につき、子どもの健康管理や遊びの提供を行う放課後児童支援員を原則2名配置しなければならない。
放課後児童支援員は、平成27年４月１日から放課後児童支援員認定資格研修の受講が義務付けられているが、市内では１クラブあたり平均1.7人しか受講できておらず（平成29年4月30日現在）、放課後児童クラ
ブの需要が年々増して、増設しており、長時間開所を求めるニーズが多い現状を鑑みると、平成31年度末までの経過措置期間中に、放課後児童支援員を必要数配置することが難しい状況にある。
児童厚生員資格は民間の資格であるが、放課後児童支援員認定資格研修の創設以前は、国からの委託を受けて実施されており、全国に資格保有者が3万4134人いる。当市においても、より適切な放課後児童ク
ラブ運営に資するため児童厚生員資格取得を推奨した経緯があり、児童厚生員資格を取得した放課後児童支援員が放課後児童クラブで勤務している。
児童厚生員資格は、児童の遊びを指導する者として、児童館や放課後児童クラブで勤務する者に対し、その目的や専門性を明確にするものであるため、子どもの発達の理解、子どもの遊び、保護者との連携や安
全対策など、放課後児童クラブで放課後児童支援員として従事するために必要な知識をカバーしている。
「放課後児童健全育成事業に係るQ&A等について」（平成29年３月31日付事務連絡）の「「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修ガイドライン」に係るQ&A」において、認定資格研修を受講しようとする
者が認定資格研修の科目と同等以上の内容を放課後児童支援員等資質向上研修等において受講した場合には、実施主体の判断により、当該者が当該認定資格研修の科目を受講したこととみなすことができる
とされているが、児童厚生員研修については、放課後児童支援員として従事するために必要な知識を網羅していることから、放課後児童支援員認定資格研修の受講を免除することが可能であると考える。
児童厚生員の資格保有者に放課後児童支援員としての資格を認める等、資格要件の緩和を行うことで、働き方改革実行計画に定められている「小１の壁」打破に向けた放課後児童クラブの受け皿の確保に資す
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 304

05_教育・
文化

町 添田町 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

・登録有形文化財建造物修理
の設計管理にかかる技術的指
導について（平成9年8月5日庁
保健第181号）
・文化財保存事業費関係補助
金交付要綱
・指定文化財管理費国庫補助
要項

国指定重要文化財の保
存修理を行う「主任技術
者」既承認団体への委
託時における設計監理
費の根拠の明確化

国庫補助を活用して国指定重要文化財の保存修理を
行う場合の「主任技術者」既承認団体への委託時にお
ける設計監理費の根拠の明確化

国庫補助を活用して国指定重要文化財の保存修理を行う場合においては、当該補助金交付要綱に基づき、文化庁の承認を受けた主任技術者を使用する必要がある。
また、「登録有形文化財建造物修理の設計管理にかかる技術的指導について（平成9年8月5日庁保健第181号）の二）」においては、主任技術者について、承認を受けた者の属する団体が定められており、この団
体以外については、必要に応じて補助事業ごとに承認を行うこととされている。
しかしながら、既承認団体に委託する際の設計監理費は、通常の建築工事に比して著しく高額であるとともに、その積算根拠が明示されないため、予算執行上の説明責任に苦慮している。
一方で、補助事業ごとに「主任技術者」の承認を得るためには、重要文化財建造物の修理又は施工監理等の「実務経験年数」を満たす必要があるが、実質的に既承認団体の在籍者・過去在籍していた者以外は
承認基準を満たすことができず、新規参入の障壁となっているのではないかと思われる。
　そのため、国庫補助を活用して国指定重要文化財の保存修理を行う場合の、「主任技術者」既承認団体への委託時における設計監理費の根拠の明確化が必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 305

03_医療・
福祉

指定都市 千葉市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

・障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するため
の法律に基づく指定計画相談
支援の事業の人員及び運営に
関する基準 （平成24年3月13
日 厚生労働省令第28号）第15
条第2項第6号及び第3項第2号
・児童福祉法に基づく指定障
害児相談支援の事業の人員及
び運営に関する基準 （平成24
年3月13日 厚生労働省令第29
号）第15条第2項第6号及び第3
項第2号

障害児者の相談支援に
おけるアセスメント及び
モニタリング実施場所の
規制緩和

福祉サービス利用の際における相談支援のアセスメン
ト及びモニタリングについて、利用者が通所している事
業所においても相談支援専門員が面接できるようにす
ることを求める。

障害児者の自立した生活を支えるためには、中立、公正な第三者によるケアマネジメントが必要となるが、事業者の参入が少なく、全ての利用者に対して適切なケアマネジメントが実施できていない。
また、相談支援におけるアセスメント及びモニタリングの実施について、利用者が通所している事業所での面接を希望することがあるが、アセスメント及びモニタリングは利用者の居宅、精神科病院又は障害者支援
施設（障害児相談支援にあっては居宅のみ）で面接を行うこととされているため、通所している事業所で行うことができず、相談支援専門員の業務に支障が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 306

03_医療・
福祉

指定都市 千葉市 法務省、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩
和

外国人からの生活保護の申請
に関する取扱いについて（平成
23年8月17日 社援保発0817第
1号）

入国後間もなく生活保
護の申請を行った外国
人への支給手続きにお
ける収集可能情報の充
実

入国後間もなく生活保護の申請を行った外国人に関し
て、当該外国人が在留資格の取得の際に地方入国管
理局に提出した立証資料の提供を、地方公共団体が
地方入国管理局に要請することができ、また、地方公共
団体からの情報提供の要請に対し、地方入国管理局が
情報提供することを義務付ける制度を求める。

○地方公共団体が行う外国人への生活保護の支給手続きにおいて、入国後間もなく生活保護の申請を行った外国人については、当該外国人が在留資格の取得の際に地方入国管理局に提出した立証資料の
提出を求めているが、本人が資料を用意できなかったり、提出資料が不十分と見受けられるケースが発生している。

○厚生労働省の通知によれば、切迫した状況にない中で理由なく立証資料の提出を拒んだ場合は、申請を却下しても差し支えないとされているが、外国人に対する生活保護の支給は、あくまで地方公共団体の
個別判断に委ねられており、生活保護支給の対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人とされていることに鑑みると、在留資格取得時の資産状
況等と生活に困窮している現状の双方を総合的に勘案して、支給の要否を決定する必要があると考えている。

○このため、
・入国後間もなく生活保護の申請を行った外国人が、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という在留資格の取得要件を満たしていたこと。
・当該外国人から提出された立証資料に漏れなどがないこと。
などを確認したいと考えているが、現行の法規定では、当該事項を確認できる資料を地方入国管理局から確実に入手する方法が存在せず、適切な審査事務の実施に大きな支障が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（15）生活保護法（昭25法144）
（ⅱ）費用等の徴収（78条）に基づき生じる債権についての78条の２による被保護者の申出に基づく保護費からの徴収については、保護の実施
機関が生計状況等について個別に把握した上で、生活の維持に支障がないと判断できる場合には、「生活保護費の費用返還及び費用徴収
決定の取扱いについて」（平24厚生労働省）に記載されている保護金品と調整する金額の上限に捉われない柔軟な対応が可能となるよう、当
該通知を平成30年度中に改正する。

― 【厚生労働省】「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」
の一部改正について（通知）（平成30年９月28日付け社援保発0928第２号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_298

６【内閣府】
（14）災害弔慰金の支給等に関する法律（昭48法82）
災害援護資金の貸付利率については、条例により市町村（特別区を含む。）の判断で設定できるようにすることとし、その旨を地方公共団体に
周知する。

― 災害援護資金の貸付利率について、市町村の判断により、条例で３％未満に設定するこ
とを可能とした。

【内閣府】（都道府県知事宛）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法律による災害弔慰金の支給等に関
する法律の一部改正について（平成30年６月27日付け府政防第847号内閣府政
策統括官（防災担当）通知）
【内閣府】（指定都市市長宛）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法律による災害弔慰金の支給等に関
する法律の一部改正について（平成30年６月27日付け府政防第847号内閣府政
策統括官（防災担当）通知）
【内閣府】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関
係法律の整備に関する法律による災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改
正等の施行について（平成31年１月30日付け府政防第81号内閣府政策統括官
（防災担当）通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_299

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官(被災者行政担当）

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅵ）一時預かり事業の職員配置（児童福祉法施行規則（昭23厚生省令11）36条の35）については、１日の子どもの受入れ数がおおむね３名以
下であって、当該事業が保育所等と一体的に運営されており、当該保育所等内の同一の場所において、保育所等を利用する子どもと合同で
預かる場合の職員配置等の在り方について検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【厚生労働省】児童福祉法施行規則の一部を改正する省令（令和2年3月26日厚
生労働省令第41号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_300

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員の基礎資格等については、一定の実務経験があり、かつ、市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとし、平成29
年度中に省令を改正する。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・認定資格研修の受講科目については、認定資格研修及び子育て支援員研修の実施状況に係る調査を踏まえ、子育て支援員研修(放課後
児童コース)修了者及び児童厚生員研修修了者について重複する科目を一部免除することについて検討し、平成30年度中に結論を得る方向
で検討する。その結果に基づいて平成31年度までに必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支
援法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８
の２第２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を
「参酌すべき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児
童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

放課後児童クラブに係る「従うべき基準」を参酌化し、国の基準を十分参照した上で、地
域の実情に合った基準を条例で定めることを可能にした。

【厚生労働省】児童福祉法（令和１年６月26日号外法律第46号）
【厚生労働省】児童福祉法新旧対照表（令和１年６月７日法律第26号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_303

厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課

― ― ― ― ― ―

６【厚生労働省】
（４）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
障害児及び障害者の相談支援については、相談支援の体制の充実や質の向上に向けた検討の中で相談支援専門員の確保の方策について
検討し、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭 22 法 164）及び障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律（平 17 法 123）
（ⅰ）障害児及び障害者の相談支援については、相談支援専門員の
確保の観点から、専門性の高い支援を行うための体制を適切に評価
する行動障害支援体制加算等を創設する。
［措置済み（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関
する基準の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 102
号））］

【厚生労働省】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改
正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 102 号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_305

６【法務省（４）】【厚生労働省（35）】
外国人に対する生活保護の適正な実施のための措置
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、保護の実施機関が、入国後間もなく生活保護の申請を行った外国人に対する
事務手続を行うに当たり、地方入国管理局に対して当該外国人が在留資格の取得の際に提出した立証資料の提供を求めた場合において、地
方入国管理局では行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平15法58）８条２項３号に基づき当該資料の提供が可能であることに
ついて、地方入国管理局及び地方公共団体に平成29年中に通知する。

― 【法務省】【厚生労働省】外国人からの生活保護の申請に関する地方入国管理
局への情報照会の取扱いについて（平成29年12月28日事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_306



平成26年～令和７年分　提案募集方式データベース
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H29 307

03_医療・
福祉

その他 北播磨こども発
達支援センター
事務組合わかあ
ゆ園

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

児童福祉法に基づく指定通所
支援の事業等の人員、設備及
び運営に関する基準第56条、
医療法第21条２、医療法施行
規則第21条の２

医療型児童発達支援に
おける医師の常勤要件
の緩和

指定医療型児童発達支援事業における医師の配置要
件の明確化

現在兵庫県でも医師不足は否定できない状況の中、当該施設は北播磨圏域に所在し、８８歳になる医師が常勤で勤務しており、後継者が居ない状況である。兵庫県や近隣の病院等へ非常勤医も含めた医師を
依頼をするも、見つからず、当該常勤医が欠けた後、現在のような勤務体制を確保することは極めて困難な見通しであり、近い将来閉鎖もしくは福祉型への変更を余儀なくされると考えている。そうなれば当園に通
園する児童と保護者への影響は免れず、成長期の子供の療育が出来なくなる。また、福祉型へ移行すればドクターの指導の下の療育は行えないことと、外来児の受け入れや訓練が出来なくなるとともに近隣に外
来を受け入れてくれる場所もない。
また、医療型の継続が不可能となれば、近隣での同様の施設はなく、放課後等デイサービスへの通所となるが、重度障害児等を受け入れる事業所は近隣においては受け入れを困難としている。
その上、医療型から福祉型への変更をした場合、保育、療育、診察、摂食介助等を一貫して行っている施設が近隣にはなく、同じサービスを受けようとすれば2か所から3か所以上を保護者が児童を連れて走り回
ることとなり負担増はもとより不可能な状態となる。また児童の発達に関する療育が将来にわたり影響する。
従って、北播磨地域における障害児の医療的支援体制は崩壊の危機にあり、現行の医師配置の標準の規定について、当地域の実情を勘案し、標準を一定程度下回る場合であっても医療型児童発達支援事業
が存続できるよう、特例措置や規定の明確化等をお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 308

03_医療・
福祉

その他 北播磨こども発
達支援センター
事務組合わかあ
ゆ園

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

健康保険法第76条、高齢者の
医療の確保に関する法律第71
条、厚生労働省告示第63号

障害児リハビリテーション
料の施設基準における
医師の常勤要件の緩和

障害児リハビリテーション料の施設基準における医師の
常勤要件の緩和

当該施設では、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練及び治療を行うため、保育・給食・送迎等の支援サービスに加え、治療（診察、リハビリ
テーション）を行っているところである、上記の診療報酬の算定方法の規定により、常勤医師一名が必要となった。
当地域には、当該施設以外の障害児リハビリテーション料を設けている施設が近隣になく、当該施設を卒業した児童が、継続的にリハビリテーションのケアを受けるために、当該施設の維持は重要となる。
当該施設の事情では、施設の常勤医師の高齢化（現在88歳）と地域の医師不足による後任者不在により、施設の維持が困難となっている。
従って、北播磨地域における障害児の医療的支援体制（外来リハビリテーションに係る）は崩壊の危機にあり、現行の医師配置の規定について、当地域の実情を勘案し、障害児（者）リハビリテーションの施設基準
について、非常勤医師でも認められる等の、医療型児童発達支援事業が存続できるよう、特例措置を求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 309

03_医療・
福祉

一般市 日田市、大分
市、別府市、中
津市、佐伯市、
臼杵市、津久見
市、竹田市
豊後高田市、杵
築市、宇佐市、
豊後大野市、由
布市、国東市、
姫島村、日出
町、九重町、玖
珠町

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩
和

健康保険法第61条
国民健康保険法第67条
船員保険法第51条
国家公務員共済組合法第48条
地方公務員等共済法第51条
高齢者の医療の確保に関する
法律第62条
平成26年12月5日付厚労省通
知（保国初1205大1号）

保険者間調整の義務化 資格を喪失した被保険者の受診に伴う過誤調整につい
て、平成27年より保険者間において直接処理できる措
置が講じられたが、いまだ多くの保険者で調整ができて
いないため、これを義務付け、そして被保険者からの書
類の提出を待たずに調整ができるように、関係法令の
改正と、平成26年12月5日付厚労省通知を見直すこと。
（※保険者間調整の義務付けとは、当該過誤調整につ
いて保険者間調整で処理することを義務付けるもので
はなく、過誤調整の相手方保険者から要望があった場
合において、当該要望に応えることを義務付けることで
ある）

【支障事例】
健康保険加入（脱退）の届出の遅れにより、旧保険で医療機関を受診した際の保険者負担医療費の調整について、国民健康保険以外の保険（協会けんぽや共済など）では、資格取得から保険証交付までにかな
りの日数を要する。新しい保険証が届くまでの間、市民は国民健康保険証を使って受診することがあり、後日国保連合会を経由した医療機関からの請求により無資格での受診が判明する。
この場合、保険者から医療機関に対して、レセプトの差し替え（返戻）を依頼して、医療機関から新保険者に提出していただいているが、全てには対処できていない。
そのため、被保険者からの同意を得て保険者間調整を行うこととなるが、この場合も調整に応じない保険者があり、被保険者に保険者負担分全額を一旦負担してもらわなければならず、請求手続きも煩雑な上、時
間を要する。さらに、遡って資格の異動があった場合には、被保険者は多額の費用を準備する必要も生じる。また、被保険者からの同意書の提出がない場合は手続きを進めることができない。

―

H29 310

01_土地利
用（農地除
く）

一般市 中津川市 内閣官房、
総務省、法
務省、農林
水産省、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩
和

所有者の所在の把握が難しい
土地に関する探索・利活用の
ためのガイドライン

所有者を特定することが
困難な土地について、
公共事業に係る用地取
得の際の手続きの緩和

公共事業に係る用地取得の際に、長期間相続登記が
なされていないなど、所有者を特定することが困難な土
地については、地方公共団体が所有者不明のままで土
地利用権を設定し、必要な施設整備を行うことができる
仕組みを構築するなど、必要となる手続きの簡素化を
求める。

道路整備事業による用地取得の際、３代前より相続登記がされておらず、権利者が100人程いたため、所有者の探索や権利関係の整理が必要となった結果、売買契約の締結に不足の日数を要するなど、工事の
着工に至るまでに大きな事務的な負担があった。
また、着工が遅れたことに伴い、当初計画していた時期より３年近く供用開始が遅れた。
国は、「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」により、社会資本整備に係る事業において用地買収を伴う際、土地所有者の所在が把握できなかった場合の解決方法とし
て、財産管理制度等の土地利活用に係る現行制度の活用などを促しているところであるが、実態としては、予算措置（国庫補助金に係る長期計画との調整や予算繰越に係る制限等）や、全体の道路整備計画を
勘案した用地取得までの時間的制約といった事情から、現行制度の活用では解決が難しい事案も存在している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html

H29 311

05_教育・
文化

一般市 塩尻市 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩
和

地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第１３条、２５条、
行政不服審査法第４条

教育委員会から委任を
受けた事務に関して教
育長が行った処分に係
る審査庁の明確化

教育委員会が教育長に委任した事務の行政処分につ
いて、行政不服審査法の審査請求の審査庁を明確に
する。

【経過】
　行政不服審査法（逐条解説）では、審査請求の審査庁となる上級行政庁とは「指揮監督権を有する行政庁」としているが、平成26年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、改正前の
第１７条「教育長は、教育委員会の指揮監督の下に・・・」の部分が削除され、改正後の第１３条のとおり教育長は教育委員会の代表となった。このため、教育委員会が教育長に委任した事務の審査請求について
の審査庁が不明確となっている。
　一方で平成26年7月17日文部科学省初等中等教育長通知では「・・・教育長は教育委員会の意思決定に基づき事務をつかさどる立場にある・・・教育委員会の意思決定に反する事務執行を行うことはできない」
としており、指揮監督権が残っているかのようにも解釈できる。
【支障事例】
　教育委員会が教育長に委任した学校教育法施行令第８条の指定校変更許可や教育施設の使用許可申請等について、申請を棄却する際の行政不服審査法第82条の教示が困難になるなど業務に支障があり、
処分を受けるまでは市民も審査庁が不明瞭な状態であるなど、国民のための行政救済制度が十分に機能していない。
　また、教育長が審査庁となる場合、教育委員会が審査庁となる場合には不要の審理員指名等の事務が新たに発生するため、事務の効率化のための委任により別の事務が生じるという矛盾が生じる。
【全国の状況】
　全国の教育委員会のHPを見ると、新教育長制度に移行しているにもかかわらず、教育長の処分の審査庁を教育委員会にしている例や教育長にしている例が見受けられ、同じ法律を根拠としながら統一されてい
ない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/teianbosyu
_kekka.html



資料等 国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 URL

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅹ）医療型児童発達支援（６条の２の２第３項）の医師の配置については、以下のとおりとする。
・医師等の員数を算出する際の常勤換算の方法等の具体的基準を明示し、必ずしも常勤医が確保できなくても医療型児童発達支援の運営が
可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。
・医師の配置要件の緩和については、医師不足が深刻な地域の状況を踏まえ、医療の質の確保や診療所における管理者の常勤要件等との
整合性等を考慮しつつ検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【厚生労働省】
（１）健康保険法（大11法70）
（ⅰ）障害児（者）リハビリテーション料の施設基準については、提案の趣旨を踏まえつつ、限られた医療資源の有効活用などを考慮し、障害児
に対する適切なリハビリテーションの提供を確保していく観点から、常勤医師の配置に関する施設基準の在り方について、中央社会保険医療
協議会において検討し、平成30年度の診療報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

― ― ― ― ― ―

６【内閣官房（２）】【総務省（17）】【法務省（５）】【農林水産省（16）】
　【国土交通省（25）】
所有者を特定することが困難な土地の利用の円滑化
所有者を特定することが困難な土地については、その利用の円滑化を図るため、公共事業のために収用する場合の手続を合理化するととも
に、一定の公共性を持つ公共的事業のために一定期間の利用を可能とする新たな仕組みを構築する。

６【文部科学省】
（12）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）
教育委員会から委任を受けた事務に関して教育長が行った処分に係る審査庁の明確化については、当該審査請求の手続の在り方も含めて
検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【文部科学省】
（８）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）
（ⅰ）教育委員会から委任を受けた事務に関して教育長が行った処
分に係る審査庁については、教育長が審査庁である旨を、都道府県
教育委員会等に周知する。
［措置済み（平成30年３月28日付け文部科学省初等中等教育局初等
中等教育企画課事務連絡）］
（ⅱ）教育委員会から委任を受けた事務に関して教育長が行った処
分に係る審査請求の手続に関する地方公共団体からの相談につい
ては、適切に対応するとともに、地方公共団体から当該審査請求に
係る具体的な支障事例が示された場合には、改めて必要な検討を行
い、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。

教育委員会から委任を受けた事務に関して教育長が行った処分に係る審査庁について
は、教育長が審査庁である旨を、都道府県教育委員会等に周知した。

【文部科学省】教育委員会から教育長に委任された事務に関する処分に係る不
服申立ての審査庁について（平成30年３月28日付け文部科学省初等中等教育
局初等中等教育企画課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2017/h29fu_tsuchi
.html#h29_311

文部科学省初等中等教育企画課


